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三重大学
○ 大学の概要 〔目的〕

（１）教育
（１）現況 三重大学は「感じる力」「考える力」「生きる力」を躍動させる場とし

①大学名 て、社会の新しい進歩を促すと同時に他者に対する寛容と奉仕の心を併せ
国立大学法人三重大学 もった感性豊かな人材を育成する。

②所在地 三重大学は課題探求心、問題解決能力、研究能力を育てるとともに、学
三重県津市 際的・独創的・総合的視野をもち、国際的にも活躍できる人材を育成する。

③役員の状況 三重大学は、多様な学生を受け入れるための教育制度を構築するととも
学長名：豊田 長康（平成１６年４月１日～平成２１年３月３１日） に、学生の心身の健康を維持・増進させ、意欲的に修学できる学習環境を

内田 淳正（平成２１年４月１日～平成２７年３月３１日） 整備し、学生の個性を重んじた進路指導を実施することを目指す。
理事数：５名 （２）研究
監事数：２名 三重大学は、多様な独創的応用研究と基礎研究の充実を図り、さらに固

④学部等の構成 有の領域を伝承・発展させるとともに、総合科学や新しい萌芽的・国際的
学 部：人文学部、教育学部、医学部、工学部、生物資源学部 研究課題に鋭意取り組み、研究成果を積極的に社会に還元する。
研究科：人文社会科学研究科（修士）、教育学研究科（修士）、医学系研 （３）社会貢献

究科（修士・博士）、工学研究科（博士前期課程・後期課程）、 三重大学は、教育と研究を通じて地域作りや地域発展に寄与するととも
生物資源学研究科（博士前期課程・後期課程）、地域イノベーシ に、地域社会との双方向の連携を推進する。
ョン学研究科（博士前期課程・後期課程） （４）情報化

⑤学生数及び教職員数 三重大学は、学内における情報化はもとより、学術研究・地域連携・社
学部学生数： ６，３１３人（ １３３人） 会活動等の情報を受発信し、グローバル社会における学術文化の起点とな
大学院生数： １，２５３人（ １０７人） ることを目指す。
教 員 数： ７４３人 （５）国際化
職 員 数： ８６８人 三重大学は、国際交流・国際協力の拡大と活性化を図るとともに国際的

な課題の解決に貢献できる人材を養成し、大学の国際化を目指す。
（２）大学の基本的な目標 （６）組織

「三重から世界へ：地域に根ざし、世界に誇れる独自性豊かな教育・研究 三重大学は、審議・執行・評価の独自性を確立し、学長のリーダーシッ
成果を生み出す。～ 人と自然の調和・共生の中で ～」 プの下に、速やかな意志決定と行動を可能にする開かれた大学運営と体制

「人材大国」「科学技術創造立国」を目指す我が国において、「知の創造 の整備に努める。
と継承」を担う大学の役割はますます重要化する一方で、我が国の社会経済 以上の全学的な将来構想に立脚し、三重大学改革会議が中心となって「中
情勢が悪化したことにともない、特に国立大学に対して種々の批判や要求が 期目標・中期計画（案）」を全学に提示するとともに、これに対して全学
表面化するようになってきた。このような社会的背景の中で選択されたのが、 から提出された意見をこの案に反映させるという作業を繰り返しながら、
平成１６年４月からの全国の国立大学法人化である。この大学法人化の基本 大学法人化後平成１６年度から２１年度に適用される三重大学の「中期目
的な視点としては、①個性豊かな大学づくりと国際競争力ある教育研究の展 標・中期計画」をとりまとめるに至った。
開、②国民や社会への説明責任の重視と競争原理の導入、③経営責任の明確 本来、目標は掲げるためだけではなく具現化するべきものである。その
化による機動的・戦略的な大学運営の実現、が掲げられている。 ためには、全構成員が日常的にこれを共有していることがより効果的であ

このような国立大学法人化への動きの中で、三重大学においても、三重大 ろう。それゆえに、三重大学の基本目標は、想起しやすいように余分な言
学独自の将来的な方針に関する継続的な検討が鋭意なされてきた。平成１１ 葉を省いた短い文言で表現することを考えた。その上で、この基本目標と
年に発足した三重大学２１世紀委員会は三重大学の将来へ向けての基本方針 の整合性をとりながら、それを具現化するためのさまざまな目標及び計画
について検討し、長時間にわたる議論の末に平成１３年に最終答申を三重大 が具体的に策定された。
学に提出している。加えて平成１２年には三重大学運営諮問会議が発足し、 平成１６年度から２１年度の期間における三重大学の基本目標は「三重
学外の有識者によって三重大学への種々の提言がなされてもいる。さらに平 から世界へ：地域に根ざし世界に誇れる独自性豊かな教育・研究成果を生
成１３年に発足した三重大学改革会議では、それまでの議論を踏まえながら み出す。～人と自然の調和・共生の中で～」という「短い文章」（ミッシ
将来構想への議論がさらに発展的に継続され、平成１３年には「三重大学の ョン・ステートメント）にまとめられた。この基本目標は、本学の理想を
理念・目的」が制定されるに至っている。 表現したものであると同時に、本学の基本戦略をも表現したものである。
三重大学の理念・目的 すなわち地域圏大学として地域の特性を生かした地域連携を深めると同時
〔基本理念〕 に、世界に誇れる教育・研究活動を展開し、独自性によって本学のアイデ

三重大学は、総合大学として、教育・研究の実績と伝統を踏まえ、「人 ンティティーを確立し、この地域の伝統である「人と自然の調和・共生」
類福祉の増進」「自然の中での人類の共生」「地域社会の発展」に貢献で を大切にしよう、というものである。
きる「人材の育成と研究の創成」を目指し、学術文化の受発信拠点となる この三重大学の基本目標を具現化するという目的のために、全構成員が
べく、切磋琢磨する。 志を一つにして、三重大学は心熱き飽くなき挑戦を続ける。
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三重大学
○ 全体的な状況

平成１６年度からの法人化以降、中期目標・中期計画の達成に向けた諸課題を ⑤包括的連携協定に基づき協定大学等との連携活動を強化するとともに平成
解決するとともに、種々の戦略的・機動的運営体制の整備に努めた結果、１９年 ２１年度には新たに朝日大学と協定締結を行った。
度までにほぼ目標を達成した。なお、２０年度の国立大学法人評価委員会及び大 ⑥東海地区の１１大学が連携し、６年制薬学教育を主軸とする薬系・医系・
学評価・学位授与機構による評価を経て、２１事業年度における新たな制度的基 看護系大学による広域総合教育を行う戦略的大学連携支援事業を実施した。
盤の整備や実施体制の更なる強化等に取り組んだ。以下は、平成１６～２１事業 ⑦「女性研究者支援モデル育成」支援事業実施のなか、理系女性研究者が在
年度における戦略的・機動的運営体制のための基盤整備と、その上に展開された 職する大学等、県内７機関と協力連携体制を確立した。
主要な取組の概要である。

（３）人事の適正化
１．業務運営の改善及び効率化 「志の高い優れた職員が国内外から集まり、意欲をもって活動できる大学とな
（１）運営体制の改善 る。」という中期目標の達成のため、次の取組等を行った。

「トップマネジメントによる速やかな意志決定と学内の戦略的運営体制を確立 ①機動的で専門的な体制を構築するために「特任教員（研究担当）」、｢教育
する。」という中期目標の達成のため、次の取組等を行った。 学部附属学校園特別教員」、「特任教員（継続雇用）」「特任助教」等に関す

①企画、立案及び実行力を高めるために専門的能力を有した副学長４名、学 る諸規程を定めた。
長補佐８名、学長顧問２名、学長アドバイザー２名を配置した。また、産 ②教員人事制度検討委員会を設置し、テニュア・トラック制の導入や外国人
学官連携など地域との連携強化のため、２名の特命学長補佐を任命した。 教員・女性教員の増加策、再審査制等を検討するとともに今後の方針を決

②経営協議会外部委員の増員を行うことで、広く客観的な意見を求めること 定した。
とした。 ③人文学部、医学部、医学系研究科に加え、新たに医学部附属病院、高等教

③財政基盤の維持及び強化を図るために必要な事項を企画・調査するととも 育創造開発センター、創造開発研究センター、地域イノベーション学研究
に、本学の戦略経営の確立に資することを目的とした経営戦略室を設置し 科及び知的財産統括室の教員等に任期制を導入した。
た。 ④外国人教員は特任教員としての採用制度を新設するなど人材確保に向けた

④役員・幹部職員の意識改革、大学運営マネージメント能力向上を図るため、 改善を行い、２１年度には８名を採用するなどして、対１５年度比で教員
三重大学経営協議会外部委員等を講師として三重大学マネージメントセミ 総数に占める割合が０．５１％増加した。また、女性教員も同様に積極的
ナーを開催するとともに、学外研修にも積極的な参加を行った。 な採用を行い、２１年度には対１５年度比で１８名の増加、教員総数に占

⑤学長のリーダーシップ強化のため、学長が戦略的に行う施策に要する経費 める割合が、２．９６％増加した。
として学長裁量経費を確保し効果的に活用した。 ⑤専門業務に応じた民間人や三重県ＯＢの選考採用や、本学卒業生を対象と

⑥内部監査機能の強化・定着を図るため、学長直轄の「監査チーム」に専任 した事務職員採用試験の実施など、多様な人材の確保に努めた。
職員３名を置き、本学監事とともに業務の監査と報告を行い、業務の改善 ⑥教育職員及び事務職員に、業務に応じてインセンティブを与える新たな評
を行った。 価制度を導入した。

⑦「平成２１年度までの人員・人件費管理計画」に基づき、教育職員及び事
（２）教育組織の見直し及び大学間連携の推進 務職員の削減等を実施し、平成２０年度は平成１７年度比で５％を上回る

「社会のニーズや環境変化に対応し柔軟かつ機動的な運営が可能となるよう教 削減を達成した。（人件費については、平成１７年度が基準年度である。）
育研究組織を見直す。」という中期目標の達成のため、次の取組等を行った。 ⑧男女共同参画を推進するために、男女共同参画コーディネーターの新設、

①「経済財政改革の基本方針２００８」等に対応するとともに地方の医師不 男女共同参画推進委員会及び「女性研究者支援室」を設置した。
足に対応するために、医学科の入学定員を３年間で２５名増やすこととし、
関連した体制を整えた。 （４）事務等の効率化・合理化

平成２０年度：１００名→１１０名 「最少の資源で最大の効果が得られるよう業務運営の効率化・合理化を進める。」
平成２１年度：１１０名→１２０名 という中期目標の達成のため、次の取組等を行った。

（平成２２年度：１２０名→１２５名） ①事務組織の効率化・合理化を図るため、事務組織の統廃合・再編を行うと
②地域産業界からのニーズにより、プロジェクト・マネージメントができる ともに課・係組織を廃止し、チーム制を導入するとともに更なる効率化・

研究開発系人材の育成を目的とした文理融合型独立大学院、地域イノベー 合理化を目指し、平成２１年度に事務組織の見直し・再編を実施した。
ション学研究科を平成２１年度に設置した。 ②本学への導入が可能で高い効果が期待されるベストプラクティスの調査を

③時代のニーズに合わせて三重大学農業別科を廃止したが、新たに農林水産 国内及び海外で行い、教育研究支援業務やプロジェクトマネージメント等
業に係る体系的な学習機会を提供する「生物資源学部特別支援プログラム」 の支援体制の整備を推進した。
を平成２１年度に開設した。 ③高年齢者の雇用及び障害者雇用の促進のため、平成２１年度に「定型業務

④各研究科の入学状況や社会のニーズ等を検証し、入学定員の改訂等、教育 等運営・支援センター」を設置した。
研究組織の見直しを行った。
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２．財務内容の改善 大学生コミュニティー誌「ＭＩＵ（ミウ）」及び保護者・地域住民向け「メ
（１）外部研究資金その他の自己収入の増加 ールマガジン」、産学官民連携マガジン「Ｙｕｉ－結－」を始め、各種広

「競争的資金には積極的に応募し、外部研究資金の充実を図る。」及び「自律 報誌（５１刊行物）を発刊した。
的経営に資するため、自己収入の拡大に取り組む」という中期目標の達成のた ②情報発信推進のため、学長・役員と地域マスメディアと懇談会、記者クラ
め、次の取組等を行った。 ブ等への積極的な情報提供や取材協力、「広報マニュアル」制作等による

①共同研究・受託研究・奨学寄附金獲得に向けて、科学研究費申請・採択デ 教職員からの情報提供促進等の取組を図った結果、本学関連の新聞記事及
ータベースの作成、科学研究費補助金説明会、アドバイザー制度、研究領 びホームページアクセス件数が飛躍的に増加した。学長が自ら発信する「学
域横断型研究者グループによるリサーチセンターの立ち上げ、学内外にお 長ブログ」によって、本学の諸活動、学長の日々の業務を外部へ積極的に
ける研究シーズ発表会開催等に取り組んだ結果、外部資金の獲得額が順調 情報発信した。
に増加した。 ③本学学生が主体となって県内の３私立大学と連携し、ラジオ番組を企画・

②「自律的な自己収入確保の拡大等検討会」で具体的な増収策を検討した結 運営し、本学の様々な活動を紹介した。
果、２１年度実績は１６年度比で１０％以上の増収を達成した。

４．その他の業務運営に関する重要事項
（２）経費の抑制 （１）施設設備の整備・活用等

「管理的経費の節減に組織的に取り組む。」という中期目標の達成のため、次 「三重の歴史と伝統を踏まえて人と自然の調和・共生に配慮した安全で機能的
の取組等を行った。 な教育・研究環境基盤を整備する。」という中期目標の達成のため、次の取組

①消耗品費、光熱水料、定期刊行物等の経費節減計画を策定するとともに、 等を行った。
目標チャレンジ活動による業務改善の取組、事務情報のペーパーレス化の ①日本の大学として初めて、大学全体として環境ＩＳＯ１４００１認証を取
推進、古紙循環リサイクルシステムの構築、産業廃棄物分別作業の民間委 得し、その後の継続審査においても認証継続を確認した。
託から独自作業への切り換え、リース委託や保全委託の一本化や複数年契 ②環境ＩＳＯ学生委員会が中心となって推進する３Ｒ（Reduce/Reuse/Recycl
約の導入、電気供給複数年契約の導入、物品リサイクルシステムの構築等、 e）活動が、環境省「容器包装３Ｒ推進環境大臣賞」の優秀賞を受賞した。
種々の施策を実施した結果、経費の節減が図られた。 ③「環境報告書２００８」が環境省と（財）地球・人間環境フォーラム主催

の第１２回環境コミュニケーション大賞「環境配慮促進法特定事業者賞」
（３）資産運用管理の改善 及び（株）東洋経済新報社主催の「第１２回環境報告書賞・サステナビリ

「大学が保有する資産・施設の延命化と効率的運用を目指す。」という中期目 ティ報告書賞」の「公共部門賞」を受賞するとともに「環境報告書２００
標の達成のため、次の取組等を行った。 ９」が環境省と（財）地球・人間環境フォーラム主催の第１３回環境コミ

①各種保全業務を一元化するとともに複数年契約（３年契約）を平成２１年 ュニケーション大賞「環境配慮促進法特定事業者賞」を受賞した。また、
度から導入することで、効率的な施設・設備の維持管理や応急対応及び利 日本環境経営大賞表彰委員会・三重県主催の日本環境経営大賞「環境経営
用者へのサービス向上（安全・安心）を図った。 パール大賞」を受賞した。

②資産の効率的な運用管理を行うため、留学生宿舎の建設、福利施設の導入、 ④ユニバーサルデザイン基本計画を作成するとともに、スペースマネージメ
総合研究棟の実験室使用等、施設・設備利用の受益者負担システムの確立 ント、施設点検・巡視の励行、特定化学物質障害予防保全策、耐震対策事
等を行った。 業等、安全な施設管理利用と対策を推進した。

３．自己点検・評価及び情報の提供 （２）安全管理
（１）評価の充実 「事故、災害、犯罪、環境汚染等を未然に防ぎ、危急時の適切な対処を速やか

「自己点検評価を充実するとともに各種の外部評価を受け、不断の大学改善を に行うための安全・危機管理体制を整備する。」という中期目標の達成のため、
進める。」という中期目標の達成のため、次の取組等を行った。 次の取組等を行った。

①「学内全部署でＰＤＣＡサイクルを回すシステムの確立について（申し合 ①地方公共団体等からの要請に応え、東南海地震等の大規模災害対策につい
わせ）」を決定し、中期目標・中期計画等への反映・実行を定着させた｡ ての協定を締結し連携を強化するとともに、図上訓練・実行動訓練、緊急

②平成２０年度における国立大学法人評価委員会及び大学評価・学位授与機 地震速報等伝達設備の導入を実施し、新型インフルエンザについては対策
構による評価を経て、平成２１年度に「今後の自己点検・評価の進め方に 本部・部局体制の整備や「新型インフルエンザ対策行動計画」の策定等を
関する基本方針」を改訂するなど、今後の全学的なＰＤＣＡサイクルの定 計画的に実施した。
着と体系化に向けた取組を実施した。 ②学内災害を１４項目に区分した想定危機事象の管理マニュアルを作成・改

③大学機関別認証評価結果をホームページで公表するとともに改善点等を説 訂・配布する等、安全・危機管理体制の整備及び啓発活動を実施した。
明会等により学内に周知した。

５．教育に関する活動状況
（２）情報公開等の推進 （１）教育成果等

「社会への説明責任を果たすために広報活動を充実し、情報公開を促進する。」 「「感じる力」「考える力」「生きる力」がみなぎり、地域に根ざし国際的にも活躍
という中期目標の達成のため、次の取組等を行った。 できる人材を育成する。」という中期目標の達成のため、次の取組等を行った。

①本学の現況、教職員、学生らの様々な活動やニュースを広く分かり易く発
信し、情報公開を促進するために、広報誌「三重大Ｘ（えっくす）」、三重
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①成績評価の方法・基準を定めた全学成績評価基準（ガイドライン）及び成績評価の （４）学生への支援
適正性を保証する成績評価に対する不服申立制度を創設するとともに、「三重大学に 「学生の修学、就職、生活、健康支援を総合的に行う体制を整備し、学生支援
おけるＧＰＡ制度の取扱いに関する要項」を制定し、ＧＰＡ制度の本格的導入を決定し 体制の充実を図る。」という中期目標の達成のため、次の取組等を行った。
た。 ①修学・就職・生活・健康の全てを網羅する総合的な学生支援体制を構築す

②工学部と生物資源学部によるJABEE（日本技術者教育認定機構）教育プログ るため、「学生総合支援センター」「保健管理センター」「国際交流センタ
ラムの拡充、TOEICの活用、医師に必要な基礎学力を検証する全国共用試験のＣＢ ー」の有機的連携を図るとともに整備充実を行った。
Ｔ（Computer based testing）及びＯＳＣＥ（Objective structured clin ②就職支援活動の充実のため、就職ガイダンスや就職相談会（２１年度：
ical examination）を実施した。 ２１回、学生延べ参加者数5,471名）、企業インターンシップの実施（２１

③大学院では、学位審査を原則、公開とし、外部審査員による審査等も考慮した厳正 年度：１０２機関、学生２５２名参加）、国際環境インターンシップ（
な審査を促す制度、修士論文の成果も原則として公開発表する制度を実施した。 ２１年度：１機関、学生４名参加）へ派遣等を行った。

④全学生を対象とした「４つの力」修学達成度調査、「学び」と「教え」を主旨とする ③大学生活への支援のため、マイクロソフトOfficeソフトを無償提供すると
授業アンケート、学生満足度調査、卒業生（修了生）と企業等へのアンケート調査 ともに、「学生生活ハンドブック」等の配布を行った。
を実施し、評価結果をホームページ上で公表した。 ④合宿施設等予約管理システムの開発やクラブ・サークル顧問教員指針の策

定等、学生課外活動の環境整備を行うとともに、ＡＥＤ（自動体外式除細
（２）教育内容等 動器）研修会、安全対策セミナー等を開催し事故防止対策を併せて行った。

「「感じる力」「考える力」「生きる力」とその基盤となるコミュニケーション ⑤キャリア支援の充実のため、キャリア・ピア・サポーター資格教育プログラムを
能力を豊かな教養と専門領域の学究を通して涵養するカリキュラムの充実に努 実施するとともに、学生生活を支援するＳＡ（スチューデントアシスタント（
める。」という中期目標の達成のため、次の取組等を行った。 ２２年度～））制度を新設することを決定した。

①「４つの力（感じる力・考える力・生きる力・コミュニケーション力）」
や豊かな教養を育成するため、共通教育カリキュラムでは「法則の探究」 ６．研究に関する活動状況
「大学とキャリア形成」「創造と知的財産」「英語による国際教育科目」、 「地域に根ざし世界に誇れる独自性豊かな研究成果を生み出す。」という中期
学部授業も含めた体系的な履修を求める「環境資格支援教育プログラム」 目標の達成のため、次の取組等を行った。

（２０年度文部科学省教育ＧＰ採択）等、特色に満ちた授業群を充実させた。 （１）研究水準及び研究の成果等
②教育目標そのものを学ぶ「４つの力スタートアップセミナー」、ネットワ ①世界トップレベルの研究拠点の形成のため平成１６年度から「三重大学Ｃ
ーク、情報倫理、情報セキュリティー、eラーニング等、情報社会に必要な情報 ＯＥ」を開始した。選定された各テーマには戦略的に研究費を配分し、そ
リテラシーを全学統一で学ぶ基礎教育科目「情報科学基礎」教育を実施した。理系 れぞれ中間評価等を行い、進捗状況を評価・検証した。これらの取組によ
基礎科目等の習熟度に応じた補習教育を実施した。 り、学術論文数や外部資金の獲得など組織全体として研究活動の活性化が

③「教員向けＰＢＬ実践マニュアル」「学生用ＰＢＬ教育マニュアル」等の学生・教員 図られた。
向けの教本等を作成し全学利用を推進した。 ②創造開発研究センター（平成２１年度から社会連携研究センターに名称変

④eラーニングシステムを活用した授業「英語 プレTOEIC」、ＰＢＬ（問題発見解決 更）及び三重ＴＬＯを中心として、本学の学術成果を地域産業へ積極的に
型教育）授業（２１年度４２９科目）、ＰＢＬセミナー（２１年度２２科目）、"三 展開するほか技術移転に努めた。
重大学Moodle（授業管理支援型eラーニングシステム）"を活用した授業（２２ ③全国でもトップクラスとなっている中小企業との共同研究件数を維持する
年度８００科目）を開講し、学生主体型の教育を展開した。 とともに、共同研究先への満足度調査を併せて実施し、改善点等の検証等

⑤「美し国おこし三重さきもり塾」の特別課程を工学研究科で開講することを決定し を行った結果、外部資金獲得額（共同研究、受託研究、寄附金）は18.8億
た（２２年度～）。 円となり、１６年度比１３１%と続伸した。

④地方自治体の地域振興プロジェクトである「みえメディカルバレー事業」
（３）教育の実施体制等 への参画、「みえ治験医療ネットワーク」の構築等、積極的に推進した。

「学科・部局・研究科に加えて大学全体の教育に責任をもつ教育実施体制の確
立を図る。」という中期目標の達成のため、次の取組等を行った。 （２）研究実施体制等の整備

①入試広報戦略、入試動向に関するＦＤ（ファカルティデベロップメント）、 ①三重県等との連携を緊密にすることで、文部科学省都市エリア産業連携促
入学者追跡調査システム開発等、教育の実施体制を強化するとともに、新 進事業（発展型）をキックオフ、ＪＳＴ地域結集型共同事業やＪＳＴ重点
たに、キャリア教育（２２年度１２科目）や実践英語教育（中・上級再履修 地域研究開発推進プログラム等を継続推進した。
クラスの設置、TOEIC自習システム実施、TOEIC-IPスコアに応じたクラス編 ②研究成果の地域還元のため、製造業の中心である四日市市に企業とのコー
成等）の実施と充実を図った。 ディネート活動拠点を継続活動するとともに、関西圏との中間地点である

②創意に溢れた教育プロジェクトを支援する「三重大学教育ＧＰ」（１６～ 伊賀市との共同で「三重大学伊賀研究拠点」を開設して、研究シーズ発表
２１年度：４３件採択）を創設し、組織的な教育改善に取り組んだ結果、 会、技術交流会等を学内外で積極的に開催した。
文部科学省教育ＧＰ等（１６～２１年度：１０件採択）の採択につながっ ③本学を代表する研究課題を採択し期限を限って優遇支援をする「三重大学
た。 ＣＯＥ」プロジェクトを始動させ、「世界に誇れる世界トップレベルの研

究拠点」、「学部として育てたい国内トップレベルの研究」、「学部として育
てたい若手研究」の区分を設け、戦略的な研究費の配分を実施した。
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④戦略的な資源配分として、文部科学省等が実施する競争的資金などにおい ②三重大学国際交流特別奨学生制度の創設等、三重大学生の海外留学や外国人
て大型の事業費を獲得した研究者への研究施設用スペ－スの優先的配分、 留学生受入れの支援体制を整備した。
設備マスタープランに基づく機器整備、三重大学若手研究プロジェクトの ③世界全地域における国際交流を展開し、平成１６年度当初１２か国３３大学
実施、外部資金獲得者及び特許出願者並びに発明者へのインセンティブを であった海外の学術協定校は、２２か国５７大学に拡大した。
付与する制度などを実施した。 ④平成２１年度３大学国際ジョイントセミナー・シンポジウム（三重大学、タ

⑤学長のリーダーシップの下、「三重大学研究推進戦略室」を設置するとと イ・チェンマイ大学、中国・江蘇大学、１９９４年開始）を本学で開催し、
もに各部局にも研究推進戦略室に対応した組織を設置した。また、平成 海外の学術協定大学等から５か国１６大学９４名（学生６４名、教職員３０
２１年度設備マスタープランの策定、平成２２年度から実施する新三重大 名）が参加し、本学から約９０名の学生及び教職員が参加して、学生による
学ＣＯＥプロジェクトの策定及び若手研究者海外研修支援制度の実施体制 論文発表やポスターセッション、教員による基調講演等を行い、教育・研究
の整備を行った。 交流を精力的に実施した。

⑥平成２２年度設置を目指して、「事業化を目指した戦略的な産学協同プロ ⑤タイの協定大学（６大学）との間で「国際インターンシッププログラム」を
ジェクト研究の実施拠点」を目指したセンター（仮称：新産業創成センタ 実施し、平成２１年度は、タイから５名の学生を受け入れ、タイへ７名の学
ー）及び「共同利用機器を活用した学内外の研究開発支援と人材育成」を 生を派遣した。
目指したセンター（仮称：研究展開支援センター）の設置検討を開始した。

⑦分野横断的な最先端研究等を推進する研究者グループをセンターとして認 （３）附属病院
定することにより、本学における研究活動の活性化及び研究拠点の創出を 「地域医療機関と連携した世界に誇れる質の良い臨床研究・治験を推進する。
図ることを目的として、研究領域横断型である１２の「三重大学リサーチ また、地域住民への健康教育や医療人の生涯教育に貢献し、自治体や地域医療
センター」を立ち上げた。 機関との連携を緊密にして、地域社会の保健・医療水準の向上にとって必要不

可欠な指導的中核病院となる。」という中期目標の達成のため、次の取組等を
７．その他の活動状況 行った。
（１）社会との連携 ①１９年７月に「新たな治験活性化５ヶ年計画（文部科学省・厚生労働省）」
「社会との双方向の連携を促進し、三重大学が地域社会にとって必要不可欠で、 に基づく「治験拠点病院」に採択され、治験相談窓口機能の充実、ＣＲ
その誇りとなる存在になる。」という中期目標の達成のため、次の取組等を行 Ｃの常勤化・専任化、データセンターの整備、地域医療機関の治験人材
った。 の育成及びＩＲＢ審査の質的向上及び「みえ治験医療ネットワーク」の
①三重県試験研究機関や中部電力（株）等、民間企業等との共同研究、技術交 機能充実を推進した。

流会を開催し、「職業医学・中毒学プロジェクト研究室」「野村證券・百五銀 ②「みえ医師バンク」を設立し、研修医の定着化、へき地を含めた地域医療の
行創業革新プロジェクト研究室」をスタートさせた。 充実、医師不足の解消を図った。

②新たなビジネスモデルの開発の可能性を拡大するため、第三銀行、三菱ＵＦ ③「肝疾患診療連携拠点病院」として、地域病院との研修会や市民公開講座の
Ｊリサーチ＆コンサルティング及びＪＡグループ三重との包括協定を締結し 開催等を行い、三重県の中核病院として医療の中心的な役割を果たした。
た。 ④県内及び中勢伊賀地区の救急医療体制を充実・整備するために、救命救急セ

③三重県等との連携によるＪＳＴ地域産学官共同研究拠点整備事業に採択され、 ンター設置を検討した。２１年度は、津市内二次救急輪番病院と医師会との
地域に根ざした「食」を基軸に食品関連産業を支援する拠点「みえ“食発・ 連携及び救急医療スタッフの確保を行い、２２年６月の開所を予定している。
地域イノベーション”創造拠点」を設置した。 ⑤病院間をネットワークを結ぶ医療連携システム（ＩＤ－Ｌｉｎｋ、遠隔画像

④三重県からの要望に応え、「防災」、「研究交流・産学官連携」、「新県立博物 診断）を関連病院に配置し、診療情報等を統合・共有できるシステムを構築
館」、「医療」の各分野での連携協定を締結し、各分野での連携内容や諸課題 した。
への対応策等を主議題として意見交換を行った。

⑤四日市市他県内８市町とも連携協定を締結し、地域産業の振興・創出、教育 （４）附属学校園
・文化及び医療・福祉に関する諸課題への対応などについて学術活動や人材 「学部との緊密な連携のもとに、新たな教育を探求する実験校、及び新たな質
交流等の連携活動を行った。 が求められる教育職員養成の実地研究の場としての機能を一層強化する。また、

⑥三重県教育委員会と連携した高大連携授業、公開授業（東紀州講座）、サマ 地域の教育の発展に寄与するとともに、地域に開かれかつ効果的・適切な学校
ーセミナー及びスーパーサイエンススクール事業、県内各地を会場とする文 運営を促進する。」という中期目標の達成のため、次の取組等を行った。
化フォーラム等の公開講座を実施した。 ①公開研究会等による教育指導の研究活動や教育実習の充実を図るとともに、

⑦生涯学習に対する社会的要請に応えるため、本学学生に開講している正規の 実践的指導力の具体的内容についての検討を行い、附属学校教員、学部教員
授業科目の一部を市民等が聴講できる「三重大学市民開放授業」制度を制定 及び学生に対する意識調査の結果を基に教育実習の改善を図った。
した。 ②小学校では、大学・三重県・津市等と連携して、情報教育・国際理解教育の

実践と学校間交流を進めるために職員を対象とした講座を開設した。
（２）国際交流 ③中学校では、英語活動年間カリキュラム計画を策定して実施した。また、中

「教育・研究・サービス活動において三重大学の独自性を発揮できる国際交流 国・天津市実験中学校（天津師範大学附属中学校）と交流を深め、国際理解
を促進する。」という中期目標の達成のため、次の取組等を行った。 教育を進めた。
①国際交流の拡大を図るため、自己資金によって、平成２０年度に新留学生宿

舎（８４名収容）を建設し、２１年度から入居を開始した。
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三重大学
項 目 別 の 状 況

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化

① 運営体制の改善に関する目標

中 ○（経営・管理・組織全体に関する目標）
期 地域に根ざし世界に誇れる独自性を発揮できるような戦略的経営・管理と機動的な組織つくりを目指す。
目 １（機動的・戦略的運営）
標 トップマネジメントによる速やかな意志決定と学内の戦略的運営体制を確立する。

進捗 ｳｪｲﾄ
中期計画 平成21年度計画 状況 判断理由（計画の実施状況等）

中 年 中 年
期 度 期 度

（機動的・戦略的運営） （平成20年度の実施状況概略）
【1】全学的見地からの機動的 附属病院の再開発計画や経営を戦略的に行うため、外部有識者を含む病院経
・戦略的運営を可能とする学長 営戦略会議を平成１６年度に設置したほか、国大協主催のマネジメントセミナ
のリーダーシップ体制を確立す ーへの派遣、経営協議会の外部委員を講師とした幹部職員等対象の「三重大学
る。 マネジメントセミナー」の開催等、学内での経営マインドの浸透を図るなど、

Ⅲ 学長のリーダーシップ体制の確立に取り組んだ。１７年度には、大学全体とし
てＰＤＣＡサイクルを回すため、役員と学長補佐で構成する自己点検評価チー
ムを設け、全学的な自己点検評価を実施し教育研究活動の改善に活かした。

【1】（平成16～18年度に実施済みのた （平成21年度の実施状況）
め、21年度は年度計画なし）

【2】理事の所管部門毎に機構 （平成20年度の実施状況概略）
を設け、機動的・戦略的な機構 平成１６年度に各理事の所管する業務の適正かつ円滑な運営を図ることを目
運営体制を確立する。 的として各理事の下に総務・企画・評価機構、財務・経営機構等５つの機構を

設置した。また、機構の中には、全学委員会、全学センター等を配置するとと
もに、各機構の管理運営に関する基本的事項を協議・調整するため、機構委員

Ⅲ 会を設置した。その後、全学委員会の効率的運営及び教職員の負担軽減を図る
ため、毎年、委員会の運営状況の点検を行い、機構を含め、委員会の廃止・統
合等を引き続き行い、機動的・戦略的な機構運営体制を確立している。

【2】（平成16～18年度に実施済みのた （平成21年度の実施状況）
め、21年度は年度計画なし）

【3】学部長・研究科長を中心 （平成20年度の実施状況概略）
の機動的な運営体制を確立し 学部長及び病院長の補佐体制を強化するため、平成１６年度に新たに副学部
て、全学的な中期目標・中期計 長、学部長補佐及び副病院長を設置した。また、教育研究評議会での審議を行
画の達成可能な仕組みを確立す う前に、全学的な事項及び部局共通の管理運営事項の連絡・調整を行うため、
る。 部局連絡会議を設置し、学長・役員と部局との円滑な連携体制を確立した。

Ⅲ その他、「中期目標･中期計画」について、全学レベルと部局レベルの整合性
に配慮した「具体的達成目標及び工程表」を作成し、年度計画の着実な進捗を
管理するための仕組みを構築した。

【3】（平成16～18年度に実施済みのた （平成21年度の実施状況）
め、21年度は年度計画なし）

【4】教育職員と一般職員の協 （平成20年度の実施状況概略）
調的運営体制の確立を図るため 一般職員による業務改善活動報告会を開催し､優秀グループとして３グルー
に、全員参加の目標チャレンジ プを表彰し､業務改善活動の充実･定着化を図った。
活動を全学的に展開する。 また、業務改善推進グループによる業務改善活動のマニュアルを昨年の「活

動啓発編」に引き続き、「目標設定編」、「実行・確認編」、「見直し・標準化編」
を作成し、事務系全職員に配布し、業務改善活動に向けた一人一人の意識改革
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を促した。
さらには、各チームリーダー等に対し、学長による「業務改善活動ワークシ

ョップ」を開催し、管理職員における意識改革も併せて促した。
教育職員については、教育研究活動等に関する目標達成度評価を行い、全学

評価委員会において、各部局評価委員会が行った教員個人評価の内容について
審議し、その結果を踏まえ、学長が総合的な観点から評価結果を確定した。

また、次年度の教員個人評価に向けて、部局長に対する評価と併せて制度の
Ⅲ 見直しを行い、規程等を整備した。

【4】一般職員については業務改善活動 （平成21年度の実施状況）
を引き続き実施しその定着化を図る。ま 教育職員の教育活動等に関する教員個人評価をインセンティブ付与となる完
た教員については教員個人評価における 全実施として、全学の評価委員会において、各部局評価委員会が実施した教員
目標達成度評価の定着化を図る。 個人評価の内容について審議し、その審議結果を踏まえ、学長が総合的な観点

から評価結果を確定し、教育職員活動評価の定着化を図った。
一般職員の業務改善活動は、３２のグループで業務改善活動を展開し、平成

Ⅲ ２２年２月には業務改善活動報告会を開催し、優秀グループの表彰を行うとと
もに全３２グループの活動をＨＰに掲載し全学周知を行った。また、第２次の
「業務改善活動推進グループ」の設置に向けて、活動方針や構成員選考等につ
いての検討を行った。

平成２１年１１月に学外講師による「サービス産業（国立大学法人・銀行な
ど）における経営目標について」のセミナーを開催し、管理職の目標管理活動
に関する戦略的な運営体制の充実を引き続き行った。

【5】学外の有識者・専門家を （平成20年度の実施状況概略）
経営協議会委員等に登用して、 経営協議会には、経済界や学界等広く学外の有識者・専門家を登用し、効率
効率的な運営体制の実現に努め 的な運営体制の実現に努めている。また、平成１６年度から目標チャレンジ活
る。 動の推進のため、外部経営コンサルタントを導入し、業務改善活動の普及、質

的な発展に有意義な指導を受けたほか、三重県における産学連携のエキスパー
Ⅲ トとして活躍した県ＯＢを、平成１８年度より「三重県・三重大学連携室」の

産学連携コーディネーターとして採用し、本学の産学連携活動及び三重大学振
興基金の募金活動推進メンバーとして活用している。

【5】（平成16～18年度に実施済みのた （平成21年度の実施状況）
め、21年度は年度計画なし）

【6】社会の環境・ニーズ及び （平成20年度の実施状況概略）
三重大学の位置づけ・競争優位 ２０年度版の「社会の環境・ニーズ及び三重大学の競争優位性に関する分析
性等を分析抽出して、戦略的運 報告書（経年データ）」を作成し、長期的な戦略プラン策定のための資料とし
営を推進する。 て企画担当理事等に配付し、教育・研究組織の再編計画の検討に活用した。

【6】社会の環境・ニーズ及び三重大学 （平成21年度の実施状況）
の競争優位性を経年的に分析抽出し、教 Ⅲ 平成２１年度版の「社会の環境・ニーズ及び三重大学の競争優位性に関する
育・研究組織の再編計画の検討を行う。 分析報告書（経年データ）」を作成し、長期的な戦略プラン策定のための資料

Ⅲ として企画担当理事等に配付し、戦略的運営の推進を支援した。
また、各研究科の定員超過・未充足状況等を把握し、課題のある研究科に対

して入学定員の見直しを含めた教育研究組織の見直しを促し、その対応策等を
取りまとめるとともに文系学部の充実に向けた検討ワーキングを新たに設置し
検討を開始した。

【7】内外の優秀な大学・企業 （平成20年度の実施状況概略）
からベストプラクティスを学ぶ ナレッジマネジメント体制の確立に向けた「大学運営改善データベースシス
とともに、学内の知識資産を共 テム」のデータを更新したほか、業務改善活動報告会において学長自らが本活
有化し相互に活用できるナレッ 動の趣旨の徹底を図るなど学内の知識資産の活用に向けてより一層の充実を図
ジマネジメント体制の整備に努 った。
める。

【7】ナレッジマネジメント体制の構築 Ⅲ （平成21年度の実施状況）
に向けて引き続きデータベースの整備を 教育研究支援業務やプロジェクトマネジメント等の支援体制の整備に応用す
進めるとともに、学内の知識資産の活用 るため、先進的な教育研究支援体制を導入しているアメリカ、ニュージーラン
を図る。 Ⅲ ドの大学に海外事情調査団を派遣し、本学への導入が可能で高い効果が期待さ

れるベストプラクティスの調査を行い、本学ＨＰの「大学運営改善データベー
ス」に登載するとともに国内の優れた取組を実践している大学を訪問・調査し、
情報収集を行った。
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【8】内部監査機能を充実する （平成20年度の実施状況概略）
等、適切な意志決定に繋がる総 ６月に内部監査の一環として、１６年度からの監事意見に対するフォローア
合的リスクマネジメント体制の ップを実施し、リスクマネージメント体制等の強化を図った。
整備に努める。 また、８月には役員検討会において、１９年度実施した「図上訓練」の検証

・検討や緊急地震速報等伝達設備の学内導入の決定を行うとともに災害対策ワ
ーキングを新たに設置し、緊急地震速報等伝達設備の具体的な導入案の検討や
防災にかかる今後の課題等について検討した。

【8】総合的リスクマネジメント体制の （平成21年度の実施状況）
整備に向けて、内部監査体制等の充実を 大規模災害を想定した災害対策本部における図上訓練として、９月に初動体
図る。 Ⅳ 制における訓練、１０月に初動体制・二次体制における訓練を実施し、１２月

には三重大学総合防災訓練を図上訓練と併行して実行動での訓練を実施した。
また導入について検討を行ってきた緊急地震速報等伝達設備を３月に導入し
た。

Ⅳ 新型インフルエンザへの対応として、４月末から、対策本部、対策ＷＧ及び
各部局における体制の整備を図った。「新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）
対策行動計画」を策定し、感染防止策の徹底と注意喚起をホームページ等によ
り迅速に行った。

また、部局に危機管理担当教員を新たに配置し、その指揮のもと当該部局の
感染対策を行うシステムを構築した。

【9】管理的立場の職員を中心 （平成20年度の実施状況概略）
に、経営・管理に関する能力開 国立大学法人等の役員・幹部職員を対象に大学運営全般に関わる基本的知識
発研修を行う。 の取得とマネージメント能力の向上を図る目的で実施された大学マネージメン

トセミナー（財務編、企画・戦略編、教育編、研究編、リスクマネジメント編）
に計１１名が参加した。

また、本学名誉博士（企業経営者）による講演「企業の社会的責任」を開催
Ⅲ し、役員・幹部職員等の意識改革を図った。

【9】全学的に中期目標・中期計画を着 （平成21年度の実施状況）
実に推進するため、役員・部局長等を対 国立大学法人等の役員・幹部職員を対象に大学運営全般に関わる基本的知識
象にマネージメントセミナーを逐次開催 Ⅲ の取得とマネージメント能力の向上を図る目的で実施された学外の大学マネー
する。 ジメントセミナー（企画・戦略編）に参加するとともに学外講師による学内セ

ミナー（「サービス産業（国立大学法人・銀行など）における経営目標につい
て」）を企画・開催し、戦略的な運営体制の充実を引き続き行った。

【10】近隣国立大学間の連携・ （平成20年度の実施状況概略）
協力により、業務運営の効率化 各種研修に参加し、業務運営の効率化・改善を図った。
・改善に資する合同の研修・検 （基礎研修２２名、中堅職員研修１２名、技術職員合同研修（物理・化学コー
討を行うよう努める。 ス）１名、技術職員合同研修（複合領域コース）１名、リーダーシップ研修３

名、目的別研修（チームビルディング力向上研修）８名）
Ⅲ

【10】東海・北陸地区の国立大学法人に （平成21年度の実施状況）
おいて、業務運営の効率化・改善に資す 各種研修に参加し、業務運営の効率化・改善を図った。
るための合同研修を引き続き実施する。 Ⅲ （基礎研修１１名、中堅職員研修１１名、技術職員合同研修（機械コース）２

名、技術職員合同研修（電気・電子コース）３名、リーダーシップ研修４名、
目的別研修（組織運営力強化研修）１５名）

ウェイト小計
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三重大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化

② 教育研究組織の見直しに関する目標

中 １（組織の見直し）
期 社会のニーズや環境変化に対応し柔軟かつ機動的な運営が可能となるよう教育研究組織を見直す。
目
標

進捗 ｳｪｲﾄ
中期計画 平成21年度計画 状況 判断理由（計画の実施状況等）

中 年 中 年
期 度 期 度

（組織の見直し） （平成20年度の実施状況概略）
【11】大学の戦略実現のために、 地域における医師不足解消を目的とした「緊急医師確保対策」及び「経済財
一定期間毎に社会のニーズの変 政改革の基本方針２００８」に基づき、医学部の入学定員をそれぞれ５名、合
化や各部署の活動等を評価し、 計１０名増加し入学定員を１２０名とした。
活動成果が上がるよう組織のあ 昨年度より検討を進めてきた文理融合型独立大学院構想に基づき、地域の産
り方を見直す。 業界が求める即戦力型人材である「プロジェクト・マネージメントができる研

究開発系人材」の育成を目的とした独立大学院地域イノベーション学研究科（博
士前期課程１０名、後期課程５名）を設置することとし、文部科学省の設置認
可を受けて、２１年４月の開設に向け設置準備委員会等で学生募集要項、入学
試験、シラバス等の準備を行った。

２１年３月に農業別科を廃止するとともに、平成２１年度から、生物資源学
部に、社会人を対象とした農業・林業・水産業に係る体系的な学習の機会を提
供するための履修コースとして「生物資源学部特別支援プログラム」を開設す

Ⅳ ることとした。
２０年１１月に、伊賀市・伊賀市文化都市協会との連携の下、伊賀地域を中

心とした文化、教育、学術、経済及び社会の進展を図るため、「ゆめテクノ伊
賀」内に創造開発研究センター伊賀研究拠点を設置した。

【11】急激な環境変化に適応するため教 （平成21年度の実施状況）
育・研究組織の在り方について、更に検 平成２０年度実施の中期目標期間評価（暫定評価）の評価結果及び各研究科
討を加え、再編計画等の策定を進める。 の定員超過・未充足状況から、課題のある研究科に対して入学定員の見直しを

含めた教育研究組織の見直しを促し、２３年度以降の入学定員の改訂等に向け
Ⅳ 文部科学省と打合せを開始した。また、併せて文系学部の充実に向けた検討ワ

ーキングを新たに設置し検討を開始した。
学内共同教育研究施設（遺伝子実験施設、機器分析施設）及び学内共同利用

施設（ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー）については、集約化について検
討を進め、２２年度を目処に集約化を図ることとした。

【12】全学組織の活性化のため （平成20年度の実施状況概略）
に、近隣の大学・大学院との連 文部科学省の「女性研究者支援モデル育成」事業として、本学の女性研究者
携・連合を視野に入れた諸活動 の増加に向けた環境を整備するとともに、女子高校生の理系分野への進学希望
を行う。 者の増加のための事業を展開するに当たり、三重県内の理系女性研究者が在籍

する６研究機関（鈴鹿医療科学大学、鈴鹿工業高専、四日市大学、鳥羽商船高
専等）との緊密な連携の下で実施することとした。

文部科学省の「戦略的大学連携支援事業」として、東海地域の薬学系全大学
の連携を基盤にして、医学部と看護学部をもつ大学が参画し、医・薬・看の総
合教育連携を図り、共同で臨床薬学教育プログラムを開発、推進して、優れた
薬剤師養成教育を実施することとしており、この事業の取組に当たり、名古屋
市立大学を代表校とし、岐阜薬科大学、鈴鹿医療科学大学、浜松医科大学等
１１大学と連携協定を締結した。
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和歌山大学と連携協議会及び研究発表会を開催し、連携協議会では、教員免
Ⅲ 許状更新講習での協力関係の構築、留学生３０万人計画への対応、学生・教職

員へのメンタルヘルスケア等について意見交換を行った。また、研究発表会に
おいては、本学と和歌山大学の１０研究グループによる研究発表を行った。

鈴鹿医療科学大学との連携協議会を開催し、共同による大学院、学生の実習
等について意見交換を行った。

【12】三重県内の大学間連携事業を推進 （平成21年度の実施状況）
するとともに、和歌山大学等との連携事 鈴鹿医療科学大学との包括的連携に関する協定に基づき、三重大学附属病院
業を進める。 での総合医療実践の具体的な方法について等の協議事項を定め、２月に連携協

議会を開催した。
Ⅲ 和歌山大学との懇談会を１月に開催し、防災や地域インベーション学研究科

等についての懇談を行った。
本年２月には新たに朝日大学との包括的連携協定を締結し、両大学の個性豊

かで特色ある大学づくりや教育・研究・社会貢献・国際交流の活性化及び発展
を共通の課題として、緊密な連携・協力を行うこととした。

ウェイト小計
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三重大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化

③ 人事の適正化に関する目標

中 ○（人材に関する目標）
期 志の高い優れた職員が国内外から集まり、意欲をもって活動できる大学となる。
目 １（教育職員人事）
標 研究者のみならず教育者としても能力のある人材を採用できる人事制度の導入を図る。また、一定の研究分野でリーダーシップを取れる可能性のある人材を獲

得できるよう努める。
２（一般職員人事）

大学運営の専門職能集団としての機能を向上させる人事制度の導入を進める。
３（職員評価制度）

職員のモチベーションを高める公正な評価制度の導入を進める。
４（人員・人件費管理）

①自立的な健全経営のために中長期的な人員・人件費管理を行う。
②「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ、人件費削減の取組を行う。

進捗 ｳｪｲﾄ
中期計画 平成21年度計画 状況 判断理由（計画の実施状況等）

中 年 中 年
期 度 期 度

（教育職員人事） （平成20年度の実施状況概略）
【13】国内外から広く人材を公 各部局における資格審査において「教育、研究、社会貢献（国際貢献を含む。）、
募し、教育、研究、運営能力等 管理運営及び診療の各領域の活動について」多面的評価を行った後、大学教員
を多面的に評価し採用する。 の採用及び昇進人事の協議申請を役員会において、補充理由、今後の人事計画

との関連及び選考方法・内容等を再確認の上、承認した。また、附属病院にお
いては、管理運営及び診療の各領域の活動に重点を置いた多面的評価を行い選
考した。

Ⅲ
【13】教育・研究・社会貢献・管理運営 （平成21年度の実施状況）
等多面的評価を反映した大学教員選考規 各部局における資格審査において「教育、研究、社会貢献（国際貢献を含む。）、
程に関連する諸規程に基づいた採用及び 管理運営及び診療の各領域の活動について」多面的評価を行った後、大学教員
昇進人事を実施する。 Ⅲ の採用及び昇進人事の協議申請を役員会において、補充理由、今後の人事計画

との関連及び選考方法・内容等を再確認の上、承認した。また、附属病院にお
いては、管理運営及び診療の各領域の活動に重点を置いた多面的評価を行い選
考した。

【14】卓越した人材の活動が維 （平成20年度の実施状況概略）
持できる研究教育環境の提供に 年俸制の在り方・基本方針について検討を行い、７月開催の部局連絡会議に
努める。 年俸制の導入に関する基本方針を提示、９月開催の部局連絡会議において規程

（案）を提案し全学の意見を求めた上、１０月開催の役員会において関係規程
を制定した。

ついては、この規程整備を受け、１月１日付けで創造開発研究センター社会
連携部門伊賀研究拠点の准教授を年俸制適用職員として採用した。

Ⅲ また、２１年４月新設の大学院地域イノベーション学研究科の教員において
も任期制を導入した。

【14】教員の特別採用制度を活用し卓越 （平成21年度の実施状況）
した人材の活動できる環境整備を構築す 若手教員を特任教員として選考できるよう特任助教を新たに設ける規程を５
るために引き続き努力する。 月開催の役員会において改正した。

全学的機能を強化するため、知的財産統括室に助教（知的財産活用担当・任
Ⅲ 期付年俸制）を配置、高等教育創造開発センターに准教授（任期付年俸制）及

び講師（任期付年俸制）を新たに配置することを９月及び１２月開催の役員会
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で決定し関係規程の改正を行った。
また、教育学部附属学校園特別教員（副校長）については、定年退職者を対

象にしていたものを現職も含め幅広く優秀な人材を確保できるように関係規程
を１０月開催の役員会において改正した。

【15】女性教育職員・外国人教 （平成20年度の実施状況概略）
育職員の増加に努める。 ９月開催の部局連絡会議に「外国人教員の雇用促進について」提案し、今後

の部局等における見通し、増加方策に関する提言について意見を求め全学的に
再検討を行った。ついては、１２月開催の部局連絡会議に２１年度の外国人教
員の増加策を提案し、外国人の特任教員（教育担当）を各学部等で２１年４月
から６名採用することとした。
５月開催の男女共同参画推進専門委員会及び６、７月開催の男女共同参画推

進委員会で「三重大学男女共同参画宣言（案）」を検討、７月開催の教育研究
評議会において「三重大学男女共同参画宣言」を承認し、全学的に男女共同参
画社会の実現に向けて積極的に取り組むことを宣言した。ついては、本学ＨＰ
に「三重大学男女共同参画宣言」を掲載し、積極的に取り組むことを学外にも
アピールした。今後も引き続き、男女共同参画推進委員会において検討を進め
ることとした。

さらに科学技術振興調整費による事業として、女性研究者の増加及び研究継
続を目指すとともに県内における女性研究者の連携を図るため、「女性研究者

Ⅲ 支援室」を７月に設置、キャリア支援員（ポスドク）等の女性職員を採用し、
女性研究者の育成・増加に向けて啓発講演会・シンポジウム等の活動を展開し
た。

【15-1】外国人教育職員の増加方策につ （平成21年度の実施状況）
いて引き続き検討する。 ２１年度の外国人教員の増加策に則り、各学部・研究科において、外国人の

Ⅲ 特任教員（教育担当）５名を４月に雇用、１０月にも新たに１名を雇用した。
７月開催の教育研究評議会において２２年度においても「２１年度の外国人

教員の増加策」を継続し、外国人特任教員（教育担当）の増加に向け全学的に
進めることとした。

【15-2】本学の女性教員雇用率向上のた ４月から配置した男女共同参画コーディネーター１名を委員に加えた男女共
めの方針に則り雇用に努め、さらに女性 同参画推進専門委員会において５月から推進計画の策定を検討、まず、その策
教育職員の勤労環境整備について引き続 定資料となる男女共同参画に関する意識調査を実施することを決定した。その
き検討する。 Ⅲ 後、実施した調査結果（回収率６９％）等について１２月に各部局報告会、１

月に全学に向けた報告会＆講演会を開催し、男女共同参画の啓発を行った。
また、育児短時間勤務制度の導入に向けた検討を同委員会で行い、３月開催

の役員会で関係規程等を整備し、平成２２年度から適用した。

【16】任期制や公募制等により （平成20年度の実施状況概略）
人事の硬直化の防止に努める。 教育職員の人事制度に関する検討ＷＧを開催、４月に「任期制の拡充につい

て」、６月に「助教へのテニュア・トラック制について」、１１月に継続事項
及び「外国人教員及び女性教員の増加策」について検討した。また、戦略的部
署として「創造開発研究センター社会連携部門伊賀研究拠点」に１月から任期
制を取り入れた。ついては、同研究拠点に１月１日付けで年俸制を導入した准
教授を採用した。

また、２１年４月新設の大学院地域イノベーション学研究科の教員において
Ⅲ も任期制を導入した。

【16】任期制の在り方について、引き続 （平成21年度の実施状況）
き検討を行う。 大学教員人事制度検討委員会を６月に設置、７月開催の同委員会において任

期制・再審査制等についても検討していくこととした。
Ⅲ 全学的機能を強化するため、知的財産統括室に助教（知的財産活用担当・任

期付年俸制）を配置、高等教育創造開発センターに准教授（任期付年俸制）及
び講師（任期付年俸制）を新たに配置することを９月及び１２月開催の役員会
で決定し関係規程の改正を行った。

（一般職員人事） （平成20年度の実施状況概略）
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【17】高度な専門技術に対応で 病院事務部においては、診療情報の高い専門性が必要であるため、診療情報
きるよう専門職を配置する。 管理士の資格を有する者を７月に１名、９月に１名を選考採用した。また、「診

療情報管理士」、「社会福祉士」、「臨床心理士」の資格を有し採用された者に
対する初任給基準表の見直しを行い処遇を改善した。

また、社会連携チームリーダーの定年に伴う補充人事については、現リーダ
ーと同じく民間の外部機関からの登用を検討し、渉外事項に精通している者を
受け入れることとした。

【17】特定分野において専門性の高い職 Ⅲ （平成21年度の実施状況）
員について専門職コースによる処遇を、 病院事務部においては、診療情報の高い専門性が必要であるため、診療情報
引き続き検討する。 管理士の資格を有する者を６月に２名を選考採用した。民間から登用した社会

連携チームリーダーの定年に伴う補充人事については、民間外部機関において
Ⅲ 渉外事項に精通している者を選考、民間からの出向者として４月に配置した。

さらに学長直轄の経営戦略室を７月に新たに設置、同時に高度な専門性及び
調査・企画能力を持った者を民間から登用し、年俸制を適用した専門職「室長」
として配置した。

また、多様な人材を確保する方法の一つとして、本学卒業生を対象とした事
務職員採用試験を実施した。

【18】一般職員の能力や目標達 （平成20年度の実施状況概略）
成度等を加味した人事評価制度 平成１９年度までの評価方法等を再検討し、２０年度の評価の実施時期、評
を導入する。 価シートの種類・項目等の見直しを行い、管理職員については本格的評価を、

一般職員については試行評価を行うこととし、目標評価及び行動評価を併せて
２月に行った。また、３月には管理職員等を対象とした、部下からの評価を実
施した。なお、新たに評価を行うこととなった管理職員については５月に評価
者研修、２月初旬に全評価者を対象とした評価者研修を開催した。

Ⅲ
【18】これまでの試行結果を踏まえ、一 （平成21年度の実施状況）
般職員、管理職員に対して本格実施する。 昨年度までの評価方法等を再検討し、本年度の評価の実施時期、評価シート
また、技術職員に対しては継続的に試行 の種類・項目等の見直しを行い、管理職員及び一般職員についても本格的評価
を行う。 Ⅲ を行うこととし、目標評価及び行動評価を併せて２月に実施した。また、３月

には管理職員等を対象とした、部下からの評価を実施した。
なお、新たに評価を行うこととなった管理職員については８月に新任評価者

研修を行い、２月初旬に全評価者を対象とした評価者研修を開催した。

【19】一般職員の専門性や職能 （平成20年度の実施状況概略）
を高めるための研修の機会を増 放送大学を利用し、修士課程の授業科目（大学のマネジメント）を１１名が
やす。 受講した。

接遇研修を開催し、新規採用者を中心に１３名が受講した。
事務情報化研修会（Excel2007中級、Word2007）を開催し、延べ８５名が受

講した。
Ⅲ

【19-1】一般職員の専門性や職能を向上 （平成21年度の実施状況）
させるために民間の実施する研修を含め Ⅲ 放送大学を利用し、修士課程の授業科目（大学のマネジメント）を８名が受
て研修の充実を図る。 講した。

接遇研修を開催し、新規採用者を中心に３２名が受講した。

【19-2】事務情報化の学内研修（ユーザ Ⅲ 事務情報化研修会（Excel2007中級、Access2007初級、PowerPoint2007基礎）
ーコース）を継続的に実施する。 を開催し、延べ６５名が受講した。

【20】他の教育研究機関との人 （平成20年度の実施状況概略）
事交流の促進に努める。 平成２０年度の人事交流実施大学等について２１年度も継続することを確認

した。また、人事交流の拡充を図るため、人事交流実施大学等との確認調整を
行い、交流期間終了者の後任候補者を決定した。

Ⅲ
【20】他の国立大学法人等の教育研究機 （平成21年度の実施状況）
関との人事交流を継続的に進める。 人事交流を継続的に進めるため、現在の人事交流実施大学等について来年度

Ⅲ の計画等の確認・調整を行い人事交流等の促進に努めた。



- 16 -

さらに文部科学省への実務研修生として平成２１年度に２名の交流を行い、
来年度においても３名の交流を行うこととした。

（職員評価制度） （平成20年度の実施状況概略）
【21】教育、研究、社会貢献、 本格実施と位置付けた教育職員の教育研究活動等に関する評価を実施し、各
管理運営等多面的な観点から、 部局評価委員会が行った教員個人評価結果を全学評価委員会で審議し、その結
社会に開かれた教育職員活動評 果を踏まえ、学長が総合的な観点から評価結果を確定した。
価を行う。 また、次年度の教員個人評価に向けて、部局長に対する評価と併せて制度の

見直しを行い、規程等を整備した。
Ⅳ

【21】教育職員活動評価（教員個人評 （平成21年度の実施状況）
価）を実施し、インセンティブを付与す 完全実施と位置付けた教育職員の教育研究活動等に関する評価を実施し、各
る。 Ⅳ 部局評価委員会が行った教員個人評価結果を全学評価委員会で審議し、その結

果を踏まえ、学長が総合的な観点から評価結果を確定した。評価結果について
は、勤勉手当への反映などインセンティブ付与に活用し、教員の教育改善活動
等の活性化に向けて取り組んだ。

【22】自己の挑戦的目標を定め、 （平成20年度の実施状況概略）
その達成への取り組みを討論 一般職員による業務改善活動報告会を開催し、優秀グループとして３グルー
し、自己評価する目標チャレン プを表彰し、業務改善活動の充実・定着化を図った。
ジ活動を行う。 また、業務改善推進グループによる業務改善活動のマニュアルを昨年の「活

動啓発編」に引き続き、「目標設定編」、「実行・確認編」、「見直し・標準化編」
を作成し、事務系全職員に配布し、業務改善活動に向けた一人一人の意識改革
を促した。

さらには、各チームリーダー等に対し、学長による「業務改善活動ワークシ
ョップ」を開催し、管理職員における意識改革も併せて促した。

教育職員については、教育研究活動等に関する目標達成度評価を含めた教員
個人評価（本格実施）を行い、各部局評価委員会が行った教員個人評価結果を
全学評価委員会で審議し、その結果を踏まえ、学長が総合的な観点から評価結
果を確定した。

また、次年度の教員個人評価に向けて、部局長に対する評価と併せて制度の
Ⅲ 見直しを行い、規程等を整備した。

【22】一般職員については業務改善活動 （平成21年度の実施状況）
を引き続き実施しその定着化を図る。ま 一般職員の業務改善活動は、３２のグループで業務改善活動を展開し、平成
た教員については教員個人評価に ２２年２月には業務改善活動報告会を開催し、優秀グループの表彰を行うとと
おける目標達成度評価の定着化を図る。 もに全３２グループの活動をＨＰに掲載し全学周知を行った。また、第２次の

「業務改善活動推進グループ」の設置に向けて、活動方針や構成員選考等につ
いての検討を行った。

Ⅲ 平成２１年１１月に学外講師による「サービス産業（国立大学法人・銀行な
ど）における経営目標について」のセミナーを開催し、管理職の目標管理活動
に関する戦略的な運営体制の充実を引き続き行った。

教育職員については、教育研究活動等に関する目標達成度評価を含めた教員
個人評価を完全実施と位置付けて実施した。各部局評価委員会が行った教員個
人評価結果を全学評価委員会で審議し、その結果を踏まえ、学長が総合的な観
点から評価結果を確定した。評価結果については、勤勉手当への反映などイン
センティブ付与に活用し、教員の目標達成度評価の定着化に取り組んだ。

【23】優れた職員を表彰すると （平成20年度の実施状況概略）
ともに、大学が求める最低限の 一般職員については、昨年度に引き続き「業務改善活動」及び業務改善活動
活動基準を達成できない教育職 報告会を実施し、優れた実績を上げた職員を表彰した。
員へ指導・勧告・処分を行う。 また、教育職員については、勤勉手当の成績率において、全学的視点から特

に貢献したと認められる者を対象とした学長裁定枠を設定し、１４名を選考し
た。なお、その活動内容については学内向けのホ－ムペ－ジで公表し、教育職
員の意欲向上を図った。

【23】目標チャレンジ活動等で優れた実 Ⅲ （平成21年度の実施状況）
績を上げた一般職員を表彰する。また、 一般職員の業務改善活動は本年度、学内管理部門で３２の業務改善活動グル
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教育職員活動評価制度を踏まえ教育職員 ープを形成し、経費節減や業務の効率化等をテーマに業務改善活動を展開した。
の表彰及び指導・勧告等を実施する。 平成２２年２月には業務改善活動報告会を開催し、優秀グループの表彰を行う

Ⅲ とともに全学３２グループの活動内容をＨＰに掲載し全学周知を行った。
学長が総合的な観点で各部局より報告があった教員個人評価結果を基に最終

結果を確定し、インセンティブ付与となる完全実施を行った。また、大学への
貢献度の高い職員を選考し、同様にインセンティブの付与を行い、その活動内
容を学内向けのホ－ムペ－ジで公表し、教育職員の意欲向上を図るとともに教
育職員活動評価の定着化を図った。

【24】職員の昇任・再任の基準 （平成20年度の実施状況概略）
を明確にし、選択された戦略的 一般職員の評価制度のうち、管理職員については本格実施、その他の職員に
部署の教育職員には実績評価に ついては試行実施とし、２月に年度末評価を行った。また、教員の任期制につ
もとづく任期制を導入する。 いては、教育職員の人事制度に関する検討ＷＧを開催、４月に「任期制の拡充

について」、６月に「助教へのテニュア・トラック制について」、１１月にそ
の他継続事項の検討を行った。

Ⅲ
【24】一般職員の評価制度を踏まえて、 （平成21年度の実施状況）
昇進の基本方針について引き続き検討す 一般職員の評価制度については、管理職員及び一般職員についても本格実施
る。また、教育職員活動評価制度を踏ま Ⅲ を行うこととし、目標評価及び行動評価を併せて２月に実施した。また、３月
えて、任期制の在り方について検討する。 には管理職員等を対象とした、部下からの評価を実施した。

また、任期制については、７月開催の大学教員人事制度検討委員会において、
今後検討していくこととした。

（人員・人件費管理） （平成20年度の実施状況概略）
【25】限られた資源の中で最大 平成２０年度人員人件費管理計画に則り、学部等からの申請を確認の上、人
効果を目指した全学的人員配置 事計画を実行した。２０年人事院勧告、政府の動向等を見ながら検討を進め、
・人件費管理計画を策定す ２１年度の給与改定等を決定した。
る。 Ⅲ

【25】平成２１年度の人員配置・人件費 （平成21年度の実施状況）
管理計画に則り、実行上の問題点を検討 平成２１年度人員人件費管理計画に則り、学部等からの申請を確認の上、人
し２２年度以降の人員配置・人件費管理 Ⅲ 事計画を実行し、７月役員会において２２年度基準教員数を決定した。２１年
計画を策定する。 人事院勧告、政府の動向等を見ながら検討を進め、２１年度及び２２年度の給

与改定等を決定した。

【26】併任・兼業、非常勤講師、 （平成20年度の実施状況概略）
再雇用等、多様な雇用形態の適 平成２１年度に６３歳定年となる教育職員に係る「高年齢者雇用」への対応
正な運用に努める。 について検討した。

【26】改正高年齢者雇用安定法に基づき、Ⅲ （平成21年度の実施状況）
教育職員に係る本学の雇用方針を策定す 平成２２年度に６３歳定年となる教育職員に係る「高年齢者雇用」への対応
るとともに、本学の「高年齢者雇用に関 Ⅲ について大学教員人事制度検討委員会において検討し、特任教員（継続雇用）
する規程」に教育職員にかかる規定を定 として雇用するための関係規程等を定め、２３年度から適用することとした。
め、適用する。

【27】ボランティア、ＯＢ、学 （平成20年度の実施状況概略）
生等に大学の諸活動への参画を ピアサポーターの活動時間や主催するグループ活動についてのポスターを作
求める。 成・随時更新し、各学部に提示した。

また、６月には新しい取組として、不適応予備軍と思われる学生を対象とし
た「三重トモの輪をひろげようグループ」の設置及び、学生なんでも相談室の
利用促進のための「メッセージボード」などの企画を策定・導入し、活動内容
の充実を図りながら活動するとともに名誉教授懇談会において、三重大学振興
基金へ職員ＯＢ会の支援等、大学諸活動への多様な参画要請を引き続き実施し
た。

【27】名誉教授の活用、学生によるボラ （平成21年度の実施状況）
ンティア（ピアカウンセラー、留学生支 Ⅳ 主な対象である１年生の履修状況を踏まえて、昼の部（１２時～１４時）と
援等）など、大学の諸活動への多様な参 夕方の部（１６時～１８時）とを設定することで利用しやすく改善した結果、
画を引き続き推進する。 利用学生が明らかに増加した。
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ピアサポートの活動の幅を更に広げ ピアサポーターらが「みんなでランチ」やビーズストラップ作り等のイベン
て、より多様な学生に対応できる活動に トを定期的に企画実施したことで、さまざまな学生同士の交流の場を作ること
する。 Ⅳ ができた。

ピアサポート活動の礎となるピアサポーター資格者（初級）を、平成２１年
度において前期２名、後期１１名輩出した。

６月に開催した名誉教授懇談会において、三重大学振興基金への支援等、大
学諸活動への多様な参画要請を引き続き行った。また、９月には三翠志登茂会、
春秋会において三重大学振興基金への支援等、大学諸活動への多様な参画要請
を行った。

【28】総人件費改革の実行計画 （平成20年度の実施状況概略）
を踏まえ、平成２１年度までに 総人件費削減計画に則った、平成２０年度人員人件費管理計画に基づき、基
概ね４％の人件費の削減 準教員数の削減、事務職員の削減等を行った。
を図る。 Ⅲ

【28】総人件費改革の実行計画を踏まえ （平成21年度の実施状況）
て、平成２１年度の常勤職員の人件費を Ⅲ 総人件費削減計画に則った、平成２１年度人員人件費管理計画に基づき、基
平成１７年度人件費予算相当額から４％ 準教員数、事務職員の削減等を行った。
削減した額以下に抑制する。

ウェイト小計
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三重大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化

④ 事務等の効率化・合理化に関する目標

中 １（業務の効率化・合理化）
期 最少の資源で最大の効果が得られるよう業務運営の効率化・合理化を進める。
目
標

進捗 ｳｪｲﾄ
中期計画 平成21年度計画 状況 判断理由（計画の実施状況等）

中 年 中 年
期 度 期 度

（業務の効率化・合理化） （平成20年度の実施状況概略）
【29】限られた資源の中で大学 業務改善及び事務組織へのチーム制導入を検証するため、「業務に関する問
法人としての機能が最大となる い合わせ・相談等に関する実態調査」を実施するとともに、事務組織の見直し
ように事務機構全体の効率的な の基礎データとして、超過勤務の実態を調査した。
再編・合理化・一元化に努 また、定型業務等の一元的な支援体制の確立、団塊の世代の大量退職、高年
める。 齢者雇用安定法・障害者雇用促進法への対応、総人件費改革による人件費削減

等に対応するため事務組織の一層の効率化・合理化を図るため、「定型業務等
運営・支援センター」を平成２１年４月に設置することを決定した。

【29】事務の効率化、合理化を引き続き Ⅲ （平成21年度の実施状況）
進める。 平成２１年４月には定型業務等の一元的な支援体制の確立、高年齢者雇用安

定法・障害者雇用促進法への対応等のため、「定型業務等運営・支援センター」
を設置するとともに、平成２１年１０月にはチーム制導入の経緯を尊重しつつ、

Ⅲ これまで権限と責任が不明瞭との意見もあった事務職員の「職名」について見
直し・改善を行った。また、競争的資金をより一層獲得するための体制つくり
のため、その取りまとめとなる組織を新設した。

また、総務部及び財務部の組織体制及び業務の在り方について見直し、２２
年度より各部１チームを廃止するとともに、附属学校事務の一元化を行うこと
とした。

【30】全部署について費用対効 （平成20年度の実施状況概略）
果をみながら外部委託等の是非 産業廃棄物の受入先が民間企業に変更となり、高コストとなるため非常勤職
を検討し、徹底した業務の 員を採用し、びん・カン・ペットボトル等の分別作業を委託した。
簡素化・効率化を図る。

【30】業務内容を精査し、外部委託等の Ⅲ （平成21年度の実施状況）
検討を進める。 設備等の保全業務に関して、従来１４業務でそれぞれ専門業者等に委託して

Ⅲ いたものの内、１０業務を一元化して複数年契約とし、委託コストの低減を図
った。また、旅費に係る規程等間の整合性を整理し、「旅費支給細則」の一部
改正、「旅費業務の外部委託に係る運用方針」の改定を行い、４月より施行し
た。

【31】事務処理規定を見直す等、 （平成20年度の実施状況概略）
事務手続きの簡素化に努める。 不用物品の処理について、三重大学リサイクルシステムを学内ホームページ

の掲示板に掲げ、資源の有効利用と経費節減を図るとともに、事務手続きの簡
素化を図った。

また、従来の複写機（コピー機）をプリント機能・スキャン機能・ＦＡＸ機
能を備えた複合機に変更（平成２１年度より）することとし、複写サービス契

Ⅲ 約として１本化を決定し、契約事務業務の簡素化を図った。

【31】事務手続きの簡素化をさらに推進 （平成21年度の実施状況）



- 20 -

し、業務運営の効率化・合理化を図る。 従来の複写機（コピー機）をプリント機能・スキャン機能・ＦＡＸ機能を備
Ⅲ えた複合機に変更することにより複写サービス契約として１本化することによ

り、また、複数年契約の実施により、契約事務業務の簡素化を図った。
施設整備委員会等全学委員会において電子会議（メール対応）することによ

り書類の削減、事務の簡素化を図った。

【32】全部署のＩＴ化を進め、 （平成20年度の実施状況概略）
全職員のＩＴ機器使用を促進す 情報化推進検討委員会において、事務情報化の促進（ＩＴ機器の使用とペー
るとともに、会議関係の連絡、 パーレス化等）を周知した。
広報誌、事務処理等のペーパー また、事務情報化研修として、Excel中級、Wordの各コース研修を実施し、
レス化を進める。 個人情報保護への対応、セキュリティ意識の向上、事務情報のデジタル化によ

るペーパーレス化推進への対応を啓蒙するとともに、事務職員が必要とする情
Ⅲ 報処理能力のレベルアップを図った。

【32】全部署のＩＴ化を進め、全職員の （平成21年度の実施状況）
ＩＴ機器使用を促進するとともに、会議 事務情報化研修として、Excel中級、Word初級、PowerPointの各コース研修
関係の連絡、広報誌、事務処理等のペー Ⅲ を実施し、個人情報保護への対応、セキュリティ意識の向上、事務情報のデジ
パレス化を進め、効率化を図る。 タル化によるペーパーレス化推進への対応を啓蒙するとともに、事務職員が必

要とする情報処理能力のレベルアップを図った。

【33】電子事務局構想の一環と （平成20年度の実施状況概略）
して事務情報のデータベース化 新人事・給与統合システムを９月から本稼動した。また、事務情報化研修と
を進める。 して、Excel中級、Wordの各コース研修を実施し、個人情報保護への対応、セ

キュリティ意識の向上、事務情報のデジタル化によるペーパーレス化推進への
対応を啓蒙するとともに、事務職員が必要とする情報処理能力のレベルアップ

Ⅲ を図った。

【33】電子事務局構想の一環として、事 （平成21年度の実施状況）
務情報のデータベース化を進めるととも 事務情報化研修として、Excel中級、Word初級、PowerPointの各コース研修
に、業務の効率化・合理化に対する事務 Ⅲ を実施し、個人情報保護への対応、セキュリティ意識の向上、事務情報のデジ
職員の意識改革を図る。 タル化によるペーパーレス化推進への対応を啓蒙するとともに、事務職員が必

要とする情報処理能力のレベルアップを図った。

ウェイト小計

ウェイト総計
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三重大学

（１） 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等

１．特記事項 員（教育担当）としての 採用制度や各部局に対する予算支援策を行うなどの
【平成16～20事業年度】 改善策を実施した。
（１）トップマネージメントによる戦略的運営 男女共同参画推進委員会及び「女性研究者支援室」を設置し、学長による三

学長以下、理事役員によるトップマネージメント体制を強化するため、特命学 重大学男女共同参画宣言を行い、出産・介護と研究の両立を支援するための研
長補佐２名と学長補佐１０名の体制を確立した。役員・幹部職員の意識改革、大 究支援事業の企画立案を行った（２０年度）ことにより、女性教員は対１５年
学運営マネージメント能力向上を図るため、三重大学経営協議会外部委員等を講 度比で１２名の増加を果たした。
師とする三重大学マネージメントセミナー他、学外研修にも積極的に参加した。

役員懇談会（週１回）や役員ミーティング（月１回）で各理事による問題提起 （５）一般職員の専門性・職能の育成
が行われ、学長の指示のもとに、担当理事を中心に原案を作成し、部局連絡会議 産学官連携や地域社会との連携に卓越した社会連携チームリーダー、診療情
や各種委員会での検討、教育研究評議会及び経営協議会での審議を経て決定する 報管理士等の選考採用や専門業務に携わる社会福祉士、臨床心理士等の処遇を
戦略的な法人経営体制が確立された。 改善した。

学長のリーダーシップの下に中期目標・中期計画を達成するため、学長裁量経 職員の専門性や職能を育成するための取組として、事務情報化・接遇研修・
費を確保し、「業務運営・財務内容改善等に関する目標達成のための経費」「教 初任者等の学内研修及び東海地区国立大学法人等による学外研修に積極的に参
育に関する目標達成のための経費」「研究に関する目標達成のための経費」「情 加させた。
報公開等の推進に関する目標達成のための経費」「情報基盤・国際交流に関する
目標達成のための経費」等へ措置した。 （６）人事評価制度の改善

学長直轄の「監査チーム」を置いて、定期的な全業務の監査・報告及び履行状 教育職員の教育研究活動に関する評価は、各部局評価委員会が行った教員個
況のフォローアップを実施し、内部監査機能を定着させ、公的研究費等の適正管 人評価の内容を全学評価委員会において審議し、学長による総合的観点での評
理のための委員会及び要項・規程等を整備した。 価結果をもって確定することとした。また、教育職員の教育研究活動評価に基

づいて勤勉手当への反映等、インセンティブ付与の定着を図った。
（２）教育研究組織等の見直し 一般職員は目標評価及び行動評価を行い、さらに管理職員は部下からの評価

地域における医師不足解消に対応するため、医学部の入学定員を５名増やして も加えた評価を実施した。
１１５名とした。三重大学農業別科を廃止した。

県内伊賀地域を中心とした文化、教育、学術、経済及び社会発展のため、創造 （７）業務運営の改善・効率化
開発研究センター伊賀研究拠点を新設し、既設のサテライトオフィス四日市フロ 事務組織のフラット化、組織編成の柔軟化を進めるために、事務組織の統廃
ントとともに産学官連携拠点の拡充を図った（２０年度）。 合・再編を行うとともに課・係組織を廃止し、チーム制を導入した（１７年～

１８年度）。
（３）大学間連携の推進 業務改善活動に対する表彰制度、業務改善活動推進グループの設置、業務改

和歌山大学との連携協議会を新設し（１６年度）、共同シンポジウムを開催す 善推進マニュアル（「活動啓発編」「目標設定編」「実行・確認編」「見直し・標
る等、定期的に協議を進めるとともに、鈴鹿医療科学大学と包括連携協定を締結 準化編」）作成・配布、一般職員・幹部職員が｢目標管理活動｣と「自己評価」
して（１９年度）、学生実習や総合医療実践等の具体的連携に着手した。 を自己申告して行う目標チャレンジ活動等によって、業務改善活動に向けた一

本学を基幹とする文部科学省「女性研究者支援モデル育成」支援事業を推進す 人一人の意識改革を促して定着を図った。これらの取組により、各種事務手続
る中（２０年～２２年度）、理系女性研究者が在職する鈴鹿医療科学大学、鈴鹿 きや契約事務業務の簡素化、契約方法等の見直し等、業務改善が格段に推進さ
工業高専、四日市大学、鳥羽商船高専、（独）野菜茶業試験場、（独）水産養殖 れた。
研究所との協力連携、東海地域薬学系大学による「戦略的大学連携支援事業」を 教育職員によるＰＤＣＡ自己申告書と教員活動データベースに基づく教員個
推進する中、名古屋市立大学、浜松医科大学等の１０大学との連携協力を推進し 人評価を開始し（１８年度～）、「実施要項」改訂や評価項目の見直し等の改善
た（２０年度）。 過程を経て本格的に実施した（１９年度）。

（４）多面的評価による教員人事制度 【平成21事業年度】
大学教員の採用・昇進人事は、教育、研究、社会・国際貢献、管理運営及び診 （１）トップマネージメントによる戦略的運営

療等の諸活動を多面的に評価するという基本方針を決定し、各部局の資格審査と 学長以下、理事役員によるトップマネージメント体制を強化するため、副学
役員会審議によって決定した。 長４名、産学官連携を担当する特命学長補佐２名、学長補佐８名、学長顧問２

招へい教員、競争的資金等による寄附講座や研究に従事する「特任教員（研究 名及び学長アドバイザー２名の体制に改組し、経営協議会外部委員についても
担当）」、年俸制適用教員、教育学部附属学校園特別教員等に関する諸規程を定 法人化当初の８名から１名増員を図って９名とした。また、学長の指示のもと、
めた。これらの取組により全学的な機能を発揮する高等教育創造開発センター、 本学の財政基盤の維持及び強化等を企画・調査する経営戦略室を設置した。
創造開発研究センター伊賀研究拠点等にあっては、任期付年俸制度によって教員 学長以下、理事役員と若手教員や学生とのランチョンミーティング、部局・
を採用した。また、テニュア・トラック制、外国人教員・女性教員の増加策、再 研究科執行部との学長ティーミーティングによる意見交換、意志疎通を図り、
審査制・任期制等の人事制度についても検討し、外国人教員については特任教 全学一体のマネージメント体制の強化に務めた。
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学長のリーダーシップの下に中期目標・中期計画を達成するため、全学的視点か 織運営力強化研修等に、積極的に参加した。
らの戦略的施策を実施する上で必要な経費を確保し、キャンパス環境改善経費、 多様な人材を確保する方法の一つとして、本学卒業生を対象とした事務職員
三重大学ＧＰ、高等教育創造開発センター運営費、ＰＢＬ教育推進経費、若手研 採用試験を実施した。
究者支援経費・外部資金獲得者報奨金、ホームページ改善経費、電子ジャーナル 産学官連携や地域社会との連携に卓越した社会連携チームリーダー、附属病
経費、国際交流推進経費等への活用を図った。 院の専門業務に携わる診療情報管理士、高度な専門性及び調査・企画能力が要

これまでに引き続き、役員・幹部職員を対象とする学内外の大学マネージメン 求される経営戦略室長等の選考採用により、多義にわたる活動推進を加速させ
トセミナー等に積極的に参加した。 た。

大学が保有する資金の効率的な運用及びガバナンスの確保方策として、財務
（２）教育研究組織等の見直し 部関係職員に資金運用の専門的・実務的な知識を身に付けさせるため、金融機

地域における医師不足解消に対応するため、医学部の入学定員を５名増やして 関に研修生として派遣した。
１２０名とした。地域の産業界が求める即戦力型人材である「プロジェクト・マ
ネージメントができる研究開発系人材」の育成を目的とした文理融合型独立大学 （６）人事評価制度の改善
院、地域イノベーション学研究科（博士前期課程１０名、後期課程５名）を設置 教育職員の教育研究活動及び一般・幹部職員の業務活動に対する評価を引き
した。社会人対象の農業・林業・水産業に係る体系的な学習機会を提供すること 続き実施するとともに、評価結果に基づいて勤勉手当への反映等、インセンテ
を目的として、新たに「生物資源学部特別支援プログラム」を開設した。 ィブ付与の定着を図った。

特に、各研究科の定員超過・未充足状況等を把握し、課題のある研究科に対し
て入学定員の見直しを含めた教育研究組織の見直しを促し、その対応策等を取り （７）業務運営の改善・効率化
まとめた。 定型業務等の一元的支援体制の確立や高年齢者雇用安定法・障害者雇用促進

学内共同教育研究施設（遺伝子実験施設、機器分析施設）及び学内共同利用施 法への対応のため、「定型業務等運営・支援センター」を設置した。また引き
設（ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー）の集約化について検討を進めた。 続き、組織的な業務改善活動を推進した。

（３）大学間連携の推進
これまでに引き続き、和歌山大学との連携協議会の開催、鈴鹿医療科学大学と

包括連携協定に基づいた三重大学附属病院での総合医療実践等に関する協議を行
った。県内６研究機関との連携協力による「女性研究者支援モデル育成」支援事
業、東海地域薬学系１０大学との連携協力による「戦略的大学連携支援事業」を
推進した。

朝日大学との包括的連携協定を締結し、教育・研究・社会貢献・国際交流等の
協力を開始した。

（４）多面的評価による教員人事制度
教育職員に係る高年齢者雇用に対応させた「特任教員（継続雇用）」、若手教

員を対象とした特任助教等に関する諸規程を定めた。新たに知的財産統括室、高
等教育創造開発センターに任期付年俸制の教員３名を採用、大学院地域イノベー
ション学研究科の教員には任期制を導入した。

男女共同参画コーディネーターの新設、男女共同参画に関する意識調査及び報
告会、育児短時間勤務制度に関する関係規程の整備、女性ポスドクによる育児・
介護中の女性教員に対する研究補助・支援（延べ４件）を実施し、対１５年度比
で１８名の増加を果たした。

外国人教員は、特任教員（教育担当）として、各部局と連携して６名を採用す
るなどして、対１５年度比で３名の増加を果たした。

大学教員人事制度検討委員会を設置して、引き続き、テニュア・トラック制、
外国人教員・女性教員の増加策、再審 査制・任期制等について検討を進めた。

（５）一般職員の専門性・職能の育成
教育研究支援体制が整備されているアメリカ、ニュージーランド及び国内の先

進大学に事情調査団を派遣し、本学への導入が可能で高い効果が期待されるベス
トプラクティスの調査を行い、本学における教育研究支援業務やプロジェクトマ
ネージメント等の支援体制に関して比較検討を行った。

引き続き、事務情報化・接遇・初任者研修等を実施するとともに、東海地区国
立大学法人等基礎研修・中堅研修・技術職員合同研修・リーダーシップ研修、組
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２．共通事項に係る取組状況 平成１９年度においては、319百万円を確保するとともに、学長自らが戦略的
○戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用が図られているか。 施策の推進や緊急に対応が必要な事業について、より機動的に執行できるよう、
・企画立案部門の活動状況、具体的検討結果、実施状況 学長裁量分として別に131百万円を確保し、より一層の学長のリーダーシップに
【平成16～20事業年度】 よる戦略的施策の実施に活用を図った。また、目的積立金から455百万円を活用

役員懇談会（週一回）や役員ミーティング（月一回）で各理事による問題提起 し、共通教育棟耐震補強、教室机・椅子の更新、キャンパス基盤ネットワーク
が行われ、学長の指示のもとに、担当理事を中心に原案を作成し、部局連絡会議 の拡充、新人事・給与システムの整備等、教育研究環境の整備並びに組織運営
や各種委員会での検討を経て、教育研究評議会及び経営協議会の承認の後に実施 の改善を図った。
する体制がほぼ定着している。 平成２０年度においても同様に、学長自らが中期目標・中期計画の実現や戦

原案作成段階での役員懇談会や役員ミーティングは定例的に開催されており、 略的施策の推進並びに緊急に対応が必要な事業を機動的に執行できるよう、学
また、部局連絡会議は月に一回、各種委員会は必要に応じて、その都度開催され 長裁量分として189百万円を確保し、戦略的予算の総額としては、534百万円を
ている。具体的な検討事例として、中期目標・中期計画、年度計画を達成するた 確保した。 このほか、設備整備資金貸付制度の創設、新留学生宿舎建設、校舎
めの「学内全部署でＰＤＣＡサイクルを回すシステムの確立について」、本学独 各所トイレ改修、ホルムアルデヒド対策、テニスコート改修、災害対策（学内
自の助教制度の策定に際して、学長を委員長とする「助教制度の在り方検討プロ 一斉放送設備等）、附属学校安全対策など、目的積立金により教育研究環境の
ジェクト｣が、また、学長直属として業務改善活動のより一層の推進・普及・定 整備並びに組織運営の改善を図った。また、各学部、附属病院においても、そ
着化を図るための「業務改善活動推進グループ」が挙げられる。 れぞれ学部長裁量経費、病院長裁量経費を設け、公募制等による教育研究の活

【平成21事業年度】 性化並びに病院経営の改善を図った。
本年度も、引き続き上記体制により運営するとともに、２１年７月に、学長の 【平成21事業年度】

指示のもと、本学の財政基盤の維持及び強化を図るために必要な事項を企画・調 平成２１年度学内予算において、学長のリーダーシップの下に中期目標・中
査し、本学の戦略経営の確立に資することを目的とした経営戦略室を設置した。 期計画を達成するため、全学的視点からの戦略的施策を実施する上で必要な経

費を確保した。
・法令や内部規則に基づいた手続きにしたがって意志決定されているか。 主な内訳としては、「業務運営・財務内容改善等に関する目標達成のための
【平成16～20事業年度】 経費」として、キャンパス環境改善経費、「教育に関する目標達成のための経

最初の原案作成過程において、事務組織によるチェックが行われており、法令 費」として、三重大学ＧＰ、高等教育創造開発センター運営費、ＰＢＬ教育推
や内部規則に基づいた手続により意思決定がなされている。 進経費、「研究に関する目標達成のための経費」として、若手研究者支援経費、

平成１９年度に事務組織に法務室を設置するとともに、全学組織としてコンプ 外部資金獲得者報奨金、「情報公開等の推進に関する目標達成のための経費」
ライアンス委員会を設置し、法令遵守についての体制を整備した。 として、ホームページ改善経費、「情報基盤・国際交流に関する目標達成のた

【平成21事業年度】 めの経費」として、電子ジャーナル経費、国際交流推進経費等への活用を図っ
本年度も、引き続き上記体制により運営した。 た。

また、学長自らが中期目標・中期計画の実現や戦略的施策の推進並びに緊急
○法人としての総合的な観点から戦略的・効果的な資源配分が行われているか。 に対応が必要な事業を機動的に執行できるよう、学長裁量分として別に161百万
・法人の経営戦略に基づく学長・機構長裁量経費・人員枠やその他の戦略的配分経 円を確保した。

費の措置状況 さらに、目的積立金から511百万円を活用し、教育支援経費、研究支援経費、
【平成16～20事業年度】 学生生活等支援経費、医療支援経費、共通管理経費としてそれぞれ確保し、教

法人化後の予算が、授業料等の収入、附属病院収入及び運営費交付金収入の合 育研究環境の整備及び組織運営の改善を図り、戦略的予算の総額としては、
計から成る収入総額の範囲内で、法人の中期目標・中期計画を実現するために計 1,006百万円を確保することができた。
画的な予算執行を図る必要があることから、法人移行に伴って法令等に基づき、 各学部、附属病院においても、それぞれ学部長裁量経費、病院長裁量経費を
新たに必要となる経費の増を考慮しつつも、可能な限り経費削減を図ることとし、 設け、公募制等による教育研究の活性化並びに病院経営の改善を図った。
中期目標･中期計画を実現するため、学長のリーダーシップの下に全学的視点か
らの戦略的施策の実施に必要な経費を確保することとした。 ・上記の資源配分による事業の実施状況（教育研究の専門的な観点からの評価は

平成１６年度は、中期目標・中期計画実現に必要な経費として、237.4百万円 行わない）
を確保し、三重大学ＣＯＥプロジェクト、三重大学教育ＧＰ、実践英語教育（TO 【平成16～20事業年度】
EIC）、インキュベータ施設等の充実、教員教育研究活動データベース、ウェブ （主要なものを記載）
ページ、電子ジャーナルの整備等への活用を図った｡ ①三重大学ＣＯＥプロジェクト経費等（188.4百万円）

平成１７年度には、379.5百万円を確保し、平成１６年度からの継続事業の他、 三重大学の研究を飛躍的に推進することを目的に、平成１６年度から三重
地域フロント・東京オフィスの開設、高等教育創造開発センターの設置、ＰＢＬ 大学ＣＯＥプロジェクト事業（三重大学が世界に誇れる研究拠点、学部とし
チュートリアル教育の全学的展開、ＩＣカードを核とする情報戦略など新規事業 て育てたい研究拠点、学部として育てたい若手研究）及び若手研究プロジェ
への活用を図った｡ クトを公募し研究機構委員会の審査に基づき採択。

平成１８年度においても、369百万円を確保し、平成１６・１７年度実施事業 ②三重大学教育ＧＰ（29.3百万円）
の他、地域連携及び地域再生支援事業等の推進、広域デジタルキャンパス基盤ネ 創意溢れる教育プロジェクトや教育活動を選定し支援するために、平成
ットワークの整備など、学長のリーダーシップによる戦略的施策の実施に活用を １６年度より三重大学教育ＧＰを実施しており、毎年度各学部から公募し、
図った。 教育ＧＰプロジェクト委員会における審査に基づき採択。
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③地域連携及び地域再生支援事業等の推進（197百万円） 業を選定し実施。また、設備マスタープランに基づく自助努力分として、共
研究面から地域社会連携を推進する取組である地域再生支援事業、四日市フ 同利用機器を整備。

ロント、地域連携推進室、インキュベータ施設、災害対策プロジェクト室、東
京オフィスの運営等。 ○業務運営の効率化を図っているか。

④高等教育創造開発センターの運営及びＰＢＬチュートリアル教育の全学的展 ・事務組織の再編・合理化等、業務運営の合理化に向けた取組実績
開等(242.5百万円) 【平成16～20事業年度】

eラーニングを駆使したＰＢＬ教育の充実、実践外国語教育及び理系基礎教 事務組織のフラット化、組織編成の柔軟化を進めるため、課・係組織を廃止
育の教育体制の整備、学生満足度調査等アンケート実施、博士学位論文外部審 し、１８年４月にチーム制を導入した｡
査体制の整備等高等教育創造開発センターが中心となり事業を推進。 事務の削減合理化、業務の改善を図るため、外部コンサルタントを１７年度

⑤ＩＣカードを核とする情報戦略及び学術情報データベースの整備等（168.7百 に導入し、事務業務改善合理化支援コンサルティング等の取りまとめ報告を行
万円） い、１７、１８年度中に ｢文書業務のパート活用に関する業務改善｣を含む、

ＩＣカード対応型の入退室管理システムの整備拡充及び学術情報データベー ６４の業務改善が実施された。 役員会・役員打合会・教育研究評議会・部局連
スの整備並びに学術情報ポータルセンターの運営等。 絡会議のペーパレス化を実現し、また、主要会議への陪席等については説明案

⑥電子ジャーナル経費（431.4百万円） 件のない職員は会議への出席を要しないことを決定し、会議体制の簡素化によ
教育研究をバックアップする電子媒体の学術雑誌や学術情報（電子ジャーナ る負担軽減を図った。

ル）の充実。 【平成21事業年度】
⑦学長裁量分（319.6百万円） 定型業務等の一元的な支援体制の確立、団塊の世代の大量退職、高年齢者雇

設備マスタープランに基づく自助努力分として共同利用機器（分子蛍光分析 用安定法・障害者雇用促進法への対応、総人件費改革による人件費削減等に対
システム、多目的Ｘ線解析装置、動物実験用Ｘ線照射装置等）の整備や附属学 応し、事務組織の一層の効率化・合理化を図るため、「定型業務等運営・支援
校教育研究用パソコンの整備、評価データベースの構築等を実施。 センター」を２１年４月に設置した。

⑧設備整備資金貸付制度の創設（200百万円）
目的積立金を活用し、老朽化した教育研究設備、医療機器の更新により、教 ・各種会議・全学的委員会等の見直し、管理運営システムのスリム化・効率化等、

育研究・診療の環境整備を図ることを目的に学内貸付制度を創設。 管理運営の効率化に向けた取組実績
【平成21事業年度】 【平成16～20事業年度】
（主要なものを記載） 平成１６年４月に各理事の所管する業務の適正円滑な運営を図ることを目的

①若手研究者支援経費（5百万円） として各理事の下に総務・企画・評価機構、財務・経営機構、教育機構、研究
学内の若手研究者を支援することを目的に、科研費申請（若手研究Ａ・Ｂ） 機構及び情報・国際交流機構の５つの機構を設置し、その中に全学委員会、全

で不採択となった者のうち、審査成績が上位１０名に研究費を配分し、翌年度 学センター等を配置した｡
の科研費の獲得を支援する。 各機構に機構の管理運営に関する基本的事項を協議・調整するため、総務・

②三重大学教育ＧＰ（4.9百万円） 企画・評価機構委員会、財務・経営機構委員会、教育機構委員会、研究機構委
創意溢れる教育プロジェクトや教育活動を選定し支援するために、平成１６ 員会及び情報・国際交流機構委員会を設置し、各機構毎にＰＤＣＡサイクルを

年度より三重大学教育ＧＰを実施しており､毎年度各学部から公募し、教育Ｇ 回すため、年度計画関連事項や業務実績等に関し協議を行ってきた。
Ｐプロジェクト委員会における審査に基づき採択。 また、全学委員会の効率的運営及び教職員の負担軽減を図るため、平成１６

③地域連携及び地域再生支援事業等の推進（34.3百万円） 年度から毎年、各種会議・全学委員会の運営状況の点検を行い、会議・委員会
研究面から地域社会連携を推進する取組である地域再生事業、四日市フロン の廃止・統合・新設を行った。

ト運営費、地域連携推進室、インキュベータ運営費、ＴＬＯ業務委託費等。 主要会議への陪席等については説明案件のない職員は会議への出席を要しな
④高等教育創造開発センターの運営及びＰＢＬチュートリアル教育の全学的展開 いことを決定し、会議体制の簡素化による負担軽減及び会議運営の効率化等の

等（10.4百万円） ため、全学の主要な会議室に無線ＬＡＮによるネットワーク化を実施し、パソ
eラーニングを駆使したＰＢＬ教育の充実、実践外国語教育及び理系基礎教 コン会議の促進を行ったことにより会議のペーパーレス化が進み、経費の節減

育の教育体制の整備、学生満足度調査等アンケート実施、博士学位論文外部審 と効率化を図った。
査体制の整備等高等教育創造開発センターが中心となり事業を推進。 【平成21事業年度】

⑤国際交流推進経費（24百万円） 全学委員会の効率的運営及び教職員の負担軽減を図るため、平成２１年度も
本学国際交流特別奨学生制度（外国の大学へ留学する学生への奨学事業、国 引き続き各種会議・全学委員会の運営状況の点検を行い、会議・委員会の廃止

際交流事業等へ参加する学生への奨学事業、海外協定大学からの短期留学生へ ・統合・新設を行った。
の奨学事業等）や海外協定大学とのダブルディグリーに係る経費等。 会議用パソコンを更新することにより会議室に常時保管し、活用することで、

⑥電子ジャーナル経費（111.7百万円） ペーパーレス会議の更なる推進を図った。
教育研究をバックアップする電子媒体の学術雑誌や学術情報（電子ジャーナ

ル）の充実。 ○収容定員を適切に充足した教育活動が行われているか。
⑦学長裁量分（161百万円） ・学士・修士・博士・専門職学位課程ごとに収容定員の９０％以上を充足させて

経営戦略室運営経費、学生のためのCOP10会議参加支援経費、21年度新設の いるか
地域イノベーション学研究科における教育・研究用機器の整備等、中期計画推 【平成16～20事業年度】
進のために必要な経費及び教育研究環境整備等で緊急度が高いと認められる事 平成１９年度は博士課程において収容定員９０％以上を満たすことができな
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かったが、他の年度においては、各学位課程ごとに収容定員９０％以上充足し 【平成21事業年度】
ている。 ２１年度は、６月・９月・１月・３月に経営協議会を開催し概算要求事項、

【平成21事業年度】 学内予算配分、給与改定や会計規程等の制定・改廃等経営に関する重要事項の
各学位課程ごとに収容定員９０％以上充足している。 審議を行った。

また、経営協議会議事概要の学外への公開を実施した。
○外部有識者の積極的活用を行っているか。 経営協議会委員を講師に招き、本学の役員・幹部職員等を対象に大学運営全
・外部有識者の活用状況 般に関わる基本的知識の取得とマネジメント能力の向上を図ることを目的とし
【平成16～20事業年度】 た「三重大学マネジメントセミナー」を毎年開催し、トップマネジメントによ

三重県知事等三役を含む幹部職員等と毎年２回程度の定期懇談会等の開催、三 る速やかな意思決定と学内の戦略的運営体制の充実を図った。
重県知事と県下の主な企業や官公庁の集まりである「三重県月一会」、津市等に
所在する政府機関の集まりである「火曜会」、津商工会議所主催の三重県議会議 ○監査機能の充実が図られているか。
員と津市の主な企業や官公庁の集まりである「木曜会」に積極的に参加し、本学 ・内部監査、監事監査、会計監査の実施状況及び監査結果の運営への活用状況
との新たな地域貢献やさらなる連携強化等について密接に意見交換を行い、大学 【平成16～20事業年度】
運営に活かすとともに三重県における産学連携活動のエキスパートとして活躍し 内部監査は、「個人情報保護」、「派遣労働者の受入れ・管理体制」、「資産の
た県ＯＢを､平成１８年度より「三重県・三重大学連携室」の産学連携コーディ 管理状況」、「諸手当の認定・支給手続き」、「公的研究費の執行状況」などの事
ネーターとして採用し、本学の産学連携活動及び三重大学振興基金の募金活動推 項を実施した。内部監査の結果に基づき、財務会計システムの改修、全ての補
進のメンバーとして活用することとした。 助事業に対して適正な執行並びに早期執行の周知、派遣に係るマニュアルの作

また､目標チャレンジ活動の推進のため平成１６年度から引き続き、外部コン 成及びホームページへの掲載、リサイクルシステムの運用開始、学生が学会等
サルタントの指導を仰ぎ、特に業務改善活動の普及、質的な発展に有意義な指導 において研究成果発表等を行う場合の取扱いの制定などを行った。
を受けている｡ 監事監査は、重点事項として、「三重大学のリスク管理」、「業務の効率化・

平成１８年度には、創造開発研究センターの統括する地域連携推進室及び東京 合理化の状況」、「予算執行状況」、「三重大学の法人経営の課題」、「法人経営に
オフィスに産学連携コーディネーターをそれぞれ１名新規に配置するとともに､ おける人材の活性化状況」などの事項を内部監査との連携を図りながら実施し
同センター付け客員教授は産学連携活動を推進した。 た。監事の監査結果に基づき、危機管理マニュアルに則った地震・津波避難訓

また、学外の有識者・専門家である経営協議会委員等を講師に招き、本学の役 練、法務部門を強化させるため法務室の設置、主要会議の議事概要のホームペ
員・幹部職員等を対象に大学運営全般に関わる基本的知識の取得とマネジメント ージ掲載及び陪席者の削減、業務改善活動推進グループの設置、三重大学卒業
能力の向上を図ることを目的とした「三重大学マネジメントセミナー」を毎年開 者及び非常勤職員からの事務職員への採用、幹部への登用に学内公募制の導入
催し、トップマネジメントによる速やかな意思決定と学内の戦略的運営体制の充 及び役員による面接の実施などを行った。
実を図った。 会計監査人による会計監査は、監査実施計画書に基づき、財務諸表等が国立

【平成21事業年度】 大学法人会計基準等に従って適正に表示されているかについて監査を実施した。
三重県知事等三役を含む幹部職員との定期懇談会等の開催、三重県知事と県下 また、監事・監査チーム・会計監査人との意見交換会を実施した。

の主な企業や官公庁の集まりである「三重県月一会」、津市等に所在する政府機 【平成21事業年度】
関の集まりである「火曜会」、津商工会議所主催の三重県議会議員と津市の主な 内部監査は、「学生支援の実施状況」、「公的研究費の執行状況」、「勤務時間
企業や官公庁の集まりである「木曜会」に積極的に参加し、本学との新たな地域 管理の実施状況」の事項を実施した。内部監査の結果に基づき、学務部職員に
貢献やさらなる連携強化等について密接な意見交換を引き続き行った。 よる駐輪・通学指導の実施、事務手続きを主体とした公的研究費の不正防止に

経営戦略室を新設し、経営戦略室長に民間企業において調査・企画業務に関す 関する説明会の開催、勤務時間の適正な管理や職員の健康管理に関する周知な
る高度な専門知識、優れた能力や経験を有する民間経験者を採用し、本学の財政 どを行った。
基盤の維持及び強化を図った。 監事監査は、重点事項として、「財務分析と経営戦略」、「リスク危機管理」、

「第２期中期計画と今後の法人化への対応状況」の事項を内部監査との連携を
・経営協議会の審議状況及び運営への活用状況及び関連する情報の公表状況 図りながら実施した。監事監査の結果に基づき、資金運用基準の策定、資金運
【平成16～20事業年度】 用財源の拡大及び資金運用に関する職員研修の実施、平成２２年度年度計画と

三重大学のＯＢネットワークを強化する必要性について、全学同窓会の設立に して学内危機管理体制の再点検及び危機発生時の行動計画の検討などを行った。
向けての準備を行う等、大学運営に反映させている。 会計監査人による監査は、監査実施計画書に基づき、財務諸表等が国立大学

中期目標・計画について、数値目標を設定したマニュフェストを作成する必要 法人会計基準等に従って適正に表示されているかについて監査を実施した。ま
性について、「中期目標・中期計画を達成するための具体的達成目標及び工程表」 た、監事・監査チーム・会計監査人との意見交換会を実施した。
を作成し、中期目標・計画の達成状況を確認することで、今後の取組課題の更な
る明確化が図れた。 ○男女共同参画の推進に向けた取組が行われているか。

決算剰余金の繰り越し承認を受けた財源の活用について、補正予算を編成して、・男女共同参画に関する具体的な取組指針や計画等の策定、男女共同参画推進の
適切かつ明確な財務運営を行った。 ための組織の設置等、学内での男女共同参画推進に向けた取組状況

また、経営協議会委員を講師に招き、本学の役員・幹部職員等を対象に大学運 【平成16～20事業年度】
営全般に関わる基本的知識の取得とマネジメント能力の向上を図ることを目的と 平成２０年５月開催の男女共同参画推進専門委員会及び６、７月開催の男女
した「三重大学マネジメントセミナー」を毎年開催し、トップマネジメントによ 共同参画推進委員会で「三重大学男女共同参画宣言（案）」を検討、７月開催
る速やかな意思決定と学内の戦略的運営体制の充実を図った。 の教育研究評議会において「三重大学男女共同参画宣言」を承認し、全学的に
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男女共同参画社会の実現に向けて積極的に取り組むことを宣言した。ついては、 ○教育研究組織の柔軟かつ機動的な編制・見直し等が行われているか。
本学ＨＰに「三重大学男女共同参画宣言」を掲載し、積極的に取り組むことを学 ・教育研究組織の活性化に向けた検討の機会が設けられているか
外にもアピールした。今後も引き続き、男女共同参画推進委員会において検討を 【平成16～20事業年度】
進める。 教育研究組織の活性化のため、柔軟かつ機動的な編成・見直しの検討を行い、

また、科学技術振興調整費による事業として、女性研究者の増加及び研究継続 平成１６年度には大学院生物資源学研究科（博士前期課程）の改組、平成１７
を目指すとともに県内における女性研究者の連携を図るため、「女性研究者支援 年度には人文学部社会科学科に法政コース・現代経済コースの２コースを設置
室」を７月に設置、キャリア支援員（ポスドク）等の女性職員を採用し、女性研 や医学系研究科の博士課程の改組・部局化を実施した。また、平成１８年度に
究者の育成・増加に向けて啓発講演会・シンポジウム等の活動を展開した。 は教育学部教員養成課程の入学定員の改訂や大学院生物資源学研究科（博士後

【平成21事業年度】 期課程）の改組、平成１９年度には大学院工学研究科の博士前期課程に専攻横
平成２１年４月から配置した男女共同参画コーディネーター１名を委員に加え 断的な研究領域コースを設置し、平成２０年度には人文学部の学科の改称や医

た男女共同参画推進専門委員会において５月から推進計画の策定を検討、まず、 学部医学科の入学定員の増改訂を行った。
その策定資料となる男女共同参画に関する意識調査を実施することを決定した。 【平成21事業年度】
その後、実施した調査結果（回収率６９％）等について１２月に各部局報告会、 医師不足に対する社会的要請もあり医学部医学科の入学定員をさらに１０名
１月に全学に向けた報告会＆講演会を開催し、男女共同参画の啓発を行った。 増改訂するとともに地域イノベーション学研究科を新設した。

また、大学院の入学定員の在り方について検討を開始した。
・女性教職員の採用・登用の促進に向けた取組状況
【平成16～20事業年度】 ○法人全体としての学術研究活動推進のための戦略的取組が行われているか。

平成１８年度には、女性教員雇用率向上のためのポジティブ・アクションにつ ・法人全体としての組織的な研究活動推進のための取組状況
いて、本学の方針「女性教員雇用率の向上を目指して」を策定し、本学Ｗｅｂサ 【平成16～20事業年度】
イト（ホームページ）に掲載し学内外に発信し、女性教員の採用・登用に努めた。 三重大学ＣＯＥプロジェクト（「世界に誇れる世界トップレベルの研究拠点」、

平成１９年度には、組織的に女性教職員の勤労環境整備等を推進するため、男 「学部として育てたい国内トップレベルの研究」、「学部として育てたい若手研
女共同参画推進担当学長補佐を設置した。生物資源学研究科に女性教授を採用し、 究」）の募集を行い、３テーマ14件を選定し、毎年度、33,000千円の助成を行
工学研究科においては創設来初めてとなる女性助教を採用することを決定した｡ った。また、三重大学若手研究プロジェクトとして、毎年１０件程度の研究課

また、男女共同参画Ｗｅｂサイト（ホームページ）開設し、女性教員の雇用状 題を選定し、１件当たり500千円の助成を行い、若手研究者の育成に取り組んだ。
況等を公開した。 科学研究費補助金若手研究に不採択になった研究者のうち、審査成績が良か

平成２０年度には、教育職員の人事制度に関する検討ＷＧを開催、４月に「任 った研究者について、翌年度の科研費の獲得を目指すために、一人当たり研究
期制の拡充について」、６月に「助教へのテニュア・トラック制について」、 費50万円を配分した。
１１月に継続事項及び「外国人教員及び女性教員の増加策」について検討した。 【平成21事業年度】

【平成21事業年度】 三重大学研究推進戦略室会議において、新三重大学ＣＯＥプロジェクトにつ
平成２１年度には、大学教員人事制度検討員会を６月に設置、検討課題を整理 いて実施内容等を決定した後、募集を開始し採択した。

し、女性研究者の増加策についても検討していくこととした。 ＣＯＥプロジェクト－Ａ（ ３件採択、１件当たり300万円支援）
また、事務職員では、平成２２年４月の人事において、女性職員３名を副課長 ＣＯＥプロジェクト－Ｂ（２０件採択、１件当たり100万円支援）

職へ本学では初めて登用した。 科学研究費補助金若手研究に不採択になった研究者のうち、審査成績が良か
った研究者について、翌年度の科研費の獲得を目指すために、一人当たり研究

・仕事と育児等の両立を支援し、女性教職員が活躍できる環境づくりに向けた取組 費50万円を配分した。
状況 前年度の若手研究プロジェクトの報告書を作成した。

【平成16～20事業年度】
平成１７年度に女性教育職員の勤労環境整備の一環として本学保育所の設置に ○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。

向けて、その整備の在り方や運営方法の検討を行い、現状把握のため１２月に女 ・評価結果の法人内での共有や活用のための方策
性教職員２８４名（病院看護師を除く｡）に対しアンケート調査を実施した。 【平成16～20事業年度】

平成１９年度には、女性教育職員の勤労環境整備等（保育所の拡充を含む。） 各部局長に法人評価結果を通知し、学内職員に周知するとともに、関係職員
について、企画・評価担当理事及び男女共同参画担当学長補佐の下に男女共同参 の情報の共有化を図り、業務運営の改善・効率化を図った。
画推進ＷＧを設置して検討することとし、学内アンケート調査を実施、雇用制度 業務の実績に関する報告書として本学ホームページに掲載した。
運用等の検証・見直しを行った｡ 【平成21事業年度】

平成２０年度には、学長を委員長とする男女共同参画推進委員会及び男女共同 本年度も引き続き、上記同様学内周知を行い、本学ホームページに掲載した。
参画推進専門委員会を設置し、推進に係る事項を調査・検討した。また、育児休
業の適用除外者の範囲を継続雇用１年未満から６月未満の職員に拡大することを ・具体的指摘事項に関する対応状況
決定した。 【平成16～20事業年度】

【平成21事業年度】 平成１７年度に係る業務の実績に関する評価結果Ⅰ「(1)業務運営の改善及び
平成２１年度には、育児短時間勤務制度の導入に向けた検討を男女共同参画推 効率化」における指摘への対応は以下のとおり。

進専門委員会で行い、３月開催の役員会で関係規程等を整備し、平成２２年度か ① 『教員の昇任・再任基準の検討の早期化が望まれる』との指摘については、
ら適用した。 一部の学部においては検討を行ったが、全学的には、今後、研究担当理事を
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中心として各学部の教員組織の在り方等を鑑みて検討していくこととした。
② 『人員・人件費管理の検討の早期化が望まれる』との指摘については、平成

１８年度に、人件費支出に関する詳細なシミュレーションを策定し、毎年の削
減人員を決定した。

また、１９年度に係る業務の実績に関する評価結果における『大学院博士課
程において、学生収容定員の充足率が９０ ％を満たさなかったことから、今
後、速やかに、定員の充足に向け、入学定員の適正化に努めることや、入学
者の学力水準に留意しつつ充足に努めることが求められる。』との指摘につい
ては、医学系研究科博士課程で定員の充足に向けた取り組みを積極的に行った
結果、２０年度は、９３％、２１年度は、９７％と改善されている。

【平成21事業年度】
該当なし

・年度評価での自己評価又は評価委員会の評価で「年度計画を十分には実施してい
ない」とした事項に係る取組の改善状況

【平成16～20事業年度】
該当なし

【平成21事業年度】
該当なし
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三重大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善

① 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

中 ○（経営資源全体に関する目標）
期 自律的な教育・研究活動を可能にするための経営資源を確保する。
目 １（外部研究資金）
標 競争的資金には積極的に応募し、外部研究資金の充実を図る。

２（自己収入）
自律的経営に資するため、自己収入の拡大に取り組む。

進捗 ｳｪｲﾄ
中期計画 平成21年度計画 状況 判断理由（計画の実施状況等）

中 年 中 年
期 度 期 度

（外部研究資金） （平成20年度の実施状況概略）
【34】全教育職員の競争的研究 平成２０年度科学研究費の応募は６５３件、採択２３７件であり、分野別の
費獲得努力を促し、組織的な支 整理を行うとともに、採択等についてデータベースを作成した。
援体制の整備に努める。 科研費説明会を７月と１０月の２回開催し、それぞれ１２０名を超える参加

があり、本学の採択の現状等を説明するとともに、採択される計画調書作成の
ポイントについて説明を行った。

科研費の獲得増を図るために昨年に引き続いて、科研費アドバイザ制度を実
施し、アドバイザにより前年度採択されなかった計画調書の内容の指摘や研究
の方向性等について相談を行った。

科研費応募・採択についてデータベースを整備した。
Ⅲ 科研費採択： 237件 4.9億円

競争的資金採択： 39件 3.05億円

【34】教員の競争的研究費獲得努力を促 （平成21年度の実施状況）
すため、科学研究費や各種外部資金の応 第１回科学研究費補助金説明会を開催（７月）し、採択される計画調書の作
募要領説明会開催など組織的な支援を行 成方法や日本学術振興会特別研究員について説明を行った。参加者１４０名
う。また競争的研究費獲得努力及び獲得 平成２１年度科研費の応募（秋・春期）は６５５件、採択２５１件、採択金
実績を教員活動評価項目に含める。 Ⅲ 額532,000千円であり、分野別の整理を行うとともに、データベースを作成し

た。
第２回科研費説明会を９月に開催し、参加者は１５０名であった。
科研費の獲得増をを図るために昨年に引き続いて、科研費アドバイザ制度を

実施し、アドバイザにより前年度採択されなかった計画調書の内容の指摘や研
究の方向性等について相談を行った。

【35】企業や地方自治体との共 （平成20年度の実施状況概略）
同研究・受託研究等を促進する プロジェクト研究室「職業医学・中毒学プロジェクト研究室」「野村證券・
とともに奨学寄付金等の外部研 百五銀行・創業革新プロジェクト研究室」がスタートした。
究資金の確保に努める。 「三重大学リサーチセンター」設置要項を整備し、５リサーチセンターが発

足した。
オートネットワーク技術研究所及び中部電力等との包括協定に基づく連携協

議会を開催し、本年度共同研究の内容が承認された。
外部資金獲得状況：

共同研究： 247件 4.2億円
受託研究： 130件 8.1億円
奨学寄附金： 1,165件 6.9億円

Ⅲ
【35】共同研究・受託研究・奨学寄付金 （平成21年度の実施状況）
等外部資金獲得の促進方策を検討する。 ニューテクノフォーラム（名古屋）、産学官連携会議（京都）、ＪＳＴ東海
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３大学技術説明会（東京）にシーズ出展した。
リーディング産業展と併設して、三重産官学連携フォーラムを同時開催した。
シーズ集を改訂しＨＰに掲載した。

Ⅲ 中部電力（６月、１月）、富士電機リテイルシステムズ（５月、２月）、オ
ートネットワーク技術研究所（１１月）との包括協定に基づく技術交流会を開
催した。

外部資金獲得状況
共同研究： 257件 4.7億円
受託研究： 177件 7.3億円

（自己収入） （平成20年度の実施状況概略）
【36】広く社会からの支援を得 ６月開催の名誉教授懇談会等において、引き続き三重大学振興基金への寄付
るために全学的な大学後援会を 要請を行うとともに８月には新たに三重大学振興基金への募金募集パンフレッ
組織する。 トを作成し、各学部に出向き、教職員・同窓会への配布と募金について依頼し、

三重大学振興基金への更なる募金要請を行った。
また、１０月には全学的な後援会組織である「三重大学全学同窓会」を設立

するとともに、３月には卒業生・修了生に対するサービスアップの基礎データ
Ⅳ となるデータベースの構築について、その準備を開始した。

【36】大学後援会を母体とする三重大学 （平成21年度の実施状況）
振興基金の募金活動等を引き続き推進す ９月に開学６０周年記念式典の開催にあたり名誉教授への開催通知に三重大
るとともに大学後援会体制を強化し、社 Ⅳ 学振興基金への募金募集パンフレットを同封し、支援要請を行った。
会的支援を得られる体制を確立する。 また、各学部の同窓会会報発送時に三重大学振興基金への募金募集パンフレ

ットを同封するとともに、各学部に出向き、教職員・同窓会へのパンフレット
の配布と募金について依頼し、三重大学振興基金への更なる募金要請を行った。

【37】自律的な自己収入確保の （平成20年度の実施状況概略）
拡大策や事業の開拓案について 学校財産貸付料等の自己収入額を、平成１６年度実績より８％以上増額させ
検討する。 ることを目標に、「自律的な自己収入確保の拡大策等検討会」において、具体

的な増収策等の検討を行った。
三重県内の高校生等の利便性の向上を目的に、予備校が行う大学入試模試へ

の教室の新規貸付、有料職員宿舎の入居率向上を図るための特任教員等への貸
与資格の拡大など、貸付基準を緩和した。

農場収入については、新品種の酒米、イチゴの栽培・販売を実施する等の取
組みにより増収が図られた。

余裕資金の運用については、定期預金の預金利率を競争させ、より有利な金
融機関での運用を図り、受取利息の増収が図られた。

【37】自己収入確保の方策について更に Ⅲ （平成21年度の実施状況）
検討を進める。 「自律的な自己収入確保の拡大策等検討会」を２回開催し、２１年度の増収

重点項目である「①職員宿舎入居者拡大策（空き宿舎の有効利用）による宿舎
料の増収」、「②農場収入の確保」について検討を行った。

宿舎料の増収策としては、有料宿舎の入居率向上を図るため、特任教授、
研修医、独身者への貸与資格の拡大等の貸付基準を緩和した。

Ⅲ 農場収入については、収入拡大方策として、地元の消費者を対象とした月１
回の生産品直接販売会の開催、米の販売先を病院患者給食用として拡大、イチ
ゴ品種の増などの取り組みを行った。

その他学校財産貸付料については、病院財団の貸付面積（食堂・喫茶等）の
見直しを図った。

これらの取り組みにより、２１年度目標の平成１６年度実績より１０％以上
の増額目標を達成した。

ウェイト小計
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三重大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善

② 経費の抑制に関する目標

中 １（経費節減）
期 管理的経費の節減に組織的に取り組む。
目
標

進捗 ｳｪｲﾄ
中期計画 平成21年度計画 状況 判断理由（計画の実施状況等）

中 年 中 年
期 度 期 度

（経費節減） （平成20年度の実施状況概略）
【38】全職員の参加による目標 「全学会議の事務的効率化と経費削減」「業務の電子化の推進」等業務改善
チャレンジ活動等により経費節 活動テーマを各チームにおいて決定し、目標チャレンジ活動による経費削減の
減に取り組む。 取組に着手した。

産業廃棄物の受入先が民間企業に変更となり、分別されていない廃棄物は高
コストとなるため、非常勤職員を採用し、びん・カン・ペットボトル等の分別
作業を開始することにより、経費節減を図った。

学内３カ所に古紙回収コンテナを設置し、古紙がトイレットペーパーに再生
する「古紙循環サイクル」を確立した。

物品のリサイクルシステムを学内ホームページの掲示板に掲げ、資源の有効
利用と経費削減を図った。

【38】目標チャレンジ活動の定着により、 （平成21年度の実施状況）
経費節減の全学的な取り組みを推進す Ⅲ 目標チャレンジ活動で報告された新しい優れた取組例も参考に、本年度も引
る。 き続き、「共通サーバー利用によるペーパーレス化の推進」や「カラーコピー

等印刷物関係の見直し」及び「光熱水料の縮減」について、管理部門の各部署、
３２グループで業務改善活動を実施した。平成２２年２月には業務改善活動報
告会を開催し、優秀グループの６グループを表彰するとともに、経費の節減等
の取組事例である学内全３２グループの活動内容をホームページに掲載し学内

Ⅲ 周知を行った。
従来の複写機（コピー機）をプリント機能・スキャン機能・ＦＡＸ機能を備

えた複合機に変更し、複写サービス契約として１本化したことにより、料金が
安価となり、経費の削減が図られた。

第１期中期計画の最終年度であることから、例年より早く２１年度予算・決
算スケジュールを作成し、各部局長等に対し、７月・９月・１２月に経費節減
を踏まえた予算の計画的かつ早期執行に関する周知徹底を行った。

また、下半期においては、例年よりきめ細かい予算執行状況調査を実施する
ことで、計画的に経費節減に取り組むよう徹底を図った。

【39】事務処理等の効率化によ （平成20年度の実施状況概略）
る経費節減のためにIT化を促進 事務情報化研修として、Excel中級、Wordの各コース研修を実施し、個人情
する。 報保護への対応、セキュリティ意識の向上、事務情報のデジタル化によるペー

パーレス化推進への対応を啓蒙するとともに、事務職員が必要とする情報処理
能力のレベルアップを図った。

Ⅲ
【39】全部署のＩＴ化を進め、全職員の （平成21年度の実施状況）
ＩＴ機器使用を促進するとともに、事務 事務情報化研修として、Excel中級、Word初級、PowerPointの各コース研修
処理等の効率化による経費節減に対する Ⅲ を実施し、個人情報保護への対応、セキュリティ意識の向上、事務情報のデジ
事務職員の意識改革を図る。 タル化によるペーパーレス化推進への対応を啓蒙するとともに、事務職員が必

要とする情報処理能力のレベルアップを図った。
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ウェイト小計
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三重大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善

③ 資産の運用管理の改善に関する目標

中 １（資産の運用管理）
期 大学が保有する資産・施設の延命化と効率的運用を目指す。
目
標

進捗 ｳｪｲﾄ
中期計画 平成21年度計画 状況 判断理由（計画の実施状況等）

中 年 中 年
期 度 期 度

（資産の運用管理） （平成20年度の実施状況概略）
【40】資産の一時貸付け等によ 学校財産貸付料等の自己収入額を、平成１６年度実績より８％以上増額させ
る自己収入増を促進する措置を ることを目標に、「自律的な自己収入確保の拡大策等検討会」において、具体
検討する。 的な増収策等の検討を行った。

三重県内の高校生等の利便性の向上を目的に、予備校が行う大学入試模試へ
の教室の新規貸付、有料職員宿舎の入居率向上を図るための特任教員等への貸
与資格の拡大など、貸付基準を緩和した。

農場収入については、新品種の酒米、イチゴの栽培・販売を実施する等の取
組みにより増収が図られた。

余裕資金の運用については、定期預金の預金利率を競争させ、より有利な金
融機関での運用を図り、受取利息の増収が図られた。

【40】自己収入確保の方策について更に （平成21年度の実施状況）
検討を進める。 「自律的な自己収入確保の拡大策等検討会」を２回開催し、２１年度の増収

重点項目である「①職員宿舎入居者拡大策（空き宿舎の有効利用）による宿舎
Ⅲ 料の増収」、「②農場収入の確保」について検討を行った。宿舎料の増収策と

しては、有料宿舎の入居率向上を図るため、特任教授、研修医、独身者への貸
与資格の拡大等の貸付基準を緩和した。

農場収入については、収入拡大方策として、地元の消費者を対象とした月１
回の生産品直接販売会の開催、米の販売先を病院患者給食用として拡大、イチ
ゴ品種の増などの取り組みを行った。

Ⅲ その他学校財産貸付料については、病院財団の貸付面積（食堂・喫茶等）の
見直しを図った。

これらの取り組みにより、２１年度目標の平成１６年度実績より１０％以上
の増額目標を達成した。

学生や教職員の福利厚生を目的としたコンビニエンスストアを１０月１日に
開店するなど、民間の資金の活用を図った。

資産の有効活用を図るため、全学的に現有設備や機器の点検を行うとともに、
研究機器の集中化による共同利用を図った。

大学所有地の利便性及び価値の向上を図るため、地域の都市計画への位置付
けに関し、調整を図った。

【41】施設・設備利用の受益者 （平成20年度の実施状況概略）
負担システムを確立する。 引き続き、総合研究棟Ⅰ・Ⅱ共用実験室のスペース使用料を受益者負担とし、

使用者より徴収した。
Ⅲ

【41】（平成18年度実施済みのため、21 （平成21年度の実施状況）
年度は年度計画なし） 引き続き、総合研究棟Ⅰ・Ⅱ共用実験室のスペース使用料を受益者負担とし、

使用者より徴収した。
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【42】施設・設備維持管理の一 （平成20年度の実施状況概略）
元的効率的運用を図る。 施設・設備の維持管理を効率的に行うため、平成２１年度から、従来１４業

務に分割発注していた保全業務のうち、大学が直接契約する必要のある４業務
（実験廃液収集・運搬及び処分業務等）を除き一元化し、複数年契約（３年契
約）を行った。これにより上浜団地の時間外（夜間、休日等）の施設設備のト
ラブルにも応急対応が出来ることとなり利用者へのサービス向上（安全・安心）

Ⅲ を図った。また、法令上配置が必要な第二種電気主任技術者の業務を含めるこ
とにより職員の業務軽減を図った上で、さらに経費の縮減が実施できた。

【42】施設・設備の一元的な維持管理を （平成21年度の実施状況）
行う。 Ⅲ 法令上集約可能な１４業務を５業務に集約し、施設・設備の維持管理業務を

複数年契約し、経費削減を行った。また、各学部毎で契約していた屋外環境維
持管理業務を整理集約し、年間保守契約を行った。

【43】新たな整備手法等（ＰＦ （平成20年度の実施状況概略）
Ｉ事業等）の導入を検討する。 寄附金及び目的積立金による、留学生宿舎の整備を行い、天津師範大学との

平成２１年度からのダブルディグリー制度による留学生受け入れが可能となっ
た。

コンビニエンスストア（福利施設）の整備を企画参加公募により業者を選定
し、契約した。

【43】研究施設、学生寄宿舎等に関し新 （平成21年度の実施状況）
たな整備手法について検討を行う。 上浜北地区の新たな整備手法として地下水利用による水道供給事業を契約

Ⅲ し、着工した。
男子学生寄宿舎の耐震対策事業の工事時期にあわせ、機能改修を学内経費で

行った。
Ⅳ 看護師確保対策のため、保育所の建替えを学内経費で実施した。

独立行政法人科学技術振興機構（JST）の公募による「地域産学官共同研究
拠点整備事業」において三重県、三重大学等が共同で応募した「みえ“食発・
地域イノベーション”創造拠点」が採択された。研究設備を導入し新たな創造
拠点整備の強化を図るために、機器分析施設の既存スペースを見直して、独立
行政法人科学技術振興機構（JST）と施設整備の協議に入った。

【44】施設設備発注業務の簡素 （平成20年度の実施状況概略）
化・合理化に資する仕組みの導 250万円以上の全ての工事について、電子入札を実施した。（１８件）保全
入を図る。 業務現行１４業務を５業務に集約（一元化）し、複数年契約（３年契約）にす

ることにより、業務の簡素化・合理化を図った。
Ⅲ

【44】（平成16、17年度実施済みのため、 （平成21年度の実施状況）
21年度は年度計画なし） 250万円以上の全ての工事について、電子入札を実施した。（４１件）学部

毎で契約していた屋外環境維持管理業務を年間保全業務に集約化し、複数年契
約（２年契約）にすることにより、業務の簡素化・合理化を図った。

ウェイト小計
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三重大学

（２） 財務内容の改善に関する特記事項等

１．特記事項 【平成21事業年度】
【平成16～20事業年度】 （１）外部資金獲得
（１）外部資金獲得 ２０年度に始めた科学研究費補助金応募の学内説明会や新規申請者を対象と

科学研究費申請・採択データベースの作成、科学研究費補助金説明会、アドバ したアドバイザー制度を継続するとともに、三重大学独自の科研費Ｑ＆Ａを作
イザー制度、研究領域横断型研究者グループによる５リサーチセンターの立ち上 成し、ホームページに掲載する取組や新たに７リサーチセンターの立ち上げ、
げ、三重県試験研究機関、中部電力（株）等との包括協定に基づいた連携協議会 ニューテクノフォーラム（名古屋）等、学外で研究シーズの対外的な紹介機会
や学内外における研究シーズ発表会等、共同研究・受託研究・奨学寄附金獲得に の増加等を行ったことにより、科研費の新規採択率は前年比６％増加を達成し
向けて取組んだ。これらの取組により、外部資金の獲得状況は、科学研究費補助 た。
金、競争的研究資金、共同研究・受託研究・奨学寄付金等が順調に増加した。

（２）人員人件費管理計画
（２）人員人件費管理計画 ２１年度人員人件費管理計画に基づき、教員及び事務職員の削減等を行い、

「平成２１年度までの人員・人件費管理計画」（１７年度）に基づき、教員及 総人件費削減計画を達成した。
び事務職員の削減等を行い、２０年度実績は１７年度比で５％を上回る削減を達
成した。 （３）経費節減

引き続き、業務改善活動の中で経費節減に積極的に取組み、２１年度の経費
（３）経費節減 節減効果（対前年度比）は、光熱水料で12,577千円（14.1％減）、定期刊行物

消耗品費、光熱水料、定期刊行物等の経費節減計画を策定し、目標チャレンジ 購入費で426千円（5.7％減）、印刷製本費で10,251千円（13.3％減）等の経費
活動による業務改善の取組、事務情報のペーパーレス推進、古紙循環リサイクル 削減を達成した。
システム構築、産業廃棄物分別作業の民間委託から独自作業への切り換え、リー
ス委託や保全委託の一本化や複数年契約の導入、電気供給複数年契約の導入、学 （４）自己収入策
内ホームページによる物品リサイクルシステム構築等の経費節減や業務の効率化 「自律的な自己収入確保の拡大策等検討会」の検討結果を踏まえて、２１年
を進め、２０年度実績は１６年度比で 消耗品費１２．５％、光熱水料１３．６ 度は「空き宿舎の有効利用による宿舎料の増収」等を重点項目として、２０年
％、定期刊行物３６．４％、清掃費１３．７％等の経費節減を達成した。 度に立案された入居資格要件を緩和して、特任教授、研修医、独身者にも貸与

資格を拡大し、入居募集を年６回から１２回に増やすこと等を実施した。「農
（４）自己収入策 場収入の確保」については、地元消費者を対象とした月１回の生産品直接販売

｢自律的な自己収入確保の拡大策等検討会｣を設置し（１６年度）、２１年度ま 会、附属病院の給食用米として販路拡大等の取り組みを行った。その他、学校
でに学校財産貸付料収入等を１０％増収することを目標に、自己収入確保方策を 財産貸付料については、病院財団の貸付面積（食堂・喫茶等）の見直しを図っ
実施したことにより、２０年度附属農場収入（対１６年度比）は４２％の増収を た。これらの取組により、２１年度の自己収入（対１６年度比）は１０％以上
達成した。また、職員宿舎入居者対象者を従前よりも拡大する貸与資格要件の緩 の増額を達成した。
和、入居募集方法等の検討を行った。本学Ｗｅｂサイト（ホームページ）による 開学６０周年記念式典開催や名誉教授懇談会等の様々な機会に、三重大学振
貸付対象施設と料金の広報活動、宿舎入居率、飲料等自動販売機等の貸付料方式 興基金への募金活動を行った。
の改善による成果も着実に上がった。

（５）三重大学振興基金の創設及び全学同窓会の設立
（５）三重大学振興基金の創設及び全学同窓会の設立 引き続き、「三重大学振興基金」募金活動、三重大学全学同窓会、同窓生デ

県内外の発起人会社１１社の協力を得て「三重大学振興基金」募金活動（１８ ータベース化事業を実施した。２１年度に開始した同窓生データベース化事業
年度）を実施し、募金目標額の５７％の寄附金額となった。その資金の一部を活 は、消息確認済み全卒業生・修了生数（38,895名）に対する登録率が６８％に
用（100,000千円）し、８４名収容できる留学生宿舎を建設した。また、卒業生 到達し、２２年度初めには完成予定となっている。
・修了生との交流を深める全学的支援組織として、三重大学全学同窓会を設立し
（２０年度）、同窓生データベース化事業を推進した。 （６）資産の運用管理・財務分析結果の活用状況

従来の資金運用方法の見直し、財源別（寄附金、寄附金以外の全ての財源）
（６）資産の運用管理 の綿密な運用計画を立案し、受取利息等による増収を図ったことにより、前年

留学生宿舎の建設、コンビニエンス・ストアの導入、総合研究棟の実験室使用 よりも7,031千円の増収が得られた。
等、施設・設備利用の受益者負担システムの確立、電子入札による施設整備発注 平成２１年度においても同様に、公表された各国立大学法人の平成２０事業
業務の簡素化・合理化等、資産の運用管理を堅実に改善した。 年度の財務データ等を参考に、教員１人当たり外部資金収益等、他大学との比

較分析を行った。
教育・研究・診療等の各事業と貸借対照表・損益計算書等の財務諸表を関連

付けてわかり易く解説した「財務報告書」を作成し、Ｗｅｂサイト（ホームペ
ージ）に掲載し、公開した。



- 35 -

２．共通事項に係る取組状況 共同研究 ： 178件 2.0億円 238件 3.1億円 245件 3.8億円
○財務内容の改善・充実が図られているか。 受託研究 ： 103件 5.8億円 124件 5.0億円 125件 4.8億円
・経費の節減、自己収入の増加、資金の運用に向けた取組状況 奨学寄付金：1,194件 6.6億円 1,154件 6.6億円 1,136件 7.0億円
（経費節減）
【平成16～20事業年度】 平成19年度 平成20年度

経費節減については、中期目標期間中に、一般管理費のうち、節減努力が可能 科学研究費： 248件 5.6億円 237件 4.9億円
な水道光熱費、消耗品費等の経費の節減に組織的に取り組み、平成１７年度以降 共同研究 ： 247件 4.8億円 247件 4.2億円
平成２１年度までに１０％削減するという具体的な目標をたて、全学をあげて取 受託研究 ： 128件 5.3億円 130件 8.1億円
組を行ってきた｡ 奨学寄付金：1,176件 7.3億円 1,165件 6.9億円

平成１６年１１月に「コスト（経費）削減アクションプログラム」を策定し､
目標チャレンジ活動の一項目として全学的に取り組むこととし、平成１６年度は 【平成21事業年度】
まず事務職員の目標チャレンジ活動として、業務改善活動の中で経費節減に積極 平成２０年度に引き続き、学内説明会を２回開催するとともに新規申請者を
的に取り組むこととした。 対象としたアドバイザ制度も実施した。さらに三重大学独自の科研費Ｑ＆Ａを

平成１７年度から、業務改善活動報告会の結果を学内ＨＰに掲載し、経費節減 作成しＨＰにアップするなど、科研費の新規採択率６％の向上を図った。
や業務の効率化について啓発を行うとともに学内の諸会議において、更なる経費 ニューテクノフォーラム（名古屋）、産学官連携会議（京都）、ＪＳＴ東海３
節減や業務の効率化の徹底について周知を図った。 大学技術説明会（東京）で外部資金獲得へ向け大学のシーズを発表した。

平成２０年度の経費節減効果（対前年度比）は、電気料で5,182千円（8.5％減）、
定期刊行物購入費で822千円（10.0％減）、消耗品費3,834千円（3.4％減）など 平成21年度
の経費削減を達成した。 科学研究費： 251件 5.3億円

【平成21事業年度】 共同研究 ： 257件 4.7億円
経費節減については、今年度までに水道光熱費、消耗品費等の経費を１０％削 受託研究 ： 177件 7.3億円

減するという目標を設定するとともに、その達成のために、引き続き教職員の啓 奨学寄付金：1,137件 6.6億円
蒙に努めるとともに、目標チャレンジ活動において、業務改善活動の中で経費節
減に積極的に取り組んだ。 （２）その他の自己収入の確保

平成２１年度においても業務改善活動報告会の結果を学内ＨＰに掲載するとと 【平成16～20事業年度】
もに、学内の諸会議において、更なる経費節減や業務の効率化の徹底について周 平成１６年度に「自律的な自己収入確保の拡大策等検討会」を設置し、学校
知を図った。 財産貸付料収入等を平成２１年度までに１０％増収を図ることを目標に、検討

平成２１年度の経費節減効果（対前年度比）は、光熱水料で12,577千円（14.1 会において具体的な自己収入確保方策を検討し、実施してきた。主な取組とし
％減）、定期刊行物購入費で426千円（5.7％減）、印刷製本費で10,251千円（13. ては、一時貸付対象施設と料金についてＷｅｂサイト（ホームページ）上で学
3％減）などの経費削減を達成した。 内外に広く周知したこと（平成１６年度～）、附属農場で肥育した松阪牛の売

り払い（平成１８年度～）、学生・教職員等への福利厚生のため設置している
（自己収入の増加） 飲料等自動販売機について、従来の学校財産貸付料方式から販売数量に応じた
（１）外部資金の獲得 手数料方式へ変更し、さらに、企画競争による手数料等の見直し（平成１９年
【平成16～20事業年度】 度～）、三重県内の高校生等の利便性の向上を目的に、予備校が行う大学入試

学内説明会を年２回開催するとともに、「科研費の手引き」を作成し、手続き 模試への教室の新規貸付を行う他、有料職員宿舎の入居率向上を図るため、特
方法や適正な使用について周知を図った。また、応募書類の完成度を高めるため 任教員、研修医、独身者への貸与資格の拡大（平成２０年度～）、附属農場に
にアドバイザ制度を導入した。平成１９年度には、科研費獲得に向けて、応募・ おいての新品種の酒米の販売、イチゴ栽培・販売の実施などこれらの取組によ
採択書類の分野別整理を行い、データベースを作成した。 り、平成１６年度実績より12,519千円、４２%の増収が図られた。

企業や地方自治体との包括協定締結の推進を図り、１０機関と締結し、共同研 【平成21事業年度】
究、受託研究等の研究協力を推進した。企業から外部資金を受け入れやすくする 「自律的な自己収入確保の拡大策等検討会」を２回開催し、平成２１年度の
ため、従来の寄附講座制度に加え、産学連携講座、プロジェクト研究室及びリサ 増収重点項目である「①職員宿舎入居者拡大策（空き宿舎の有効利用）による
ーチセンター制度を制定し、寄附講座（３講座）、産学官連携講座（３講座）、 宿舎料の増収」、「②農場収入の確保」について検討を行った。
プロジェクト研究室（４研究室）及びリサーチセンター（５センター）を設置し 宿舎料の増収策としては、平成２０年度から実施している職員宿舎入居者拡
た｡ 大策（有料職員宿舎の入居率向上を図るための特任教授、研修医、独身者への

東海５大学新技術説明会（於：東京）、四日市コンビナート産官学技術講演会 貸与資格の拡大）について更なる増収を図るために、入居者募集についても従
（於：四日市）、三重大学と富山大学の特許、シーズの発表会（於：四日市、富 前の２ヶ月に１回から毎月行うように改善した。
山）、三重大学先端研究シンポジウム（於：東京）、みえ研究交流フォーラム（於 農場収入については、収入拡大方策として、地元の消費者を対象とした月１
：四日市）等開催し､外部資金獲得へ向け大学のシーズを発表した。 回の生産品直接販売会の開催、米の販売先を病院患者給食用として拡大、イチ

ゴ品種の増などの取り組みを行った。
平成16～20年度の外部資金獲得状況は以下の通りである。 その他学校財産貸付料については、病院財団の貸付面積（食堂・喫茶等）の

平成16年度 平成17年度 平成18年度 見直しを図った。
科学研究費： 249件 5.9億円 219件 5.0億円 237件 5.7億円 これらの取り組みにより、２１年度目標の平成１６年度実績より１０％以上
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の増額目標を達成した。 【平成16～20事業年度】
平成１７年度においては、総人件費改革の実行計画を踏まえて、平成１８年

（資金運用） 度の常勤職員の人件費を平成１７年度人件費予算相当額から３％削減した額以
【平成16～20事業年度】 下に抑制することとし、１８年度の人員人件費管理計画において、基準教員数

「三重大学資金及び有価証券管理細則」に基づき、学内余裕資金の運用方策と の削減、事務職員の削減等を行うこととした。
して、寄附金については定期預金に加え、より利回りが有利な５年国債（平成 平成１８年度においては、平成１８年度人員人件費管理計画に基づき、基準
１７年度～)での運用を行い、運営費交付金等についても毎月の資金収支計画に 教員数の削減、事務職員の削減等を行い、平成１７年度人件費予算相当額から
基づき、短期間でも利回りの有利な定期預金での運用を行った。 ３％削減した額以下に抑制した。

また、運用先の財務の健全性を重視しつつも、定期預金（１ヶ月～１年）の 平成１９年度においては、総人件費削減計画に則った、平成１９年度人員人
預金利率を競争させることで、より有利な金融機関で運用を図ったこと（平成 件費管理計画に基づき、基準教員数の削減、事務職員の削減等を行い、平成
２０年度～）で、受取利息が平成１６年度より、16,834千円の増収が図られた。 １７年度人件費予算相当額から４％削減した額以下に抑制した。

【平成21事業年度】 平成２０年度においては、総人件費削減計画に則った、平成２０年度人員人
平成２１年度においては、従来の資金運用方法の見直しを図り、財源別（寄附 件費管理計画に基づき、基準教員数の削減、事務職員の削減等を行った。

金、寄附金以外の全ての財源）に運用額や運用方法等の綿密な資金計画（支払資 【平成21事業年度】
金不足に備えての運用額単位の設定や速やかに解約できる自由金利型定期預金の 平成２１年度においては、総人件費削減計画に則った、平成２１年度人員人
運用等）を立案することによって、受取利息の増収に向けての改善を図り、平成 件費管理計画に基づき、基準教員数、事務職員の削減等を行った。
２０年度より、7,031千円の増収が図られた。

また、大学が保有する資金の効率的な運用及びガバナンスの確保方策として、 ○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。
財務部関係職員に資金運用の専門的・実務的な知識を身に付けさせるため、金融 ・評価結果の法人内での共有や活用のための方策
機関に研修生として派遣した。 【平成16～20事業年度】

各部局長に法人評価結果を通知し、学内職員に周知するとともに、関係職員
・財務情報に基づく財務分析の実施とその分析結果の活用状況 の情報の共有化を図り、業務運営の改善・効率化を図った。
【平成16～20事業年度】 業務の実績に関する報告書として本学ホームページに掲載した。

平成１７年度には、公表された各国立大学法人の平成１６事業年度財務データ 【平成21事業年度】
等を参考に、本学の財務分析並びに比較分析を行うとともに、セグメント別コス 本年度も引き続き、上記同様学内周知を行い、本学ホームページに掲載した。
ト分析として、試行的にセグメント別コスト配賦基準を作成し、部局等の予算執
行単位（セグメント）を基礎として直接、間接の収入、支出（平成１６年度決算 ・具体的指摘事項に関する対応状況
額）を受益に応じて各セグメントへ配賦し、各セグメントの実質的なコストの把 【平成16～20事業年度】
握を行った｡ 該当なし

平成１８年度には、教員１人当たり外部資金収益など、本学と他大学との比較 【平成21事業年度】
表を作成し、役員打合会、部局連絡会議に参考資料として報告した｡ 該当なし

また、平成１７年度決算の内容について、貸借対照表、損益計算書など財務諸
表と本学の教育・研究・診療などの各事業とを関連付けてわかりやすく解説した ・年度評価での自己評価又は評価委員会の評価で「年度計画を十分には実施して
「財務報告書」を作成し、本学Ｗｅｂサイト（ホームページ）に掲載した。 いない」とした事項に係る取組の改善状況

平成１９年度、平成２０年度においても同様に、公表された各国立大学法人の 【平成16～20事業年度】
前年事業年度のそれぞれの財務データ等を参考に、教員１人当たり外部資金収益 該当なし
など、他大学との比較分析を行った。 【平成21事業年度】

また、前年度のそれぞれの決算内容について、貸借対照表､損益計算書など財 該当なし
務諸表と本学の教育・研究・診療などの各事業とを関連付けてわかりやすく解説
した「財務報告書」を作成し、本学Ｗｅｂサイト（ホームページ）に掲載した。

【平成21事業年度】
平成２１年度においても同様に、公表された各国立大学法人の平成２０事業年

度の財務データ等を参考に、教員１人当たり外部資金収益など、他大学との比較
分析を行った。

また、平成２０年度の決算内容について、貸借対照表、損益計算書など財務諸
表と本学の教育・研究・診療などの各事業とを関連付けてわかりやすく解説した
「財務報告書」を作成し、本学Ｗｅｂサイト（ホームページ）に掲載した。

○人件費等の必要額を見通した財政計画の策定や適切な人員管理計画の策定等を通
じて、人件費削減に向けた取組が行われているか。

・中期計画において設定された人件費削減目標値の達成に向けた人件費削減の取組
状況
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三重大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び情報の提供

① 評価の充実に関する目標

中 １（大学評価の充実）
期 自己点検評価を充実するとともに各種の外部評価を受け、不断の大学改善を進める。
目
標

進捗 ｳｪｲﾄ
中期計画 平成21年度計画 状況 判断理由（計画の実施状況等）

中 年 中 年
期 度 期 度

（大学評価の充実） （平成20年度の実施状況概略）
【45】自己点検評価の結果が改 １６年度から１９年度における諸活動の自己点検・評価を行い、業務実績報
善・改革に結びつくように、計 告書及び法人評価に係る提出書類をとりまとめ、国立大学法人評価委員会及び
画-実行-評価-改善（Plan-Do-C 大学評価・学位授与機構に提出した。
heck-Act)のマネジメントサイ 国立大学法人評価委員会によるヒアリングや大学評価・学位授与機構の訪問
クルが全部署で回るシステムを 調査において行われた評価委員の質問事項等を基に、本学の諸活動に関する客
確立する。 観的な位置付け等について認識を深めた。

さらに、それぞれ通知された評価結果(案)の内容については、次期中期目標
・中期計画（素案）の策定に向けて、学長・理事等において分析・評価するな
ど活用した。

また、今中期目標期間の自己点検・評価活動を基に、自己点検・評価のより
一層の効率化を図るため、第２期中期目標期間を見据えた「今後の自己点検評

Ⅲ 価の進め方に関する基本方針」の改訂を行った。

【45】全部署でＰＤＣＡサイクルを継続 （平成21年度の実施状況）
実施する。 平成２０年度実施の中期目標期間評価（暫定評価）の評価結果及び各研究科

の定員超過・未充足状況から、課題のある研究科に対して入学定員の見直しを
含めた教育研究組織の見直しを促し、２３年度以降の入学定員の改訂等に向け
検討を開始し、一部研究科においてその対応策等を取りまとめた。また、併せ

Ⅲ て文系学部の充実に向けた検討ワーキングを新たに設置し検討を開始した。
学内共同教育研究施設（遺伝子実験施設、機器分析施設）及び学内共同利用

施設（ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー）については、集約化について検
討を進め、２２年度を目処に集約化を図ることとした。

第２期中期目標・計画の進捗管理を円滑にすすめるとともにＰＤＣＡサイク
ルの定着化を図るため、第２期中期目標・計画に係る「工程表及び評価指標シ
ート」を作成した。

【46】各種外部評価を積極的に （平成20年度の実施状況概略）
受け、その結果をホームページ 平成１９年度実施の大学機関別認証評価に関する評価結果をホ－ムペ－ジで
などで公開する。 公表するとともに、評価結果を受け検討した結果、農業別科の廃止を決定する

など、積極的な改善策を実施した。
Ⅲ

【46】大学機関別認証評価、法人評価の （平成21年度の実施状況）
結果をもとに改善策を検討し実施する。 平成２０年度実施の中期目標期間評価（暫定評価）の評価結果を教育研究評

Ⅲ 議会、経営協議会で報告するとともにホ－ムペ－ジで公開した。また、大学機
関別認証評価や中期目標期間評価（暫定評価）の評価結果について、教育研究
組織の見直しや第２期中期目標・中期計画案へ反映させた。

【47】外部評価、自己点検評価 （平成20年度の実施状況概略）
活動等の基盤となる大学諸活動 大学評価・学位授与機構が運営する大学情報デ－タベ－スへ、平成１９年度
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のデータベースを整備する。 の活動実績のデータを登録したほか、評価機関が実施するセミナー等へ参加し、
先進的な取組の事例などについて知識を深め、今後のデ－タベ－ス運用上の改
善に努めた。

また、本学の教員活動デ－タベ－スについては、各教員の平成１９年度活動
実績に係るデータを登録したほか、より一層の効率的な運営に向けて、入力項

Ⅲ 目等の改修を行った。

【47】大学諸活動のデータベース化を推 （平成21年度の実施状況）
進し、各種評価に対応するためのデータ 評価委員会の下に教員評価の制度設計等の業務にあたるために評価専門委員
整備を進める。 Ⅲ 会を、また、評価実施に必要なデータベースシステムの構築等を行うために評

価データベース管理室を設置するなど、評価データーベース管理体制の強化を
図った。また、第1期の中期目標期間評価結果の確定に向けて大学情報データ
ベースへのデータの蓄積を行った。

ウェイト小計



- 39 -

三重大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び情報の提供

② 情報公開等の推進に関する目標

中 １（説明責任）
期 社会への説明責任を果たすために広報活動を充実し、情報公開を促進する。
目
標

進捗 ｳｪｲﾄ
中期計画 平成21年度計画 状況 判断理由（計画の実施状況等）

中 年 中 年
期 度 期 度

（説明責任） （平成20年度の実施状況概略）
【48】マスメディア、ホームペ 本学の教育・研究・社会連携及び貢献活動に関して、広報誌、メールマガジ
ージ等を活用して、大学の戦略 ン、ホームページ及びマスコミへの情報提供など各種メディアを活用して広報
的広報活動を展開し、全国にア 活動等を行った。
ピールする。 地元津市市政記者クラブ等へ積極的に情報提供を行い、平成２０年度に掲載

された本学に関連する新聞記事は７００件に達した。
ホームページについては、最新の情報を速やかに提供するため、ホームペー

ジ作成の専門知識がない職員でも簡単に掲載できるようにＣＭＳ（コンテンツ
・マネジメント・システム）の導入を推進した。

平成２０年度は、人文学部、共通教育センター、高等教育開発センター、学
務部及び全学同窓会などのホームページを改善し、学生、卒業生、受験生及び

Ⅲ 広く社会へ向けて情報発信を行った。

【48】記者クラブ等への情報提供及びメ （平成21年度の実施状況）
ディアを通じた広報活動等を、引き続き 本学の教育・研究・社会連携及び貢献活動に関して、広報誌、メールマガジ
積極的に行うとともに、各学部のホーム ン、ホームページ及びマスコミへの情報提供など各種メディアを活用して広報
ページの改善を引き続き進め、戦略的な 活動等を行った。
情報発信に努める。 地元津市市政記者クラブ等へ積極的に情報提供を行い、平成２１年度に掲載

された本学に関連する新聞記事は７５０件に達した。
Ⅲ ホームページについては、最新の情報を速やかに提供するため、ホームペー

ジ作成の専門知識がない職員でも簡単に掲載できるようにＣＭＳ（コンテンツ
・マネジメント・システム）の導入を引き続き推進するとともに、ホームペー
ジをリニューアルし、学生、卒業生、受験生及び広く社会へ向けてよりわかり
やすい情報発信を行った。

さらに、記者会見、記者懇談会を開催し、特に懇談会では「学長声明文」を
発表するなどして情報発信し、広く社会にアピールを行った。

【49】プライバシーや知的財産 （平成20年度の実施状況概略）
に関わること等を除いて、大学 大学ホームページのトップページに設置したお知らせ欄を活用して平成２０
の諸活動の情報公開を積極的に 年度は９５件のイベント情報等を発信した。
促進する。 マスコミに取り上げられた情報をデータベース化して、マスコミへの情報提

供や学外からの各種問い合わせに速やかに対応できるようにしている。
Ⅲ

【49】刷新したホームページ及び広報デ （平成21年度の実施状況）
ータベースを活用し、引き続き大学の諸 大学ホームページのトップページに設置したお知らせ欄を活用して平成２１
活動を積極的に公開する。 Ⅲ 年度は１３７件のイベント情報等を発信した。

マスコミに取り上げられた情報をデータベース化して、マスコミへの情報提
供や学外からの各種問い合わせに速やかに対応できるようにしている。

【50】保護者や地域住民と大学 （平成20年度の実施状況概略）
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とのコミュニケーションを通じ 保護者や地域住民に本学の諸活動を伝えるため、毎月末（８月を除く。）に
た大学広報活動に取り組む。 メールマガジンを発行した。配信登録件数１，６００件。

また、広報誌「三重大Ｘ」の読者アンケート、公開講座参加者アンケート、
ホームページの「問合せ」及び「学長ブログ」のご意見メールを通じて地域住
民等の意見を聴取した。

平成２０年度広報誌「三重大Ｘ」の読者アンケート回答数は６３６件、広報
誌の評価は「良い」及び「やや良い」とする肯定的評価が９９％、大学への印
象については、「大学の研究をはじめ各種の取り組みがわかった」（４４％）、
「大学が身近になった」（３０％）、「大学に興味を持った」（２４％）、「変化
なし」（２％）であった。

学長ブログは、平成１９年１０月に開設以来、平成２０年度末までに１０万
件を超えるアクセスがあり好評で、ブログ記事をきっかけにマスコミの取材申
し込みを受けるなど反響も大きかった。

Ⅳ
【50】保護者や地域住民に向けて大学の （平成21年度の実施状況）
様々な活動やニュースを伝えるため、引 保護者や地域住民に本学の諸活動を伝えるため、毎月末（８月を除く。）に
き続きメールマガジンを配信するとも メールマガジンを発行した。配信登録件数１，７２１件。
に、コミュニケーションを通じた大学広 また、広報誌「三重大Ｘ」の読者アンケート、公開講座参加者アンケート、
報活動を継続する。 ホームページの「問合せ」及び「学長ブログ」のご意見メールを通じて地域住

民等の意見を聴取した。
Ⅳ 平成２１年度広報誌「三重大Ｘ」の読者アンケート回答数は７２５件、広報

誌の評価は「良い」及び「やや良い」とする肯定的評価が９８％、大学への印
象については、「大学の研究をはじめ各種の取り組みがわかった」（３３％）、
「大学が身近になった」（４３％）、「大学に興味を持った」（２１％）、「変化
なし」（３％）であった。

また、ホームページの「学生生活」のエリアに「三重大学からのメッセージ」
を新設し、大学から学生へのメッセージを公開することで、本学の活動をより
分かりやすく情報発信できた。

ウェイト小計
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三重大学

（３） 自己点検・評価及び情報提供に関する特記事項等

１．特記事項
【平成16～20事業年度】 （２）広報活動の充実
（１）自己点検・認証評価・法人評価 広報・安全管理担当副学長及び広報担当学長補佐を新設するとともに、広報

｢学内全部署でＰＤＣＡサイクルを回すシステムの確立について（申し合わせ）｣ に関連する諸活動の在り方等を企画立案することを目的とする広報戦略会議を
を決定し、全学、部局、学科、委員会の各レベルにおいて、中期目標・中期計画、 新設し、定期的に開催して情報発信に向けた体制及び戦略の充実を図った。
年度計画、年度業務目標の策定、実施、四半期ごとの達成状況の評価、次年度の これまでに引き続き、大学ホームページと広報誌の活用及び地域マスメディ
目標・計画への反映を実行した｡ アとの連携を継続して改善し、教育・研究・社会連携及び貢献活動を中心とし

認証評価及び法人評価に基づき（２０年度）、本学の諸活動に関する客観的評 た大学情報や学生の様々な活動やニュースを社会に向けて積極的に情報発信し
価を行うとともに、農業別科廃止の決定等、各理事主導での指摘事項の改善や「今 た。ホームページでは、情報の更新等がすばやく行えるＣＭＳ（Contents manag
後の自己点検評価の進め方に関する基本方針」の改訂、第２期中期目標・中期計 ementsystem）方式を導入するとともに、受験生向けページ、在学生向けページ、学部
画（素案）策定のための活用を図った。また、大学機関別認証評価に関する評価 紹介ページ等の活用に取組み、主に地域住民に向け制作・配付してきた広報誌
結果をホームページで公表し、公の意見を積極的に求めることに務めた。 「三重大Ｘ（えっくす）」については、掲載内容の充実に加え、増刷や各種イベ

ント開催等に応じた配布機会の拡大に努めた。ＦＭラジオを活用した広報戦略
（２）広報活動の充実 として、引き続き、県内の３私立大学と連携し、学生が主体となって企画・運営

１６年度創刊の広報誌「三重大Ｘ（えっくす）」、１８年度創刊の三重大学生 するラジオ番組（Campus CUBE）を放送し、学生による本学の様々な活動紹介を
コミュニティー誌「ＭＩＵ（ミウ）」及び保護者・地域住民向け「メールマガジ 継続した。
ン」、２０年度創刊の産学官民連携マガジン「Ｙｕｉ－結－」を始め、各種広報 学長が国立大学法人経営や附属病院経営問題に関して、テレビ局や新聞社の
誌（５１刊行物）によって、本学の現況、教職員、学生らの様々な活動やニュー 取材に積極的に対応し、産学連携、地域貢献活動の取り組みについても各種メ
スを広く分かり易く発信し、情報公開を促進した。例えば、「メールマガジン」 ディアを通じて紹介し、本学の存在意義を積極的に情報発信した。ホームペー
の発信件数は２０年度までに１，６００件にも達する他、広報誌の高校関係者・ ジアクセス件数（対前年比）は１４％アップした。
高校生・保護者への配布、市町庁舎、銀行、駅等での常設、広報誌返信用はがき
の添付、Ｗｅｂサイト（ホームページ）掲載・Ｗｅｂｍａｓｔ（意見･質問箱）
の設置等、双方向性の広報活動を行い、大学への意見･要望やニーズを大学の諸
活動の改善につなげた。

学長・役員と地域マスメディアと懇談会、記者クラブ等への積極的な情報提供
や取材協力、「広報マニュアル」制作等による教職員からの情報提供促進等の取
組により、本学関連の新聞記事（１９年～２０年度：延べ１，５５１件）及びホ
ームページアクセス件数（２０年度実績は対１７年度比で７４％アップ）を飛躍
的に増加させた。また、学長が自ら発信する「学長ブログ」によって、本学の諸
活動、学長の日々の業務や行事に参加した感想、大学運営に係る意見等を分かり
易く、日常的に紹介した（２０年度末までに１０万件を超えるアクセスがあった）。

本学学生が主体となって県内の鈴鹿国際大学、皇学館大学及び高田短期大学と
連携し、ラジオ番組（Campus CUBE）を企画・運営し、本学の様々な活動を紹介
する取組を行った。

学術研究情報の一元的集積・管理を可能とする学術機関リポジトリーを構築
し、三重県と共同して、Ｗｅｂサイト（ホームページ）上での伊勢～斎宮地域と
熊野古道を中心とした歴史街道ＧＩＳ事業を展開した。

【平成21事業年度】
（１）自己点検・認証評価・法人評価

２０年度における国立大学法人評価委員会及び大学評価・学位授与機構による
評価を経て、第２期中期目標・計画の進捗管理を円滑に進めるとともに、「今後
の自己点検・評価の進め方に関する基本方針」改訂、第２期中期目標・計画に係
る「工程表及び評価指標シート」作成等、全学的なＰＤＣＡサイクルの定着と体
系化に向けた取組を実施した。

各研究科の定員超過・未充足状況等を把握し、課題のある研究科に対して入学
定員の見直しを含めた教育研究組織の見直しを促し、一部研究科においてその対
応策等を取りまとめた。
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２．共通事項に係る取組状況 ジ、学部紹介ページなど様々なページに導入して積極的に情報発信した。
○中期計画・年度計画の進捗管理や自己点検・評価の作業の効率化が図られている また、社会に向けて教育・研究・社会連携及び貢献活動を中心に大学の情報を

か。 引き続き、積極的に公開するとともに、主に地域住民に向け制作・配付してきた
・ＩＴの有効活用等による中期計画・年度計画の進捗状況管理等自己点検・評価の 広報誌「三重大Ｘ（えっくす）」について、在学生らの様々な活動やニュースも掲載

作業の効率化に向けた取組状況 するなど内容の充実を図るとともに増刷し、発行時期に応じて各種イベントの開催情報を収集
【平成16～20事業年度】 し、イベント参加者に配付した。

中期計画・年度計画の進捗管理を行うため、１６年度に「中期目標・中期計画」 さらに、学長が国立大学法人経営や附属病院経営問題に関して、テレビ局や
の精緻化、全学レベルと部局レベルの整合性に配慮した「具体的達成目標及び工 新聞社の取材に積極的に対応し、産学連携、地域貢献活動の取り組みについて
程表」を独自に作成し、年度計画の着実な進捗のための仕組みを構築した。 も各種メディアを通じて紹介し、本学の存在意義を積極的に情報発信した。ま

各計画項目の担当理事・責任部局を明示するとともに四半期ごとの達成状況を た、広報体制についても、広報・危機管理担当副学長及び広報担当学長補佐を
数値的（％表示）に報告・公表し、経営協議会等の場で業務運営に関する説明責 新設するとともに、広報に関連する諸活動の在り方等について企画立案するこ
任を果たしている。 とを目的とする広報戦略会議を新設し、情報発信に向けた体制の充実を図った。

１８年度には当該年度における中期目標・計画の達成状況を再確認し、「具体 また、ＦＭラジオを活用した広報戦略として、引き続き県内の鈴鹿国際大学、
的達成目標及び工程表」に過去３年間の進捗状況の表示を行うなどの見直しを行 皇学館大学及び高田短期大学と連携し、学生が主体となって企画・運営するラジ
い、１９年度以降の取組課題の明確化を図るなど、ＰＤＣＡサイクルの定着を目 オ番組（Campus CUBE）を放送し、本学の様々な活動を学生を通じて紹介した。
指しつつ自己点検・評価の実質化に取り組んだ。

平成２０年度には、第１期中期目標期間の自己点検・評価活動を基に、自己点 ○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。
検・評価のより一層の効率化を図るため、第２期中期目標期間を見据えた「今後 ・評価結果の法人内での共有や活用のための方策
の自己点検・評価の進め方に関する基本方針」の改訂を行った。 【平成16～20事業年度】

【平成21事業年度】 各部局長に法人評価結果を通知し、学内職員に周知するとともに、関係職員
平成２１年度には、改訂した「今後の自己点検・評価の進め方に関する基本方 の情報の共有化を図り、業務運営の改善・効率化を図った。

針」に沿って、第２期中期目標・計画の進捗管理を円滑にすすめるとともに、全 業務の実績に関する報告書として本学ホームページに掲載した。
学的なＰＤＣＡサイクルの定着化と体系化を図るため、第２期中期目標・計画に 【平成21事業年度】
係る「工程表及び評価指標シート」を作成した。 本年度も引き続き、上記同様学内周知を行い、本学ホームページに掲載した。

○情報公開の促進が図られているか。 ・具体的指摘事項に関する対応状況
・情報発信に向けた取組状況 【平成16～20事業年度】
【平成16～20事業年度】 該当なし

大学ホームページと広報誌の活用及び地域マスメディアとの連携の継続、充実 【平成21事業年度】
を図り、ホームページについては、情報の更新等がすばやく行えるＣＭＳ方式を、 該当なし
受験生向けページや在学生向けページ、学部紹介ページなど様々なページに導入し
て積極的に情報発信した。 ・年度評価での自己評価又は評価委員会の評価で「年度計画を十分には実施して

また、社会に向けて教育・研究・社会連携及び貢献活動を中心に大学の情報を いない」とした事項に係る取組の改善状況
積極的に公開するとともに、主に地域住民に向け制作・配付してきた広報誌「三重 【平成16～20事業年度】
大Ｘ（えっくす）」について、在学生らの様々な活動やニュースも掲載するなど内容の 該当なし
充実を図るとともに増刷し、発行時期に応じて各種イベントの開催情報を収集し、イベント参加 【平成21事業年度】
者に配付した。 該当なし

「三重大Ｘ（えっくす）」は、新聞紙上でも「ユニークな広報誌で、バラエティ
ーに富んだわかりやすい内容で、地域住民に向けて大学の活動情報を提供しており
好評｣と取り上げられるとともに、他大学からの問い合わせも入るなど、各方面から
高い評価を得ている。

さらに、学長が、国立大学法人経営や附属病院経営問題に関して、テレビ局や
新聞社の取材に積極的に対応するとともに、地域イノベーション学研究科の新設
などを通じて、産学連携、地域貢献活動の取り組みについて各種メディア及び学
長ブログを通じて紹介し、本学の存在意義を積極的に情報発信した。また、ＦＭ
ラジオを活用した広報戦略として、県内の鈴鹿国際大学、皇学館大学及び高田短
期大学と連携し、学生が主体となって企画・運営するラジオ番組（Campus CUBE）
を放送し、本学の様々な活動を学生を通じて紹介している。

【平成21事業年度】
平成２０年度までに実施してきた、大学ホームページと広報誌の活用及び地域

マスメディアとの連携の継続､充実を図り、ホームページについては、引き続き、
情報の更新等がすばやく行えるＣＭＳ方式を、受験生向けページや在学生向けペー
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三重大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他の業務運営に関する重要事項その他業務運営

① 施設設備の整備・活用等に関する目標

中 ○ （教育・研究基盤全体に関する目標）
期 三重の歴史と伝統を踏まえて人と自然の調和・共生に配慮した安全で機能的な教育・研究環境基盤を整備する。
目 １（キャンパス環境）
標 三重大学の特色である三翠（海、山、空のみどり）と伝統を生かした、人と自然が調和・共生する潤いのあるキャンパス環境を創出する

２（基幹的施設整備）
大学の教育・研究等の基本的活動に必要な基幹的施設・設備等の整備・充実を進める

３（施設マネジメント）
全学的な視点に立った施設マネジメント体制の構築を進める。

進捗 ｳｪｲﾄ
中期計画 平成21年度計画 状況 判断理由（計画の実施状況等）

中 年 中 年
期 度 期 度

（キャンパス環境） （平成20年度の実施状況概略）
【51】人と自然との調和・共生 耐震対策事業（教育学部一号館、共通教育校舎１号館、機械創成棟、講義棟）
及びユニバーサルデザインに配 に際し、当該建物のバリアフリー化の整備を行った。
慮したキャンパス整備計画を立 バリアフリー化推進対策を盛り込んだユニバーサルデザインの基本計画書を
案する。 作成した。

Ⅲ
【51】施設点検・巡視等の調査を行い優 （平成21年度の実施状況）
先順位をつけ整備を行う。 平成２１年度施設点検・巡視の調査を行い、（上浜）耐震対策事業（探索医

Ⅲ 学研究棟、工学部管理棟）、（観音寺）耐震対策事業（附属小・中・幼・特別
支援）、（栗真中山）耐震対策事業に併せてバリアフリー化の整備を行った。

総合案内のためのインフォメーションセンターを上浜キャンパス正門に整備
した。

【52】学生・職員の参加による （平成20年度の実施状況概略）
キャンパス環境改善活動を推進 本学の３Ｒ推進活動である次の活動が環境省の「容器包装３Ｒ推進環境大臣
する。 賞」の優秀賞（地域の連携・協働部門）に選ばれた。

(1) Reduce活動（学生による三重大学オリジナルのエコバックを作成・配付、
大学生協のレジ袋有料化を実施、レジ袋使用料を９８％削減（２００７年度
比））

(2) Reuse活動（放置自転車の再利用システムを構築）
(3) Recycle活動（古紙回収と再生利用方法を見直し、オリジナルの循環型古

紙回収再生利用システムを構築）

【52】学生・教職員参加によるキャンパ Ⅳ （平成21年度の実施状況）
ス清掃活動等キャンパス環境改善活動を 昨年、環境省の「容器包装３Ｒ推進環境大臣賞」優秀賞を受賞した、３Ｒ推
進める。 進活動を継続した。

・レジ袋を一切置かない日本初のエコ・コンビニの開店に成功し廃棄物の発
生を抑制した（Reduce）。

Ⅳ ・卒業生等が不要となった家電品を改修・修理し留学生や新入生に譲渡する
活動を追加し活動を拡大した（Reuse）。

学生・教職員が一体となったキャンパスクリーン作戦を年５回、学生、教職
員地域住民、地元企業、県、市が一体となった大学と隣接する海岸の清掃活動
を年６回実施し、キャンパス環境改善活動を進めた。

「自転車通行環境整備事業」として国道２３号の大学付近の歩道に、自転車
通行レーンが地域の協力のもと新設された。
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【53】環境に関する国際標準化 （平成20年度の実施状況概略）
機構の認証取得に努める。 平成１９年に認証取得したＩＳＯ１４００１について、全学（５学部６研究

科）を対象とした環境ＩＳＯ１４００１継続審査を受審し、認証が継続してい
ることを確認した。

「環境報告書２００８」が環境省と（財）地球・人間環境フォーラムの実施
する、第１２回環境コミュニケーション大賞「環境配慮促進法特定事業者賞」
を受賞した。

「環境報告書２００８」が（株）東洋経済新報社の実施する「第１２回環境
報告書賞・サステナビリティ報告書賞」の「公共部門賞」を受賞した。

【53】ＩＳＯ14001の継続審査をうける。 Ⅳ （平成21年度の実施状況）
平成１９年に認証取得したＩＳＯ１４００１について、全学（５学部６研究

科）を対象とした環境ＩＳＯ１４００１継続審査を受審し、認証が継続してい
ることを確認した。

「環境報告書２００９」が環境省と（財）地球・人間環境フォーラムの実施
Ⅳ する、第１３回環境コミュニケーション大賞「環境配慮促進法特定事業者賞」

を受賞した。また、日本環境経営大賞の二次審査を受審し三重県から「環境経
営パール大賞」を受賞した。

デンマーク・コペンハーゲンで開催された「国連気候変動枠組条約第１５回
締約国会議」COP15に、環境担当理事、環境ＩＳＯ担当学長補佐、環境ＩＳＯ
学生委員の４名が参加し、本学の環境活動及び環境教育を世界へアピールした。

（基幹的施設整備） （平成20年度の実施状況概略）
【54】基幹的施設・設備等の老 上浜団地基幹設備改善計画に基づき、耐震対策事業（教育学部一号館、共通
朽度・効率性・安全性等を点検 教育校舎１号館、機械創成棟、講義棟）に併せて年次計画による受変電設備、
・調査し、必要に応じた整備及 エレベーター設備の整備を行い、効率と安全性の向上を図った。
び改良保全に努める。 環境保全専門委員会でエネルギー管理標準の実施状況調査に基づき、エネル

ギー管理標準の見直しを行った。

【54】上浜団地の基幹的設備の整備を、 （平成21年度の実施状況）
年次計画で実施する。 Ⅲ 耐震化事業にあわせて、附属学校園、男子学生寄宿舎、探索医科学研究棟、

上浜団地のエネルギー管理標準の見直 図書館、工学部管理棟、水力実験棟、熱力実験棟の設備機器を高効率なものに
しを行う。 更新した。

Ⅳ 耐震化事業にあわせて、附属小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園の耐震、
機能改修及び屋外環境整備、防犯機能強化を行った。

環境委員会に於いてエネルギー管理標準の改正を行った。
地球温暖化防止対策を具体的に進めるため主要な建物３棟について専門家に

よる省エネ診断を実施するとともに、使用者一人一人がネットワーク上で使用
電力量をリアルタイムに確認出来る電力の「見える化」を実施した。

【55】大学の基本的活動の遂行 （平成20年度の実施状況概略）
や災害時等の危急的対応に支障 構内ガス配管の現状調査を行い、事務局計算機室の都市ガス配管について、
の無いよう、ライフライン（情 耐震性のあるポリエチレン管に更新した。
報ネットワーク・電気・給水・ 構内高圧ケーブルの現状調査を行い、高圧ケーブル改善計画を作成し、絶縁
ガス・防災等関連施設）の 劣化が進んでいた図書館の高圧ケーブル敷設替え工事を行った。
整備及び維持管理に努める。

【55】ライフラインのデータ（主要基幹 Ⅲ （平成21年度の実施状況）
図等）を基に、整備を行う。 ライフラインの整備として病院を除く上浜団地と観音寺団地の電話交換機の

更新及び病院地区の電話交換機の更新契約を行いサービスと信頼性の向上を図
Ⅲ った。

災害時の学生・教職員の安全を確保するため、上浜地区に緊急放送・減災シ
ステム及び自動火災報知設備の集中監視盤の整備を行った。

教育・研究・診療の高度化に伴う電力量増大に対応するため特高受変電設備
改修の契約を行った。

（施設マネジメント） （平成20年度の実施状況概略）
【56】全学的な施設マネジメン 平成１６年度に学長を委員長とした「施設委員会」のもとに専門的事項を審
ト組織を編成し、強力なトップ 議する「経営・財務機構委員会」を設置し、施設に関するトップマネジメント
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マネジメント体制を確立す 体制を確立し、本体制のもと教育研究環境整備費の整備計画を作成した。
る。 Ⅲ 「施設の有効活用に関する規定」「全学供用スペース使用内規」「今後の耐

震化の推進について」を策定した。

【56】（平成16、17年度実施済みのため、 （平成21年度の実施状況）
21年度は年度計画なし） トップマネジメント体制をより強化するために、「施設委員会」「総務・財

務機構委員会」を廃止し、施設整備委員会を設置した。

【57】資産の延命化と有効活用 （平成20年度の実施状況概略）
に必要となる予防保全（プリメ 上浜団地・観音寺団地の点検巡視を行い、施設点検・巡視報告書を作成し、
ンテナンス）の推進に努め トップライトの落下防止対策の実施と、特定化学物質障害予防規則等の改正に
る。 伴うホルムアルデヒド濃度を基準以下に保つための対策工事を発注し予防保全

に努めた。
Ⅲ

【57】施設・設備の点検巡視等を行い、 （平成21年度の実施状況）
優先順位をつけて効率的な予防保全を行 予防保全の見地から改修計画に盛り込まれていたエレベータの耐震改修を行
う。 Ⅲ った。

ガスヒートポンプ空調機の保全履歴を含む台帳の整備及び設備更新計画の改
定を行った。

【58】施設・設備の利用状況評 （平成20年度の実施状況概略）
価等をデータベース化し、適正 医学部看護学科及び医学部先端医科学研究棟施設の利用状況等現地調査を行
な教育・研究スペースの配分及 った。
び有効活用に努める。 講義室、教室等の稼働率調査を行った。

施設マネジメントにより、新しい組織のスペース（女性研究者支援室、知的
障害者の雇用のためのスペース、地域イノベーション学研究科のためのスペー
ス）を創出し、有効活用を図った。

全学のクラブハウスの実態を調査した。

【58】施設利用状況等の調査データに基 Ⅳ （平成21年度の実施状況）
づき、施設の有効活用を進める。 工学部及び全学共通施設の利用状況等現地調査を行った。

講義室、教室等の稼働率調査を行った。
施設マネジメントにより、新しい組織のスペース（「みえ“食発・地域イノ

Ⅳ ベーション”創造拠点、知的障害者の雇用のためのスペース、地域イノベーシ
ョン学研究科の学年進行に必要なスペース）を創出し、有効活用を図った。

現在分散している研究支援チームと社会連携チームの事務組織を、施設マネ
ジメントにより創出したスペースにまとめて有効活用及び効率化を図った。

施設マネジメントにより、平成２１年度設置された「地域イノベーション学
研究科」の学年進行分のスペースを総合研究棟Ⅱに確保した。

ウェイト小計
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三重大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他の業務運営に関する重要事項その他業務運営

② 安全管理に関する目標

中 １（安全・危機管理）
期 事故、災害、犯罪、環境汚染等を未然に防ぎ、危急時の適切な対処を速やかに行うための安全・危機管理体制を整備する。
目
標

進捗 ｳｪｲﾄ
中期計画 平成21年度計画 状況 判断理由（計画の実施状況等）

中 年 中 年
期 度 期 度

（安全・危機管理） （平成20年度の実施状況概略）
【59】労働安全衛生法等を踏ま ６月に内部監査の一環として、１６年度からの監事意見に対するフォローア
えた安全管理及び危機管理マニ ップを実施し、リスクマネージメント体制等の強化を図った。
ュアル等の整備とチェック体制 また、８月には役員検討会において、昨年実施した「図上訓練」の検証・検
を整備する。 討や緊急地震速報等伝達設備の学内導入の決定を行うとともに災害対策ワーキ

ングを新たに設置し、緊急地震速報等伝達設備の具体的な導入案の検討や防災
にかかる今後の検討事項等について検討した。

【59】危機管理委員会等において、危機 （平成21年度の実施状況）
管理計画書に基づく事項について、優先 Ⅳ 大規模災害を想定した災害対策本部における図上訓練として９月に初動体制
順位を考慮しながら更なる検討を行う。 における図上訓練、１０月に初動体制・二次体制における図上訓練を実施し、

１２月には三重大学総合防災訓練を図上訓練と併行して実行動での訓練を実施
した。

Ⅳ 全学構成員に三重大学防災ガイドの更新版を作成し、３月に配布を行うとと
もに検討を重ねてきた緊急地震速報等に対応した学内情報伝達設備を３月に導
入した。

また、本学教職員として求められる倫理及び法令遵守の意識の啓発を図る目
的として外部より講師を招き三重大学コンプライアンス推進講習会を開催し
た。

【60】安全・危機管理の啓発の （平成20年度の実施状況概略）
ために学生、職員に対する安全 学生に対しては、津警察署の署員を講師に招き、安全対策セミナーを実施し、
教育及び研修等を実施する。 ７２名が参加した。また、津消防署の職員を講師に招き、心肺蘇生及びＡＥＤ

（自動体外式除細動器）の取扱訓練を実施し、体育系課外活動団体を中心に
５５名が参加した。

教職員に対しては、救急救命講習会（ＡＥＤ使用）を２回開催し、それぞれ
２０名が受講した。また、労働安全衛生講演会（禁煙セミナー）を開催し、
９８名が参加した。

Ⅳ
【60】学生・教職員に対する安全教育・ （平成21年度の実施状況）
研修を実施する。 学生に対しては、津警察署の署員を講師に招き、安全対策セミナーを実施し、

６２名が参加した。また、津消防署の職員を講師に招き、心肺蘇生及びＡＥＤ
Ⅳ （自動体外式除細動器）の取扱訓練を実施し、体育系課外活動団体を中心に

５１名が参加した。
教職員に対しては、救急救命講習会（ＡＥＤ使用）を２回開催し、それぞれ

２０名が受講した。また、労働安全衛生講演会（メタボリックシンドロームの
病態と管理について）を開催し、１０２名が参加した。

【61】責任者（有資格者）の適 （平成20年度の実施状況概略）
正な配置に努め、資格取得を奨 教職員の職場環境改善のため、衛生管理者による職場巡視を行った。また、
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励する。 ２０年度新たに３名が資格を取得した。
Ⅳ

【61】（平成16～19年度実施済みのため、 （平成21年度の実施状況）
21年度は年度計画なし） 教職員の職場環境改善のため、衛生管理者による職場巡視を行った。また、

本年度新たに６名が資格を取得した。

ウェイト小計
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三重大学

（４） その他の業務運営に関する重要事項

１．特記事項 【平成21事業年度】
【平成16～20事業年度】 （１）ＩＳＯ14001の認証
（１）ＩＳＯ14001の認証取得 全学（５学部６研究科）を対象とした環境ＩＳＯ14001継続審査を、審査機関

本学における環境マネジメントシステムを学生主体の活動によって構築するこ （株）ＢＳＩマネージメントシステムジャパンにより受審し、認証継続してい
とを決定し（１７年度）、環境マネジメントマニュアルを作成した（１８年度）。 ることを確認した。
これらの取組を推進して、日本の大学として初めて、大学全体として環境ＩＳＯ
14001認証を取得するとともに（１９年度）、三重大学環境宣言の基本方針に従 （２）キャンパス等環境改善活動
って教育、研究、社会活動を行った。 ２０年度「容器包装３Ｒ推進環境大臣賞」優秀賞を受賞した３Ｒ推進活動を

継続、発展させ、Reduce活動では、日本初のレジ袋を一切置かないエコ・コン
（２）キャンパス等環境改善活動 ビニを学内に開店させ、エコバックの共同利用システムを構築して廃棄物等の

１６年度から教職員・学生参加の｢キャンパス清掃｣キャンペーンを開始し、年 発生を抑制した。Reuse活動では、大学内に卒業生等が不要となった家電品を回
３～４回、定期的に行うとともに、環境ＩＳＯ学生委員会が中心となって地域ボ 収する保管場所を設定して、各自が搬入したものを専業者による安全等の確認
ランティアとキャンパスに隣接する海岸清掃活動（年３～４回）を行う等、地域 を済ませて、留学生や新入生に譲渡する活動を新たに開始した。
社会と一体となった環境活動を推進した。 「環境報告書２００９」が環境省と（財）地球・人間環境フォーラム主催の

環境ＩＳＯ学生委員会が中心となって推進する３Ｒ（Reduce/Reuse/Recycle） 第１３回環境コミュニケーション大賞「環境配慮促進法特定事業者賞」を受賞
活動が、環境省「容器包装３Ｒ推進環境大臣賞」の優秀賞（地域の連携・協働部 した。また、日本環境経営大賞表彰委員会・三重県主催による日本環境経営大
門）を受賞した。また、「環境報告書２００８」が環境省と（財）地球・人間環 賞の「環境経営パール大賞」を受賞した。
境フォーラム主催の第１２回環境コミュニケーション大賞「環境配慮促進法特定 コペンハーゲン市（デンマーク）で開催された「国連気候変動枠組条約第
事業者賞」と（株）東洋経済新報社主催の第１２回環境報告書賞・サステナビリ １５回締約国会議」(COP15)に、環境担当理事、環境ＩＳＯ担当学長補佐、環境
ティ報告書賞」の「公共部門賞」を受賞した。Reduce活動では、学生による三重 ＩＳＯ学生委員の４名が参加し、コペンハーゲン大学－エール大学グリーンキ
大学オリジナルのエコバックを配付し、大学生協のレジ袋有料化を行い、レジ袋 ャンパス国際環境ワークショップで、学生による環境活動発表を行う等、先進
使用量（対平成１９年度比）を９７％削減した。Reuse活動では、放置自転車の 的情報交換とともに世界に向けて本学の環境活動を発信した。
再利用システムを構築し、Recycle活動では、循環型古紙回収再生利用の三重大 学生・教職員が一体となったキャンパスクリーン作戦を年５回、学生、教職
学モデルを構築して、古紙回収によるトイレットペーパー購入費の削減効果は、 員、地域住民、地元企業、県、市が一体となって、隣接海岸の清掃活動を年６
４０％にも達成した。 回実施した。

（３）安全管理体制の整備 （３）安全管理体制の整備
１６年度の各事業場安全衛生委員会設置、衛生管理者配置、巡視報告に基づく 広報・安全管理担当副学長、防災・評価担当副学長を新たに任命し、１４項

改善方法等の確立に引き続き、「安全衛生のための手引き」「学生向け防災ガイ 目に区分した想定危機事象の管理マニュアルを作成・改訂・配布する等、安全
ド」、携帯版パンフレット「三重大学防災ガイド」、危機管理計画書（自然災害 ・危機管理体制の整備及び啓発活動を実施した。
対応編）、危機管理マニュアル（自然災害対応編）、「三重大学安全衛生管理マニ 大規模災害が想定される災害対策については、図上訓練・実行動訓練、緊急
ュアル」の作成・改訂・配布・周知・啓発研修、危機管理マニュアルのＷｅｂサ 地震速報等伝達設備の導入を実施し、新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）に
イト（ホームページ）掲載、リスク管理状況調査等を実施し、想定される各種リ ついては対策本部・部局体制の整備、「新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）
スクに対する大学当局、教職員・学生の対応力の強化を図った。 対策行動計画」の策定、感染対策システム構築等を計画的に実施した。

禁煙啓発、救急救命機器（自動体外式除細動器）使用の説明会等、労働安全衛
生に関する啓発活動を推進した。 （４）基幹的施設整備

技術職員を中心として、作業環境測定の責任者である作業環境測定士の学内育 大学施設の電話交換機の更新及び病院地区の電話交換機の更新契約を行い、
成と配置を実現し、本学の作業環境測定を円滑に実施する基盤を構築した。 ライフライン整備によるサービスと信頼性の向上を図った。

緊急放送・減災システム及び自動火災報知設備の集中監視盤の整備を行い、
（４）基幹的施設整備 災害時における学生・教職員の安全確保のための取組を推進した。

スペースマネジメント、施設点検・巡視の励行、特定化学物質障害予防保全策、 特高受変電設備の改修契約を行い、教育・研究・診療の高度化に伴う電力使
耐震対策事業、バリアフリー化整備、受変電設備やエレベーター設備の整備、都 用量増大に対応するように取り組んだ。
市ガス配管の耐震化、高圧ケーブル敷設替え等、ソフト面とハード面による安全 使用電力量をリアルタイムにネットワーク上で確認できる「見える化」を試
な施設管理と利用を推進するとともに、バリアフリー化推進対策を盛り込んだユ 験的に導入するとともに、主要な建物を抽出して、外部専門家による省エネ診
ニバーサルデザインを作成して計画施工を展開する検討を行った。 断を実施した。
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２．共通事項に係る取組状況 【平成21事業年度】
○施設マネジメント等が適切に行われているか。 前年度に１４業務を５業務に集約して契約し経費削減を行った施設・設備の
・キャンパスマスタープラン等の策定や実現に向けた取組状況 維持管理業務を開始した。また、各学部毎で契約していた屋外環境維持管理業
【平成16～20事業年度】 務を整理集約し、年間保守契約を複数年契約した。

キャンパスマスタープランについて、平成１７年度にキャンパスマスタープラ
ンＷＧを設置し、「三重大学キャンパス整備要領」（骨子案）を策定。平成１８ ・省エネルギー対策等の推進や温室効果ガス排出削減等の環境保全対策の取組状
年度にキャンパスマスタープランの原案を作成。平成２０年度総務・財務機構委 況
員会で承認された。 【平成16～20事業年度】

平成１８年度に上浜地区の外部案内サイン等計画（案）を策定。バリアフリー 耐震対策事業や、学内経費により、高効率器具（変圧器、Ｈｆ照明器具、人
化対策について、「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の 感センサー等）に改修し、省エネ化を図った。
制定に伴い見直しを行い、２０００㎡以上の建物を調査し、バリアフリー化の基 井水による上水道の経費削減提案を行い、削減額を省エネルギー機器への更新
本計画書を再度見直し、年次的に優先順位をつけ、バリアフリー化の推進を目指 に使用するための検討に入り、平成２１年度に導入を図ることとした。
した。 【平成21事業年度】

【平成21事業年度】 前年度と同じく耐震対策事業や学内経費により高効率機器に更新し省エネを
平成２２年２月「三重大学キャンパスマスタープラン」が役員会にて承認され 行った。また、上浜北地区の井水利用の業務を発注し水道経費削減分を原資と

た。 した省エネのための財源が確保出来るよう体制を整備した。
キャンパスマスタープランに基づくゲートゾーン整備に係る検討として、レー 全学を挙げて省エネルギーを推進するため外部有識者を交えて省エネルギー

モンドホールの有効活用について施設整備専門委員会において検討を行い、役員 計画検討委員会を開催し「カーボンフリー大学構想」を検討した。
会に提案した。

○危機管理への対応策が適切にとられているか。
・施設・設備の有効活用の取組状況 ・災害、事件・事故、薬品管理等に関する危機管理の体制・マニュアル等の整備
【平成16～20事業年度】 ・運用状況

施設の有効活用するため平成１６年度に施設の利用状況等のデータベースを構 【平成16～20事業年度】
築した。平成１７年度より、年次計画に沿い現場調査を行い、利用率の低い部屋 危機管理委員会において、平成１６年度より、リスクマネージメント体制の
については有効活用の観点から、使用変更等の提案を行い改善された。 整備や自然災害に対する危機管理マニュアルの検討を重ね、全構成員に配布す

平成１７年度に「三重大学全学共用スペース使用内規」を策定し、平成１８年 る携帯版パンフレット「三重大学防災ガイド」、危機管理計画書、危機管理マ
度から総合研究棟Ⅱの共用実験室にスペース使用料を徴収した。 ニュアル（自然災害対応編）などを作成し、全学教職員・学生に配布している。

平成１８年度に人文学部、教育学部、共通教育、平成１９年度に生物資源学部、 また、「危機管理計画書」をまとめ、本学が想定する危機事象を１４項目（大
平成２０年度に医学部施設利用状況の現地調査を実施し、利用率の低い部屋につ 規模地震、風水害、火災、実験事故、環境汚染、人権問題、学生の事故、個人
いて､ 使用変更等の提案を行い改善された。 情報・情報システム、情報機器の目的外使用、争議・紛争・不法行為・トラブ

総合研究棟Ⅰについて、学内公募を行い、平成２０年度よりスペース使用料を ル、職員の事故、感染症、コンプライアンス・業務上の過失）に分類し、分類
徴収した。 毎に担当理事や担当組織を定め、対応することとした。

【平成21事業年度】 特に近年、その発生が危惧されている東海沖地震や東南海地震等の発生に備
平成２１年度に工学部施設利用状況の現地調査を実施し、利用率の低い部屋に え、「危機管理マニュアル（自然災害対応編）」の見直しと学内防災体制の強化

ついて、使用変更等の提案を行い改善された。さらに、全学共通施設利用状況の のため、１９年度に実施した「図上訓練」の検証を行うとともに災害対策ワー
現地調査を実施し、「みえ“食発・地域イノベーション”創造拠点」の活動の場 キンググループを設置し、緊急地震速報等に対応した学内情報伝達設備の導入
や、現在分散している競争的資金獲得や産学共同研究支援事務組織を社会連携研 の決定、危機管理体制の充実を図るために地震発生時における震度４から震度
究支援センターにまとめた。 ５弱への初動態勢を明確にした「大学施設災害発生時参集要項」（事務局地震

施設マネジメントにより、平成２１年度設置された「地域イノベーション学研 対応マニュアル）を整備し、学内周知を行った。
究科」の学年進行分のスペースや障害者雇用促進のためのスペースを創出した。 【平成21事業年度】

大規模災害を想定した災害対策本部における図上訓練として９月に初動体制
・施設維持管理の計画的取組状況（施設維持管理計画等の策定状況） における図上訓練、１０月に初動体制・二次体制における図上訓練を実施し、
【平成16～20事業年度】 １２月には三重大学総合防災訓練を図上訓練と併行して実行動での訓練を実施

施設・設備の維持管理を効率的に行うため、２１年度から、従来１４業務に分 した。
割発注していた保全業務のうち、大学が直接契約する必要のある４業務（実験廃 また、全学構成員に三重大学防災ガイドの更新版を作成し、３月に配布を行
液収集・運搬及び処分業務等）を除き一元化し、複数年契約（３年契約）を行っ うとともに検討を重ねてきた緊急地震速報等に対応した学内情報伝達設備を３
た。 月に導入した。また、本学教職員として求められる倫理及び法令遵守の意識の

これにより上浜団地の時間外（夜間、休日等）の施設設備のトラブルにも応急 啓発を図る目的として外部より講師を招き三重大学コンプライアンス推進講習
対応が出来ることとなり利用者へのサービス向上（安全・安心）と、また法令上 会を開催した。
配置が必要な第二種電気主任技術者の業務を含めることにより職員の業務軽減を
図った。さらに経費の縮減が実施できた。
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・研究費の不正使用防止のための体制・ルール等の整備・運用状況 ・年度評価での自己評価又は評価委員会の評価で「年度計画を十分には実施して
【平成16～20事業年度】 いない」とした事項に係る取組の改善状況
（平成１６年度） 【平成16～20事業年度】

支出財源を特定して物品等の請求を行えるシステムを構築。 該当なし
（平成１７年度） 【平成21事業年度】

不正な取引に関与した業者に対する処分方針「物品購入等契約に係る取引停止 該当なし
等について」を策定。

（平成１８年度）
学長直属の独立した内部監査部門として「監査チーム」を設置。

（平成１９年度）
『研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン』を踏まえ、
・「物品等納入検収体制」、「旅費の事実確認等体制」を整備。
・納入検収体制を徹底するため、財務部内に「納入検収部門」を設置。
・公的研究費の経理管理・監査機能を強化するため、財務部内に「監査担当部

門」を設置。
・使用ルール等に関する相談受付窓口、通報（告発）窓口の設置。
・「公的研究費の不正防止に関する要項」、「公的研究費の不正防止に関する規
程」、「公的研究費不正防止推進委員会規程」を制定。

（平成２０年度）
・「公的研究費不正防止推進委員会」の開催（２回）。
・「謝金・賃金の事実確認等体制」を整備。
・リーフレット「公的研究費の適正な使用のために」を作成し、全教職員に配

布。
・教職員の意識を高めるための研修会・科研費等説明会の開催（４回）。
・公的研究費の不正使用に関する意識調査アンケートの実施。

【平成21事業年度】
科学研究費補助金説明会を７月と９月に開催し、教職員に対して公的研究費の

適正な使用についての周知・徹底を図った。また、「公的研究費不正防止推進委
員会」を１１月に開催し、「公的研究費不正防止に関する要項の周知徹底及び教
職員の意識向上を図る方策」について検討を行い、改善対応策として、事務手続
きを主体とした説明会を部局毎に計６回実施し、更なる不正防止に関する認識の
周知・徹底を図った。

従来の学内研究支援関連のホームページを改善し、各種研究費の取扱・執行ル
ール等をリンクさせる等の工夫を行い、研究者が容易に情報を入手出来るような
分かりやすいホームページに改善した。更に研究者が適切に研究費を執行出来る
ように、主な競争的資金について執行ルールの要点を絞った簡潔な早見表を作成
し、周知を図った。

○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。
・評価結果の法人内での共有や活用のための方策
【平成16～20事業年度】

各部局長に法人評価結果を通知し、学内職員に周知するとともに、関係職員の
情報の共有化を図り、業務運営の改善・効率化を図った。

業務の実績に関する報告書として本学ホームページに掲載した。
【平成21事業年度】

本年度も引き続き、上記同様学内周知を行い、本学ホームページに掲載した。

・具体的指摘事項に関する対応状況
【平成16～20事業年度】

該当なし
【平成21事業年度】

該当なし
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三重大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標

① 教育の成果等に関する目標

中 ○（教育全体の目標）
期 「感じる力」「考える力」「生きる力」がみなぎり、地域に根ざし国際的にも活躍できる人材を育成する。
目 ・（教養教育）
標 「感じる力」「考える力」「生きる力」とその基盤となるコミュニケーション力や豊かな教養と学問の基礎的素養を学際的な広い視野のもとで育成する。

・（学部専門教育）
「感じる力」「考える力」「生きる力」とその基盤となるコミュニケーション力を、各学部専門領域の学究を通して育成する。

・（大学院教育）
学際的・独創的・総合的視野を基盤にした専門的研究を通して、地域・国際社会に貢献できる研究者及び高度専門職業人を育成する。

１（教育成果の検証）
教育目標に基づき本学が提供する教養教育・専門教育の成果を多面的に検証する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

（教養教育） 「感じる力」「考える力」「生きる力」とその基盤となるコミュニケーション力
本学は、４年間または６年間一貫の全 の向上を図るため共通教育及び各学部において４２９科目のＰＢＬ教育授業科目及

学的な共通教育として、統合教育科目、 び２２科目のＰＢＬセミナー（少人数課題探求型授業）を開設した。また、eラー
外国語科目、保健体育科目、基礎教育科 ニング"三重大学Moodle"を活用した授業を８００科目に拡充を図った。
目という特色ある構成によって、教養教 「感じる力」「考える力」「生きる力」とその基盤となるコミュニケーション力
育を進めている。このような共通教育の についての修学達成度評価を実施した。
カリキュラムと教育方法の改善を通し 「４つの力」スタートアップセミナーを２９クラス開設し、１，０７５名の受講
て、「感じる力」「考える力」「生きる力」 （単位取得１，０６１名）を得た。また、２２科目のＰＢＬセミナー（少人数課題
とその基盤となるコミュニケーション力 探求型授業）を開設した。
を重視した豊かな教養と学問の基礎的素 法則の探究授業群、環境資格関連授業群、大学とキャリア形成授業群、創造と知
養を培う。 的財産授業群、国際教育科目授業群等、テーマ性に基づいて複合知を求める"授業

群"の充実を図るとともに、学生相談・キャリア支援制度の確立を目指し、キャリ
ア教育担当特任教員１名の継続雇用を行い、キャリア・ピア・サポーター資格教育
プログラムを開始し、第１回初級資格者２名の認定を行った。また、学生生活を支
援するＳＡ制度の新設を決定した。

新入生に対して、ネットワーク、情報倫理、情報セキュリティー、eラーニング
"三重大学Moodle"等、情報社会に必要な情報リテラシー（アカデミックスキル）を
教育するため、基礎教育科目「情報科学基礎」を全学統一授業として継続して開設
した。

英語教育担当特任教員４名の継続雇用を行い、中・上級１８クラス及び再履修
２６クラスを設置し、実践外国語（英語）の充実を継続するとともに、TOEIC IP試
験の試験監督、個別学生指導等専任教員の補助を担当し、教育体制の充実を図った。
また、英語力向上を図るため、２２年度からTOEIC補習授業の義務化を決定した。

習熟度の低い学生を対象として「数学」の補習授業を継続して開講し、学生の学
力向上を図った。

新入生全員を対象として『大学生のためのレポート作成ハンドブック』を継続し
て無償配付し、日本語表現教育の充実を進めた。

全学生を対象に、「環境カウンセラー」「地球温暖化防止活動推進委員」など環
境に関わる資格の取得を目指すため、全学規模の「環境資格支援教育プログラム」
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を継続して開設を行い、プログラム修了者として２４名を認定し、内１６名の学生
に環境資格支援教育プログラム修了証を授与した。

「大学のマネージメントに関する講演会」「ＰＢＬを導入した授業デザイン研修
会（学生とのコミュニケーションの促進・ＰＢＬ授業の促進・Moodle活用事例の解
説等）」「学生の変化・成長を促す授業づくり（協同教育のすすめ）」「ＴＡのため
の研修会」「オーストラリアの大学における教育質保証の取り組み」等、全学ＦＤ
を開催した。

（学部専門教育） 共通教育及び各学部において４２９科目のＰＢＬ教育授業科目及び２２科目のＰ
学部専門教育では、全学共通教育と連 ＢＬセミナー（少人数課題探求型授業）を開設し、eラーニング"三重大学Moodle"

携しながら、学習・研究の基本となる「感 を活用した授業を８００科目に拡充を図った。また、eラーニングシステムを活用
じる力」「考える力」「生きる力」およ した授業「英語 プレTOEIC」を継続して開講した。
びコミュニケーション力の育成を重視 授業改善アンケートを、"教え"の評価から、"学びと教え"の評価を行う"授業ア
し、人文・教育・医学・工学・生物資源 ンケート"へと、改訂を行った。
の各専門分野の知識・技能の確実な修得 「大学のマネージメントに関する講演会」「ＰＢＬを導入した授業デザイン研修
を図る。 会（学生とのコミュニケーションの促進・ＰＢＬ授業の促進・Moodle活用事例の解

説等）」「学生の変化・成長を促す授業づくり（協同教育のすすめ）」「ＴＡのため
の研修会」「オーストラリアの大学における教育質保証の取り組み」等、全学ＦＤ
を開催した。

（大学院教育） 工学研究科において、産業界と学生からの多様なニーズに応えた高度専門技術者
大学院教育では、学際性や総合性に開 の育成を目的とした、創成工学コースを継続して開設した。また、生物資源学研究

かれた専門的研究を通して、各専門分野 科でダブルディグリー制度、医学研究科において国際推薦制度を開始するとともに、
の研究の発展に貢献できる研究能力を培 工学研究科において「美し国おこし 三重さきもり塾」の特別課程を２２年度から
うとともに、地域・国際社会のニーズに 開講することを決定した。
対応できる高度専門職業人を育成する。 授業改善アンケートについては、"教え"の評価から、"学びと教え"の評価への改

訂を行った。
大学院生による授業評価、教育満足度調査、修了生・企業等に対する大学院教育

についてアンケート調査を継続して実施した。

（教育成果の検証） 【62】教育関係基礎データを部局及び全 教育関係基礎データを継続して補充した。また、ＷＥＢ履修申告システムを点検
【62】教育成果の基礎評価として、単位 学で点検評価し、必要な改善を図る。 し、修学達成度評価システムとの連携等、改良を図った。
修得状況、進級・卒業状況、資格取得状
況、学位取得状況、進路・就職状況など
について点検評価を行い、その向上に努
める。

【63】「感じる力」の中核を問題発見力、 【63】「感じる力」「考える力」「生きる 新入生を対象とした修学達成度評価調査を実施した。
「考える力」の中核を主体的・批判的・ 力」及びコミュニケーション力の教育評 全学的な修学達成度評価調査・満足度調査及び卒業生（修了生）と企業等への大
論理的思考力、「生きる力」の中核を実 価システムの改善を進め、評価結果をホ 学教育についてアンケート調査を実施し、評価結果を公表した。
践的問題解決能力ととらえるなど、本学 ームページ等で公表する。
独自の修学達成度評価方法を作成し、教
育成果の検証を進める。

【64】本学が提供する教育に対する学生 【64】教育に対する学生の満足度調査、 教育に対する学生の満足度調査を実施し、教育成果の点検評価を行うとともに、
の満足度および学生を受け入れる社会の 及び卒業生（修了生）と企業等への大学 評価結果をホームページにおいて公表した。また、全学的な修学達成度評価調査及
評価を測定する方法を工夫し、経年的に 教育についてのアンケート調査を引き続 び卒業生（修了生）と企業等への大学教育についてアンケート調査を実施し、評価
調査する。その他、可能なところでは、 き実施して、教育の成果を点検評価し、 結果を公表した。
JABEEなどの国際標準や内外の他大学と ホームページ等で公表する。 認定を受けた工学部機械工学科、生物資源学部生物圏生命科学科、同共生環境学
の比較などを通して、本学の教育水準を 検定試験等の外部の統一的基準によ 科（地域保全工学講座）においてJABEE認定技術教育プログラムに沿って、継続的
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検証する。 り、共通教育で実施している実践外国語 に教育改善活動を進めた。また、新たに工学部建築学科がJABEEの認定を受け、同
教育を点検評価する。 学部電気電子工学科においても実地審査を受審した。また、生物資源学部共生環境

認定を受けた工学部機械工学科及び建 学科環境情報システム学講座及び森林資源環境学講座でJABEE試行を進めた。
築学科、生物資源学部生物圏生命科学科、
同共生環境学科（地域保全工学講座）に
おいてJABEE認定技術教育プログラムに
沿って、継続的に教育改善活動を進める。
工学部電気電子工学科でJABEEを受審す
る。生物資源学部共生環境学科環境情報
システム学講座及び森林資源環境学講座
でJABEE試行を進める。

教育学部及び人文学部で他大学等と比
較等した教育水準の検証を試行的に実施
する。

【65】教育成果の検証に基づき、必要に 【65】修学達成度調査、教育に対する学 昨年度の満足度調査で得られた、学生からの意見・要望に対して、全学及び各部
応じて教育カリキュラムや教育指導方法 生の満足度調査、卒業生（修了生）と企 局で対応するとともに、対応策をホームページで公開した。
等を改善する。 業等への大学教育についてのアンケート 共通教育で実施している実践外国語教育の授業内容・方法について改善を進め

調査等の点検評価結果に基づき、平成２ た。また、TOEIC補習授業の義務化を図った。
２年度の教育カリキュラムと教育指導方 「大学のマネージメントに関する講演会」「ＰＢＬを導入した授業デザイン研修
法の改善策をまとめる。 会（学生とのコミュニケーションの促進・ＰＢＬ授業の促進・Moodle活用事例の解

全学ＦＤを実施すると共に各教育組織 説等）」「学生の変化・成長を促す授業づくり（協同教育のすすめ）」「ＴＡのため
に特有のＦＤ活動を実施する。 の研修会」「オーストラリアの大学における教育質保証の取り組み」等、全学ＦＤ

を開催した。
教育改善策を推進するため、「ＰＢＬ教育支援プログログラム」の学内公募を行

い、７件のプログラムに対して支援を行った。
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三重大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標

② 教育内容等に関する目標

中 １（アドミッションポリシー）
期 地域・社会に貢献するという明確な目的意識と独創性を持ち、学力に加えて、真摯に学修する意欲のある学生を受け入れることを目指して、選抜方法の多様
目 化などの改善を図る。
標 ２（教養教育・学部専門教育カリキュラム）

「感じる力」「考える力」「生きる力」とその基盤となるコミュニケーション力を豊かな教養と専門領域の学究を通して涵養するカリキュラムの充実に努める。
３（大学院教育カリキュラム）

地域・国際社会に貢献できる研究者・高度専門職業人を育成するカリキュラムを学際的・独創的・総合的視野に基づき提供する。
４（教育指導方法）

教育目標に基づき、学生の自己形成を支援するために授業形態や指導方法の改善を図る。
５（成績評価）

教育目標に基づいた妥当性・客観性の高い成績評価方法の導入を図る。
６（教育活動評価と指導方法の改善）

教育の質の維持・向上を目的として、教育活動評価とＦＤを不断に行う。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

（アドミッションポリシー） 【66】本学及び各学部の教育理念に基づ 平成２３年度入試の変更等に伴い、教育学部、生物資源学部及び医学部看護学科
【66】入学者選抜方法の改善に不断の努 き適宜アドミッションポリシーを見直す のアドミッションポリシーの変更を行った。
力を払い、多様な入学者選抜方法（ＡＯ、とともに、各種選抜毎に行った入学後の 平成２４年度から大学入試センター試験「地理歴史・公民」及び「理科」の選択
推薦、面接、社会人入学等）を拡充する 追跡調査を実施し、その検証・評価結果 範囲等が変更となることから、高校教育に影響がないよう予定を半年早めて１０月
とともに、入試関連業務の効率化を図る。に基づき平成２４年度の入学者選抜方法 に出題教科・科目を決定し、ＨＰに掲載するとともに関係機関に周知した。

の改善を検討するとともに、危機管理と 個別学力検査における不測の事態に備え、全ての教科試験について予備問題を作
して個別学力検査の予備問題を作成す 成した。
る。入試関連戦略として、前年に引き続 経済財政改革の基本方針２００９に基づく医学部入学定員５名増について検討
き、多様化、重点化など、入試広報を改 し、新たに「三重県地域医療枠」を設定した。
善・充実して実施する。また、大学案内 平成２１年度入試広報ＦＤとして入試動向について講演会を開催した。また、新
を情報重視型に改訂する。 たな取り組みとして共通教育科目に広報基礎（大学案内）を開講し、今後その活用

について検討することとした。
大学案内の改善策として、各教員の研究テーマを掲載し受験生が進みたい研究分

野について見つけ易いよう工夫するとともにダイジェスト版も作成し目的に沿って
使用できるようにした。

大学案内の編集を行ってきた大学案内編集委員会業務を入試広報ＷＧで行うこと
し、制作者と使用者を同一とすることでより使い易い内容に編纂出来るようにする
とともに、入試広報ＷＧを発展的に解消し、入学試験委員会の下に入試広報専門委
員会を設置した。

【67】高校側・受験生との意見交換を促 【67】アドミッションポリシーを大学案 アドミッションポリシーを大学案内、入学者選抜要項、学生募集要項等及びＨＰ
進し、アドミッションポリシーの社会人 内、入学者選抜要項、学生募集要項、大 に掲載し、周知を図った。
・留学生を含めた全受験生への周知に努 学ウェブページ等に掲載するとともに、 新入生に対してアドミッションポリシーについての周知度調査を実施し、その分
める。 各種進学説明会を通してより広範な周知 析結果を入学試験委員会に報告するとともに各学部に対してアドミッションポリシ

を図るとともに、進路指導教諭との懇談 ーに沿った入試の推進を要請した。
会、進学説明会等の場において、意見交 三重県内及び愛知県内の高等学校進路指導担当教諭との懇談会を開催し、アドミ
換を行う。 ッションポリシーに反映するため活発な意見交換を行った。

【68】入学者の追跡調査を行い、各種選 【68】入学者について、各種選抜毎にセ 高等教育創造開発センターで入試フォローアップシステムの開発を行い、入学者
抜方法の評価を行う。 ンター試験、個別学力検査、入学後の成 選抜方法研究委員会及び入学試験委員会においてシステムを使った入試成績と入学

績追跡調査を実施し、各種選抜方法の分 後の成績の相関等利用例（ある学科の入試改革の妥当性を検証）を紹介し、他の学
析を実施し、各学部にフィードバックし、部・学科の入試改善における積極的な活用について要請を行った。
今後の入学者選抜方法について改善を検
討する。
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（教養教育・学部専門教育カリキュラム）【69】コミュニケーション力を涵養する コミュニケーション力を涵養する「４つの力」スタートアップセミナーを前期
【69】国語力、実践外国語力、情報受発 ため、「4つの力」スタートアップセミ ２８クラス・後期１クラス開設し、１，０７５名の受講（単位取得１，０６１名）
信力、発表・討論・対話力等を修得する ナーを開設する。 を得た。
カリキュラムにより、コミュニケーショ 特任教員を採用し、学習支援を進める 共通教育及び各学部において４２９科目のＰＢＬ教育授業科目及び２２科目のＰ
ン力を涵養する。 など、共通教育の実践英語教育のカリキ ＢＬセミナー（少人数課題探求型授業）を開設した。

ュラムと指導方法の充実を図る。 新入生に対して、ネットワーク、情報倫理、情報セキュリティー、eラーニング
学部専門教育での専門英語教育を継続 "三重大学Moodle"等、情報社会に必要な情報リテラシー（アカデミックスキル）を

するとともに、共通教育での国際教育科 教育するため、基礎教育科目「情報科学基礎」を全学統一授業として継続開設した。
目を増設する。 英語教育担当特任教員４名の継続雇用を行い、中・上級１８クラス及び再履修

『レポート作成ハンドブック』の活用 ２６クラスを設置し、実践外国語（英語）の充実を継続して図った。また、TOEIC
を進め、日本語表現法の教育を継続して 補習授業の義務化に向けた体制を整えた。
実施する。 環境資格取得支援プログラム４３科目、英語による国際教育１９科目、キャリア

新入生に対して、情報社会に必要な情 教育１０科目を開講するとともに、統合教育科目において主題「英語による国際教
報リテラシー（アカデミックスキル）教 育科目」「生きる力とキャリア形成」を新設した。
育を全学統一で実施する。 修学達成度評価により、コミュニケーション力を涵養するために編成したカリキ

修学達成度評価により、コミュニケー ュラムについて点検評価を行うとともに、効果的なカリキュラム編成・科目設置を
ション力を涵養するために編成したカリ 行った。
キュラムについて点検評価する。 新入生全員を対象として『大学生のためのレポート作成ハンドブック』を無償配

点検評価結果を基にコミュニケーショ 付し、日本語表現教育の充実を図った。
ン力涵養のために、さらに効果的なカリ
キュラム編成・科目設置を行う。

【70】豊かな感性と気づき、高い倫理性、 【70】感じる力を涵養するため、「4つ 感じる力を涵養するため「４つの力」スタートアップセミナーを前期２８クラス
強いモチベーションと学ぶ喜び等を育む の力」スタートアップセミナーを開設す ・後期１クラス開設し、１，０７５名の受講（単位取得１，０６１名）を得た。
カリキュラムにより感じる力を涵養す る。 共通教育及び各学部において４２９科目のＰＢＬ教育授業科目及び２２科目のＰ
る。 ＰＢＬ等、共通教育及び各学部専門教 ＢＬセミナー（少人数課題探求型授業）を開設した。

育で「感じる力」を涵養するカリキュラ 修学達成度評価により、「感じる力」を涵養するカリキュラムと指導方法につい
ムを策定された計画どおり実施する。 て点検評価を行うとともに、効果的なカリキュラムの編成を行った。

「感じる力」の涵養のために編成した
カリキュラムと指導方法の効果を点検評
価する。

点検評価結果を基に「感じる力」を涵
養するために、さらに効果的なカリキュ
ラムを編成する。

【71】課題探求力、科学的推論力、クリ 【71】考える力を涵養するため、「4つ 考える力を涵養する「４つの力」スタートアップセミナーを前期２８クラス・後
ティカルシンキング力等を修得するカリ の力」スタートアップセミナーを開設す 期１クラス開設し、１，０７５名の受講（単位取得１，０６１名）を得た。
キュラムにより、考える力を涵養する。 る。 共通教育及び各学部において４２９科目のＰＢＬ教育授業科目及び２２科目のＰ

ＰＢＬ等、共通教育及び各学部専門教 ＢＬセミナー（少人数課題探求型授業）を開設した。
育で「考える力」を涵養するカリキュラ 修学達成度評価により、「考える力」を涵養するカリキュラムと指導方法につい
ムを策定された計画どおり実施する。 て点検評価を行うとともに、効果的なカリキュラムの編成を行った。

「考える力」を涵養するために編成し
たカリキュラムと指導方法の効果を検証
する。

点検評価結果を基に「考える力」を涵
養するために、さらに効果的なカリキュ
ラムを編成する。

【72】主体的学習力、実践力、問題解決 【72】生きる力を涵養するため、「4つ 生きる力を涵養する「４つの力」スタートアップセミナーを前期２８クラス・後
力、専門的知識・技術、心身の健康、社 の力」スタートアップセミナーを開設す 期１クラス開設し、１，０７５名の受講（単位取得１，０６１名）を得た。
会人としての態度、協調性、指導力等を る。 全学生を対象に、「環境カウンセラー」「地球温暖化防止活動推進委員」など環
修得するカリキュラムにより、生きる力 環境資格支援教育（継続）、インター 境に関わる資格の取得を目指すため、全学規模の「環境資格支援教育プログラム」
を涵養する。 ンシップとキャリア教育（継続）、創造 ４３科目の開講を行い、プログラム修了者として２４名を認定し、内１６名の学生

性開発・知的財産教育（継続）、ＰＢＬ に環境資格支援教育プログラム修了証を授与した。また、「法則の探究」「大学と
（継続）など、現場を体験できる授業や キャリア形成」「創造と知的財産」「国際教育科目」「環境資格関連」からなる、テ
実習を交えた「生きる力」を涵養するカ ーマ性に基づいて複合知を求める"授業群"の充実を図るとともに、特定の主題を構
リキュラムを策定された計画どおり実施 成する「英語による国際教育科目」「生きる力とキャリア形成」の新設を行った。
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する。 学生相談・キャリア支援制度の確立を目指し、キャリア・ピア・サポーター資格
共通教育及び各学部専門教育で「生き 教育プログラムを開始し、第１回初級資格者２名の認定を行うとともに、学生生活

る力」を涵養するために編成したカリキ を支援するＳＡ制度の新設を決定した。
ュラムの効果について点検評価する。 「生きる力」を育成するインターンシップ科目を継続して開講し、インターンシ

ップへの参加者２４８名に達するなど、現場体験を体験できる授業や実習を推進し
た。

修学達成度評価により、「生きる力」の涵養に関する点検評価を実施した。

【73】人間とその文化・社会・環境の理 【73】共通教育及び各学部専門教育で、 共通教育において、人間と文化・社会・環境についての理解を深めるとともに、
解を深めるとともに、地域の特色を生か 人間と文化・社会・環境についての理解 地域の特性を生かし、地域社会に貢献しようとする精神を育てる授業を継続して開
し、地域社会に貢献しようという意識を を深めると共に地域の特性を生かして地 講した。また、地域社会への貢献意識を高めるため、三重県知事による"三重県の
育てるようなカリキュラムを工夫する。 域社会に貢献しようとする精神を育てる 課題・地域医療機関の改善"等について講演会を実施した。

ようなカリキュラムを策定された計画に 点検評価結果を基に地域社会に貢献しようとする精神を育てるために、環境資格
基づいて実施する。 支援教育プログラム修了者２４名の認定、またキャリア・ピア・サポーター資格教

点検評価結果を基に地域社会に貢献し 育プログラムを開始し、第１回初級資格者２名の認定を行うとともに、学生生活を
ようとする精神を育てるために、さらに 支援するＳＡ制度の新設を決定した。
効果的なカリキュラムを編成する。

【74】国際性を生かしたカリキュラムを 【74】TOEICの履修クラス及び外国語中 外国語（英語）の中・上級１８クラス及び再履修２６クラスを設置し、効率的な
工夫する。 ・上級クラスの整備等、外国語教育のカ 学習支援のため、全学レベルでTOEIC自習システムを継続して実施した。また、英

リキュラムと指導方法を継続的に充実さ 語力の向上を図るため、TOEIC補習授業の義務化を決定した。
せる。 国際教育授業科目（共通教育）を１９科目に増設するとともに、共通教育と各学

共通教育において国際教育授業群を継 部専門教育で国際性を生かしたカリキュラムについて点検評価し、統合教育科目で
続して開設する。 主題「英語による国際教育科目」を新設した。

共通教育及び各学部専門教育の国際性
を生かしたカリキュラムの効果について
点検評価する。

点検評価結果を基に、さらに効果的な
国際性を生かしたカリキュラムを編成す
る。

【75】専門教育と平行して全学年を通じ 【75】専門教育科目の共通教育への開放 専門教育科目の共通教育への開放を継続的に実施し、キャリア形成科目、英語に
て教養教育を履修できるシステムを検討 を継続的に実施し、その成果を点検評価 よる国際教育科目、中・上級外国語を、学部専門授業として受講を可能とする体制
する。 し、必要な改善策を策定する。 を整備した。

高学年向け中・上級外国語科目の充実 外国語（英語）の中・上級１８クラス及び再履修２６クラスを設置し、共通教育
を図る。 の実践外国語（英語）について、継続的に充実を図るとともに、TOEIC補習授業の

義務化を決定した。

【76】学生の習熟度に配慮したカリキュ 【76】実践英語教育と一部の理系基礎教 入学時にTOEIC IPテストを実施し、その得点に応じたクラス編成を行った。
ラムを検討する。 育等での習熟度別クラス編成や補習教育 理系基礎教育科目（数学）に関して、習熟度の低い学生を対象とした補習教育ク

等、習熟度に配慮したカリキュラムの改 ラスの開設を行い、受講した学生の学力向上を図った。
善策を実施する。 TOEICのスコア向上を目指すための英語の補習授業（集中）を夏季休業期間中に

習熟度に配慮したカリキュラムの教育 開講するとともに、２２年度からTOEIC補習授業の義務化を図り、教育効果の充実
効果を点検評価し、さらなる改善策を策 を行うこととした。
定する。

（大学院教育カリキュラム） 【77】研究科、専攻の枠を超えた横断的、 工学研究科において、産業界と学生からの多様なニーズ応えた高度専門技術者の
【77】広い視野をもつ研究者・高度専門 学際的カリキュラムを策定された計画に 育成を目的とした、創成工学コースを継続して開講した。
職業人育成のために講座・研究科の枠を 基づいて実施する。 生物資源学研究科でダブルディグリー制度、医学研究科において国際推薦制度を
越えた学際的カリキュラムや共同研究を 横断的、学際的カリキュラムの効果を 開始するとともに、工学研究科において「美し国おこし 三重さきもり塾」の特別
拡充する。 点検評価し、さらに効果的なカリキュラ 課程を２２年度から開講することを決定した。

ムを編成する。
研究科、専攻、講座の枠を越えた共同

研究を拡充する。

【78】地域・国際社会で活躍できる研究 【78】地域性や国際性に配慮したカリキ 英語による授業を理解し、発言・発表能力を高めることを目的とした「国際教育
者・高度専門職業人育成のために地域性 ュラムを計画に基づいて実施する。 科目」授業群を１９科目に増設し、開講した。また、生物資源学研究科でダブルデ
や国際性に配慮したカリキュラムを拡充 地域性や国際性に配慮したカリキュラ ィグリー制度、医学研究科において国際推薦制度を開始するとともに、工学研究科



- 57 -

する。 ムの教育効果を点検評価し、充実策を策 において「美し国おこし 三重さきもり塾」の特別課程を２２年度から開講するこ
定する。 とを決定した。

地域性や国際性に配慮したカリキュラムの教育効果を点検評価し、充実策を策定
した。

【79】教育者や社会人として望まれる資 【79】教育者や社会人として望まれる資 教育者や社会人として望まれる資質を涵養するために各専門的学問領域に応じた
質を涵養するために、専門的学問領域の 質を涵養するために、各専門的学問領域 高度な知識・技術を確実に修得するカリキュラムを計画に基づいて実施するととも
高度な知識・技術の修得に加えて、教育 に応じた高度な知識・技術を確実に修得 に、その実施状況を点検評価し、さらに効果的なカリキュラムを編成した。また、
等の大学諸活動への参画を求める。 するカリキュラムを計画に基づいて実施 生物資源学研究科でダブルディグリー制度、医学研究科において国際推薦制度を開

する。 始するとともに、工学研究科において「美し国おこし 三重さきもり塾」の特別課
その実施状況を点検評価し、さらに効 程を２２年度から開講することを決定した。

果的なカリキュラムを編成する。 ＴＡ制度の活用を円滑に進めるため、"ＴＡの活躍を促す６つのポイント"を学生
大学諸活動への参加を進めるため、TA に対して配付するとともに、全学ＦＤとして「ＴＡのための研修会」を実施した。

制度の活用を進めると共に、TAによる教 eラーニング"三重大学Moodle"を活用した授業の促進を図るため、ＴＡによる
育効果を高めるため、"TAを指導するた Moodleヘルプデスクを設置した。
めの６つのポイント"ポスターの教員へ
の配布、及び"TA活動報告書"のTAへの配
布、TAに対するFD研修を実施する。

（教育指導方法） 【80】eラーニング“三重大学Moodle”、 共通教育及び各学部において４２９科目のＰＢＬ教育授業科目及び２２科目のＰ
【80】プレゼンテーション型授業やe-ラ PBL、能動的要素を加えた授業等、コミ ＢＬセミナー（少数課題探求型授業）を開設するとともに、eラーニング"三重大学
ーニング等、コミュニケーション力の涵 ュニケーション力の涵養に効果的な指導 Moodle"を活用した授業を８００科目に拡充を図った。
養に効果的な指導方法を工夫する。 方法の開設状況、教育効果を点検評価す 課外活動でのグループ学習を促す開放型グループ学習室（ラーニング・コモンズ）

る。 の整備を行った。
コミュニケーション力の涵養に効果的 共通教育において、三重大学授業研究交流誌（第１７号）を発行するとともに、

な指導方法のさらなる普及、さらなる改 TOEIC補習授業の義務化を図った。
善方策を策定し、実施する。

【81】現場体験授業等、感じる力の涵養 【81】実験、実習、ＰＢＬ、能動的要素 共通教育及び各学部において４２９科目のＰＢＬ教育授業科目及び２２科目のＰ
に効果的な指導方法を工夫する。 を加えた授業等、現場実践のリアリティ ＢＬセミナー（少人数課題探求型授業）を開設した。また、地域や企業での現場体

に触れ、そこで感性や問題発見力を磨け 験等をするため、２４８名の学生がインターンシップに参加した。
るような現場体験ができ、「感じる力」 課外活動でのグループ学習を促す開放型グループ学習室（ラーニング・コモンズ）
の涵養に効果的な授業の開設状況、教育 の整備を行った。
効果を点検評価する。 共通教育において、三重大学授業研究交流誌（第１７号）を発行するとともに、

「感じる力」の涵養に効果的な指導方 TOEIC補習授業の義務化を図った。
法のさらなる普及，さらなる改善方策を 修学達成度評価を活用して、「感じる力」を涵養するための授業の教育効果を点
策定し、実施する。 検評価し、効果的な指導方法の改善方策を策定した。

【82】少人数課題探求型授業等、考える 【82】少人数課題探求型授業等、「考え 共通教育及び各学部において４２９科目のＰＢＬ教育授業科目及び２２科目のＰ
力の涵養に効果的な指導方法を工夫す る力」の涵養に効果的な授業の開設状況、ＢＬセミナー（少人数課題探求型授業）を開設し、「考える力」の涵養に効果的な
る。 教育効果を点検評価する。 指導方法を推進した。

「考える力」の涵養に効果的な指導方 課外活動でのグループ学習を促す開放型グループ学習室（ラーニング・コモンズ）
法のさらなる普及，さらなる改善方策を の整備を行った。
策定し、実施する。 修学達成度評価を活用して、「考える力」を涵養するための授業の教育効果を点

検評価し、効果的な指導方法の改善方策を策定した。

【83】学生の主体的学習支援、実践的授 【83】PBL教育をはじめ共通教育及び各 共通教育及び各学部において、学生の主体的学習支援、自学自習問題解決能力を
業や自学自習問題解決型授業など、生き 学部の特色を生かした学生の主体的学習 高めることを目標として、４２９科目のＰＢＬ教育授業科目の開設、eラーニング
る力の涵養に効果的な指導・支援方法を 支援、自学自習問題解決型授業、他の講 "三重大学Moodle"を活用した授業を８００科目に拡充を図った。
工夫する。 義・演習と有機的に連携させたカリキュ 法則の探究授業群、環境資格関連授業群、大学とキャリア形成授業群、創造と知

ラム編成等、「生きる力」の涵養に効果 的財産授業群、国際教育科目授業群等、テーマ性に基づいて複合知を求める"授業
的な教育の実施状況、教育効果を点検評 群"の充実を図るとともに、学生相談・キャリア支援制度の確立を目指し、キャリ
価する。 ア・ピア・サポーター資格教育プログラムを開始し、第１回初級資格者２名を認定

「生きる力」の涵養に効果的な指導方 した。また、学生生活支援のためＳＡ制度の設置を決定した。
法のさらなる普及，さらなる改善方策を 課外活動でのグループ学習を促す開放型グループ学習室（ラーニング・コモンズ）
策定し、実施する。 の整備を行った。

修学達成度評価を活用して、「生きる力」を涵養するための授業の教育効果を点
検評価し、効果的な指導方法の改善方策を策定した。
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【84】地域や海外での実習等、地域・国 【84】企業・ＮＰＯ・行政等と連携した インターンシップの充実など地域や企業での実践を進め、２４８名の参加者を得
際的教育環境を充実する。 環境インターンシップ等、地域・企業連 た。また、就職指導者研修会・就職ガイダンス（エントリーシート対策・企業研究

携教育の拡充を進める。 会・面接対策等）・インターンシップ事後研修会を実施した。
さらには、医学部の海外臨床実習、国 国際環境教育プログラムにおいて、国際環境インターンシップとして４名の学生

際インターンシップ等、国際的教育の拡 が参加し単位を認定した。（国際気候変動枠組条約第１５回締約国会議（COP15）
充を進める。 への参加）

秋季入学制度その他、地域・企業連携 秋季入学制度について、各学部等で調査・検討を重ねた。
教育、国際的教育について、意義や課題 社会に開かれた大学を目指し、生涯学習に対する社会的要請に応えるため、正規
を検討する。 の授業科目の一部を市民開放授業として開設した（前期７科目９名、後期１１科目

地域・企業連携教育、国際的教育を点 １３名受講。各３０、３４科目開設）。
検評価し、その改善方策を策定する。

【85】有効に活用できるシラバスの作成 【85】ウェブシラバスの有効性や活用度 ウェブシラバスの有効性や活用度を点検評価し、ウェブシラバスとユニバーサル
とその電子化を進める。 を点検評価し、ウェブシラバスの充実策 パスポートとの連携に向け、プログラムの改修を行うこととした。

を作成する。

（成績評価） 【86】全学成績評価基準（ガイドライン） 全学成績評価基準（ガイドライン）及び成績評価に対する不服申し立て制度を継
【86】コミュニケーション力、感じる力、 及び成績評価に対する不服申立制度を継 続して実施した。
考える力、生きる力が、より適正に評価 続して実施し、必要に応じ改善を図る。 「三重大学におけるＧＰＡ制度の取扱いに関する要項」を策定し、ＧＰＡ制度の
される成績評価方法を工夫する。 ポートフォリオ評価等、４つの力の適 本格的導入を決定した。

正な評価方法について実施状況を点検評
価するとともに、成績評価に関するFD活
動等、改善方策を策定する。

【87】形成的評価やＧＰＡ制度等、学生 【87】ｅラーニング"三重大学Moodle"を eラーニング"三重大学Moodle"を活用した授業を８００科目に拡充を図った。
にモチベーションを与える成績評価方法 活用した授業等で形成的評価を継続的に ４つの力の適正な評価を促進するため、ｅポ－トフォリオシステムを構築した。
の導入を検討する。 実施し、eポートフォリオ等の拡充方策 「三重大学におけるＧＰＡ制度の取扱いに関する要項」を策定し、ＧＰＡ制度の

を策定し、試行実施する。 本格的導入を決定した。
GPA制度の実施結果を点検評価すると 大学院博士課程奨励制度について検証し、引き続き実施することが認められた。

共に、優秀学生のモチベーションの高揚、
成績不良学生に対する指導など、GPA制
度の利用の拡充計画を策定する。
大学院における成績優秀者に対する顕

彰制度の効果を点検する。

【88】学生と学部のニーズに配慮しなが 【88】実践外国語教育において、検定試 実践外国語教育において、TOEIC及び中国語検定試験を受験させ、客観性の高い
ら、外国語のコミュニケーション力や基 験等の外部の統一的基準を活用した成績 統一的基準を活用した成績評価を継続的に実施するとともに、TOEIC補習授業の義
礎学力等を共通テスト・外部の検定試験 評価を継続的に進める。 務化を決定した。
等の統一的基準により測定する。 医師に必要な基礎学力を確認するため 医師に必要な基礎学力を確認するための全国共用試験を継続して実施した。

全国共用試験を実施する。

【89】学位審査は原則として公開とし、 【89】修士論文の発表会の公開状況を点 博士学位審査の審査について、博士学位審査経費を継続して予算化し、外部審査
外部審査員による審査等も考慮した厳正 検する。 員も参画した妥当性・客観性の高い審査方法を継続して実施した。また、修士論文
な審査に努める。 博士学位審査における外部審査員の増 の発表会の公開状況を点検した。

加方策を実施する。

（教育活動評価と指導方法の改善） 【90】高等教育創造開発センターにおい 授業改善アンケートの主旨を「教え」の評価から「学び」と「教え」への評価へ
【90】学生による授業評価等、学生の建 て、個々の授業について効果の高い改善 と改訂した。
設的意見を迅速に教育の改善に反映させ の指針を授業改善アンケートから抽出す 授業評価ウェブシステム構築に向けて着手した。
るシステムを確立する。 るシステムの開発を進める。

【91】教育目標達成のための新しい教育 【91】PBL教育マニュアル、PBL教育教材 学生向けＰＢＬ教育マニュアルを開発し、公開した。
方法・教材の開発に努める。 及び"三重大学Moodle活用の手引"の全学 教育改善策を推進するため、「ＰＢＬ教育支援プログログラム」の学内公募を行

的利用を進めるなど、高等教育創造開発 い、７件のプログラムに対して支援を行った。
センターを中心に新しい教育方法・教材
の活用と開発を進める。
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【92】教養・専門教育を通じてさまざま 【92】（平成20年度実施済みのため、21
な観点から教育活動を評価し、成果の見 年度は年度計画なし）
られた教育職員を表彰するなど、教育職
員の意欲の向上を目指す。

【93】教育職員の教育能力や意識の向上 【93】高等教育創造開発センターを中心 「大学のマネージメントに関する講演会」「ＰＢＬを導入した授業デザイン研修
のために全学的にＦＤを実施する。 に全学ＦＤを実施する。 会（学生とのコミュニケーションの促進・ＰＢＬ授業の促進・Moodle活用事例の解

大学院を含む全教育組織で教育職員の 説等）」「学生の変化・成長を促す授業づくり（協同教育のすすめ）」「ＴＡのため
教育能力や意識の向上を図るＦＤを実施 の研修会」「オーストラリアの大学における教育質保証の取り組み」等、全学ＦＤ
する。 を開催した。

教員活動データベースのＦＤ記録を活 教員活動データベースのＦＤ記録を活用して、教員個人レベルでのＦＤへの意識
用して、教員個人レベルでのＦＤへの意 向上を図るとともに、ＦＤ活動の全学的な実施状況、参加状況を点検評価した。
識向上を図るとともに、ＦＤ活動の全学 ＧＰＡの運用例等、教育改善に役立つ情報提供の方策として、高等教育創造開発
的な実施状況、参加状況を点検評価する。センターNews Letterを発行した（第２号～第９号）。

【94】国際標準を満たすカリキュラム・ 【94】共通教育において、検定試験等の 共通教育において、TOEICに基づく実践英語教育、中国語検定試験を活用した実
教育法の導入を検討する。 外部の統一基準を活用した実践外国語教 践中国語教育を継続的に実施した。また、TOEIC補習授業の義務化を決定した。

育を継続的に実施する。また、教育学部 全学レベルでTOEIC自習システムを継続して運用した。
も含めた、全学レベルでの実践英語教育 認定を受けた工学部機械工学科、生物資源学部生物圏生命科学科、同共生環境学
を継続的して実施する。 科（地域保全工学講座）においてJABEE認定技術教育プログラムに沿って、継続的

認定を受けた工学部機械工学科及び建 に教育改善活動を進めた。また、新たに工学部建築学科がJABEEの認定を受け、同
築学科、生物資源学部生物圏生命科学科、学部電気電子工学科においても実地審査を受審した。また、生物資源学部共生環境
同共生環境学科（地域保全工学講座）に 学科環境情報システム学講座及び森林資源環境学講座でJABEE試行を進めた。
おいてJABEE認定技術教育プログラムに 教育学部も含めた、全学レベルでの実践英語教育を継続的に実施した。
沿って、継続的に教育改善活動を進める。

工学部電気電子工学科でJABEEを受審
する。生物資源学部共生環境学科環境情
報システム学講座及び森林資源環境学講
座でJABEE試行を進める。

欧米の大学教育の標準として広がりつ
つあるPBL教育の全学的実施を進める。
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三重大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標

③ 教育の実施体制等に関する目標

中 １（教育実施体制）
期 学科・部局・研究科に加えて大学全体の教育に責任をもつ教育実施体制の確立を図る。
目 ２（教育連携）
標 大学、地域、国を超えた教育連携を促進する。

３（学術情報基盤）
高度なＩＴと快適な教育・学習環境を備えたセンター施設を整備し、電子情報受発信の拠点機能を担うとともに、全学的視野に立った学術情報基盤を整備す

る。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

（教育実施体制） 【95】計画に基づき共通教育を全教育職 計画に基づき全学部の教員による共通教育の効率的な授業について、継続的に実
【95】全学共通の教養教育を共通教育と 員の出動によって効率的に提供する。 施した。また、共通教育開放科目を１６コマ開講するとともに、共通教育の中・上
して、全教育職員の出動体制によって提 教職科目のみならず学芸員や司書の資 級科目の受講を促す「共通教育における専門履修可能科目の認定制度」を制定した。
供するとともに、専門教育や資格科目等 格科目の他学部学生に開放する。 人文学部、生物資源学部、工学部の教職課程について、教育学部、高等教育創造
の受講についても他学部学生への開放に 学部専門教育科目の共通教育への開放 開発センターによる授業開講、生物資源学部による特任教員採用など教育体制をさ
努める。 を継続的に実施する。 らに整備した。

大学院授業科目の他研究科学生への開
放を進める。

【96】共通・専門教育担当教育職員間の 【96】（平成19年度実施済みのため、21
十分な調整のもとに、共通・専門教育の 年度は年度計画なし）
一貫したカリキュラムと成績評価基準等
の整備に努める。

【97】全学的な教育方法の研究開発と推 【97】（平成19年度実施済みのため、21
進を行うセンター、共通教育の企画・運 年度は年度計画なし）
営・改善を行うセンターを設置する。

【98】創意に溢れた重点化教育プロジェ 【98】創意溢れた教育プロジェクトや教 創意に溢れた教育プロジェクトや教育活動を選定し、支援するために三重大学教
クトを選び、全学的な実施に向けて組織 育活動を選定し、支援するために三重大 育ＧＰを継続的に実施し、８件のプログラムを選定し、成果を公表した。
的に取り組む。（三重大学教育ＧＰ） 学教育GPを継続的に実施し、その成果を 文部科学省大学教育・学生支援推進事業及び組織的な大学院教育改革支援プログ

公表する。 ラムに４件応募し、２件の採択を得た。
文科省教育GPへの申請事業について 文部科学省が主催する大学教育プログラム合同フォーラムにおいて、大学改革推

は、教育GPプロジェクト委員会のアドバ 進事業において採択された「三重大ブランドの環境人材養成プログラム」を出展し、
イスや予算配分等、必要に応じ、多様な 事業広報を行った。また、デンマーク・コペンハーゲンで開催された「国際気候変
支援を行う。 動枠組条約第１５回締約国会議（COP15)」への参加を行った。

大学教育・学生支援事業大学教育推進プログラムにおいて採択された「隣接学校
園との連携を核とした教育モデル」について、報告会を実施した。

【99】チューター制・オフィスアワー制 【99】チューター制及びオフィスアワー チューター制（学生指導・支援担当教員制に名称変更）及びオフィスアワー制に
の導入など、学生の学習支援や生活指導 制の利用状況を点検し、一層の充実を図 対しては、Ｈ２０年度教育満足度調査報告書において全学部で前年度を上回る多く
の充実を図る。 る。 の学生が満足群に属しており、継続した活動及び更なる改善を行うこととしている。

【100】学生の社会活動、ボランティア 【100】策定したボランティア支援計画 ボランティア活動の支援及び啓蒙に向けた本学「学生ボランティア推進協議会」
活動、課外活動等に対して適切な支援と に基づいて具体的な支援を行う。 による活動報告会や講演会等の活動とともに、教育の充実として、キャリア・ピア
指導に務める。 サポーター実践教育プログラムの選択必修科目６科目をＨ２２年度から新たに開講

する。

（教育連携） 【101】放送大学との単位互換事業につ 放送大学の教育協力型単位互換事業を継続的に実施し、３科目５８名の受講者を
【101】連合大学間、国内大学間、放送 いては、開講科目を見直し、継続的に実 得た。



- 61 -

大学間、海外大学間で教育の連携、単位 施する。 アジア・太平洋地域のモンゴル・中国・韓国・日本・タイ・インドネシア・オー
互換を促進する。 留学や遠隔授業などを通して海外大学 ストラリアの７カ国による「アジア・太平洋大学環境コンソーシアム」を構築し、

との教育連携や単位互換を進める。 本学が事務局として国際環境教育を積極的に展開することとした。
ＳＯＩ ＡＳＩＡの教育プログラム作

成を引き続き検討する。

【102】みえ連合大学センター等の大学 【102】三重県との連携を密にし、三重 三重県との「大学教育と高校教育との連携授業に関する覚書」に沿った教育連携
間連合の活動に積極的に関わる。 県内大学間連携事業を進める。 事業を継続して実施した。

大学間連携の発展のために、県内の大 三重県教員免許状更新講習連絡協議会を開催し、三重県及び県内大学との連携を
学のまとめ役としての役割を果たす。 図り、県内大学のまとめ役としての役割を果たした。

【103】高校との教育連携を推進する。 【103】高大連携学長補佐の配置、高大 高大連携学長補佐を継続しての配置するとともに、高大連携推進委員会を設置し、
連携推進委員会の設置等、高大連携教育 高大連携教育実施体制を継続して推進した。また、高大連携事業である東紀州講座
実施体制を継続する。 ８講座１６６名、サマーセミナー、スーパーサイエンスハイスクール６講座１２８

高大連携推進委員会が核となって、協 名、高大連携授業１科目３名の受講生を受け入れた。
議会等で県教委や高校との意見交換を行 教員免許状更新講習担当学長補佐を配置し、教員免許状更新講習実施委員会等の
い、公開授業、東紀州講座、サマーセミ 設置を行い、教員免許状更新講習の実施体制を構築するとともに、教員免許状更新
ナー、スーパーサイエンスハイスクール 講習会を実施し、必修領域８講座、選択領域１０８講座２，８５０名の受講者を得
など、高大連携事業の実施及び充実を図 た。
る。
教員免許更新講習プログラムを実施す
る。

（学術情報基盤） 【104】学術情報基盤の運営・管理のた 国立大学協会より助成を受け、大学改革シンポジウムを開催、国立情報学研究所
【104】情報基盤に関する組織・人事体 めの環境整備の改善を図る。 から学術機関リポジトリ構築事業を、三重県からは歴史街道ＧＩＳ事業を受託した。
制の改善、効率的な予算執行、外部資金 また、４回目を迎えたレクチャーコンサートには岡田文化財団からの助成を受けて
の獲得等、運営・管理のための基盤環境 いる。
整備に取り組む。 環境整備面では、附属図書館旧館部分の空調及び照明設備を更新し、ＡＶコーナ

ーの家具及び機器を更新し、利用環境の改善を図った。さらに、附属図書館新館屋
上部分にソーラーパネルを設置し、電気料金の削減、環境への負荷軽減を実施した。

【105】学術研究情報を一元的に集積・ 【105-1】学術研究情報を一元的に集積 国立情報学研究所から学術機関リポジトリ構築事業を受託し、約１，２００件の
管理できるデータベースを整備し、学内 ・管理できる学術機関リポジトリを整備 データを登録した。また、三重県の歴史・文化に関する一般書の収集を進め、三重
外へ発信する等のサービスにより、教育 ・充実し、学内外に発信する等のサービ 県から受託した歴史街道ＧＩＳにも新たなコンテンツ（錦絵・郷土誌等）を登載し
・研究活動への支援を強化する。 スにより、教育・研究活動への支援を強 た。

化する。三重県と連携して歴史的・文化
的資産集積事業をさらに推進する。

【105-1】u-Campus 実現および学生・教 学生の出欠席状況を一元的に管理・把握し、学生指導の早期サポートを目的とす
職員へのサ－ビス向上のため、ＩＣカー る出欠席管理システムについて、教務委員会に導入を提案し、今後、利便性を学内
ドを核とする情報戦略を構築する。 に周知し、導入方策を検討することとした。また、新ＩＣカード作成を検討するＷ

Ｇを設置することを役員会等において決定した。

【106】電子情報サービスの充実、電子 【106】電子ジャーナル、データベース 電子ジャーナル・データベースについてのアンケートを実施し、２０１０年契約
ジャーナル、データベース、ｅ－ＢＯＯ の整備及び目録電子化を推進するととも の基礎とし、目録遡及入力においては約２０，０００冊のデータ入力を行った。研
Ｋなどの整備に努めるとともに、デジタ に、附属図書館研究開発室で開発した新 究開発室所属教員を含めた館内研修会を実施し、図書館業務の最新情報の共有をは
ルアーカイブを活用し図書館機能の新た たな図書館機能を展開する。また、情報 かるとともに、サービスの在り方を検討した。平成２１年度から始まったスタート
な開発と情報リテラシー教育の充実強化 リテラシー教育支援を共通教育センター アップセミナーにおける情報リテラシー教育支援として、図書館ツアーを２８コマ、
を図る。 との連携のもとで強化する。 ９８６名に実施した。

【107】地域の学術情報の拠点として、 【107】地域と連携して、地域が所蔵す 三重県との共同事業として、歴史街道ＧＩＳに新たなコンテンツ（錦絵・郷土誌
地域住民に快適で機能的な教育・学習の る貴重な史料をデジタルスキャニングす 等）を登載した。また、三重県が計画中の新博物館について、博学連携室と連携し
場を提供するとともに、双方向の情報連 ることによってアーカイブを形成し、ま て三重県と定期協議を行い、三重県と連携して「文化力と地域活性化」連続フォー
携を強化する。 た館種を超えた地域の図書館等と連携し ラムを計３回（うち２回は国立大学協会共催の大学改革シンポジウム）開催した。

て県民サービスを充実する。

【108】ＡＰＡＮ（エイパン）国際会議 【108】ＡＰＡＮと三重大学の関係構築 ２月８日～２月１２日まで、オーストラリア・シドニーで第２９回ＡＰＡＮ国際
への積極的参加を核として、アジアパシ のためにＡＰＡＮのeカルチャー部門に 会議が開催され、国際交流センター国際研究部門から４名が参加し、本学がe-cult
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フィックの学術情報拠点の１つとなるこ 対して支援を行う。 ureワーキンググループの運営及び講演を行った。そこでアジア大平洋地域での文
とを目指す。 化活動のネットワーク化が提案された。

また、医療セッションでは医学部教員が本学からビデオカンファレンスを使用し
て、感染対策についての講演を行った。

【109】セキュリティーに配慮した高度 【109】セキュリティーに配慮した高度 マイクロソフト社のOffice包括契約を締結し、学生負担の軽減、統一的な情報教
で堅牢なＩＴ・ネットワーク環境を整備 で堅牢なＩＴ・ネットワーク環境を整備 育による学力の向上、研究及び事務情報基盤の拡充を図った。
する。 する。 キャンパスネットワーク環境の向上にむけて、ネットワーク機器の更新とファイ

アウォールの更新でセキュリティー強化等整備を行った。

【110】学生の教育・学習支援のために 【110】学生の教育・学習支援のために 学生用図書充実のため、教員による学生用図書の推薦をホームページから行える
学生用図書の充実を図る。 学生用図書・雑誌及びデータベースの充 ようシステムの改修を行うとともに、より広範囲の教員から推薦が受けられるよう

実を図る。 学内共同利用施設等に所属する教員にも推薦依頼を行った。



- 63 -

三重大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標

④ 学生への支援に関する目標

中 １（学生支援）
期 学生の修学、就職、生活、健康支援を総合的に行う体制を整備し、学生支援体制の充実を図る。
目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

（学生支援） 【111】「学生総合支援センター」の年 学生支援体制の見直しとして、「学生総合支援センター」を学内共同教育研究施
【111】修学、就職、生活、健康支援を 間活動計画を策定し実施するとともに、 設として位置づけ、同センター内に新たに全学的立場から学生生活の充実に寄与す
総合的に行うセンターを設置するととも その運営の点検を行い、一層の充実を図 る「学生生活支援室」を設置することで、保健管理センター、国際交流センターと
に、部局との連携のもとにきめの細かい る。 も連携したトータル的な新体制を整備した。
支援に努める。

【112】修学や学生生活全般にわたる相 【112】「学生なんでも相談室」と「学 学生なんでも相談室・分室連絡会議において、各学部の分室の活動及びチュータ
談体制の充実を図る。 生なんでも相談室分室」との連携を更に ー（学生指導・支援担当教員）との連携の状態について確認し、相互に情報交換や

強化し、各学部のチューター制度との連 対応に際しての工夫などを検討した。
携について具体的に展開する。

【113】カウンセラーを配置するなど学 【113】教職員を含めた学生支援関係者 各学部や全学で開催した年間の教職員研修やＦＤの内容と開催時期について整理
生の心の健康相談を行うカウンセリング の具体的な学生対応力の向上に向け、よ するとともに、学生対応力の向上のための研修会として、適切なテーマや時期につ
システムを充実する。 りよい学内研修のあり方について検討 いて検討した。

し、研修計画を策定する。

【114】感染症、事故、訴訟、セクハラ 【114】学生生活全般における諸注意に 「学生なんでも相談室利用カード」の改訂版の作成と配付及び新入生配付用の「学
などの対策のため、学生の安全・危機管 ついて、学生に対する「学生なんでも相 生生活ハンドブック」の内容を加筆修正した。また、老朽化の著しい男子寮の耐震
理体制や保険制度等を整備する。 談室」としての指導のあり方を検討し改 対策事業と併せて、学内経費を措置しての機能改善改修を実施した。

善する。
老朽化した男子寮の改善・充実を図

る。

【115】入学金・授業料免除、奨学制度 【115】引き続き、入学料・授業料免除、 本学独自の授業料免除制度を活用した「大学院博士課程奨励制度」に新たに地域
等の現状を調査し、学生に対する経済的 奨学制度の見直し等を検討する。 イノベーション学研究科も対象としたこと及び授業料免除枠の拡大に伴う本学にお
支援の在り方を見直す。 ける率の見直しを行った。また、予期せぬ大規模災害や世界的な経済

危機状況下における本学独自の経済支援策等について継続して検討を進める。

【116】インターンシップの拡充などに 【116】CDA資格を有するキャリア・カウ 学生の新路、就職及びインターンシップ等に関する相談体制の強化を図るため、
よってキャリア教育を促進するととも ンセラーを継続的に配置するとともに、 継続的にキャリア・カウンセラーを配置し、その対応にあたった。（相談件数：
に、就職情報室の充実や就職相談体制の 学生の就職支援により有効なカウンセリ 645件）
強化を図る。 ングの充実を図る。 共通教育センターにキャリア教育を担当する特任教授（教育担当）を配置し、共

特任教授（共通教育、キャリア教育担 通教育において当該教員を主として学生のキャリア形成や就学を支援する授業科目
当）の継続採用、初学年用インターンシ を前後期12科目を開講した。
ップの拡充、及びキャリア教育科目の継 キャリア教育の一環として今年度に開設した本学独自の資格教育プログラムであ
続実施、キャリア・ピア・サポーター制 るキャリア・ピアサポーター制度では、資格取得要件を満たした前期2名、後期11
度、キャリア教育の充実を図る。 名の学生を初級資格者として認定した。

共通教育におけるインターンシップの 就職ガイダンス、学内企業研究会及び就職相談会等を21回実施し、延べ5,471名
拡充及び全学でのインターンシップ実施 の学生が参加した。
体制の充実を図り、参加学生を150名以 インターンシップについては、キャリア支援ｾﾝﾀｰが中心となり、各学部・研究科
上確保する。 のインターンシップ指導教員等と連携を図り、事前・事後研修会の開催や学生と企

業等とのマッチング等を経て、受入企業等102機関において252名の学生が参加した。
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三重大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(2) 研究に関する目標

① 研究水準及び研究の成果等に関する目標

中 ○（研究全体の目標）
期 地域に根ざし世界に誇れる独自性豊かな研究成果を生み出す。
目 １（研究成果の目標）
標 本学の研究全体の目標に基づき、それぞれの学術分野や学際領域における国内トップレベルの研究を進める。また特定の領域での世界水準の研究を進める。

２（研究成果の社会への還元）
地域振興や社会の発展に貢献できる企業や自治体との共同研究を推進し、その成果を社会に還元する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

各部局並びに各研究単位において、研
究推進に関する計画・実行・評価・改善
のサイクルを徹底させる。

（研究成果の目標） 【117】三重大学ＣＯＥプロジェクト研 三重大学研究推進戦略室会議において、新三重大学ＣＯＥプロジェクトについて
【117】国内外の大学と比較した三重大 究を総括する。 実施内容を決定し、募集を開始した。
学の研究水準及び位置づけを検証する。 第１期三重大学ＣＯＥプロジェクトの研究成果報告書をＨＰで公開した。

【118】研究成果の社会への貢献度や社 【118】研究成果の社会への貢献度や研 平成２０年度共同研究の相手先への満足度調査を実施した。
会からの評価等から、三重大学の研究成 究活動に対する社会からの評価を把握・ 文部科学省集計の平成２０年度産学官連携実績ランキングにおいて、共同研究件
果を検証する。 検証する。 数は国立大学中１８位（昨年１７位）、金額２０位（昨年１８位）であった。

日経グローバル全国大学地域貢献ランキングで１４位（昨年１５位）、東海地区
で１位の評価を得た。

【119】独自性の観点から三重大学が誇 【119】三重大学が誇れる研究テ－マの 三重大学研究推進戦略室会議において、学内研究拠点形成に向けて、第１回拠点
れる研究テーマの掘り起こしを行う。 掘り起こしを行う。 形成講演会を開催するとともに、新三重大学ＣＯＥプロジェクトについて実施内容

等を検討し、募集を開始した。

（研究成果の社会への還元） 【120】（平成20年度実施済みのため、
【120】研究面から地域社会連携を推進 21年度は年度計画なし）
する全学的な機構を整備する。

【121】三重、伊勢湾、紀伊半島等の地 【121】（平成20年度実施済みのため、
域の諸問題をテーマにした学際的研究を 21年度は年度計画なし）
推進する。

【122】地方自治体の地域振興プロジェ 【122】都市エリア型プロジェクトの推 メディカルバレープロジェクトの研究開発支援において、研究補助金７件、研究
クトや民間企業との地域性を生かした共 進や地域フロントを核とした民間との共 委託４件を獲得し、研究活動を行った。都市エリア産官学連携促進事業に係る論文
同研究事業を積極的に推進する。 同研究など、地方自治体や民間企業との ３編を発表した。東京オフィスを７月１日に見直し、２１年１２月津市東京事務所

共同研究事業を推進する。 内に東京連絡所を開設した。

【123】利益相反に配慮しつつ、企業の 【123】利益相反管理体制を維持する。 ８月に全教員に利益相反に関する第１次自己申告書を提出してもらい、第２次自
新規事業開拓や大学発ベンチャー起業を ・キャンパスインキュベータ入居企業の 己申告書提出者について専門委員会で審議した。キャンパスインキュベータ入居者
総合的に支援する。 展示会出展等の支援を行う。 に対しては産業リーディング展への参加支援をした。また、キャンパスインキュベ

ーター入居審査を２２年１月に行い、自立し退去した企業に対しても引き続き支援
を行うこととした。

【124】三重ＴＬＯ等とも共同して地域 【124】三重ＴＬＯ、社会連携研究セン 三重ＴＬＯ、社会連携研究センターの協力の下に、知的財産評価委員会を２５回
産業への学術的知的成果や技術移転を促 ター（旧創造開発研究センター）社会連 開催し、学術的知的成果の移転に努力している。
進する。 携推進戦略室（旧社会連携創造部門）・ 届出件数 ８１件、大学承継件数７１件

ＶＢＬ研究戦略室（旧研究プロジェクト 出願件数 ７６件
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部門）等を活用して、地域産業への学術 新規発明者 ２１名
的成果や技術移転を促進する。

【125】ホームページによる研究成果や 【125】大学における研究成果や社会貢 本学の研究成果及び社会貢献活動を記事にして、広報誌「フラッシュニュース」
社会貢献に関する情報の公開を推進す 献に関する情報をフラッシュニュースや （毎月（８月を除く。）発行）や「ウェーヴ三重大」（年２回発行）として発行す
る。 ウエーブ三重大等で発表するとともに、 るとともにホームページにも掲載して、広く社会へ向けて公開した。

ホームページや報告書で公表する。 また、ＶＢＬ研究活動報告書、社会連携研究センター報告書、災害対策プロジェ
クト室活動報告書、知的財産活動報告書、生命科学研究支援センター活動報告書を
作成した。
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三重大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(2) 研究に関する目標

② 研究実施体制等の整備に関する目標

中 １（戦略的研究体制）
期 地域に根ざし世界に誇れる独自性豊かな戦略的研究体制を確立する。
目 ２（知的財産）
標 三重大学独自の知的財産の拡大を図る。

３（学際的研究）
学部・研究科を超えた学際的研究及び国内外の大学との共同研究を積極的に推進する。

４（研究活動評価）
研究活動へのモチベーションを与える研究活動評価システムを導入する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

（戦略的研究体制） 【126】研究の質の維持・向上を図るた 三重大学研究推進戦略室を設置し、研究活動の活性化のための取組を開始した。
【126】学長主導の人事・財政・研究環 め、研究倫理に関する研修会等を実施す また、学部にも研究推進戦略室に対応した組織を設置し、連携して活動ができる
境支援システムを確立し、戦略的な研究 る。また、戦略的な研究支援体制につい ように措置した。研究推進戦略室の主催で次の講演会等を開催した。
支援を可能にする。 て総括し、改善向上策等を検討する。 臨床研究講演会 （４月）

科学研究費補助金説明会（７月、９月）
拠点形成講演会 （９月）

【127】三重大学を代表する研究課題を 【127】新しい三重大学ＣＯＥプロジェ 三重大学研究推進戦略室会議において、新三重大学ＣＯＥプロジェクト－Ａにつ
採択し、期限を限って特段の優遇支援を クト研究について検討する。 いて実施内容等を決定し、募集を開始した。
行う。（三重大学ＣＯＥ） ＣＯＥプロジェクト－Ａ（３～４件採択、１件当たり300万円支援）

【128】地域性、国際性、独自性、学際 【128】優れた若手研究者に期限を限っ 三重大学研究推進戦略室会議において、新三重大学ＣＯＥプロジェクト－Ｂ（若
性等から採択された将来性のあるプロジ て支援を行う。 手研究者対象）について実施内容等を決定し、募集を開始した。
ェクトに対し、期限を限って支援を行う。 ＣＯＥプロジェクト－Ｂ（２０件採択、１件当たり100万円支援）

【129】研究業績評価を行い、優れた研 【129】客観的な業績評価を受けた若手 科学研究費補助金若手研究に不採択になった研究者のうち、審査成績が良かった
究者・研究グループに対する優遇措置を 研究者・研究グループに対する優遇措置 者１３名について、翌年度の科研費の獲得を目指すために、一人当たり研究費５０
推進する。 を実施する。 万円を配分した。

前年度の若手研究プロジェクトの報告書を作成した。

【130】特色ある文理融合型独立大学院 【130】（平成20年度実施済みのため、
や大学院独立専攻科等の設立に努力す 21年度は年度計画なし）
る。

【131】研究設備の全学的効率的利用を 【131】研究スペースの利用状況点検結 研究設備の有効利用や充実改善を図るために、研究推進戦略室会議において、平
図り、研究支援を行うセンターの機能を 果を基に、研究スペース利用の改善を図 成２１年度設備のマスタープランを策定し、概算要求する機器と自助努力により整
充実する。 る。 備する機器を決定した。

また、学内共同研究施設等における研 学内施設の利用状況の点検を行い、研究スペースの利用に関して、光熱水料負担
究設備の利用状況の点検結果を基に、研 額の見直しなど改善を図った。
究設備の有効利用や充実改善を図る。

（知的財産） 【132】（平成20年度実施済みのため、
【132】研究者から創出される研究成果 21年度は年度計画なし）
の特許化を奨励し、知的財産として管理
・活用する機構を整備する。

【133】知的財産管理者の育成に努める。 【133】教員及び大学院生、県内中小企 平成２２年３月にＭＩＰ（Mie Intellectual property）特許塾を４回開催し、
業の知的財産に関する教育を行う。 教員・大学院生及び県内企業に対する知的財産管理、特許検索法並びに明細書作成
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演習の教育を行った。また、知的財産活動報告書のとりまとめを行った。

【134】成功報酬制度等の検討を含め、 【134】知的財産表彰規程に基づき表彰 本学独自の知的財産の拡充を図るために昨年に継続して、知的財産評価委員会に
特許取得を教育職員活動評価の重要な項 を行う。 て平成２０年度に係る発明届出数等により表彰対象者の選定を審議し、５名に対し
目と位置づける。 て学長表彰を行った。

（学際的研究） 【135】講座・学部・研究科を超えた学 科学研究費補助金の研究内容について、講座・学部・研究科を超えた学際的共同
【135】講座・学部・研究科を超えた学 際的共同研究を教員活動評価項目に含 研究（９８件）を調査した。
際的共同研究を全学的に奨励する。 め、推進する。 研究推進戦略室を中心に、講座・学部・研究科を超えた学際的共同研究を推進し

た。
三重大学リサーチセンターを７件発足させた。

【136】国内大学間の共同研究を奨励す 【136】連携協定を締結した大学との間 鈴鹿医療科学大学との共同研究が８件（人文学部１件、教育学部１件、医学系研
るとともに、連携大学間の共同研究を重 で共同研究を推進する。また国内大学間 究科５件、地域イノベーション研究科１件）実施され、連携が促進している。
点的に推進する。 の共同研究の現状調査に基づき、これら 食の安全・安心をテーマに合同講演会を開催した。

の更なる推進を検討する。

【137】三重大学の研究の特色を生かし 【137】三重大学の研究の特色を生かし 平成２１年度科学研究費補助金による国際大学間の共同研究（１７件）の現状
た国際的な共同研究を推進する。 た国際的な共同研究を総括する。 を調査した。

研究推進戦略室会議を中心に、国際大学間共同研究を推進した。

【138】地域公共団体や地域企業との共 【138】地域公共団体との共同研究や、 県内地方公共団体・地域企業との共同研究等を調査するとともに共同研究を推進
同研究を推進する。 地域企業との共同研究を推進する。 している。

平成２１事業年度
共同研究：地方公共団体 １２件、地域企業 １００件
受託研究：地方公共団体 ２５件、地域企業 １３件

合計１５０件

（研究活動評価） 【139】（平成20年度実施済みのため、
【139】社会に開かれた教育職員活動評 21年度は年度計画なし）
価システムの一環として、研究活動評価
を実施する。

【140】競争的研究資金の獲得や学会賞 【140】教員の外部資金の獲得状況に応 平成２１年の外部資金獲得状況を調査し、研究推進戦略室会議において、三重大
等の受賞等、優れた実績のある研究者・ じた優遇措置を実施する。 学報奨金支給対象者２１２名を決定した。獲得額の多い研究者１２名に対しては、
技術者等の優遇措置を検討する。 学長表彰を併せて実施した。
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三重大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(3) その他の目標

① 社会との連携に関する目標

中 ○（社会貢献全体の目標）
期 社会との双方向の連携を促進し、三重大学が地域社会にとって必要不可欠で、その誇りとなる存在になる。
目 １（知の支援）
標 地域に根ざした知の支援活動を促進する。

２（産学官民連携の強化）
地域に根ざした産学官民連携を推進し、地域や住民との連携事業の充実を図る。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

各部局において、社会貢献推進に関す
る計画・実行・評価・改善のサイクルを
徹底させる。

（知の支援） 【141】（平成20年度実施済みのため、
【141】市民に対する知の支援の窓口（サ 21年度は年度計画なし）
テライト）を広げる。

【142】三重大学出版会や地域放送局等 【142】地域文化に関するフォーラムや 津市と協力して「？発見塾」三重大学シリーズを全６回開催し、４３０名の参加
の地域メディアを積極的に活用する。 地震防災に関する連続シンポジウムなど を得た。また、中部電力・皇學館大學・各自治体等と協力して文化フォーラムを計

を、地域メディア等を活用して支援する。１０回開催し、６３０名の参加者があった。

【143】公開講座や公開授業 、科目等履 【143】地域住民が参画できる教育活動 大学主催の「三重大学公開講座」を５回開催し、２３７名の参加を得るとともに、
修生など地域住民が参画できる教育活動 の充実を目指し、大学主催、学部主催、 三重県と連携した公開講座"みえアカデミックセミナー２００９三重大学"を２回開
を充実し、継続する。 他機関との連携による、３種類の公開講 催し、１３７名の参加者を得た。また、学部主催の公開講座が２２回開催され、

座を継続して実施する。 ６０５名の受講者を得た。
三重大学市民開放授業を開始する。 三重大学市民開放授業を開始し、前期７科目９名・後期１１科目１３名の受講者

を得た。
公開講座開催案内について、津市の回覧板を利用して市民に周知するとともに、

過去の参加者へ送付した。

【144】キャリアアップ教育に貢献する。 【144】社会人のキャリアアップ教育に 工学研究科において、産業界と学生からの多様なニーズ応えた高度専門技術者の
貢献する専門職大学院等について、継続 育成を目的とした、創成工学コースを継続して開講した。
的に検討する。 三重県・四日市市・三重大学共催の産学連携技術者育成講座を開催し、１９日間

MOT分野他、実践的教育を特徴とする、 ２９名、三重県・津市・三重大学共催の組込ソフトウェア及びメカトロ技術者育成
創成工学コースを工学研究科に開設す 講座を開催し、５日間３０名の受講者を得た。
る。

社会人の「学び直し」支援プログラム
（全学）、MOT教育プログラム（工学研
究科）、オーバードクターのビジネス・
エリート化プログラム（医学系研究科）
を継続して実施する。

三重県、四日市市、地域企業と連携し
て、社会人技術者のキャリアアップ教育
（於四日市市）を実施する。

【145】大学が保有する学術資料を公開 【145】大学が保有する学術資料を、地 新国立劇場オペラ研修所によるレクチャーコンサートを開催し、３６４名の入場
・展示したり、それらに基づいたシンポ 域と連携して公開・展示するとともに、 者があった。また、大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館との共催による「ベルリ
ジウム等を毎年開催する。 それらに基づいたシンポジウム等を開催 ンの壁崩壊並びにドイツ再統一２０周年」記念巡回展を本学附属図書館所蔵資料等

する。 による展示と併せて開催すると共に、大学祭期間中に総領事館から講師を招いて標
記タイトルによる講演会を開催し、１３２名の参加を得た。
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【146】地域の図書館等、情報関連機関 【146】地域の図書館等、情報関連機関 津市教育委員会の学校図書館いきいき推進事業として、研修講座を２回担当（図
やＮＰＯなど外部団体に対して、情報サ やＮＰＯに対して、情報サービス体制の 書を分類する - 学校図書館のためのＮＤＣ入門 -、インターネットで情報検索）
ービス体制の向上を図り、大学の知的情 向上を図り、大学の知的情報を提供する。し、津市子ども読書推進協議会にも委員として参画した。また、一身田中学校及び
報を提供する。 三重大学生のインターンシップを受け入れた。

（産学官民連携の強化） 【147】三重県との定期懇談会を開催し、 １月に三重県との「医療」分野における連携に関する協定の締結を行い、２月に
【147】官公庁や民間企業の各種事業に 双方の課題解決に取り組むとともに、協 は三重県との定期懇談会「地域医療体制の確保」、「新県立博物館の整備について」、
専門的立場から積極的に協力する。 定締結自治体・企業との関係強化を推進 「美し国おこし・三重」、「地域産学官連携の取組」を主議題として意見交換を行

する。 うなど、三重県との連携をさらに深めた。
また、三重県知事と県下の主な企業、官公庁等の集まりである「三重県月一会」

や津市等に所在する政府機関等の集まりである「火曜会」、津商工会議所主催の三
重県議会議員と津市の主な企業、官公庁等の集まりである「木曜会」等に参画し、
官公庁や民間企業との連携推進をさらに図った。

三重県等との連携によるＪＳＴ地域産学官共同研究拠点整備事業に採択され、地
域に根ざした「食」を基軸に食品関連産業を支援する拠点「みえ“食発・地域イノ
ベーション”創造拠点」を設置することとなった。

協定締結自治体・企業との更なる関係強化のため、相互友好協力協定を締結して
いる四日市市他県内８市町と、大学サテライト、教育・文化・生涯学習等について
連携活動を行うとともに中部電力他９企業との産業創出及び共同研究等の地域活性
化に関する研究活動、地域振興のための学術的活動、人材の交流・育成等産学連携
活動を行った。

地域貢献の一環として、三重県、津市、四日市市等の各種審議会委員等に各教員
が専門的立場から積極的に参画した。

【148】地方公共団体との相互友好協力 【148】相互友好協力協定を締結してい ７月に志摩市との協定更新について双方協議の上、連携推進のため協定内容の見
協定を締結し、地域の特性を活かした総 る市町村等との連携活動を強化する。 直しを行い協定を更新した。
合的な連携を深める。 また、４月に第三銀行、７月に三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社

との包括協定を締結し、１０月に名古屋市において共同セミナーを開催した。
また、１１月には、「三重大学とＪＡグループ三重との産学連携」に関する包括

協定を新たに締結をし、２月には、地域社会の求める人材の養成輩出、健康・安全
な市民生活、学芸、環境及び産業の発展向上への貢献における重要なパートナーと
して「三重大学と朝日大学との包括的連携」に関する協定を新たに締結した。

また、和歌山大学との懇談会を１月に開催し、「三重大学と鈴鹿医療科学大学と
の包括的連携に関する協定に基づく連携協議会」を２月に開催した。

【149】地域住民と一体となった共同研 【149】地域住民と一体となった共同研 三重大学産官学研究交流フォーラムを開催した。三重大学文化フォーラムを開催
究、文化活動、ＮＰＯ活動等を奨励する。究、文化活動・ＮＰＯ活動を推進する。 した。（２回）三重防災コーディネーター育成講座、三重県・伊勢湾岸地域の自然

災害と防災・減災シンポジウム等を開催した。（８回）地域貢献活動の公募を行い、
１９件を採択し、本活動を推進し、併せて活動内容をホームページに掲載した。地
域活性化システム論講座の開催を行った。
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三重大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(3) その他の目標

② 国際交流に関する目標

中 ○（国際交流全体の目標）
期 教育・研究・サービス活動において三重大学の独自性を発揮できる国際交流を促進する。
目 １（国際戦略）
標 国際交流の戦略的な拡大と充実を図る。

２（学内国際化）
国際交流イベントや国際共通カリキュラムの推進などによって、国際感覚が自然に身につきやすい学内環境作りに努める。

３（外国人受け入れ）
留学生、外国人研究者の受け入れ体制を整備し、充実を図る。

４（国際貢献）
国際的諸課題について教育研究面での国際協力に貢献し、国際協力事業の充実を図る。

５（基金）
国際交流基金の拡大を図り、戦略的な支援を行う。

６（地域国際交流支援）
地域の国際交流の発展を支援する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

（国際戦略） 【150】国際交流センターが共通教育科 「英語による国際教育科目（１７科目３４単位）」を共通教育の統合科目として
【150】国際交流活動を支援する全学セ 目として提供する「英語による国際教育 開講した。
ンター組織を設置し、学内国際交流の一 科目」の充実を図る。部局と連携した国 協定校等との交流を活発化するため、「学部固有の国際交流事業」に５学部（
括管理体制を整える。 際交流の実施体制について検討する。 １３事業）への支援を行い、併せて部局との連携強化を図った。

「海外先進大学への教職員の派遣制度」に５学部（９名）への支援を行い、派遣
者からの公開報告会を実施した。

【151】産学官民の地域圏連携を基盤と 【151】メディカルバレー構想の推進の Ｉ ｉｎ Ｕ プランによる国際機関邦人職員による国際的な教育、エネルギー及
した国際交流の展開を試みる。 ために、ドイツビオコンバレーとの国際 び環境に関する特別講義を７月～１月にかけて計５回行い、教職員、学生ら多数が

連携交流を進めるとともに、スウェーデ 聴講した。
ン・デンマークからなるオルスンド地域 三重県－中国（瀋陽・本渓地域）医療・健康・福祉産業ミッションに本学から６
との国際連携交流を引き続き推進する。 名を派遣し、メディカルバレープロジェクトの連携・推進を図った。
三重県ー中国、医療・健康・福祉産業ミ
ッションの推進を図る。国際機関との交
流の拡大を図る。

【152】人と自然の調和・共生をテーマ 【152】３大学ジョイントセミナーを推 ３大学国際ジョイントセミナー＆シンポジウムを本学で開催し、海外の学術協定
にアジアパシフィック地域における国際 進する。本学の教育・研究の発展にセミ 締結大学等から５カ国１６大学９４名（学生６４名、教職員３０名）及び本学から
セミナーを軸に戦略的国際交流の充実を ナーを活用する。 約９０名の学生・教職員が参加し、盛会のうちに終了した。
図る。 また、本学学生の発表者に対して、英語による国際教育科目の英語による論文作

成や口頭発表方法について、集中講義による指導を行った。

【153】三重大学の国際競争力強化に資 【153】APAN国際会議への参加、およびS ６月に教育学部社会教材研究の受講生を対象に、シドニー大学とオーストラリの
する教育・研究・運営手法等を海外から OI ASIAの教育プログラム作成を引き続 文化に関する遠隔講義を行った。
学ぶ。 き継続することに加え、姉妹校であるタ 後期から、教育学部の英語の授業の一環でミシガン大学とポリコムを使った遠隔

スマニア大学との交流の推進を図る。 授業やノースカロライナ大学とのメール、スカイブ等を使っての交流事業を行った。
２月８日～２月１２日まで、オーストラリア・シドニーで第２９回ＡＰＡＮ国際

会議が開催され、国際交流センター国際研究部門から４名が参加し、本学がe-cult
ureワーキンググループの運営及び講演を行った。そこでアジア大平洋地域での文
化活動のネットワーク化が提案された。 また、医療セッションでは医学部教員が
本学からビデオカンファレンスを使用して、感染対策についての講演を行った。

２月にＳＯＩ ＡＳＩＡの授業に関して医学部教員が、慶応大学で打合せを行っ
た。
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（学内国際化） 【154】留学生と日本人学生との交流を 「語学研修」、「英語による国際教育科目」、「国際インターンシップ」、「３大学
【154】海外からの留学生・研究者と学 推進する。国際交流センター主催による 国際ジョイントセミナー＆シンポジウム」への参加を奨励する「国際キャリアアッ
生・教育職員との交流を深める。 国際交流週間を開催し、世界の様々の文 プ説明会」を開催した。

化の理解を深める。 国際交流センター主催（人文学部及び教育学部が共催）の「留学フェア２００９」
を開催した。

留学生会企画による奈良・東大寺など（８月）及び神戸・異人館など（１２月）
の外国人留学生のための研修旅行を実施し、日本文化の見学・体験や留学生同士の
交流を深めた。

１１月には、三重県内各高等教育機関にも参加を呼びかけて「国際交流スポーツ
大会（ソフトバレーボール及びバドミントン）」を実施した。

１２月には国際交流センター主催の「留学生交流パーティー」を実施し、地域の
留学生支援団体からの参加もあり交流を深めた。

「外国の大学へ留学する学生を対象とした国際交流特別奨学生制度」により、協
定大学へ留学する３名の学生への支援を行った。

日本学術振興会若手研究者交流支援事業－東アジア首脳会議参加国からの若手研
究者招へい－によるインドネシア、マレーシアへ教員を派遣した。

【155】学生・留学生の共通授業として 【155】外国語を取り入れた国際共通カ 「英語による国際教育科目（１７科目３４単位）」を共通教育の統合科目として開
の英語による国際共通カリキュラム等に リキュラム等による授業の国際化、また 講した。
より授業の国際化に努める。 異文化理解や国際感覚を身につけること 英語による国際教育科目の充実を図り、共通教育の統合科目として本年度の「

を目的としたカリキュラムの設置など、 １７科目３４単位」から来年度「２３科目４６単位」に拡大することを決定した。
授業における学内国際化の方策について 後期から、教育学部の英語の授業の一環でノースカロライナ大学とのメール、ス
検討を行う。 カイブ等を使っての交流事業を行った。

【156】インターネット、遠隔授業等に 【156】ノースカロライナ大学、ミシガ 「英語による国際教育科目（１７科目３４単位）」を共通教育の統合科目として
より海外大学との授業交流を試みる。 ン大学との遠隔授業の充実を図るととも 開講した。

に、その他の国際遠隔授業（SOI ASIA） タイ・アジア工科大学院（ＡＩＴ）との学生交流協定を締結した。
コンテンツ作成を進める。 後期から、教育学部の英語の授業の一環でミシガン大学とポリコムを使った遠隔

授業やノースカロライナ大学とのメール、スカイブ等を使っての交流事業を行った。
２月にＳＯＩ ＡＳＩＡの授業に関して医学部教員が、慶応大学で打合せを行っ

た。

【157】テレビ会議システムなどを用い 【157】国際交流活動にポリコムによる タイからの国際インターンシップ学生５名の受入れ及び本学からタイへ７名の学
て、学生、教育職員の積極的な国際交流 テレビ会議システムを積極的に利用する 生を派遣し、国際インターンシップ学生の報告会を計５回に渡り実施した。
活動への参画を促す。 とともに、メディアホールの活用を進め ７月にタイ・タマサート大学東アジア研究所内に本学の活動拠点のサテライト事

る。 務所として、「三重大学タイ教育研究センター」を開所した。また、１月にダブル
協定大学との調印式をポリコムを利用 ディグリープログラムオフィス（インドネシア・スリヴィジャヤ大学内）を開設し

するなどし、手続きの迅速化と経費節減 た。
を積極的に進める。 国際インターンシップにより本学へ留学を行う場合、国際インターンシップ制度

の円滑な推進を図るため、本学の外国人留学生宿舎の使用料金を免除することとし
た。

【158】国際インターンシップの整備に 【158】国際インターンシップの充実の 「語学研修」、「英語による国際教育科目」、「国際インターンシップ」、「３大学
努める。 ため、実施体制、ガイドラインの見直し、国際ジョイントセミナー＆シンポジウム」への参加を奨励する「国際キャリアアッ

単位の取扱い等について検討する。 プ説明会」を開催した。
経済産業省が主管の「アジア人財育成 国際交流センター主催（人文学部及び教育学部が共催）の「留学フェア２００９」

事業」を引き続き推進する。 を開催した。
新渡日の留学生を対象にした「留学生ガイダンス」を実施した。
本学大学院研究科に入学する私費外国人留学生の優遇制度に係る学業成績優秀留

学生１０名を決定した。 
「三重大学国際交流特別奨学生制度」により、協定大学からの留学生２０名（月

２万円の奨学金）の支援を決定した。
留学生が、授業開始前から宿舎に入寮できるように制度を改正した。

（外国人受け入れ） 【159】留学生、在留研究者受入れの基 「英語による国際教育科目（１７科目３４単位）」を共通教育の統合科目として
【159】留学生・在留研究者受け入れの 本方針について検討しつつ、受け入れ態 開講した。
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基本方針を定め、受け入れ環境・支援体 勢の再整備を進める。危機管理等国際交 英語による国際教育科目の充実を図り、共通教育の統合科目として本年度の「
制の整備に努める。 流サービスの充実について検討する。協 １７科目３４単位」から来年度「２３科目４６単位」に拡大することを決定した。

定大学からの短期留学生への奨学金制度
を実施する。

【160】短期留学プログラム等、留学生 【160】留学生の受入体制の更なる充実 「英語による国際教育科目（１７科目３４単位）」を共通教育の統合科目として
教育を充実する。 を図るため、ホームページを充実する。 開講した。

英語による国際教育科目の充実を図り、共通教育の統合科目として本年度の「
１７科目３４単位」から来年度「２３科目４６単位」に拡大することを決定した。

（国際貢献） 【161】タイ国・チェンマイ大学と次期 英語による国際教育科目の授業の一環として、国際協力機構（ＪＩＣＡ）の協力
【161】国際援助事業や国際教育プログ 国際協力機構（ＪＩＣＡ）プロジェクト を得て、「国際協力入門セミナー」及び「国際理解セミナー」を実施した。
ラムによる途上国支援に努める。 について検討する。ＡＰＡＮ国際会議へ ２月８日～２月１２日まで、オーストラリア・シドニーで第２９回ＡＰＡＮ国際

の参加を継続する。ＳＯＩ ＡＳＩＡへ 会議が開催され、国際交流センター国際研究部門から４名が参加し、本学がe-cult
積極的に参加する。 ureワーキンググループの運営及び講演を行った。そこでアジア大平洋地域での文

化活動のネットワーク化が提案された。また、医療セッションでは医学部教員が本
学からビデオカンファレンスを使用して、感染対策についての講演を行った。

２月にＳＯＩ ＡＳＩＡの授業に関して医学部教員が、慶応大学で打合せを行っ
た。

【162】国際的諸課題を解決するための 【162】国際共同治験（グローバル治験） 昨年度に引き続き、国際共同治験（グローバル治験）を実施し、本年度８件を受
国際協力に参画する。 の受入れ体制を充実するとともに、国際 託した。

環境協力、特にタイ北部の省農薬研究を 韓国・梨花女子大学校の学生１１名が「海外学習プログラム」の一環で、本学で
通しての環境研究・教育拠点作りをさら 日本の公害について事前学習や四日市市で「四日市公害と裁判」の写真展を見学し
に推進する。 た。

本学で環境教育をテーマに第９回国際環境シンポジウム「四日市学」が開催され、
中国、韓国、タイの大学等からの参加があった。

（基金） 【163】「三重大学振興基金」の設立を 「海外先進大学への教職員の派遣制度」に５学部（９名）への支援を行い、派遣
【163】国際交流基金の募金活動を行う。 踏まえて「三重大学国際交流基金」の充 者からの公開報告会を実施した。

実を図る。

【164】大学の国際交流方針に沿った戦 【164】国際戦略を見据えた「三重大学 協定校等との交流を活発化するため、 「学部固有の国際交流事業」に５学部（
略的な基金配分を行う。 国際交流基金」の充実を図る。 １３事業）への支援を行い、併せて部局との連携強化も図った。

「外国の大学へ留学する学生を対象とした国際交流特別奨学生制度」により、協
定大学へ留学する3名の学生への支援を行った。
「海外先進大学への教職員の派遣制度」に５学部（９名）への支援を行い、派遣者
からの公開報告会を実施した。

（地域国際交流支援） 【165】積極的に地域の国際交流活動や 三重地域留学生交流推進会議総会及び運営委員会を本学で開催し、留学生と地域
【165】地域の国際交流活動やネットワ ネットワークに参画できる学内体制を整 との交流（留学生と地域企業との交流事業）について、各経済団体等へのＰＲ依頼
ークへの参画を奨励する。 備する。 を行った。

【166】大学の国際交流に関する情報を 【166】学内・学外からの留学生への情 国際交流センター運営会議で、国際交流センターのホームページのリニューアル
ホームページなどで地域へ発信する。 報提供の充実のための、ホームページの について検討し、「国際交流センターウェブサイトリニューアルデザイン」が完成

開発を図る。 した。
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三重大学

Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上
(3) その他の目標

③ 附属病院に関する目標

中 ○三重大学医学部附属病院全体の目標
期 ［患者様中心の医療］
目 患者様の信頼と満足が得られる最高・最良の医療を安全に提供する。
標 ［地域と世界の医療への貢献］

地域医療に貢献し、医学・医療の国際交流に努める。
［臨床研究・人材育成推進］

未来を拓く臨床研究を推進し、次代を担う優れた医療人を育成する。
１（診療）

患者様の信頼と満足が得られる最良・最高質の医療サービスと高度先進医療を安全に提供する。
２（人材）

優秀な医師、看護師、コ・メディカル、医療職員、研修医を広く求め、人事の流動化を促進し、卓越した人材を引きつけることのできる魅力ある病院つくり
を行う。

３（教育）
○ ｢感じる力｣｢考える力｣｢生きる力」がみなぎり、地域に根ざし国際的にも活躍できる医療人を育成する。

①（医学科卒前臨床実習）
効果的な診療参加型実習の徹底により、臨床の現場での問題解決能力と高い倫理観・使命感を醸成し、優れた医師養成をめざす。

②（看護学科卒前臨地実習）
人間性豊かな看護サービス提供の実体験を重視した総合看護臨地実習を実施する。

③（医師卒後臨床研修）
卒後臨床研修必修化の理念と目的に沿って、プライマリーケアを中心とした幅広い医療知識と技術を有する総合臨床医を養成する初期臨床研修プ

ログラムを開発し、広く全国から多数の研修医を受け入れる。
④（専門医研修）

高度先進医療を担う専門医の養成を目的とした知識と技術を習得させる専門臨床研修コースを開設する。
⑤（コ・メディカル教育）

看護師、薬剤師、臨床検査技師、放射線技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学士等のコ・メディカルスタッフの教育カリキュラムを充実させ、
能力開発を推進する。

４（研究）
○地域医療機関と連携し世界に誇れる質の良い臨床研究・治験を推進する。

①（先端医療の推進と開発）
高度かつ独創的な先端医療とトランスレーショナルリサーチを推進し、先端医療技術の開発に寄与する。

②（臨床研究）
科学的、医学的、倫理的な面において品質保証された臨床研究を実施し、世界に発信する。

③（共同研究の推進）
三重大学で開拓した先端的医療技術、及び臨床研究・研究にて得られたエビデンスを積極的に公開することにより、地域の企業、公共研究機関等

との共同研究の推進を図る。
④（院内における臨床治験）

質の良い医薬品の臨床治験を実施する。
⑤（地域を網羅した地域圏臨床治験ネットワークの整備）

地域圏における臨床研究・治験推進の体制を整備する。
５（社会貢献）

地域住民への健康教育や医療人の生涯教育に貢献し、自治体や地域医療機関との連携を緊密にして、地域社会の保健・医療水準の向上にとって必要不可欠な
指導的中核病院となる。

６（国際化）
診療・教育・研究・医療サービス活動において附属病院の独自性を発揮できる国際化を促進する。

７（説明責任）
徹底した情報公開と不断の自己評価に努め、各種の病院機能評価を受ける。

８（経営・管理・組織）
病院長のリーダーシップによる速やかな意志決定と機動的な運営及び組織改編を可能とし、経営の専門家も加えた戦略的病院経営を実現する。

９（安全・危機管理、暴力・法務対策）
医療事故、院内感染、患者情報の漏洩、災害、犯罪等を未然に防ぎ危急時の適切な対処を速やかに行うための安全・危機管理体制を整備する。

１０（効率化・合理化）
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医療の質を保ちつつ業務の合理化・効率化に取り組む。
１１（診療・教育・研究環境基盤）

患者様、学生、医療従事者、職員にとり快適性、安全性、機能性を備えた診療・教育・研究環境基盤を整備する。
１２（経営資源）

健全な経営を達成・維持するために自己収入の増加、外部資金の獲得、経費節減に組織的に取り組む。
１３（再開発）

高度化された現代臨床医学に対応できる附属病院の再開発を目指す。

進捗
中期計画 平成21年度計画 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

状況

（診療） （平成20年度の実施状況概略）
【167】診療科の再編による医 健診センター及び医療福祉支援センター前方支援部門について、スペースの
療サービスの向上を図る。 確保、人員配置を図り組織体制を整備し業務を開始した。外来化学療法部門に

ついて、２１年４月に外来化学療法部を設置することとした。入院センターの
整備について、副病院長（診療担当）を長とするＷＧにおいて継続して検討中
である。また、平成２０年１２月１５日付けで三重県における肝疾患診療連携
拠点病院の指定を受けるとともに、院内に「肝炎相談支援センター」を設置し、
肝炎を中心とする肝疾患診療体制の確保と診療の質の向上を図った。

１７年度に導入した診療助教について、２０年４月以降、各診療科等の規模
・実績等を考慮し、２４診療科・中央診療施設等、延べ５２名の医員に対して
診療助手の称号を付与し、適正配置を図った。

【167-1】外来診療体制等を整備し、医 Ⅲ （平成21年度の実施状況）
療サービスの向上を図る。 外来化学療法部においては、毎月１回（第３金曜日）、外来化学療法部運営

委員会を開催し、医師、看護師、薬剤師から、それぞれの業務における現状報
告現状告を行い、問題点を提案し改善を図った。

また、毎週１回外来化学療法カンファレンスを行い、新患患者の紹介及び症
例についての検討を行っている。

このほか、医療サービスの向上を図る目的から、１０月に患者満足度調査を
実施した。２０年度実施分より調査項目等を新たに増やしたが、２１年度に調
査項目の見直しを行った。調査後は医業コンサルティング業者による統計結果
の分析も行った。

【167-2】診療科の規模・実績等に応じ １７年度に導入した診療助教について、２０年４月以降、各診療科等の規模
た医師の適正配置に努める。 ・実績等を考慮し、２４診療科・中央診療施設等、延べ１０２名の医員に対し

て診療助手の称号を付与し、適正配置を行った。

【168】高度先進医療を推進す （平成20年度の実施状況概略）
る。 患者満足度調査について、２月（外来：２月１３日（金）及び１８日（水）、

入院：２月９日（月）～２０日（金）までの期間）に実施し、調査結果の分析、
改善策の提示を外部委託し、医療サービスの向上を図った。

生体肝移植を６例、骨髄移植を４例、腎移植を１例、臍帯血移植を１例、血
管内治療（脳、心臓、大血管）を７０９例（月平均５９例）実施し、先進的な
医療の提供を行った。また、腎移植説明会を６月に実施した。

健診センターの組織体制を６月に整備し、臨床ＰＥＴ検査１，０１７件、健
診ＰＥＴ検査１１３件、前立腺がん検診４２件、肺がん検診３２件を実施した。
また、９月に医学部・附属病院職員及びその家族を対象としたマンモグラフィ
乳がん検診説明会を開催し、乳腺センター長小川朋子教授による講演「乳がん
の疫学と臨床」、三重乳がん検診ネットワーク理事長竹田寛病院長による講演
「三重乳がん検診ネットワークと日高見プロジェクト」のほか、後援の「福井
ピンクリボンの会」からの講演を行い、１０月から乳がん検診を７４件実施し
た。

院内クリティカルパスを見直し、３９症例のクリティカルパスを設定（７月）、
適用（８月）するとともに、腹腔鏡下胆嚢摘出術３２件、腹腔鏡下脾摘出術５
件を実施し、４日間程度の入院期間短縮を図った。なお、腹腔鏡下胆嚢摘出術、
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腹腔鏡下脾摘出術に係るクリティカルパスの導入については、検討中である。
がんセンターリーダー会議（月１回）、同会議教育・研修部門会議（月１回）

及びTumor Board（症例検討会）（月１回）を定期的に開催した。がんセンタ
ーリーダー会議には県のがん対策担当職員も出席し、院内がん登録並びに県内
医療機関のがん登録の推進について審議した。がんチーム医療研究会（９月・
２月）、緩和ケア研修会（８月・３月（主催））を開催・支援し、がん診療に
携わる医師、看護師等医療スタッフの教育を推進した。各地区医師会、地域医
療機関及び地域がん診療連携拠点病院と地域がん診療クリティカルパスへ繋げ
る研究会（２月）を立ち上げた。県民に対するがん治療や検診の啓蒙活動とし
て市民公開講座（紀南地区（２月）、中勢地区（２月））を実施した。三重県
がん診療連携協議会（２月）を開催し、がん登録、研修計画、地域連携クリテ

Ⅲ ィカルパスの整備その他三重県のがん診療連携について協議した。

【168-1】患者満足度調査を実施する。 （平成21年度の実施状況）
生体肝移植、腎移植、などの臓器移植、 患者満足度調査は２０年度より調査項目等を新たに作成し、統計分析を行っ

細胞移植（骨髄・臍帯血）血管内治療（脳 た。２１年度において１０月に実施した。
・心臓・大血管）を推進する。 また、生体肝移植は８症例、生体腎移植は２症例、臍帯血移植は２症例、血

管内治療（脳、心臓、大血管）１，０１４症例、骨髄移植（同種移植・自家末
梢血幹細胞移植）は９症例の実績があった。

いずれにおいても、質及び量とも有効かつ先進的な医療の提供を行うことが
できた。

【168-2】ＰＥＴ実施件数の増とＰＥＴ 中央放射線部のフィルムライブラリー跡のスペースを有効利用し、１２月末
を用いた先端医療を推進する。 に健診センターを設置した。同センターでは、がん、高血圧、心臓病、高脂血

症及び糖尿病などの生活習慣病の予防及び早期発見を促進するとともに、地域
住民の健康の維持増進に寄与している。

施行検査等の実績は、臨床ＰＥＴ検査９８９症例、健診ＰＥＴ検査１３７症
例、前立腺がん検診１８症例、肺がん検診２３症例、乳がん検診５０症例であ
った。

【168-3】腹腔鏡手術による入院短縮治 腹腔鏡下胆嚢摘出術３３件、腹腔鏡下脾摘出術６件を実施し入院期間の短縮
療を推進する。 を行った。また、上記手術に関するクリニカルパスの導入に向けて地域の関係

医療機関との協議を行うこととした。

【168-4】都道府県がん診療連携拠点病 がんセンターでは今年度１２月に市民公開講座in伊賀名張を１５０名以上の
院並びに肝疾患診療連携拠点病院として 出席で開催した。２月１１日には「がんから身を守る知ってほしい肝臓がんの
の機能の充実強化及び診療連携体制の確 治療」という演題で津市内で７６０名強の市民を集めて公開講座を開催し、啓
保を図る。 蒙活動を活発に行った。

また、肝炎相談支援センターは、６月に「安心して受けられるがん治療のた
めに・乳がん治療」、１０月に「知って治そう肝炎・肝がんここまで進んだ再
診治療」、３月に「Ｂ型肝炎について」という演題において市民公開講座を開
催し、地域住民に向けた健康教育の普及を推進することができた。

【169】療養環境を整備・改善 （平成20年度の実施状況概略）
する。 病院機能向上委員会を定期的に開催し、「病院機能評価評価判定指針総合版

評価項目V5.0評価判定指針」に基づいた具体的検討を行った。委員会において
各部門の長、実務担当職員とのヒアリングを実施し、評価項目の充足状況を確
認するとともに、意識向上を促し、療養環境の改善に努めた。また、７月から
安全管理部ＧＲＭ（看護師、薬剤師）及び感染制御部副部長、看護師長を委員
会委員に増員し、委員会機能の充実・強化を図った。

Ⅲ
【169】病院機能評価の再審に向け、病 （平成21年度の実施状況）
院機能向上委員会が中心となり、療養環 ２月１７日から１９日にかけて病院機能評価を受審した。毎月１回病院機能
境の改善を図る。 向上委員会において改善事項の抽出、懸案事項の検討を行い、１２月から直前

まで、関係委員による病院内模擬ラウンドを行った。ラウンドの結果、病院全
職員の統一された意識のもと、評価認定に向けての療養環境の改善活動をおこ
ない、２月の受審に臨んだ。その結果、３月には、日本医療機能評価機構より
中間報告にて、不適格事項はなく、認定更新となるべく報告書が届いた。
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【170】患者様の声を反映させ （平成20年度の実施状況概略）
るシステムを作る。 医療福祉支援センターのスタッフミーティング（週１回）、同センター運営

委員会（月１回）を開催し、患者の苦情等に対して、意見の分析、検証を行い、
患者の満足度の向上を図った。また、患者権利擁護委員会（月１回）を開催し、
患者の権利擁護の充実を図った。さらに、同センターに臨床心理士１名を配置
（７月）し、特に難病患者に対する心理療法の充実を図った。

がんセンターとも連携し、がんセンター相談支援部門会議を開催（月１回）
し、県内のがん診療拠点病院の実務担当者（ＭＳＷなど）との相談事例等に基
づく実践的対応について協議し、患者サービスの向上に努めた。

Ⅲ 医療福祉支援センター事業報告について、「医療福祉支援センターニュース
第２１～２７号」、「医療福祉支援センター活動報告書２００７（医療相談、
看護相談等の件数、社会活動、及び意見・苦情受付状況等を記載）」（５月）
を発行した。

【170】医療福祉支援センターの充実を （平成21年度の実施状況）
図り、患者様のニーズを汲み上げ、苦情 四半期毎に医療福祉支援センター運営委員会、毎月１回患者権利擁護委員会
を円滑に解決する。 を開催し、寄せられた患者からの意見を検討した。これらの意見は現場に迅速

にフィードバックした。
また、現場スタッフの改善努力によって、苦情の件数はさらに減少した。(

２１年度は１７６件、２０年度２５４件）

（人材） （平成20年度の実施状況概略）
【171】教育職員のすべてに業 教員個人評価及び教員の任期制の審査に関する事項を実施するために設置さ
績評価と任期制を導入する。 れた医学部との合同委員会（評価機構運営委員会及び評価委員会）を開催した。

基礎データ及びＰＤＣＡ自己申告書を基に業績評価等の検討を行い、再任の
Ⅲ 可否について協議を行った。

【171】（平成18年度実施済みのため、 （平成21年度の実施状況）
2１年度は年度計画なし） 継続して医学部との合同委員会（評価機構運営委員会及び評価委員会）を開

催し、該当者の再任の可否の議論を行った。

【172】教育職員以外の職員に （平成20年度の実施状況概略）
ついて管理職の公募制、任期制 臨床検査技師長及び診療放射線技師長に対し、公募制及び任期制を導入した。
を検討する。 退職予定の診療放射線技師長の公募を１９年度より行ってきたが、その選考結

果から診療放射線技師長１名を、４月１日付けで採用した。
Ⅲ

【172】（平成18年度実施済みのため、 （平成21年度の実施状況）
2１年度は年度計画なし） 三重大学医学部附属病院診療放射線技師長候補者選考規程に基づき、該当者

１名について公募を行った。診療放射線技師長候補者選考委員会、管理運営会
議の議を経て、最終候補者を学長に推薦した。

【173】診療科長・部長に教授 （平成20年度の実施状況概略）
だけでなく、准教授及び講師か 中央診療施設等の部長選出にあたり、可能な限り専任の准教授及び講師から
らも登用する。 登用した。また、臨床面で特に優れた業績のあった者に対し、病院教授の称号

を付与し、平成２０年度は１９名に対し行った。
Ⅲ

【173】（平成18年度実施済みのため、 （平成21年度の実施状況）
2１年度は年度計画なし） 臨床面で特に優れた業績のあった者２４名に対し、病院教授の称号を付与し

た。

【174】事務系職員の専門職化 （平成20年度の実施状況概略）
を推進し、部門の責任者に据え より精度の高い診療報酬請求業務を習得することを目指し、医療サービス課
る。 内各係に配置している診療情報管理士を一定期間でのローテーションすること
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とした。ローテーション化による業務遂行上の課題もあり、改善に向け検討を
行っている。

また、日本診療録管理学会及び国立がんセンター主催のがん登録従事者研修
会等に診療情報管理士を積極的に参加させ、スキルアップを図った。

【174】事務系職員の専門職化を推進す Ⅲ （平成21年度の実施状況）
る。 メディカルクラーク（医師業務支援）養成の第一歩として病棟クラークの教

育を実施し、その習熟チェックのためのペーパーテストを行った。併せて、病
棟クラークの業務評価を行い、担当病棟の看護師長を評価者とする評価を実施
した。

診療情報管理士の活用としては、責任者（係長）としての職責を与え、業務
委託しているレセプトの再チェックなどを実施し、より精度の高いレセプトの
作成を行った。

また、病院経営の分析（診療指針・クリニカルイディケータ）の作成につい
ても貢献した。この他にも診療情報管理士の勉強会を随時開催するなど個々の
スキルアップも図ることができた。

【175】看護職員の安定的充足 （平成20年度の実施状況概略）
を実現する。 看護師確保対策ＷＧにおいて検討を行い、病院長、副病院長及び看護部長等

による県内看護師養成機関訪問を実施するとともに、従来の募集方策に加え、
主要駅へのポスター貼付、募集チラシの新聞折込、インターンシップの実施等
による募集活動の拡充を図った。

また、本院の医療従事者（医師、研修医、看護師等）の研修環境を整備する
ため、スキルスラボの設置について、検討を行い、病院１０階に設置すること
とし、各種シュミレーター等を充足した。現在、４月からの正式稼働に向けテ
スト運用中である。

【175】看護職員の募集、育成、定着化 Ⅲ （平成21年度の実施状況）
の方策を検討し、実施する。 看護師確保対策ＷＧにおいて検討を行い、県内看護師養成機関については、

昨年に引き続き、病院長、副病院長及び看護部長等によるを実施した。また、
その後、副病院長、看護部長等により再度訪問し協力依頼、情報収集を行った。
病院説明会、病院見学会を５回実施し、主要駅へのポスター貼付、募集チラシ
の新聞折込等の広報活動を行った。インターンシップを実施し、就業体験を通
じた募集活動を行った。

本院の医療従事者（医師、研修医、看護師等）の研修環境を整備するため、
スキルスラボを設置１０階に設置した。ラボには、各種シュミレーターを充足
するとともに充実した看護研修プログラムを設定し、職員のスキルアップを図
った。

（教育） （平成20年度の実施状況概略）
（医学科卒前臨床実習） 卒前・卒後教育病院、診療所等の指導医に臨床教授４９名、臨床准教授７１
【176】医学・医療教育開発推 名、臨床講師２６３名を委嘱し、臨床研修指導体制の強化を図った。
進センターにおいて、コアカリ 内科・外科及び救急医学実習について、５年生の臨床実習は時間の増加した
キュラムと選択制カリキュラム 内科と救急医学実習を含めて予定どおり終了した。遠隔地病院実習も順調に行
を開発し、個性ある三重大学独 われ、大半の学生が実習した。５年生で遠隔地実習を行えなかった学生は６年
自の臨床実習を行う。 生のエレクテイブ期間中に実習する予定である。

Ⅲ
【176-1】卒前・卒後教育病院、診療所 （平成21年度の実施状況）
等の指導医に広く臨床教授・臨床准教授 ４月に卒前・卒後教育病院、診療所等の指導医に臨床教授１４名、臨床准教
・臨床講師を委嘱する。 授３３名、臨床講師６９名を新規に委嘱した。

【176-2】薬剤部の実習を臨床実習に組 ５年生には全ての診療科を１年間でローテートする診療参加型の臨床実習を
み込む。 行い、６年生には内科系１ターム外科系１タームを必修として残りの２ターム

は選択制とするエレクティブ臨床実習を行った。５年の実習では今年度から薬
剤部による臨床薬剤学の実習も行った。

【177】僻地・遠隔地や診療所 （平成20年度の実施状況概略）
等におけるプライマリーケア実 ５年生の内科実習は６週間となり充実できたが、２週間に減った精神科に関
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習を導入する。 しては希望者にはエレクテイブで補える形にした。実習自体は計画通りに終了
できたが、新たな問題点も発見され、２１年度については、すべての診療科を
内科系または外科系に振り分け、海外４週、内科系４週、外科系４週、それ以
外４週の選択を可能とし、エレクテイブ実習の選択の自由度を増すことにした。

Ⅲ
【177】現在は４回生の後半に行ってい （平成21年度の実施状況）
る薬剤部実習を５回生の臨床実習期間中 ５年生には全ての診療科を１年間でローテートする診療参加型の臨床実習を
に組み込む。 行い、６年生には内科系１ターム外科系１タームを必修として残りの２ターム

は選択制とするエレクティブ臨床実習を行った。５年の実習では今年度から薬
剤部による臨床薬剤学の実習も行った。全員が、５年生あるいは６年生の実習
期間中に僻地・遠隔地病院での実習を２週間以上行った。

（看護学科卒前臨地実習） （平成20年度の実施状況概略）
【178】医学・医療教育開発推 基礎看護実習Ⅰについて、今年度入学生が実習Ⅰ前期では外来に通院する患
進センターにおいて、個性ある 者や家族とのコミュニケーションがとれ、入院中の患者の健康問題について考
独自の実習カリキュラムを開発 えることができた。後半の基礎実習Ⅰについても、バイタルサインを中心とし
し、実りある看護臨地実習を行 た模擬患者への演習や技術試験や各授業において理解が深まった。
う。 看護部・看護学科教育検討会議を定期的に行い、特に新卒看護師の抱える問

題やサポート体制について活動を行った。また、臨地実習報告会を共同開催す
ることにより、臨床・教育の場の理解が深まり有意義に活動できている。

看護部と看護学科が協働し看護技術研修を実施した。新人看護師にとって現
場の臨床看護師からの教育がコミュニケーションを取る機会にもなり、先輩看
護師からＯＪＴで教育を受け、看護学科教員もこれをサポートした。

２１年度新カリキュラム改定に伴い、三重大学医学部看護学科カリキュラム
を作成した。３年後に実施予定の「看護の統合と実践の実習」について２１年
度も引き続き看護部と看護学科で検討を行っていく。

臨床経験豊富な看護師に対し復職支援を兼ねて実習支援ナースとして活動を
行い、実習環境の改善に役立った。新卒看護師のリアリティショック対策とし
て多重課題・看護師他職種間の連携について、夏季インターンシップ（見学実
習）を実施した。その結果をうけ、来年度の卒業生に向け春期インターンシッ
プを２～３月に実施した。９月に４年次学生に対し実習に関するアンケート調
査を実施し、学生の職場選択の第一条件は、職場の雰囲気であるというアンケ
ート結果を臨床にフィードバックした。

【178-1】入学後早期から、看護学を学 （平成21年度の実施状況）
ぶとともに実際の医療現場でも学ぶ機会 入学後に基礎看護学実習Ⅰを前期・後期と分けて行っていたが、実習に出る
をもつ。基礎看護実習を基礎看護学の講 前に必要な共通科目や医療看護に基本となる科目を修得した後期の時期に一括
義・演習と連動させた内容で行う。 して行うことにより、対象となる病気を持つ人の理解やコミュニケーションの

Ⅲ 実際、人の生活援助技術の実践しやすくなり、学生の学習行動が、講義、演習、
実習とつながりやすく理解が得られやすくなった。

【178-2】学生が看護師として必要な３ 看護部と看護学科の委員から構成される教育検討会議は、実習指導を双方で
つのH（heart・head・hand)を身につけ 振り返り問題の解決に当たり学生の教育に反映させている。連携を取ることで
られるよう、看護学科教員と看護部が協 双方のニーズの理解や何より学生の理解が得られる。また、実習終了後の実習
力して教育する。 報告会やは学生とのコミュニケーションを深め次の実習への改善ともなる機会

と成り効果をあげることができた。学生参加の報告会は学生に満足感を持たせ
学習意欲が上がる効果がある。

【178-3】新卒看護師の看護技術研修を 平成２１年度の新規採用者に、看護学科の教員・病院教育担当副師長が協働
附属病院看護部と医学部看護学科が協働 し、採血・輸液の実際について処方箋の見方・感染予防行動等の演習を行った。
で実施する。 看護部・看護学科よりなる教育検討会議により、新人研修を企画・実施・成果

をあげた。また、新人の教育やメンタルヘルスについて話し合い、年４回の交
流会・精神健康に関する研修・精神健康調査を行った。

【178-4】新カリキュラムに基づいた臨 基本的に今年度開始の４つの力教育は、学生が主体的に学ぶ方略を学習でき
地実習を実施する。 有意義であった。新カリキュラムに基づいた実習については、２２年度からの

実施を目指し具体的な検討を重ねた。
このほかにも、３年先の実習をどのように行うか看護学科の意見を教育委員



- 79 -

会において検討を行った。

【178-5】臨地実習の環境・体制を改善 教育担当の副看護師長ができるだけ統一した実習にかかわることができるよ
し、学校・臨床との連携を強化する。 うに、副看護師長会において実習に関する検討を行い、院内・看護学科の実習

説明会で周知した。できるだけ多くの臨床経験ができるように指導者が学生に
働きかけることができた。

また、７月末・８月～９月にかけ１日～２日の病院体験実習を実施した。職
場体験により就職につながった。

（医師卒後臨床研修） （平成20年度の実施状況概略）
【179】卒後臨床研修部のリー 研修病院の研修カリキュラム実施上の諸問題等に関する協議会を定期的に計
ダーシップのもとで三重県内の ６回開催し、臨床研修、地域医療等の諸問題について検討を行った。
医療機関と連携し、特色ある三 研修プログラムの見直しを行い、県内１９施設、県外１０施設での内科、救
重大学方式（ＭＭＣ）卒後初期 急部門研修が可能なプログラムを作成した。また、研修医定員は従来の２６名
臨床研修カリキュラムを作成 とした上で、自由選択プログラム、たすきがけプログラム、小児科研修プログ
し、充実した卒後臨床研修を行 ラム、産婦人科研修特別プログラムの４コースを設定した。さらに、大学病院
う。 救急部での夜間救急研修プログラムを作成し、４回／月の夜間救急研修を行っ

た。

【179-1】研修病院の研修カリキュラム Ⅲ （平成21年度の実施状況）
実施上の諸問題等に関する協議会の定期 ＭＭＣ部会における協議会に加え、紀伊半島における医療再生を目標とした
開催を継続する。 ３大学医療連携コーディネーター会議を主催し、三重大学、奈良医科大学、和

歌山医科大学の３大学によるコーディネーター会議と合同研修会を実施した。

【179-2】研修カリキュラムのさらなる 県内１９施設、県外１０施設での内科、救急部門研修が可能なプログラムを
見直しを行い、「三重大学初期研修プロ 作成した。
グラム２００９」を実行する。 また、近隣の一次救急輪番病院を新たに研修協力施設から協力病院に格上げ

申請、あるいは新規に研修協力施設として登録することにより、一次救急研修
プログラムをより充実させることができた。このほかにも、救急科ローテーシ
ョン時以外に大学病院救急部での通年の救急研修プログラムを作成した。４回
／月の夜間救急研修を行い、救急研修内容を強化している。

【180】ＭＭＣ卒後臨床研修を （平成20年度の実施状況概略）
実行し、三重県の地域医療に貢 三重県内の医療人材の確保、育成と地域医療充実の目的で卒後臨床研修セン
献する医師を育成するために、 ターが平成１６年度に設立された。県内における医療人材の確保、定着に向け、
附属病院が中心になって、三重 卒後臨床研修センターを構成する研修病院と合同で、研修説明会や研修医採用
県、医師会、県内医療機関と共 Ⅲ 試験を実施した。
に卒後臨床研修センター（仮称）
の設立を検討する。 【180】（平成16～18年度実施済みのた （平成21年度の実施状況）

め、21年度は年度計画なし） 研修プログラムの改善等を行った。地域の研修病院と共同して研修医を募集
し、育成する体制を構築する病院群の形成、研修到達度の客観的な評価システ
ムの導入等を行った。

【181】県内の関連医療機関と （平成20年度の実施状況概略）
連携し、救急医療、地域医療、 津市小児救急診療所での研修実施について、小児科研修中に協力施設である
プライマリーケア研修を積極的 国立病院機構三重病院にて救急医療も含めた一般小児科診療研修を行うと共
に導入する。 に、２００９年度プログラムには県内外協力施設にて一次救急研修をできるプ

ログラムを作成した。一次救急研修の実施について、大学病院での通年救急研
修プログラムを作成し、津生協病院、遠山病院、大門病院において、４回／月
の夜間救急研修を実施した。また、鈴鹿中央病院、松阪中央病院、山田赤十字
病院の県内の３病院とたすき掛け研修プログラムを作成し、２人の研修医が松
阪中央総合病院にて、１人が山田赤十字病院にて研修中である。

グランドカンファレンス（各科合同症例検討会）を１回／月の頻度で毎月実
施した。また、各科との連携にて三重県下の若手医師、研修医、学生を対象と
して講演会を１回／月の頻度で行った。

ＭＭＣ新医師臨床研修指導医養成講習会を企画、実施し、８０名以上の厚生
労働省認定の指導医を養成した。
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【181-1】「三重大学初期研修プログラ Ⅲ （平成21年度の実施状況）
ム２００９」で県内だけでなく県外の協 小児科研修中に協力施設である国立病院機構三重病院にて救急医療も含めた
力型病院及び管理型病院とのたすき掛け 一般小児科診療研修を行ったほか、遠山病院を協力施設から協力病院に格上げ
研修を実施する。 申請、岩崎病院を協力施設として新規に登録した。

また、協力施設での救急研修では大学からの指導医が同行することにより、
指導体制の強化を図るとともに、たすきがけプログラム実施の研修医（松阪中
央総合病院２名、山田赤十字病院１名）が三重大学病院で２年目研修を行った。

【181-2】研修医合同検討会、「Meet th グランドカンファレンス（各科合同症例検討会）を毎月１回開催した。
e Professor」セッション等を開催する。 また、各科との連携にて三重県下の若手医師、研修医、学生を対象として講

演会を１回／月の頻度で行った。

【181-3】指導医養成講習会を開催し、 卒後臨床研修臨床研修に関する省令改正の強化に伴って、指導医数の十分な
毎年４０名以上の指導医を養成する。 配置が義務化されたことより、各医療機関に若手指導医の参加を促す連絡を行

っている。本年度は１０月、１月、３月の３回開催し、７５人の指導医養成講
習会の受講を要請した。

【182】研修医の研修環境を整 （平成20年度の実施状況概略）
備する。（研修室、図書の整備 本院附属図書館ホームページに院内向け電子ジャーナルが整備され、これら
など） を用いた文献検索、学習を各研修医が行っている。また、ラジオ番組「ドック

ＭＭＣ～５０ｃｍの信頼～」に本院研修医が出演し、毎週水曜日に放送した。
毎月、食事を兼ねたミーティングを開催し、研修医と指導医との交流を図っ

た。

【182-1】生涯学習の最初としての臨床 （平成21年度の実施状況）
研修にふさわしい書籍、雑誌を充実する。 本院附属図書館ホームページにて院内向け電子ジャーナルが整備されてお

地域医療への係わりを深めるため、マ Ⅲ り、これらを用いた文献検索、学習を各研修医が行っている。また、PubMedの
スメディアを活用し、研修医を参加させ 利用やプライマリケア・スキル教育に関するビデオ教材の配布、リスクマネー
る。 ジメントマニュアルを含むこれらの情報を閲覧可能となるよう携帯情報端末

（ＰＤＡ）を研修医に１台ずつ配布した。ラジオ放送は予定回数の放送を行っ
たため本年度は実施していないが、テレビ局、地方新聞、月刊医学医療情報誌
（全国紙）の取材を受け、本学のスタッフ並びに研修医が卒後研修活動の説明
・宣伝活動を行った。

【182-2】研修医、指導医の心身の健康 研修医との食事を兼ねたミーティングを行い、交流を図った。また、本年度
と交流のために研修医交流会を開催す は研修説明会を５回実施し、研修医と指導医の交流を深めることができた。
る。

【183】研修医受け入れに数値 （平成20年度の実施状況概略）
目標を立てて努力する。 研修医と指導医の人間的つながりを深めるため、病院説明会及び交流会を定

期的に開催した。グランドカンファレンスを毎月開催するとともに、三重県下
の若手医師、研修医、学生を対象として講演会を１回／月の頻度で行った。Ｍ
ＭＣ（三重メディカルコンプレックス）を構成する研修病院と合同で、３月に
合同研修説明会、８月に研修医採用試験を実施した。

プログラムの見直しとともに募集人員の増加を申請したが、厚生労働省の指
示にて本年度は見送りとなった。２００９年度プログラムより、県内１１の施
設を研修協力病院として設定し、たすきがけプログラムによる研修を可能とし
た。また、新年度のマッチングに向けて分かり易いプログラム作りに着手し、
「三重大研修プログラム２００９」と７つの特徴を発表し、病院説明会等で内
外の医学生に向かって発信した。

【183-1】広報活動と同時に、個々の指 Ⅲ （平成21年度の実施状況）
導医と研修医の人間的つながりを通し ２１年度は合計１２回、２５診療科によるキャリアパス説明会と各診療科個
て、研修医、学生の情報提供と進路指導 別の学生交流会を実施した。また年３回の全体説明会と懇親会を実施し、各会
選択への便宜を図る。 教官約５０名、学生約６０名の参加を得ている。このほかにも、スキルズラボ

を利用した研修医向けプライマリケアセミナーを実施しており、同施設での研
修医、学生、看護師を対象としたセミナーは年間利用者数３，０００人を超え
る。
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また、三重大学、奈良医科大学、和歌山医科大学の研修医を対象とした、３
大学連携研修会として、ワークショップ、アドバンストＯＳＣＥ大会を行った。

【183-2】本院として、研修医教育に適 平成２１年度開始の研修医受け入れは１４名であった。平成２２年度開始の
切な数の研修医確保につとめる。 プログラム申請では、三重大学、名張市立病院、紀南病院と病院群を形成し、

新規プログラム申請を行った結果、２９名の定員許可を得て、２０名のマッチ
ングが成立（６名、４３％増）した。

（専門医研修） （平成20年度の実施状況概略）
【184】各学会認定の専門医及 後期研修に関しては、各診療科での対応を円滑に行うため、ホームページ上
び指導医による指導体制を確立 で各科後期研修対応ページへのリンクを貼った。また、各科の勉強会と後期研
し、卒後臨床研修必修化後の専 修説明会を共催した。ＭＭＣ卒後臨床研修センターと協力して「後期研修のた
門医養成コースを設ける。 めの専門医まる三重ガイド」を制作した。名古屋大学（連携大学：愛知医科大

学ほか５大学）を中心とした大学病院連携型高度医療人養成推進事業（文部科
学省）の「東海若手医師キャリア支援プログラム」の円滑な実施を図るため、
卒後臨床研修部に専属医師スタッフを増員した。また、滋賀医科大学（連携大
学：京都大学ほか７大学）を中心とした「コア生涯学習型高度専門医養成プロ
グラム」に耳鼻咽喉科（アレルギー性疾患）が、琉球大学（連携大学：北海道
大学ほか２８大学）を中心とした「多極連携型専門医・臨床研究医育成事業」
に病理部（泌尿器病理コース）、医学系研究科地域医療学講座（プライマリ・
ケア専門医養成コース）がそれぞれ参画し、高度で先進的な医療を担う専門医
の育成を支援している。

ＭＭＣ通信を毎月発行し、院内外の研修医、卒業生などに送付し情報提供を
行った。名古屋で行った研修説明会に参加するとともに、ＭＭＣ研修病院就職
説明会を開催した。また、県内の高校同窓会に協力を依頼し、卒業生のうちの
医師の名簿を作成中である。その他、各高校同窓会のホームページより「みえ
医師バンク」へのリンクを作成、ガイドブックを作成した。

Ⅲ
【184-1】県内の専門医の在籍状況を明 （平成21年度の実施状況）
らかにして、専門医へのロードマップを 「東海医師キャリア支援プログラム」に基づくキャリア支援制度ならびにプ
研修医に提示し、三重大学の後期研修の ログラムの説明を医学科５、６年生ならびにＭＭＣ卒後臨床研修懇話会に対し
充実をはかる。 て実施した。また、卒後臨床研修部の主催で各診療科からのキャリアパス説明

会を計１２回（２５診療科）実施した。このほかにも、ＭＭＣならびに卒後臨
床研修部の後援で、肝胆膵外科の主催で、三重県内のＭＭＣ会員病院に勤務す
る指導医、研修医、学生を対象とした、外科キャリアパス支援セミナー「三重
外科ポストグラヂュエートコース」と「三重外科専門研修説明会」を開催する
など、充実度の高い後期研修を実施することができた。

【184-2】県外の学生、医師に対するＵ 三重県下の研修病院説明会である、ＭＭＣ合同説明会を本年度より初期研修
ターン、Ｉターン説明会やリクルート活 だけでなく、専攻医修練（後期研修）まで含めて実施した。
動を行うと同時に、効率的な情報提供を ２１年度は、県外での研修説明会を東京、大阪、名古屋で年度内に開催する
行う。 予定としていたが、三重県出身の医学生、研修医の実数把握が出来ていないこ

と、現時点で病院見学などで把握している医学生の大学とは地域を異にしてい
ること、説明会開催へのニーズが確認できないこと、費用対効果が期待できな
いことから、今年度は県外での説明会は行わず、代替案として国家試験対策の
全国誌である「ＫＯＫＵＴＡＩ」に記事型広告を少なくとも３回掲載すること
とし、既に２ヵ月分の原稿を作成、校了した。

【185】各専門分野の研修指定 （平成20年度の実施状況概略）
医療機関としての認定を積極的 日本肝胆膵外科学会、日本熱傷学会、日本集中治療医学会、日本消化器病学
に取得する。 会、日本大腸肛門病学会、日本環境感染学会、日本乳癌学会等の各専門医制度

に基づく認定施設の申請（更新申請を含む。）を行った。また、平成１９年度
から開始された「がんプロフェッショナル養成プラン（文部科学省）」に基づ
き、初期研修終了後、各専門領域の認定医または専門医の資格あるいは受験資
格を取得した医師を対象に、がん薬物療法医コース、放射線治療医コース、婦
人科腫瘍専門医コースを開設し、各分野における学会の専門医の資格取得を支
援している。

Ⅲ
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【185】学会の専門医、指導医等の認定 （平成21年度の実施状況）
施設としての資格取得に積極的に取り組 日本肝胆膵外科学会、日本熱傷学会、日本集中治療医学会、日本消化器病学
む。 会、日本大腸肛門病学会、日本環境感染学会、日本乳癌学会等の各専門医制度

平成１９年度から開始された「がんプ に基づく認定施設の申請（更新申請を含む。）を行った。
ロフェッショナル養成プラン（文部科学 また、平成１９年度から開始された「がんプロフェッショナル養成プラン（文
省）」に基づき、高度がん医療を先導す 部科学省）」に基づき、初期研修終了後、各専門領域の認定医または専門医の
る専門医の人材養成を目的とし、専門医 資格あるいは受験資格を取得した医師を対象に、がん薬物療法医コース、放射
師の養成コースを開設し、各学会の専門 線治療医コース、婦人科腫瘍専門医コースを開設した。
医の資格取得を支援する。

（コ・メディカル教育） （平成20年度の実施状況概略）
【186】卒後臨床研修部が、看 全職員を対象として５月と６月に計５回、同内容で安全管理部・感染制御部
護部、薬剤部、医療技術部（仮 ・薬剤部・中央放射線部・ＭＥ室合同研修会を実施した。未受講者については、
称：各種医療技術職の統括組 病院教育委員会ホームページ上で学ぶeラーニングを実施し、受講機会の拡大
織）と協力して、コ・メディカ に努めた。また、県内関連病院にも参加を求め、１０月３日、１０月３１日、
ルスタッフの卒後教育・能力開 １２月１８日に医療安全講演会、１１月５日に感染対策講演会、１１月２６日
発カリキュラムを作成し実践す に医療倫理講演会をいずれも外部講師を招いて開催した。これらについても、
る。 未受講者については、病院教育委員会ホームページ上で学ぶeラーニングを実

Ⅲ 施した。

【186】コ・メディカルスタッフの卒後 （平成21年度の実施状況）
教育・能力開発カリキュラムを実践す 全職員を対象として５月に計４回、同内容で安全管理部・感染制御部・薬剤
る。 部・中央放射線部・臨床工学部・医療福祉支援センター合同研修会を実施し

た。未受講者については、病院教育委員会eラーニングを実施し、受講機会の
拡大に努めた。また、県内関連病院にも参加を求め、１１月１３日、１２月１
４日に医療安全・機能評価についての講演会、１２月３日に感染対策講演会を
いずれも外部講師を招いて開催した。これらについても、未受講者については、
病院教育委員会eラーニングを実施した。

（研究） （平成20年度の実施状況概略）
（先端医療の推進と開発） 遺伝カウンセリング外来について、院内紹介の他、院外紹介、ホームページ
【187】先端医療、探索的医療 を参照にした来談もあリ、さらに広報活動を推進していくこととした。また、
を推進する。 当院は厚労省「難聴遺伝子データベース構築と遺伝カウンセリングに関する研

究」研究班の協力施設であり、難聴に関する遺伝カウンセリングを実施してい
る。

整形外科において磁性体温熱療法を２例、形状記憶合金釘手術を２例実施し、
医工学の臨床応用を推進した。

【187-1】オーダーメイド医療の研究と （平成21年度の実施状況）
治療を推進する。 遺伝カウンセリングは、２５件、遺伝子検査件数は、２８０件（いずれもＨ

Ⅲ ２２．２現在）の実施があった。
乳腺センターと協力して、家族性乳癌・卵巣癌の遺伝子検査を受託できる体

制を作った（現在、全国１７病院のみ）。三重県内の遺伝子検査基幹病院とし
てのネットワークづくり、また、臨床研究開発センターの臨床研究に協力し、
新しいゲノム薬理学的遺伝子検査の開発に努めた。

他にも、三重県における遺伝医療の啓蒙のため、遺伝医療の講演会を3回開
催するなど、研究・治療の推進を図るとともにその普及に努めた。

【187-2】医工学の臨床応用を推進する。 整形外科領域における、形状記憶合金髄内釘は、転移性大腿骨腫瘍1例と転
移性上腕骨腫瘍１例の合わせて２例であった。なお、過去５年間の形状記憶合
金髄内釘使用例の１０例の臨床成績を、第１１４回中部日本整形外科災害外科
学会にて報告するなど、その推進に努めた。

【188】トランスレーショナル （平成20年度の実施状況概略）
リサーチの実施を推進するため 血管内治療について、ビーグル犬を用い胸部下行大動脈瘤モデルを作成する
のセンターの設置を検討する。 ことができた。このモデルを用い血管内治療に使用するための新しいステント

グラフトを開発し、国際誌に成果を発表した。また移植細胞の採取につきロス
トック大学と共同研究を開始している。（心臓血管外科）
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皮膚移植について、１６年より難治性皮膚疾患に対して、自己表皮細胞から
作成した培養表皮シートを用いて植皮術を行い良好な結果を得ている。症例の
内訳は、先天性表皮水疱症２例、先天性表皮発育異常症１例、広範囲熱傷１例
でそれぞれ皮膚科にて複数回の植皮術を行っている。このうち１例では自己表
皮細胞及び非自己表皮細胞を混合培養した混合培養表皮シートを用いている。
平成２０年度には上記のうち２症例について引き続き治療を行い、良好なＱＯ
Ｌを維持することができた。

Ⅲ 長管骨骨折治療に対する形状記憶合金製円筒形インプラントに関する基礎的
研究について、生体力学的試験とラット骨折モデルによる実験を実施し、本イ
ンプラントの問題点と今後の課題について、学術雑誌に投稿した。

前立腺肥大症組織を免疫不全ＳＣＩＤマウスの腎被膜下へ移植し、前立腺肥
大症治療薬であるα１遮断剤による組織構築の変化を検討した。マウスへ移植
した組織のうち、１１例中４例においてコラーゲン線維の蓄積率が有意に上昇
し、α１遮断剤はα１受容体シグナルを遮断することで前立腺の組織構築に関
与している可能性が示唆された。

【188】最新の治療や医療技術の開発を （平成21年度の実施状況）
推進する。 ロストック大学に研究員を派遣し共同研究中。また新しいステントグラフト

の臨床治験を行った。皮膚移植に関しては、２１年度症例実績はなかったが、
治療方法や医療技術の開発に対するカンファレンス等を開催し、その問題点、
課題等についての協議を行った。

（臨床研究） （平成20年度の実施状況概略）
【189】患者様を対象とした臨 看護師ＣＲＣを１名増員、また、ＣＲＣの中からローカルデータマネージャ
床研究を実施するにあたり、そ ーを２名選任し、臨床研究開発センターの整備・充実を図った。
の品質を保証するために臨床 ６月に常時対応可能な専用会議室を設置した。
研究開発センターに先端医療を Ⅲ
研究開発する部門を設置する。 【189】平成１９年度より開始された「新 （平成21年度の実施状況）

たな治験活性化５カ年計画（厚生労働 臨床研究開発センターに専任ＣＲＣ２名を採用し、専任スタッフの充実や育
省）」の治験拠点病院としての臨床研究 成を図るとともに、「臨床試験推進室、助教（併任）」を設置し、臨床研究実
開発センターの整備・充実を図る。 施計画書の作成支援等のコンサルテーションを行っている。また、データマネ

ージャー（ＤＭ）の育成を継続して行った。

（共同研究の推進） （平成20年度の実施状況概略）
【190】産学官民との連携によ 厚生労働省戦略的アウトカム研究（Ｊ－ＤＯＩＴ３）、ＰｒｏＧＥＡＲ試験、
り、臨床研究開発センターで開 がんＴＲ多施設臨床試験、Ｍａｇｉｃ試験、Ｃ型慢性肝炎に対する流動食の摂
発された研究成果を医療産業界 取効果検討試験を支援している。また、２０年度厚生労働省科学研究費補助金
などに積極的に還元し、産学連 新興再興感染症研究事業による新型インフルエンザワクチンの臨床試験、多施
携臨床研究を推進する。（三重 設共同臨床研究ＭｃＬＯＲＤＤ試験を受託し実施している。
県メディカルバレー構想の推 学内ベンチャー(株)機能食品研究所と共同で健康食品の臨床試験を４件、
進） (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所と共同で三重県委託研究事業（バイ

Ⅲ オ）を１件実施している。

【190-1】臨床研究開発センターにおい （平成21年度の実施状況）
て産学官民の連携による共同研究、臨床 放射線科と循環器内科の共同臨床試験「ＣｏＲＥ３２０」のキックオフミー
試験（治験）の推進を図る。 ティングを開催し、実施を支援している。

公的機関の臨床試験、地域の企業との共同研究の実施を支援した。

【190-2】三重県メディカルバレー構想 新たな健康食品の臨床試験（制吐作用の検討）について依頼者とのミーティ
に基づき、治験及び開発型臨床研究を推 ングを実施した。
進する。

（院内における臨床治験） （平成20年度の実施状況概略）
【191】治験管理センターを整 １２月に外部講師による「中核病院・拠点病院の連携とグローバル治験」の
備・発展させる。 講演・シンポジウムを三重大学で開催した。

８月に開催された「薬剤師治験コーディネーター養成研修会」、「日本癌治
療学会データマネージャー教育集会」にそれぞれＣＲＣが１名、１０月に開催
された「ＧＣＰ研修会」にＣＲＣ等３名、「ＣＲＣと臨床試験の在り方を考え
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る会議」にＣＲＣ６名、１０月～１１月に開催された「日本癌治療学会学術集
会」にＣＲＣ１名が出席し、治験に関するスキルアップを図った。

９月に電子カルテのオーダリング画面のクリニカルパスの治験・臨床試験の
スケジュール管理を掲載し、臨床試験医師へのサポートを支援している。

Ⅲ
【191-1】地域圏医療機関の治験実施を （平成21年度の実施状況）
支援し、地域圏の治験を推進する。 １０月に「第１回三重臨床創薬セミナー」、1月に「治験講習会」「第７回

治験シンポジウム－臨床研究・治験の新しい流れ－」、2月に「ＣＲＣ・治験
事務局担当者研修会」を開催し、院内・外より多数の医療関係者が参加した。

【191-2】治験業務のＩＴＣ化を図る。 １１月にモニタリング室にＣＩＳ端末を１台増設し、電子カルテ閲覧機能を
整備し、医療情報部にスキャナーの設置を要求し、ＩＴＣ化の推進を図った。

【191-3】看護師、薬剤師等にＣＲＣ養 １０月に「第１回三重臨床創薬セミナー」、1月に「治験講習会」「第７回
成講座を受講させる。 治験シンポジウム－臨床研究・治験の新しい流れ－」、２月に「ＣＲＣ・治験

事務局担当者研修会」を開催し、ＣＲＣ全員が参加した。

【192】医師主導の臨床治験実 （平成20年度の実施状況概略）
施を検討する。 日本医師会の治験促進センターを中心とする、厚生労働省が所管するＫＩＢ

－ＰＩＡの「健康小児を対象とした小児インフルエンザの臨床試験」を受け入
Ⅲ れ、３６名を症例登録した。

【192】医師主導治験を推進する。 （平成21年度の実施状況）
２月に「健康小児を対象とした新型インフルエンザワクチン」についてのＧ

ＣＰ実地調査を受審した。

（地域を網羅した地域圏臨床治 （平成20年度の実施状況概略）
験ネットワークの整備） １月に院内治験講習会を開催し約４０名の出席があった。また、研究者主導
【193】三重県内の関連医療施 臨床試験の質を確保するため、１月に京都大学附属病院探索医療センターを訪
設が連携し、大規模臨床研究・ 問意見交換を行った。
治験の実施推進母体となる三重 グローバル治験を５件実施している。また、国際共同臨床試験の実施のため
治験ネットワークを構築 １月に米国ＮＩＨクリニカルセンターBioethics部門を訪問し意見交換を行っ
する。 た。

【193-1】治験実施のための研修会を開 （平成21年度の実施状況）
催する。 Ⅲ １０月に「第１回三重臨床創薬セミナー」、１月に「治験講習会」「第７回

治験シンポジウム－臨床研究・治験の新しい流れ－」、２月に「ＣＲＣ・治験
事務局担当者研修会」を開催し、院内・外より多数の医療関係者が参加した。

【193-2】治験業務のＩＴＣ化を図る。 １１月にモニタリング室にＣＩＳ端末を１台増設し、電子カルテ閲覧機能を
整備し、医療情報部にスキャナーの設置を要求し、ＩＴＣ化の推進を図った。
みえ治験支援システム（ＭｉＣＴＳＳ）の機能を拡充し、多施設共同試験のス
ケジュール管理機能等の整備を行った。

【193-3】国際共同治験を推進する。 新たに４件の国際共同治験を受け入れ、計１４件実施した。

【194】治験管理センターが中 （平成20年度の実施状況概略）
心となり、ネットワーク構成医 みえ治験ネットワーク主催の治験関連研修会を支援し、ネットワーク参加医
療施設の治験推進を支援する。 療施設のＣＲＣ及び治験業務担当事務職員のスキルアップを図った。また、ネ

ットワーク参加病院における治験統一様式類を採用した。

【194-1】ＣＲＣ養成講座を実施し、ネ （平成21年度の実施状況）
ットワーク参加病院のＣＲＣの養成を支 １０月に「第１回三重臨床創薬セミナー」、１月に「治験講習会」「第７回
援する。 Ⅲ 治験シンポジウム－臨床研究・治験の新しい流れ－」、２月に「ＣＲＣ・治験

事務局担当者研修会」を開催し、院内・外より多数の医療関係者が参加した。
また、「みえ治験医療ネットワーク」ホームページのリニューアルをはかる

とともに、治験啓発パンフレットの作成、臨床研究開発センターやみえ治験医
療ネットのパンフレットの作成を行った。
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【194-2】治験様式類の共通化を支援す ネットワーク参加ＭＭＣ中核医療機関２６施設の治験の統一書式類の採用の
る。 普及を図った。

（社会貢献） （平成20年度の実施状況概略）
【195】救急救命医療を整備・ 救命救急センターの設置に向け、院内関連部門の職員の他、三重県及び津市
推進する。 担当部門の職員も構成員に加え、ＷＧを立ち上げ、検討を行った。三重県総合

防災訓練（９月）、緊急消防援助隊中部ブロック合同訓練（１２月）、災害時
における消防と医療の連携に関する愛知県訓練（１２月）に医師、看護師、事
務職員が参加し、災害医療活動を支援した。また、１１月１５、１６日にＪＡ
ＴＥＣ（「外傷初期診療ガイドライン」）研修会を実施した。

【195】救命救急部門の整備・充実を図 Ⅲ （平成21年度の実施状況）
る。 ８月に三重県に対し、救命救急センターの設置の要望を行った。それ以後も

院内において、連携の強化を中心に、人員数や設備面の充実を課題に検討会を
重ねた。１２月には正式に三重県に対し、設置要求を行った。２月以降三重県
と厚生労働省との協議により、平成２２年度より救命救急センターとしての承
認が受けられる予定である。また、ＤＭＡＴ、三重県総合防災訓練を１０月か
ら１２月にかけて実施した。災害時の広域医療連携の強化体制を構築すること
ができた。

また、ＪＡＴＥＣ研修会にも参加し、その実施についても支援した。

【196】医療の地域連携を推進 （平成20年度の実施状況概略）
する。 医療福祉支援センター前方支援部門として、外来患者初診予約窓口を設置（６

月）し、地域医療機関からの紹介による新患患者の確保に努めた。また、初診
予約受入れ対象範囲を拡大すべく、地区の医師会への訪問を行い、初診予約窓
口の宣伝普及活動を行った。取り扱った患者数は全初診患者数からみれば僅か
であるものの、地域の関連医療機関に対し広くＰをすることができた。（実績
：平成２０年６月～平成２１年１月までの総取扱件数 ６２５件）

医療福祉支援センター職員（主にＭＳＷ、ＣＰ）が、三重県医療ソーシャル
ワーカー協会研修会等多数の研修会に積極的に参加し、スキルアップと患者サ
ービスの向上に努めた。また、三重県の難病相談支援センター運営会議に参加
し、地域医療支援機構等との連携の強化に努めた。

遠隔画像診断について、画像の送受信を行なうネットワークや機器の整備を
行い、４月から実現可能となった。

【196-1】地域連携部門を充実する。 （平成21年度の実施状況）
Ⅲ 初診予約受け入れ患者数は、２０年度実績が８３０名、２１年度は１月末現

在で１，２８０名と大幅に増加した。地域医療機関に対する前方支援連携部門
（予約受付窓口）が十分に機能することができた。

また、脳卒中地域連携クリティカルパス、大腿骨頚部骨折クリティカルパス
の普及についても十分な実績の残すことができた。

【196-2】県の難病支援センター、僻地 三重県医療ソーシャルワーカー協会研修会、難病在宅ケア支援ネットワーク
医療支援機構等との連携を強化する。 担当者会議、三重県緩和ケア研修会等の研修会に参加し、三重県、地域医療支

援機構等との連携を強化し、患者の立場に立った地域医療の実践に努めた。本
年度は特に脳卒中連携関係の研修会に参加し実務者レベルの意見交換を積極的
に行った。

【196-3】読影医数の増大を図る。 ＰＥＴ－ＣＴの実施件の増大や、地域への健康診断事業・健康教育活動の普
及（オンラインによる遠隔画像診断等）に伴い、読影医数の増員をはかるべく、
また、高度な専門医教育を受けるために医学放射線学会主催の研修会等を中心
に、各地での高度な専門医教育のための研修会、勉強会等に積極的に参加した。
その結果、２１年度は４名が専門医としての認定を受けることができた。

【197】地域医療の担い手（特 （平成20年度の実施状況概略）
に医師、看護師）を育成する。 四日市社会保険病院、三重看護専門学校、県内医師会、日本看護協会など、

各医療機関、教育機関、各種団体、医療関係企業からの研究会、講習会等の講
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師派遣要請に積極的に対応し、地域医療における医師、看護師、薬剤師等医療
スタッフの人材育成・教育支援に取り組んだ。また、本院職員だけでなく、県
内関連病院の医療従事者も対象に、医療安全講演会、感染対策講演会、医療倫
理講演会、感染管理セミナー（１０回）を開催し、医療スタッフに対する教育
及び医療支援を推進した。

県内病院の医師、理学療法士、作業療法士を対象に三重県リハビリテーショ
ン義肢装具研究会（年２回）の開催を支援し、三重県下の理学療法に関する情
報収集と医療スタッフの資質向上を図った。県内病院の薬剤師を対象としたフ
ォーマシューティカル・ケア・フォーラム三重（年６回）を開催し、県内病院
薬剤師の病棟薬剤業務の技術向上を図った。

地域における安定した医療提供体制の確保と研修病院としての診療体制充実
を目的として、地域の基幹病院との連携を強化するために地域教育基幹病院を
定め、医学部学生、初期研修医、後期研修及び若手専門医の指導に当たる医師
を配置している。県立志摩病院、紀南病院、市立尾鷲総合病院、大台厚生病院
に医師を派遣し、医師や医療スタッフに対する教育及び医療支援を通じて、地
域医療、僻地医療の活性化を推進している。

Ⅲ
【197-1】地域医療機関、僻地診療所等 （平成21年度の実施状況）
の医師・看護師などの再教育を支援す 病院教育委員会主催で研修会や講習会を開催し、広く地域の医師や看護師が
る。 出席した。７月には臓器移植に関する研修会、９月には救急医療に関する研修

会、１２月には院内感染対策についての研修会を開催し、広く地域への教育支
援を行うことができた。

【197-2】地域における医療、保健施策 ４月、６月、１０月、１２月及び２月に県内薬剤師を対象にファーマシュー
に携わる自治体職員、保健・衛生専門家 ティカル・ケア・フォーラム三重を開催し、県内病院薬剤師の薬剤管理指導業
等を対象としたリカレント教育講座の開 務の質向上が図られた。また、７月と１月の２回、県内病院の医師、理学療法
催などにより地域医療に携わる人材育成 士、作業療法士、義肢装具士を対象とした三重県リハビリテーション義肢装具
を支援する。 研究会の開催を支援した。理学療法・作業療法・義肢装具に関する情報収集と

関連医療スタッフの資質の向上を図ることができた。

【197-3】学生の地域医療の研修等実施 三重県の地域医療を担う医師や看護婦の養成のために、県立一志病院を初め
のため、講師を派遣する。 とする三重県内の病院や診療所を学生や初期研修医・後期研修医の研修の場と

なるように整備した。そのために、総合診療科の医員などを常勤の勤務医兼指
導医として派遣、また、教官が非常勤で診療や教育に当たらせた。また、三重
県の病院、診療所、介護関連施設などの多くの施設長（２０人余り）に依頼し
て臨床教官として、学生や研修医の教育に当たってもらった。

【198】地域の医療職のための （平成20年度の実施状況概略）
生涯教育プログラムを作成す 地域における安定した医療提供体制の確保と研修病院としての診療体制充実
る。 を目的として、地域の基幹病院との連携を強化するために地域教育基幹病院を

定め、医学部学生、初期研修医、後期研修及び若手専門医の指導に当たる医師
を配置している。県立志摩病院、紀南病院、市立尾鷲総合病院、大台厚生病院
に医師を派遣し、医師や医療スタッフに対する教育及び医療支援を通じて、地
域医療、僻地医療の活性化を推進している。

各診療科・関連部門が中心となり、三重循環器研究会、造血細胞移植カンフ
ァレンス特別講演会、血液・癌・免疫セミナー、三重県眼科セミナー、三重県
糖尿病セミナーなど５０件余りのセミナー等の開催を支援するとともに、災害
医療セミナー、がん免疫セミナー、三重造血細胞移植フォーラムなどを主催し、
地域医療機関の医療スタッフの人材育成を支援した。
「糖尿病療養指導士育成のための講習会」を年２回開催し、県内病院の医師、

薬剤師、検査技師、看護師、栄養士などが参加し糖尿病療養に携わる医療スタ
ッフの人材育成を支援した。

三重看護専門学校、三重県消防学校、三重県看護協会に医師、看護師を講師
として派遣し、講習会等の運営を支援した。

【198-1】三重リハビリテーション研究 （平成21年度の実施状況）
会を開催し、三重県下の理学療法に関す Ⅲ ４月、６月、１０月、１２月及び２月に県内薬剤師を対象にファーマシュー
る情報収集と理学療法士の資質向上を図 ティカル・ケア・フォーラム三重を開催し、県内病院薬剤師の薬剤管理指導業



- 87 -

る。 務の質向上を図れた。また、７月と１月の２回、県内病院の医師、理学療法士、
県内病院薬剤師の病棟薬剤業務の技術 作業療法士、義肢装具士を対象とした三重県リハビリテーション義肢装具研究

向上を目的に、フォーマシューティカル 会の開催を支援した。理学療法・作業療法・義肢装具に関する情報収集と関連
・ケア・フォーラム三重を開催する。 医療スタッフの資質の向上を図ることができた。

【198-2】地域の病院、医院を対象に地 がんセンター主催のがん相談員実務者会議を年４回、相談員実務者研修を年
域連携セミナーを開催する。 １回（１２月）に開催した。また在ブラジル総領事館の医師を講師に迎え、地

域の医療機関を対象に外国人患者について知るセミナーを開催（１２月）する
など、地域の医師ほか医療スタッフの人材育成に寄与した。

【198-3】糖尿病療養指導士育成のため 糖尿病療養指導士育成のための講習会を以下のとおり開催した（主要なもの
の講習会を開催する。 のみ記載）。

県下のコメディカルスタッフの医療レベルの向上を目的に実施（９月、１月）。
三重県医師会との共催で、県下の医師に対し境界型糖尿病患者の発見法と管

理法について研修会を行った（１２月）。

【198-4】県看護協会、各種研究会、看 三重県看護専門学校、三重県消防学校、三重県看護協会へ医師、看護師を講
護系学校、消防学校等へ講師を派遣し、 師として派遣し、講習会の運営を支援した。
講習会等の運営を支援する。

（国際化） （平成20年度の実施状況概略）
【199】発展途上国からの医師、 アメリカ合衆国ハーバード大学循環器内科（18.4.1～21.3.31）、ドイツボ
看護師等の研修受け入れを推進 ン大学医学部附属病院一般・腹部・胸部・血管外科（20.4.1～21.3.31）、ア
し、医療指導スタッフを派遣す メリカ合衆国シカゴ大学放射線科（20.5.1～21.4.30）に関連診療科の医師各
る。 １名を派遣し、臨床研究を実施している。また、小児科、病理部など関連診療

Ⅲ 科等に中国、タンザニアから４名の医療スタッフ（外国人研究者）を受け入れ、
現地における医療技術の向上を目的に研修を実施した。

【199】各国への医療指導スタッフの派 （平成21年度の実施状況）
遣、研修員の受け入れを推進する。 中国から５名、クロアチアから１名、アラブ首長国連邦から１名の医療スタ

ッフ（外国人研究者）を受け入れ、現地における医療技術の向上を目的に研修
を実施した。

【200】先端医療と医学研究の （平成20年度の実施状況概略）
国際協力を推進する。 本年度は、椎間板におけるProteinase-Activated Receptor 2の発現及び機

能に関する共同研究を進め、その研究成果を国際雑誌‘Spinel’にて発表した。
椎間板変性の進行に関わる新たな分子標的と考えており、現在、臨床応用に向
けた動物実験を進めている。関節軟骨再生に関しては、多血小板血漿を用いた
関節軟骨再生及び人工軟骨の実用化に向けた、臨床前研究を進めている。

米国Ludwig Institute for Cancer Research(LICR)との共同研究は大学院医
学系研究科病態解明医学講座がんワクチン治療学座が主に行っている。LICRと
共同で作製されたがんワクチン(CHP-NY-ESO-1複合体ワクチン)を用いた臨床試
験を平成18年度より進行している。本年度は癌ワクチンの医師主導治験の実施

Ⅲ に向け、その安全性情報に関してLICRと情報交換を行った。

【200-1】米国Rush Medical College UC （平成21年度の実施状況）
SDと椎間板、関節軟骨の再生研究に関す 椎間板再生プロジェクト：１．家兎椎間板変性モデルを用いて、自己多血小
る共同研究を推進する。 板血漿を変性椎間板内に注入し、椎間板修復のメカニズム解析を行った。２．

自己多血小板血漿を椎間板性疼痛患者の変性椎間板内に投与する臨床研究を継
続して行った。

【200-2】米国Ludwig Instituteとの癌 米国ルードビック癌研究所との共同研究課題である癌ワクチン開発研究の解
ワクチン開発に関する共同研究を推進す 析を行い、結果を国際雑誌に公表した。この結果を受け、日本において初の蛋
る。 白癌ワクチン治験の開始に至った。

（説明責任） （平成20年度の実施状況概略）
【201】診療内容、組織、経営 １２月より本院のホームページを全面的にリニューアルし、外部からの視点
内容など情報公開を推進する。 で、診療内容、経営状態等分かりやすい情報をリアルタイムに掲載することと
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した。

【201】ホームページに外部からの視点 Ⅲ （平成21年度の実施状況）
で、診療内容、経営状態等が分かりやす 従前、紙面においての情報のみであった外来診療表の電子化を行い、ホーム
い情報を掲載する。 ページ上に掲載した。このほか経営分析の観点から、新年度からの各種経営情

報の掲載について、副病院長主導のもと検討を行った。ホームページの更新に
ついては、院内各部門からの要請により随時行っている。

また、より充実したホームページ作成のために、ＩＴ広報センターの設置を
行い、２２年度から稼働することとした。

【202】病院機能評価を受ける。 （平成20年度の実施状況概略）
（再掲） 病院機能評価の再審に向け、病院機能向上委員会が中心となり、療養環境の

改善を図っている。
Ⅲ

【202】（平成17年度実施済みのため、 （平成21年度の実施状況）
21年度は年度計画なし） 平成２２年２月１７日から１９日にかけて、病院機能評価（Ｖｅｒ．６）を

受審した。

（経営・管理・組織） （平成20年度の実施状況概略）
【203】病院長の権限を強化し、 病院経営戦略会議を開催し、①現在の経営状態②次期の運営費交付金算定
意志決定と行動が可能な病院運 ルール③当面の課題④新病院の在り方等について議論を行い、効率的・安定的
営組織を構築する。 Ⅲ な経営・財務基盤の確立を推進した。

【203】病院経営戦略会議において提言 （平成21年度の実施状況）
された事項を推進し、効率的・安定的な １２月に病院経営改善戦略会議を開催し、現在の経営状態、時期の運営費交
経営・財務基盤の確立を行う。 付金算定ルール、当面の課題、新病院等の在り方等についての議論を行った。

【204】医学部と附属病院の機 （平成20年度の実施状況概略）
能と組織を明確にし、附属病院 医学部と附属病院の間で、両者の機能・組織の分離の在り方について検討し
診療科・部と医学部講座の組織 た結果、病院長のリーダーシップの強化を図る目的から附属病院の教員（教授
・機能を分離する。 を除く）の採用に関しては、病院組織（病院管理運営会議）での審議、選考と

Ⅲ することとした。また、平成１８年度には医学部、附属病院の事務組織を二元
化した。

【204】（平成16～18年度実施済みのた （平成21年度の実施状況）
め、21年度は年度計画なし）

【205】経営や人事に外部の専 （平成20年度の実施状況概略）
門家を登用する。 病院経営戦略会議に外部から経営の専門家の参画させ、戦略的病院経営の在

り方について検討したほか、経営改善委員会に民間病院経営経験者を病院長補
佐として参画させ、経営改善の助言を得た。また、平成１７年度には経営コン
サルタント会社から本院の現状に即した経営アドバイスを受けた。

Ⅲ 人事・労務担当の専門家の登用は、学内登用が困難であるため、担当者を学
内外における研修等に参加させることにより人材育成を図った。また事象によ
り、社会保険労務士による業務に対する助言などを得ることができた。

【205】（平成16～18年度実施済みのた （平成21年度の実施状況）
め、21年度は年度計画なし）

（安全・危機管理、暴力・法 （平成20年度の実施状況概略）
務対策） 全職員を対象として５月と６月に計５回、同内容で安全管理部・感染制御部
【206】安全管理室、感染対策 ・薬剤部・中央放射線部・ＭＥ室合同研修会を実施した。また、医療安全講演
チーム、災害、テロ、犯罪の対 会、感染対策講演会、医療倫理講演会をいずれも外部講師を招いて開催した。
策チームを確立し、専任職員を 未受講者については、病院教育委員会ホームページ上で受講するeラーニング
配置する。 を実施し、受講機会の拡大に努めた。安全管理部会議（月２～３回）、リスク

マネージャー会議（隔月１回）を開催し、安全管理に対する検討と周知を図っ
た。県内関連病院にも参加を求め、外部講師による感染管理セミナーを１０回
開催した。
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平成１６年度から大学全体で健康診断を実施しており、従来に比べて受診期
間（１週間）及び時間帯（９時～１７時）の拡大並びに勤務形態等により期間
中に受診が困難な職員については予備日を設けるなど全職員が受診しやすい環
境を整備している。職員への周知方法ついては各個人宛に通知文書とともに問
診票を事前配布することで、受診に対する意識向上に努めている。また、電子
メールによる通知、診療科長会議等の各種会議でのアナウンスにより周知徹底
を行っている。健康診断実施期間中は受診状況の把握、未受診者への受診督促
を行い、受診率向上に努めている。なお、実施後は未受診者リストを作成し、
病院企画運営会議等において当該部署の所属長に受診状況を公表し、所属職員
に健康診断受診を徹底させるよう周知している。

Ⅲ リスクマネージメントマニュアルについて、新たに医療機器の取り扱い等を
追加し、より一層安全管理に取り組むよう内容を充実した。

【206-1】医療事故ゼロを目指し、シス （平成21年度の実施状況）
テムの点検整備と職員教育に取り込む。 １１月には「病院機能評価と医療安全」、１２月には「病院機能評価とＩＴ」

の講演会を行い、２１年度医療安全標語を決定した。
また、安全管理部会議を月２～３回開催、リスクマネージャー会議は隔月１

回開催するなどして安全管理に対する検討とその周知を図った。

【206-2】院内感染防止等のため、職員 １２月に外部講師による感染対策講演会を県内関連病院にも参加を求め開催
の健康管理を強化する。 した。また、５月、６月、７月には感染管理セミナーを、９月、１０月には新

型インフルエンザ対策職員集会を開催した。
また、職種別、個人別に未受講者を抽出し、本人に対する受講を促したほか、

所属診療科長等に対しても受講の必要性について通知するなど、受講率の向上
を目指した。

【206-3】リスクマネージメントマニュ リスクマネージメントマニュアル第6.1版を作成した。（解剖時の手順、テ
アルの更なる充実を図る。 レビモニター監視、誤嚥・嚥下障害実施計画書の作成、指示出し・指示受けの

運用、向精神薬の管理体制、手術（タイムアウトの実施等）、中心静脈カテー
テル挿入手順がマニュアルに追加となった。

【207】暴力や脅迫、訴訟など （平成20年度の実施状況概略）
に対応できる法務部門を整備す 安全・危機管理体制を強化するためのスタッフ及び顧問弁護士を継続雇用
る。 し、犯罪等の未然防止に努めている。また、守衛室に安全対策防具（盾、刺股）

を設置し、安全・危機管理体制を強化した。

【207】安全・危機管理体制を整備し、 Ⅲ （平成21年度の実施状況）
犯罪等の未然防止に努める。 時間外での守衛室でのトラブルにおいても臨機応変に対応して病院の安全が

確保に努めることができた。さらに、顧問弁護士による未収金の回収とともに
患者からの苦情等にも速やかに対処することができた。

また、医療事故・医事紛争防止対策講演会に参加し、「クレームや院内暴力
に関する医療機関の対処」「不当要求防止責任者講習」を受講し、不当要求防
止責任者の認定を受けた。

（効率化・合理化） （平成20年度の実施状況概略）
【208】経営・業務・人事に関 病院企画運営会議等に経営コンサルタント同席させ、他病院の情報提供や、
して、監査法人や経営コンサル 経営に関する助言を受けた。また、債権回収対策に対応するため、弁護士を配
タントの評価を受け、合理化・ 置し、医療費未収金の未然防止、早期回収に努め、1,000万円を超える医療費
効率化に反映させる。 Ⅲ 未収金を収納することができた。

【208】病院企画運営会議等に経営コ （平成21年度の実施状況）
ンサルタントを同席させ、病院経営の効 病院企画運営会議等に経営コンサルタントを同席させ、他病院の情報提供や、
率化・合理化について提言させる。 経営に関する助言を受けた。

（診療・教育・研究環境基盤） （平成20年度の実施状況概略）
【209】利用者による評価シス 患者権利擁護委員会（月１回）を開催し、患者の権利擁護の充実を図った。
テムを設ける。 患者満足度調査について、調査項目の検討を行い、２月（外来は２月１３日（金）

及び１８日（水）、入院は２月９日（月）～２月２０日（金）までの期間）に
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実施したまた、、調査結果による分析、改善策の提示を外部委託し、医療サー
ビスの向上を図ることとした。

Ⅲ
【209】患者様の権利擁護委員会が中心 （平成21年度の実施状況）
になって患者様の意見を酌み量り、医療 患者権利擁護委員会が主体となり、外来では診察案内表示板や診察受付呼出
サービスの向上を図る。 機器を設置の提言を行った。また入院ではベッドサイドに院内情報端末を設置

することなどにより、患者サービスを向上させるべく検討がなされた。
１０月には患者満足度調査を実施し、その結果は、医業コンサルティング会

業者による分析のうえ、医療サービスの向上、アメニティの向上に努めた。

【210】病院運営に外部委員を （平成20年度の実施状況概略）
加える。 １９年度に附属病院運営諮問委員会で合意が得られた医学部附属病院（救急

科、救急部及び集中治療部は除く。）及び医学系研究科臨床医学系分野に所属
する大学教員への専門業務型裁量労働制の導入にあたり、５月と６月に関係職
員に対する導入についての説明会を開催、７月に科長会議及び研究科教授会で
了承を得た後、労使協定が締結され、８月１日から導入した。また、年俸制に

Ⅲ ついては、全学的に導入に向けての検討が行われ、１０月開催の役員会で審議
・承認された。

【210】附属病院運営諮問委員会を開催 （平成21年度の実施状況）
し、病院長からの諮問に基づき、答申す 平成２１年度においては、結果として諮問事項がなく、附属病院運営諮問委
る。 員会の開催はなかった。このことにより、委員会の在り方についての検討を行

い、翌年度以降大幅な見直しを視野に委員会の組織の見直しを行った。

【211】ボランティア導入を推 （平成20年度の実施状況概略）
進する。 ボランティア募集に関しては多くの施設に募集広告を出し、協力依頼をした。

また、患者用図書館にがん図書コーナーを設け、がん関連図書、雑誌など大幅
に増冊を図った。

Ⅲ
【211】ボランティア活動の拡大を図る。 （平成21年度の実施状況）

ボランティアについては広く募集広告を出し協力依頼を行った。
また、病棟でのアンケート結果をふまえ、退職後の看護師へのボランティア

募集を検討した。

（経営資源） （平成20年度の実施状況概略）
【212】経営面から人材と資金 病院経営戦略会議を開催し、①現在の経営状態②次期の運営費交付金算定ル
の配置・配分を見直す。 ール③当面の課題④新病院の在り方等について議論を行い、効率的・安定的な

経営・財務基盤の確立を推進した。
病院全体の優先順位によりシステムに関連した経費を効率的に運用するた

め、運用方法を院内に周知し、情報を共有する体制を構築した。電子カルテ化
の環境整備として、ネットワーク環境や、保守体制の見直しについて、継続し
て検討を行った。

管理会計システム（ＨＯＭＡＳ）で、平成１９、２０年度のデータの取り込
み処理を実施している。データ蓄積の後、患者疾患別原価計算処理を行うこと
とした。

【212-1】病院経営戦略会議において病 Ⅲ （平成21年度の実施状況）
院経営戦略についての成案を得る。 １２月に病院経営改善戦略会議を開催し、現在の経営状態、時期の運営費交

付金算定ルール、当面の課題、新病院等の在り方等について議論を行った。

【212-2】システムのためのコンティン ２２年度からの救命救急センター設置認可を見込み、人工呼吸器及び心拍モ
ジエンシープランに対応する環境整備を ニター等の整備を広く行うことができた。そのプロセスは臨床工学部運営連絡
資料作成を含め、段階的に進めていく。 会議において検討を行い、その結果もプレゼンテーションを行い、広く周知を

図ることができた。

【212-3】管理会計システムの有効な活 ２１年９月分までのデータの取り込みが完了しており、引き続きデータの取
用を検討する。 り込み作業を行った。

今後の課題として、ＨＯＭＡＳのバージョンアップ、オラクルのエラーの解
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消、サーバーをＷＩＮＤＯＷＳ２０００から２００３への移行が必要であるこ
とを確認した。

【213】企業や自治体との共同 （平成20年度の実施状況概略）
事業を推進し、外部資金導入を ７件の外部医療機関の治験を共同ＩＲＢで審査を行った。
図る。 毎月の経営改善委員会において、稼動目標達成に向けて増収策を各病棟医長

等に周知するとともに、各病棟へ当日及び当月病床稼働率を毎週通知し病床稼
Ⅲ 働率向上を促した。

【213】地域医療機関からの治験受託審 （平成21年度の実施状況）
査を受け入れる。 企業主導治験や研究者の自主臨床研究の支援を推進し、外鼻資金の導入に努

めた。

（再開発） （平成20年度の実施状況概略）
【214】老朽化・狭隘化した附 新病棟との仮設通路建設予定地の病理倉庫を移転させた。また、現病棟の救
属病院入院棟の新築・増築を 助袋設置場所及び避難経路を移動させ、仮設通路建設予定地の確保を行った。
検討する。

【214】再開発の第Ⅰ期工事である病棟 Ⅲ （平成21年度の実施状況）
・診療棟整備を計画どおり遂行する。 新病院開院に設置する医療機器等の選定について、２２年度概算要求を行う

機器について院内の要望を取りまとめ、概算要求書を提出した。また、２３年
度概算要求を行う機器は、院内各部署へのヒアリングを全て終え要望の取りま
とめを行った。

【215】患者療養環境改善と医 （平成20年度の実施状況概略）
療サービス向上を実現するた 入院の電子カルテ化の準備として、物流システムを含めた運用の見直しにつ
め、既存施設の見直しと改修を いて、処方、注射、スキャナ、処置など各種ＷＧで検討を行い、病棟ヒアリン
検討する。 グの計画・準備を進めている。

【215】入院カルテの電子化を実施する。 （平成21年度の実施状況）
Ⅲ 各診療科のヒアリングを進めていく上で、電子カルテ化を阻害する要因を確

認し、システムのカスタマイズを行い、また、次期医療情報システムの更新へ
活かすべく、調整を行った。院内統一的に指示出し指示受けや手術記録の電子
カルテ化を行い、また、スキャナ取込を行なえる環境により、情報共有化が行
なえ、同意書・説明書の雛形の保存など電子カルテ化の準備も着々と進んでお
り、歯科カルテや画像ファイリングシステムなど、各科の電子カルテ化を進め
るためのシステムの導入についても検討を行った。

ウェイト小計
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三重大学

Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上
(3) その他の目標

④ 附属学校に関する目標

中 １ 学部との緊密な連携のもとに、新たな教育を探求する実験校、及び新たな質が求められる教育職員養成の実地研究の場としての機能を一層強化する。
期 ２ 地域の教育の発展に寄与するとともに、地域に開かれかつ効果的・適切な学校運営を促進する。
目
標

進捗
中期計画 平成21年度計画 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

状況

【216】各学校園が特色を持ち、 （平成20年度の実施状況概略）
多様な教育の中で、児童・生徒 各学校園が特色を持った多様な教育活動を継続して展開した。小学校では、
を育成する。 継続的校内研究会、全員の授業研究、公開研究会など研究活動を展開した。大

学や地域自治体と連携しての情報教育・国際理解教育を進めた。また英語活動
年間カリキュラムを策定し、実施した。中学校では、テーマを立てた校内研究
会の継続、ロボコン参加など知的財産教育、天津市実験中学との交流などの国
際理解教育を推進した。特別支援学校では、研究部会、全体研究会など研究活
動を進め、研究授業や公開研究会を実施した。自閉症児の個別指導や教育支援
計画を作成し関係機関等に配布した。巡回相談、教育相談の充実に努めた。幼
稚園では、園内研究を継続し公開保育研究会を実施した。また、学部の教員養
成授業と連携し、子育て支援保育と在園児との異年齢交流保育を推進した。幼
小連携や、特別支援教育に関しては幼稚園、小学校特別支援学校の連携や協力
を推進した。

【216】各学校園が特色を持ち、多様な （平成21年度の実施状況）
教育の中で、幼児・児童・生徒を育成す 各学校園で特色ある多様な教育活動を継続して進めた。
るための具体的方法を引き続き実施す 小学校では、校内研究会を週１回に発展させ、研究活動を進めた。情報教育
る。特に小学校では、「学びの共同化」 ・国際理解教育の継続的な展開のほか、策定された英語活動年間カリキュラム
を中心とした指導方法のいっそうの深化 Ⅲ を英語科担当教員を中心に実施に移した。
を図り、教科の先進的で特色のある指導 中学校では、１７回に上る校内研究会の継続を基礎に、知的財産教育を進めた。
法、スクイークやパンゲアを活用した情 校内に組織された国際交流部会を中心に天津市実験中学と交流を深め、国際理
報教育、国際教育の研究を展開するとと 解教育を進めた。
もに、英語活動年間カリキュラムを充実 特別支援学校では、自閉症児の個別指導計画を保護者や関係機関の参画も得
させ、英語活動を通して国際理解教育を て作成し、相互の役割を明確化するとともに、過去３年間分の計画と実施につ
進める。中学校では、知的財産教育や国 いて評価を行った。家庭訪問、個別懇談を通して指導計画作成に保護者が参与
際理解教育（天津師範大学附属中学校と する共同が進んだ。特別支援教育のセンターとしての役割を果たすため、巡回
の交流等）の取り組みをさらに強力に進 相談活動、教育相談活動を推進した。
め、発展させる。特別支援学校では、自 幼稚園では、園内研究活動と「保育を語る会」（公開保育研究会）を実施し、
閉症に対する個別の指導計画及び教育支 教育課程の見直しを行った。学部教育と連携した未就園児の保育の会には、在
援計画を関係機関等との連携を検証しつ 園児のボランティアが組織されまた参加児希望者も増加するなど、地域に密着
つ図る中で作成し，特別支援教育に関す し、保護者に理解される教育活動の推進に努めた。
る教育課程の研究をより実践的に充実発
展させる。幼稚園では、未就園児保育を
含めた異年齢保育を進めて幼児の心の教
育を目指すとともに、学部幼児教育学生
の教員養成を視野に入れ、学部教員、学
生、保護者、地域と連携した未就園児保
育、子育て支援を計画的に進める。

【217】附属学校園の教育理念 （平成20年度の実施状況概略）
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や目標を見直し教育の充実を一 教育課程検討委員会では、従来の三部会（教育評価、入学者選抜、学校間交
層図るとともに、異校種間の連 流）を継続し、さらに幼小中の連携推進を検討する小委員会を設立した。学校
携・交流をさらに発展させる。 間交流会では各課題別グループ研究会を開催した。これらの部会、委員会で入

学者の選考方法の改善、連絡進学、学級定員の少人数化の可能性、小・中学校
の英語活動及び英語学習についてのカリキュラムの在り方等の課題の理解を図
った。異校種間の連携・交流として、ジョイントコンサートなど音楽を通じて
の交流、体育祭、プール水泳、生活科や家庭科などの交流学習が行なわれ推進
された。

【217】附属学校園の教育理念と教育目 （平成21年度の実施状況）
標実現のために、教育課程検討委員会に 各学校園では、平成１９年度に立てた４附属校園全体の教育目標の実現の為
設置した３部会及び各課題別グループの に、教育課程検討委員会において、学級定数問題を検討を行った。中学校でも
研究協議の充実を図り、異校種間の連携 引き続き検討を進め、幼稚園でも具体案を策定した。教育課程検討委員会では
・交流を推進するとともに、幼・小・中 Ⅲ 選抜・連絡進学問題も引き続き検討した。特に、特別支援を要する子どもの連
一貫した教育課程の策定に関わる課題を 絡進学問題を慎重に検討している。
整理しつつ、実験的な試みを進める。 幼小連携では、従来の交流活動に加え、幼小の美術教育を手がかりに、連携、

連続した教育課程の検討を始めた。幼稚園教員がこれに関連して小学校公開研
究会教科別協議に参加した。

各学校園では、音楽活動（ミニ演奏会、ジョイントコンサートなど幼・小・
中、特）、生活科（幼・小）、家庭科(幼・中)、総合学習交流（美術活動など
中・特）、体育祭（中・特）など児童生徒間交流が拡大し前進した。

小・中学校では、英語学習カリキュラムについて小・中間の検討がなされた。
中学校教員による小学校での英語や算数の授業、中学校教室を借りた授業など
具体的な前進があった。

特別支援教育については、特別支援学校に事務局をおき、四附属特別支援教
育協議会を開催し、各校園間の交流と課題の整理を進めてきた。その支援を受
けながら、小学校では校内委員会を立ち上げ、幼稚園では園内研修活動を進め
てきた。

【218】学部や附属学校園の研 （平成20年度の実施状況概略）
究の課題や計画に基づいて、両 教育学部教員が「附属学校における学部教員における授業実施」の一環とし
者が連携した研究プロジェクト て、幼稚園、小学校、中学校で、多様な科目で授業を実施した。また附属校教
を推進する。 員が、学部と連携して社会科、美術科教材研究の講師を勤めたり、ＰＢＬシナ

リオ開発研究会、学部附属授業連携ワーキンググループ、公募型エネルギー・
環境教育プログラム開発、アイサープ研究会等に参加し、授業実践の質を高め
た。特別支援学校や幼稚園では、学生の卒論研究を通して連携を行った。

【218】学部および附属学校園の研究の （平成21年度の実施状況）
課題や計画に基づいて、両者が連携した Ⅲ 各学校園の「附属学校における学部教員における授業実施」は科目数、種類
授業研究プロジェクトをさらに充実発展 においてより拡大した。附属教員の大学における授業（小・社会科、図工）も
させ、授業実践の質を高める。 引き続き行われた。

教育学部内の「教科力」研究会のシンポジウムに教員が参加し、教育学部学
生の「教科力」と自らの教師力を向上させるための意見発表をした。

小学校では、公募型エネルギー・環境教育プログラムの開発のほか、学部教
諭と連携し、新たに指導案検討委員会ＷＧを設置し具体的な指導案形式の検討
を行った。
特別支援学校では学部の特別支援教育コースとの研究プロジェクトについて検
討を進めた。

【219】学部との連携を強め、 （平成20年度の実施状況概略）
教育職員養成カリキュラムに対 教育実習の在り方や教育実習に関わる学部教員と附属学校教員との役割分担
応する教育実習・教育実地研究 等を検討する研究プロジェクトとして、学部・附属連携推進協議会において、
の場としての充実を図る。 平成２１年度からの教育実習の改善策を策定した。特に、事前指導内容につい

て大綱案を作成した。特別支援学校において、「教育実地研究基礎」を学部の
講義に関わる体験学習の場として位置づけ、学生の受け入れを行なった。また、
特別支援学校においては、年間を通して、特別支援教育ボランティアの活動を
企画運営した。
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【219】教育実習の在り方や、教育実習 （平成21年度の実施状況）
に係る学部教員と附属学校教員との役割 学部と附属学校園合同の「教育実習実施委員会」は「教育実習委員会」とし
分担等を検討する研究プロジェクトを継 て改組され、附属校委員もより基本的長期的な問題の検討に参加できることと
続的に推進し、平成２１年度からの教育 Ⅲ なった。教育実習実施委員会は９回開催され，事前指導等の改善を行った。
実習の改善策の実施を開始するととも 各学校園では、学部附属連携推進協議会において、平成２０年度作成の事前
に、「教育実地研究基礎」の実施を学部 指導内容の大綱案をもとに、１．基本的事項（教育実習の目的と意義、心構え）
教員と協力して遂行する。特別支援学校 ２．教育実習計画と心得（４週間実習の内容、実習生の心得）３．幼児・児童
での特別支援教育を視野に入れたボラン ・生徒の理解 ４．教育課程と指導の実際 ５．指導案の作成について共通理
ティアの育成を図る。 解を図った。

小学校では、教員養成ＰＢＬシナリオ開発研究会による大学における教育実
習事前指導の教育プログラムを開発した。

中学校では、学部学生の授業参観を積極的に受け入れる体制を作った。
特別支援学校では、特別支援教育ボランティア講座の内容を見直し、学生が

子供とふれ合う機会の充実を図り、また、特別支援教育ボランティア体験報告
会を開催した。

幼稚園では、見学や実習体験の場を提供機会を増やした。教育実地研究の一
環として学生が園庭環境を整える活動に参加できるようにした。

【220】附属学校園の目的・目 （平成20年度の実施状況概略）
標に基づいて入学者選抜の方法 入学者選抜部会を開き、各校園の入試状況や課題の整理をし、入学者選抜の
を工夫する。 課題解決を図った。連絡進学については、教育課程検討委員会小委員会で検討

を継続した。また、学校評議員会を開き、附属学校園の学校経営方針及び現状
と課題についての協議並びに附属学校園が果たす役割や地域の公立学校園と共
存できるより良いシステムについての検討を行なった。

【220】附属学校園の目的・目標に基づ （平成21年度の実施状況）
き、一貫した教育理念について協議を深 教育課程検討委員会の入学者選抜部会を開催し、連絡進学、学級人数などの
め、連絡進学のあり方を含め平成２２年 問題について募集要項の改訂を含め協議した。
度の入学者選抜方法についての見直しを 小学校では、望ましい学級規模について検討を行った。
行う。 幼・小、小・中の連絡進学について、学校園間の懇談会を適宜実施するとと

もに、相互の参観を行い、より良い進学の在り方について検討した。
小・中学校では、教員の代表者による連絡進学についての会議を持ち、生徒

の実態をもとにして、連絡進学システムの改善と入試の在り方等について検討
した。

Ⅲ 中学校では、校内入試委員会を開催し、昨年度の検査内容と課題を確認し、
より良い入学システム構築のための募集要項を作成し、入学選考を実施した。
（５月～２月）

幼稚園では、学校評議員会の意見も頂きながら、入園者選考について検討し、
募集要項の作成、広報、選考内容の決定をし、選考した。

各学校園では、学校評議員会を学期毎に開催し、評議員の意見、助言を各校
園での入学選考員会に生かし、入学選考の質的な充実を図った。（６月～２月）

小学校では、連絡進学や入学選考の実態について学校評議員の意見を聞き、
より良い入学システムの在り方について検討した。

中学校では、学校評議員会を開き、附属学校園の学校経営方針及び現状と課
題について協議した。また、附属学校園が果たす役割や地域の公立学校園と共
存できるより良い入学システムについて検討した。（５月、１２月、３月）

各学校園では、本年度の入学選考について課題を整理し、来年度へ向けての
改善点を検討した。（２月）

特別支援学校では、昨年度の課題については校内の入学選考委員会で検討し、
改善することができた。（６月～８月）

【221】教育委員会との連携の （平成20年度の実施状況概略）
下に、公立学校や幼稚園との人 人事交流に関する協定書を基本として、県教委人材政策室と副学部長、附属
事交流による体系的な研修シス 学校担当学部長補佐、附属学校代表との間で協議の場を設定するなど、緊密な
テムの一層の整備・充実を図 連携を図る中で人事交流についての課題や要望の検討を強力に進め、連携強化
る。 を図った。各附属学校園においては、附属での人材育成システムを充実するた

めに研修プログラムを策定し、プログラムに基づいて転入教員の授業研究や在
職年数に応じた研修を実施した。また、より良い人事交流推進のために、県教
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育委員会人材政策室、地域調整監及び附属副校園長による懇談会を開催した。

【221】三重県教育委員会及び津市教育 （平成21年度の実施状況）
委員会との人事交流に関する協定を継続 小学校、中学校、特別支援学校においては、県教育委員会人材政策室や地域
し、より良いものへの見直しを図るとと Ⅲ 調整監と附属副校園長との懇談会、県教委と三重大学との人材育成会議、人材
もに、基準となる人事交流期間における 政策室、学部、附属学校３者が会した人事交流に関する協定書の履行について
研修プログラムの充実を図る。また、附 の検討・確認、県教委への人事交流の関する要請や要望機会、本人の意向と協
属学校教員の採用の在り方について検討 定書に基づいた適正な人事交流など、関係機関との協議を年間を通じて行った。
を続ける。 各附属学校においては、附属での人材育成システムを充実するために研修プ

ログラムを策定し､プログラムに基づいて転入教員の授業研究や在職年数に応
じた研修を実施した。小、中学校では主幹教諭の役割について、小中で交流を
深め、さらに充実したものになるように協議した。

特別支援学校では、教員の研修について学部教員及び本校管理職による検討
会を開いた。

各学校園における研修の考察をもとに改善点を明らかにするとともに積極的
な学部との連携をもとに附属学校園における研修システムの質的な向上を目指
し検討を行った。

【222】現職教育職員の研修の （平成20年度の実施状況概略）
場として、短期的研修や公開研 各学校園で授業研究会、公開研究会、保育を語る会などを開催した。また、
究会等を充実させる。 県教委主催の指導力向上支援研修、初任者研修、全日本教育工学研究協議会、

東海地方数学教育会の受け入れを行なったり、初任者・５年研・１０年研、公
立学校の研修会、市町教研教科部会、研修講座等に講師を派遣した。特別支援
学校では、年間を通じての地元小中学校への巡回相談や夏休みに１日の教育相
談を行った。幼稚園では、指導力向上に向けた教員研修の受け入れを行った。

【222】研究校としての役割を果たすた （平成21年度の実施状況）
めに、引き続き授業研究会、公開研究会、 各学校園で授業研究会、公開研究会、保育を語る会などを開催した。
保育を語る会などを開催する。また、初 中学校では、外部から講師を招いて、公開授業研究会（略称：ミニ公開研）を
任者研修の受け入れ、公立学校等での研 実施し、公開した７教科の分科会では学部教員が助言者を務めた。
修会への講師・助言者派遣等を推進す 幼稚園、小・中学校では、県教委の指導力向上支援研修、初任者研修を受け
る。特別支援学校では、特別支援教育の 入れた。
教育相談体制を整備する。幼稚園では、 Ⅲ 小学校では、教員経験５年目、経験１０年目研修、初任者研修・授業方法演
引き続き、指導力向上に向けた教員研修 習の講師派遣、市町の教育研究会部会への講師派遣を行った。また、県立美術
の受け入れを行う。 館子どもアートｉｎみえ主催の写真家による授業や、ＮＰＯ法人三重県文化協

会主催の次世代の文科体験活動推進事業体験プログラム「日本音楽の楽しさを
体験しよう」の授業を実施し、地域の人材を活用した学校運営を行った。

中学校では、初任者研修、あるいは夏季休業中の公立小中学校の研修会に講
師を派遣した。

特別支援学校では、初任者研修、津市の就学指導委員会への委員派遣、地域
の特別支援教育コーディネーター連絡協議会等への委員の派遣等を行い、また、
特別支援教育相談員として地域の小中学校で巡回相談を行った。また、全ての
教育活動を通して指導法の改善、教材等の研究、開発を行い、さらに、学校見
学会を開催して特別支援教育の推進、啓発を図った。

幼稚園では、地域の未就園児親子の会を行い、幼児の幼児らしい遊びの場を
提供するととともに、子育て中の母親同士のネットワークをつなげるような活
動を推進した。

【223】学校評議員制度の充実、 （平成20年度の実施状況概略）
ホームページの充実を図るな 各学校園において、学校評議員会を開き、学校経営方針や重点課題等の説明
ど、地域社会に開かれた教育と や授業参観を行なったりして意見や助言をいただき、それを学校運営に生かし
学校運営を進展させる。 た。また、未就園児保育や講演会の開催、学校経営方針の説明、学校だより、

学級通信等の定期的発行やホームページの活用による保護者や地域社会への情
報発信、津市障がい者交流会への参加、公開授業での地域人材の活用等を行な
うなど、開かれた学校運営を図った。ホームページを更新し、情報発信に努め
た。

【223】学校評議員制度を活用し外部評 （平成21年度の実施状況）
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価に向けた取り組みを進めるとともに、 各学校園では、年間複数回学校評議委員会を開催し、評議員に学校や園の運
保護者や地域社会が参加する開かれた学 営、研究内容等を説明し、現状と課題についてそれぞれの立場からの意見を聞
校運営を図る。ホームページを更新する。 いた。そして第三者評価としての評議員の意見を学校運営に生かした。また、

各学校園評議委員の持っている専門性を学校運営や保護者への支援等に生かし
Ⅲ た。

各学校園で、自己評価ならびに学校評議員や学校関係者評価を実施した。
各学校園で、特色、教育活動や子どもの生活や活動がよく見えるホームペー

ジの適宜更新を行い充実を図った。
中学校では、育友会を中心にしたホームページ運営に学校も積極的に関わっ

て非常勤講師を配置するなど、広報活動に努めた。
各学校園では、学校だより、園だよりの充実を図り，保護者などの学校理解

を深めるとともに、学校運営や教育活動への意見・提言を活用し、学校の活性
化を図った。

各学校園で、教育学習活動に高い専門性を有する地域・保護者を生かした授
業の実践を試みた。

幼稚園や特別支援学校特色では、教育内容等を紹介するために学校見学会や
オープンスクールを開催した。

特別支援学校では、見学会における講演の案内を地域を中心に他市の幼小中
へも送付した。

【224】適切な人材の確保と配 （平成20年度の実施状況概略）
置を進めるとともに、公務や委 より良い人事交流のために、県教育委員会人材政策室、地域調整監及び附属
員会の整備、事務の効率化など 副学校園長による懇談会を開催したり、四附属運営委員会及び学部・附属連携
効果的かつ適切な学校運営を促 推進協議会における附属学校教員の確保についての協議や学校長と学部長との
進する。 懇談を行なった。また、教員の勤務実態の把握による校務分掌の見直し、主幹

教諭の配置による管理職業務の見直し、校内運営委員会の見直しによる職員会
議の効率化などを行なった。さらに大学が事務の効率化・円滑化を図るため、
スタッフの適正配置を行なった。事務の一元化に当たっては、学校現場の現状
を基に、実効性についての検討を深めた。

【224】適切な人材の確保と配置を進め （平成21年度の実施状況）
るとともに、校内の諸委員会等の見直し 附属学校園が求める適切な人材の確保と配置について各学校園内、附属校運
をして、より機能的で適切な学校運営の 営委員会、教育学部（学部長及び学部連携推進協議会）、県や市の教育委員会
促進を図る。また、事務組織の一元化の Ⅲ 等各レベルの協議を進めた。
実効性を高める。 各学校園で学校運営の効率化機能化に向けて、校務分掌の見直し、教員会議

の回数減、文書の集中管理、家庭訪問時期など、勤務実態の把握を含め、見直
しを図った。

小・中学校では、主幹教諭の位置づけと校務分掌上の位置づけを明確にした。
各学校園で教員会議への原案の事前提出、提案内容の明確化、協議内容の事

前調整等を進め、学校運営の適切化を図った。
中学校では、特に法的な意味や健康上の観点から適正な勤務時間について管

理職より常時働きかけている。例えば、教育実習の指導終了時刻を１９：００
(やむを得ない延長２０：００)厳守を働きかけたり、諸会議効率化の指示を行
ってきた。

各学校園では、事務の効率化・円滑化を図るため、スタッフの適性配置を行
った。事務の一元化にあたっては､学校現場の現況もとに、実効性について検
討を深めた。

【225】警備員の配置、安全管 （平成20年度の実施状況概略）
理マニュアル等の整備、実地訓 門の開閉のシステム化など、警備体制の充実を図った。附属学校危機管理対
練の実施など、安全管理体制の 策委員会では、附属学校の危機管理設備整備計画をまとめ、学部に要望した。
充実を図る。 また、耐震工事に伴い「学校施設の防災機能強化の推進モデル事業」に応募し

て受けることになり、附属学校危機管理対策委員会と連携して事業を進めた。
四附属運営委員会における附属校園防災対策員会を継続し、防災対策について
の共通理解と相互扶助体制について協議・確認した。関係機関や育友会と連携
し、附属学校園全体で災害時のための幼児・児童・生徒の引き渡しマニュアル
を作成した。また、通学途上災害発生時支援の在り方の検討、大地震を想定し
たアンケート・講習会・ＷＧの実施、避難訓練など実施した。
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【225】警備員の配置等による警備体制 （平成21年度の実施状況）
の維持・向上を図るとともに、保護者へ Ⅲ 四附属運営委員会における附属校園防災対策委員会を継続し、防災対策につ
の緊急連絡体制をいっそう整備・徹底す いての共通理解と相互扶助体制について協議、確認した。
ると共に、引き続き実地訓練を実施し、 各学校園で電話連絡網に加え、緊急メールシステムの整備、確立を進めた。
不審者対策、自然災害対策など安全管理 また、関係機関や育友会と連携し、附属校園全体で災害時のための幼児・児童
の充実を図る。 ・生徒の引き渡しマニュアルを確認するとともに、通学途上災害発生時支援の

在り方について検討した。大学と連携して、保護者も参加する防災ワークショ
ップや「防災講演会」を実施した。備蓄倉庫の必要な更新、管理を行った。

各学校園では、地震、火災、不審者など避難訓練や擬似体験学習（地震体験
車）を実施した。

各学校園で附属学校の安全管理に関わる設備等の充実強化を実施した。また、
警備員との連携を密にし、不審者情報を素早く共有できるようにした。

各学校園で新型インフルエンザ対策について、大学、県教委、津市教委と連
携したマニュアル作りを行い、マニュアルに沿って、予防、啓発、学級閉鎖、
学年閉鎖等を実施した。

ウェイト小計
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三重大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項

○教育研究等の質の向上の状況 アンケート調査を継続して実施し、評価結果をホームページにおいて公表するとともに、
１．教育方法等の改善 授業改善アンケートの主旨を「教え」の評価から「学び」と「教え」への評価へと改訂し
○一般教養教育の指導方法改善のための組織的取組状況 た。

本学は、４年間または６年間一貫の全学的な共通教育として、統合教育科目、外国語教
育科目、保健体育教育科目、基礎教育科目という特色ある構成によって、教養教育を進めて ○学部学生や大学院学生の成績評価方法等の改善のための組織的取組状況
いる。このような共通教育において、「感じる力」「考える力」「生きる力」とその基盤とな 成績評価の方法や基準を定めた全学成績評価基準（ガイドライン）及び成績評価の適正
るコミュニケーション力を重視した豊かな教養と学問の基礎的素養を広い視野のもとで育成 性を保証する成績評価に対する不服申立制度を継続して実施した。また、「三重大学におけ
するため、「法則の探究」、「環境資格関連」、「大学とキャリア形成」、「創造と知的財産」、「英 るＧＰＡ制度の取扱いに関する要項」を制定し、ＧＰＡ制度の本格的導入を決定するとと
語による国際教育科目」からなる"授業群"の充実と２２科目のＰＢＬセミナーの開設、初年 もに、「４つの力」の適正な評価を推進するため、eポートフォリオシステムを構築し、成
時教育として「４つの力」スタートアップセミナーを前・後期２９クラスの開設を行った。 績評価に関する全学ＦＤを開催した。
また、「生きる力」を育成するため、インターンシップ科目の継続開講を行うとともに、キ 共通教育では、客観性の高い統一的基準としてTOEICを活用した成績評価を継続的に実施
ャリア教育担当特任教員１名の採用により１０科目のキャリア教育科目を開講した。さらに、 した。また、医師に必要な基礎学力を検証するため全国共用試験（CBT・OSCE）を継続して
学生相談・キャリア支援制度の確立を図るため、キャリア・ピア・サポーター資格教育プロ 実施した。
グラムを開始し、第１回初級資格者２名を認定した。また、２２年度から学生生活を支援す 大学院では、学位審査は原則として公開とし、外部審査員による審査等も考慮した厳正
るＳＡ制度の新設を決定した。 な審査に努めることとし、修士論文の成果も原則として公開発表する制度を設置した。
eラーニングシステムを活用した授業「英語 プレTOEIC」を開講するとともに、英語教育

担当特任教員４名の採用により、中・上級１８クラス及び再履修２６クラスを設置し、実践 ○各法人の個性・特色の明確化を図るための組織的取組状況
英語教育の充実を図った。学生の習熟度に配慮したカリキュラムとするため、入学時にTOEI 社会に開かれた大学として、生涯学習に対する社会的要請に応えるため、本
C IPテストを実施し、得点に応じたクラス編成を行った。また、英語力向上のため、２２年 学学生に開講している正規の授業科目の一部を市民等が聴講できる「三重大学
度からTOEIC補習授業の義務化を決定した。さらに、共通教育を核とした全学規模の「環境 市民開放授業」を開設し、２２名の受講者を得た。
資格支援教育プログラム」を継続開設し、プログラム修了者２４名を輩出した。また、理系 国際環境教育プログラムにおいて、国際気候変動枠組条約第１５回締約国会
基礎教育科目（数学）に関し、習熟度の低い学生を対象として補習教育クラスを継続して開 議（COP15）に国際環境インターンシップとして４名の学生を派遣した。また、
設した。基礎教育科目「情報科学基礎」において、ネットワーク、情報倫理、情報セキュリ 課外活動でのグループ学習を促す開放型グループ学習室（ラーニング・コモン
ティー、eラーニング等、情報社会に必要な情報リテラシーの教育を全学統一授業として継 ズ）の整備を図った。
続開講した。また、『大学生のためのレポート作成ハンドブック』を全新入生に配布して活 教育目標達成のための新しい教育方法・教材の開発のため、高等教育創造開発センター
用を促進する等、日本語表現教育の充実を図るとともに、学生の教育満足度調査、修学達成 を中心に、教員向けにＰＢＬ授業の準備、教材作成、授業中の活動・評価の一連の活動方
度調査及び卒業生（修了生）・企業等への大学教育に関するアンケート調査を継続して実施 法論をまとめた「ＰＢＬ実践マニュアル」及び「Moodleを使ってみよう」の全学的利用を
し、評価結果をホームページにおいて公表した。 進めるとともに、学生用ＰＢＬ教育マニュアルを作成した。また、ＧＰＡの運用例等、教

育改善に役立つ情報提供の方策として、高等教育創造開発センターNews Letterを発行した
○学部教育や大学院教育の指導方法改善のための組織的取組状況 （第２号～第９号）。さらに、ＰＢＬを導入した授業デザイン研修会（学生とのコミュ

各専門分野の知識・技能の確実な修得を図る教育体制の整備の一環として、「感じる力」 ニケーションの促進、ＰＢＬ授業の促進、Moodle活用事例の解説等）、学生の
「考える力」「生きる力」とその基盤となるコミュニケーション力を総合的に育成するため、 変化・成長を促す授業づくり等、全学ＦＤを実施した。
全学共通教育との連携により、ＰＢＬ教育授業科目を４２９科目開講するとともに、コミュ 三重県・津市・四日市市・地域企業と連携し、社会人技術者のキャリアアッ
ニケーション力の涵養に効果的なeラーニング"三重大学Moodle"を活用した授業を８００科 プ教育を実施するとともに、教員免許状更新講習の推進のため県内大学と立ち
目に拡充した。 上げた「三重県教員免許状更新講習連絡協議会」を通じ、幼・小・中・高校等
工学研究科において、社会等から多様なニーズに応えた高度専門技術者の育成を目的とし の県内教育機関と連携を強化した。また、ユネスコ・スクール加盟の承認を得

て、「創成工学コース」の継続開設、生物資源学研究科において、「ダブルディグリー制度」、 たことに伴い、ユネスコ・スクール支援大学間ネットワーク(ASPUnivNet）に参
医学系研究科では、「国際推薦制度による留学生教育の実質化」による教育プログラムの継 加し、加盟大学との連携を図るとともに、県内各教育機関を対象とした「ユネ
続開設、さらに、４年生を対象にした全国共用試験（CBT・OSCE）を継続的に実施するととも スコ・スクール研修会・シンポジウムｉｎ三重」を開催し、ユネスコ活動の推
に、工学研究科において「美し国おこし三重さきもり塾」の特別課程を２２年度から開講す 進に努めた。
ることを決定した。 アジア・太平洋地域のモンゴル・中国・韓国・日本・タイ・インドネシア・
ＴＡ制度の活用を円滑にするため"ＴＡの活躍を促す６つのポイント"を配付するととも オーストラリアの７カ国による「アジア・太平洋大学環境コンソーシアム」を

に、全学ＦＤとして「ＴＡのための研修会」を実施した。また、eラーニング"三重大学Moo 構築し、本学が事務局として国際環境教育を積極的に展開することとした。
dle"を活用した授業の促進のため、ＴＡによるMoodleヘルプデスクを設置した。 創意に溢れた教育プロジェクトや教育活動を支援するために三重大学教育ＧＰを継続的

各専門分野の知識・技能の修得を評価するため、全学生を対象とした修学達成度調査及 に実施し、８件のプログラムを選定し、成果を公表した。さらに、大学教育・学生支援推進
び教育に対する学生の満足度調査並びに卒業生（修了生）と企業等への大学教育についての 事業【テーマＡ】大学教育推進プログラムに応募し、２件のプログラムの採択を得た。
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○他大学等での教育内容、教育方法等の取組の情報収集及び学内での情報提供の状況 を明文化し、顧問教員が責任を問われることのなく安心して課外活動に協力で
教育改善、ＰＢＬ教育方法・教材開発のため、高等教育創造開発センターが主催した全 きるよう平成２０年度末に「クラブ・サークル顧問教員指針」を定め、賠償保

学ＦＤ、教育に対する学生の教育満足度調査、全学的な修学達成度調査及び卒業生（修了生） 険への加入や特定の大会へ同行する教員の旅費支給等の整備を行った。
と企業等への大学教育についてのアンケート調査結果について、高等教育創造開発センター
のホームページに掲載して学内外に情報提供している。また、大学教育改革プログラム合同 ３．研究活動の推進
フォーラム等に教職員を派遣し、全国の教育ＧＰの取組について情報を収集した。 ○研究活動の推進のための有効な法人内資源配分等の取組状況

科学研究費補助金若手研究に不採択になった研究者のうち、審査成績が良か
２．学生支援の充実 った者１３名について、翌年度の科研費の獲得を目指すために、一人当たり研
○学生に対する学習・履修・生活指導・メンタルケアの充実や学生支援体制の改善の 究費５０万円を配分した。
ための組織的取組状況

本学の学生支援体制のより充実を目指して、既設の学生総合支援センターの構 ○若手教員、女性教員等に対する支援のための組織的取組状況
成施設（保健管理センター、学生なんでも相談室、キャリア支援センター）を見 三重大学研究推進戦略室会議において、平成２２年度から実施する新三重大
直した。具体には、学生の健康支援を独立させ、新たに全学的立場から学生生活 学ＣＯＥプロジェクトＡ及びＢを決定し、募集を開始した。
指導の充実を図るとともに学生生活の支援方法に関する資料収集及び調査研究を ＣＯＥプロジェクト－Ａ（３～４件採択、１件当たり300万円支援）
も行う「学生生活支援室」を設置した。この学生生活支援室においては、これま ＣＯＥプロジェクト－Ｂ（ ２０件採択、１件当たり100万円支援）
で事務的支援に終わっていた奨学金、授業料免除等の経済的援助に関することか
ら、課外活動、学生寄宿舎に関するソフト、ハードに関すること、そして障害を ○研究活動の推進のための有効な組織編成の状況
持つ学生の支援に関することに至るまでを業務としている。 三重大学の更なる研究の発展と推進を図るため、三重大学研究推進戦略室に

この学生生活支援室とこれまでの学生なんでも相談室、キャリア支援センター おいて次の学内共同教育研究施設の改組の検討を開始した。
を構成施設とした新たな学生総合支援センターは、平成２２年度から学内共同教 ①三重大学ＶＢＬ・・「事業課を目指した戦略的な産学協同プロジェクト研
育研究施設の一つとなり、更なる学生生活の充実に寄与する。 究の実施拠点」を目指したセンター（仮称：新産業創成センター）として

また、学生総合支援センターのある総合研究棟Ⅱには、保健管理センター及び 改組
留学生交流センターも設置されており、これらのセンターとの有機的連携により、 ②三重大学機器分析施設・・「共同利用機器を活用した学内外の研究開発支
修学・就職・生活・健康の全てを網羅したワンストップサービスとなる総合的な 援と人材育成」を目指したセンター（仮称：研究展開支援センター）とし
学生支援体制を構築した。 て改組

○キャリア教育、就職支援の充実のための組織的取組状況 ○研究支援体制の充実のための組織的取組状況
キャリア支援センターは、本学学生が低学年から主体的に進路選択ができるよ 平成２１年４月、学長のリーダーシップの下、本学の研究活動の発展と推進

う、全学的な立場からキャリア教育、インターンシップ及び就職活動支援等を推 を図ることを目的として研究担当副学長を室長とした三重大学研究推進戦略室
進している。 を設置した。さらに、各部局と連携して活動ができるように研究推進戦略室に

キャリア教育については、学生のキャリア形成や就学を支援する授業計画を策 対応した組織を各部局に設置した。
定し、共通教育において前期６科目、後期６科目の合計１２科目を開講した。（受 研究推進戦略室の主催で次の講演会等を開催した。
講生延べ９４２名） 臨床研究講演会 （４月）

インターンシップについては、キャリア支援センターが中心となり、各学部・ 科学研究費補助金説明会（７月、９月）
研究科のインターンシップ指導教員等と連携を図り、インターンシップを推進し、 拠点形成講演会 （９月）
受入企業等１０２機関において２５２名の学生が参加した。 三重大学研究推進戦略室において、研究設備の有効利用や充実改善を図るた

就職活動支援としては、キャリア支援センターに就職情報コーナー、就職相談 めに、平成２１年度設備のマスタープランを策定し、概算要求する機器と自助
コーナー、就職支援担当事務室を設置し、求人情報等の収集及び提供、キャリア 努力により整備する機器を決定した。
・カウンセラーによる就職相談、就職ガイダンス及び学内企業研究会の実施等を 三重大学研究推進戦略室会議において、平成２１年の外部資金獲得状況を調
行っている。 査し三重大学報奨金を２１２名に支給した。獲得額の多い研究者１２名に対し

ては、学長表彰を併せて実施した。
○課外活動の支援等、学生の厚生補導のための組織的取組状況 学内施設の利用状況の点検を行い、研究スペースの利用に関して改善を図る

本学の課外活動は非常に盛んで、全学部学生の約６割が大学が認可したクラブ ため、光熱水料の定額化を実施した。
・サークルに加入している。従って、体育系、文化系それぞれに活動形態は違う
ものの、学内合宿所等課外活動共用施設の利用については非常に競争率が高く、 ４．社会連携・地域貢献、国際交流等の推進
予約状況の確認、申込みにおける学生の労力は相当のものであった。このため、 ○大学等と社会の相互発展を目指し、大学等の特性を活かした社会との連携地域
Ｗｅｂ上で各施設毎、部屋毎に予約・解除できる「施設予約システム」を平成 活性化・地域貢献や地域医療等、社会への貢献のための組織的取組状況
２０年度に整備し、学生への便宜を図った。 ニューテクノフォーラム（名古屋）、産学官連携会議（京都）、ＪＳＴ東海３

また、クラブ・サークルには顧問教員が必要となるが、事故等のトラブルを考 大学技術説明会（東京）にシーズ出展した。
慮すると二の足を踏む教員が多いため、顧問教員として最低限指導すべき事項等 地域貢献活動の公募を行い、１９件を採択し、本活動を推進し、併せて活動
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内容をホームページに掲載し、広報を行った。 ２２年１月には三重県に対し、本院への救命救急センター設置を要望し、
地域活性化システム論講座の開催（５回）を行った。 ２２年６月の開設を目指している。
三重防災コーディネーター育成講座、三重県・伊勢湾岸地域の自然災害と防災 この他には、平成１９年に閣議決定された「がん対策推進基本計画」を受け、

・減災シンポジウム等を開催した。（８回） 三重県と協同し、２０年度からその体制作りに取り組んできた。２１年度には
インターネット回線を使い、病院間をネットワークで結ぶ医療連携システム（Ｉ

○産学官連携、知的財産戦略のため の体制の整備・推進状況 Ｄ－Ｌｉｎｋシステム）が三重大学ほか５病院に整備され、各病院が保有して
第三銀行、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社及びＪＡグループ いる診療情報を統合・共有できるシステムが構築された。このシステムは、が

三重と包括協定を締結した。 んをはじめとする地域連携クリティカルパスの円滑な運用及び県内における安
Ｍｉｐ（Mie Intellectual property）特許塾を開催し、教員・大学院生及び 心・安全且つ切れ目のない医療提供体制の充実を目指すものである。運用は４

県内企業に対する知的財産管理、特許検索法及び明細書作成演習の教育を行った。 月から３ヶ月程度の試用期間を経、その後本格運用を行う。

○国際交流、国際貢献の推進のための組織的取組状況 ２．共通事項に係る取組状況
協定校等との交流を活発化するため、「学部固有の国際交流事業」に５学部（ （１）質の高い医療人育成や臨床研究の推進等、教育・研究機能の向上のために

１３事業）への支援を行い、併せて部局との連携強化を図った。 必要な取組が行われているか。（教育・研究面の観点）
「海外先進大学への教職員の派遣制度」に５学部（９名）への支援を行い、派 ○教育や臨床研究推進のための組織体制（支援環境）の整備状況

遣者からの公開報告会を実施した。 【平成16～20事業年度】
三重県－中国（瀋陽・本渓地域）医療・健康・福祉産業ミッションに本学から 副病院長（臨床教育・地域連携担当）、卒後臨床研修部、病院教育委員会、

６名を派遣し、メディカルバレープロジェクトの連携・推進を図った。 臨床研究開発センターが機能しており、臨床研修の質の向上、業務改善及び患
３大学国際ジョイントセミナー＆シンポジウムを本学で開催し、海外の学術協 者サービスの向上、治験その他臨床研究の適正かつ円滑な推進への取り組みが

定締結大学等から５カ国１６大学９４名（学生６４名、教職員３０名）及び本学 行われている。
から約９０名の学生・教職員が参加し、盛会のうちに終了した。また、本学学生 【平成21事業年度】
の発表者に対して、英語による国際教育科目の英語による論文作成や口頭発表方 病院長主導のもと各部門（卒後臨床研修部、臨床研究開発センター、病院教
法について、集中講義による指導を行った。 育委員会）において、種々の継続的な取り組みがなされている。臨床研究開発

２月８日～２月１２日まで、オーストラリア・シドニーで第２９回ＡＰＡＮ国 センターでは、院内外に多くのネットワークが構築されており、治験拠点病院
際会議が開催され、国際交流センター国際研究部門から４名が参加し、本学がe- として、データセンターの基盤整備、専任スタッフの充実・育成を図りつつ、
cultureワーキンググループの運営及び講演を行った。そこでアジア大平洋地域 独創的かつ世界的な臨床治験の推進に取り組んでいる。
での文化活動のネットワーク化が提案された。また、医療セッションでは医学部 また、専門医教育・専門医研修の推進においても機能しており、卒後臨床研
教員が本学からビデオカンファレンスを使用して、感染対策についての講演を行 修部・ＭＭＣが合同で多くの専門セミナーを開催するなど、その支援体制が構
った。 築されている。

２月にＳＯＩ ＡＳＩＡの授業に関して医学部教員が、慶応大学で打合せを行
った。 ○教育や研究の質を向上するための取組状況

（教育研修プログラム（総合的・全人的教育等）の整備・実施状況、高度先端
医療の研究・開発状況等）

○附属病院について 【平成16～20事業年度】
１．特記事項 臨床研修プログラムについて、以下の７つの特徴をもつ、オリジナリティあ
【平成16～20事業年度】 ふれるプログラムに基づき実施している。

平成１９年７月に「新たな治験活性化５カ年計画（文部科学省・厚生労働省）」 ①大学病院の長所（多数の指導医による深く病態を考えながらＥＢＭに基づい
に基づく「治験拠点病院」に採択され、治験患者向け相談窓口機能の充実、ＣＲ た医療を行う）と、協力病院の長所（多数の救急疾患やcommon diseasesの経
Ｃの常勤化・専任化の推進、データセンターの整備、地域医療機関の治験実施人 験）を生かしたプログラム
材の育成、ＩＲＢ審査の質的向上及び「みえ治験医療ネットワーク」の機能充実 ②研修医が各自の目標達成に向けて自由に選択できるプログラム
を推進している。 ③初期研修と後期研修が効率的に繋がるプログラム

【平成21事業年度】 ④各科毎の指導責任者のもとで、きめ細かな指導を、深く病態生理を理解した
三重県保健医療計画にもあるとおり、県内における第三次救急医療体制を充実 レベルの高い臨床能力を身につけることができるプログラム

・整備するために、本院へ救命救急センターを設置する要望はこれまで以上に高 ⑤ローテーション科毎に特有のクリニカル・スキルを身につけることができる
まっている。また、地域の初期及び第二次救急医療を担う津市、津市内医療機関、 プログラム
医師会などからも、中勢伊賀保健医療圏の救急医療の質を高めるために本院への ⑥希望に応じて検査・治療手技（ＡＣＬＳ、中心静脈確保手技、超音波検査、
救命救急センターを設置する要望が出されている。これを受け本院においても、 上部内視鏡検査など）を積極的に研修できるプログラム
以前より設置に向けての検討が行われてきた。 ⑦以上を、メンター（ロールモデル兼アドバイザー）が目標達成までサポート

２１年度は、津市内二次救急輪番病院と医師会との連携及び救命救急医療に従 高度先進医療の研究・開発状況等について、平成１９年度に引き続き「血管
事する医療スタッフの確保を重点課題と位置付け院内外において検討を重ねた。 内治療（大血管）に使用するための細胞治療モデルの確立」、「難治性皮膚疾
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患に対する培養表皮シートを用いた植皮術」、「形状記憶合金製メネンプレー 故防止の方策の検討、危機管理体制の構築に向けて専門家の立場からの意見を
トの作成」、「尿路性器癌を対象にしたゼノグラフとモデルの作成」など、最 聴取している。また、毎年、全職員を対象に職員集会を開催し、職員、患者か
新の治療や医療技術の開発を推進した。 ら医療安全標語の募集を行うなど、医療安全の重要性について広く啓蒙を行っ

【平成21事業年度】 ている。医療安全標語の応募の中からは、優秀者に対する表彰も行っている。
魅力的な臨床研修プログラムの作成を目指し、研修カリキュラムの更なる見直 また、リスクマネージャー会議も隔月で開催されており、各病棟及び各中央

しを継続して行った。２１年度には、県内１９施設、県外１０施設での内科、救 診療施設等からのリスクマネージャーにより、各部門における安全対策につい
急部門研修が可能なプログラム、また、救急科ローテーション時以外に大学病院 ての協議が行われている。
救急部での通年の救急研修プログラムの作成を行うなど、より充実した取り組み
が行われた。 ○患者サービスの改善・充実に向けた取組状況

また、職員の行動規範を定め、高度先進医療の実現も重要施策のひとつとして 【平成16～20事業年度】
掲げている。総合的ながん診療の行える病院として、また、血管性疾患の総合治 医療福祉支援センターが中心となり、院内各階に設置された「意見箱」によ
療センターの充実・整備を行い。最先端医療が安全に実現できる取り組みを行っ る患者様のニーズ、苦言等を分析・検証し、満足度の向上を図った。また、業
ている。そのために、海外への研究員派遣等も積極的に行い、新しい医療材料の 務サービス向上推進委員会では、「患者満足度調査」を実施し、患者サービス
臨床治験を実施するなど、最新治療や高度な医療技術の開発を推進すべく取り組 の改善に取り組んでいる。さらに、病院機能向上委員会を定期的に開催し「病
みが図られている。 院機能評価 評価判定指針 総合版評価項目V5.0（V6.0）評価判定指針」に基

づいた具体的検討を行い、各部門の長、実務担当職員とのヒアリングを実施し、
（２）質の高い医療の提供のために必要な取組が行われているか。（診療面の観点） 評価項目の充足状況を確認するとともに、意識向上を促し、療養環境の改善に
○医療提供体制の整備状況（医療従事者の確保状況含む） 努めている。
【平成16～20事業年度】 【平成21事業年度】

がん、高血圧、心臓病、高脂血症及び糖尿病などの生活習慣病の予防及び早期 本院の基本理念でもある、「患者さんを中心とした医療」の実現に向けての
発見を促進し、地域住民の健康の維持増進に寄与することを目的に、平成２０年 取り組みを行った。外来再編に伴う臓器別の診療体制の実施や、その家族の治
６月に健診センターを設置した。がんセンター、乳腺センターほか各診療科、中 療や生活支援を充実するためリボンズハウスを設置した。また、ポルトガル語
央診療施設等と連携し、本院の高度な診療技術を紹介するとともに、様々な健診 通訳、ＭＳＷ（医療ソーシャルワーカー）の待遇改善を図り医療福祉支援セン
メニューの考案・設定を行い、二次予防の普及に貢献している。本年度は特にＰ ターの機能強化を図った。また、小児科病棟にはＣＬＳ（チャイルドライフス
ＥＴ－ＣＴ健診、ＣＴ肺がん検診及び前立腺がん健診を推進した。 ペシャリスト）の常勤配置を行い、小児患者の支援を強化した。この他にも、

また、外来化学療法部門の整備・充実について検討を行い、抗がん剤治療を中 業務サービス向上推進委員会が中心となり患者満足度調査を実施した。この結
心とするがん薬物療法を臓器横断的に集約、一元管理し、安全で質の高いがん治 果は医業コンサルティング会社による分析を行い、報告書として科長会議に報
療を提供することを目的に、平成２１年４月に外来化学療法部を設置した。 告されている。また、患者からの意見の聴取は意見箱を通して行っており、苦

【平成21事業年度】 情等とともに患者権利擁護委員会（毎月開催）において報告されている。いず
優秀な看護師の安定的充足を実現するため、看護師確保対策ワーキングにおい れも報告内容を分析し、療養環境及び患者サービスの改善につなげている。

て検討を行い、その確保に向け病院長、副病院長（看護部長等）による県内外の
看護師養成機関への訪問を行い、病院の紹介や看護師教育システム等の広報活動 ○がん・地域医療等社会的要請の強い医療の充実に向けた取組状況
を行ってきた。また、病院説明会や病院見学会の実施、主要駅へのポスター貼付、 【平成16～20事業年度】
募集チラシの新聞折込等の広報活動を行った。 院内がんセンターを中心に、手術療法や化学療法などのがん治療の一元化、

また、研修医の確保についても、卒後臨床研修部が中心となり、研修プログラ がん登録の制度化、緩和医療や患者支援の充実などに取り組んでいる。また、
ムの見直し、後期研修進路説明会の開催、専門医養成セミナーの開催等、様々な 「都道府県がん診療連携拠点病院」として、専門的ながん医療を行う医師、看
取り組みを行い、次世代の人材育成を実現出来る病院を目指している。 護師、薬剤師等を対象にした研修の実施、地域がん診療連携拠点病院等に対す

る情報提供、症例相談や診療支援など、三重県の中心的ながん治療機能の充実
○医療事故防止や危機管理等安全管理体制の整備状況 強化に取り組んでいる。本年度は、「三重県がん診療連携協議会」を開催し、
【平成16～20事業年度】 がん登録の推進、がん医療に関する研修計画等について、三重県及び県内がん

医療に係る安全管理体制の最高決定機関である医療問題対策委員会を置き、月 診療連携拠点病院との協議を行った。また、がん患者及びその家族の「がん」
１回以上開催している。また、安全管理部に、専任のゼネラルリスクマネージャ に対する不安や悩みを解消していくために、がん医療についての市民公開講座
ー（医師、看護師、薬剤師 各１名）を配置し、各部門の安全管理責任者等とリ を２回開催した。
スクマネージャー会議を定期的に開催し、医療現場での安全対策の推進、安全性 昨年度に引き続き津市での開催のほか、へき地医療地域の三重県南勢地域（熊
の高い医療の提供に取り組んでいる。 野市・御浜町）で地元病院（紀南病院）と連携し実施した。院内の専門医から

【平成21事業年度】 の講演のほか、「がんを知る。これからのがん治療」をテーマに、各講師、緩
安全な医療を遂行すべく、医療安全・感染管理部を設置している。医療安全部 和ケア担当医師、がん専門看護師と地元病院の副院長も参加しパネルディスカ

門と感染管理部門が相互に連携することにより、より機能的な体制が整備されて ッションを実施した。
いる。２１年度は、医療事故の防止、危機管理等に対応するため安全管理部会議 １２月１５日付けで三重県における「肝疾患診療連携拠点病院」の指定を受
を月２回開催した。本会議には顧問弁護士も同席し、各案件への対応や、医療事 けるとともに、院内に「肝炎相談支援センター」を設置し、一般的な医療情報
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の提供、三重県内の医療機関等に関する情報の収集及び提供、医療従事者及び地 新病院の在り方等についても議論がなされた。
域住民を対象とした研修会・講習会の実施及び相談支援を実施し、肝炎を中心と
する肝疾患診療体制の確保と診療の質の向上を図った。 ○収支の改善状況（収入増やコスト削減の取組状況）

【平成21事業年度】 【平成16～20事業年度】
予防医学の推進を掲げ、ＰＥＴ－ＣＴ健診の充実や遺伝子診断の実施など、大 毎月の経営改善委員会において、稼動目標達成に向けて増収策を各病棟医長

学病院に特化した検査を積極的に実施した。２０年６月に設置された健診センタ 等に周知するとともに、各病棟へ当日及び当月病床稼働率を毎週通知し病床稼
ーもより機能的なものとするために専用室を設置した。専任のスタッフも配置し、 働率向上を促した。また、債権回収対策に対応するため、弁護士を配置し、医
従来から実施している肺がん検診及び前立腺がん検診業務の他にも２２年度から 療費未収金の未然防止、早期回収に努め、1,000万円を超える医療費未収金を収
乳がん検診の実施に向けての検討を開始した。このほか、外科外来の再編にあわ 納することができた。
せて、入退院センターの設置、リボンズハウスの設置、生活改善の推進として各 【平成21事業年度】
種疾患に応じた食事メニューの開発なども行った。 毎月の経営改善委員会において、稼働目標の達成に向けて増収策を各病棟医

長等に周知するとともに、各病棟へ当日及び当月病床稼働率を通知し、病床稼
（３）継続的・安定的な病院運営のために必要な取組が行われているか。（運営面 働率向上の促進を促すことにより、年度当初の目標稼働額を確保することがで

の観点） きた。
○管理運営体制の整備状況 また、医療材料委員会においても医療材料の見直し、医薬品・医療材料の値
【平成16～20事業年度】 引き交渉を行うとともに、各診療科等に対し医療費等の経費削減を求めた結果、

管理運営会議、科長会議、企画運営会議を定期的に開催し、管理運営に関する 医療費率においても３８％台にすることができた。
事項を審議している。また、病院運営諮問委員会が機能しており附属病院の管理
運営に関する諮問機関として、機構的統合的関連のもとに有効に機能している。 ○地域連携強化に向けた取組状況

【平成21事業年度】 【平成16～20事業年度】
継続的かつ安定的な病院運営を図るため、２０年度に引き続き管理運営会議、 特定機能病院として高度な医療の提供を通して地域の医療機関との連携を強

科長会議、企画運営会議を定例開催している。診療の質の向上、病院運営の改善 化し、患者様の紹介を通じ緊密な医療連携の推進を目的とし、医療福祉支援セ
等組織的に取り組んでいる。 ンター前方支援部門として、外来患者初診予約窓口を設置（６月）し、地域医

また、病院組織の効果的運営のために設置されている各委員会のあり方につい 療機関からの紹介による新患患者の確保に努めた。また、初診予約受入れ対象
ても見直し等を行い、中央診療施設等の運営委員会の統合や廃止など、より効率 範囲を拡大すべく、地区の医師会への訪問を行い、初診予約窓口の宣伝普及活
的・機能的な委員会組織を構築することができた。 動を行った。

国立大学医療連携・退院支援関連部門連絡協議会へ参加し、地域連携体制の
○外部評価の実施及び評価結果を踏まえた取組状況 強化に取り組んだ。難病医療連絡協議会、難病研修会に参加し、県の難病支援
【平成16～20事業年度】 センター、僻地医療支援機構との連携強化を図るとともに、病院、各種施設、

病院機能評価（(財)日本医療機能評価機構）の認定更新受審（認定有効期限： 看護協会等からの講師派遣要請等に積極的に対応し、地域医療機関、僻地診療
平成２２年７月）に向け、病院機能向上委員会を定期的に開催し「病院機能評価 所等の医師、看護師などの再教育を支援している。また、病院、医院を対象に
評価判定指針総合版評価項目V5.0（V6.0）評価判定指針」に基づいた具体的検討 地域連携セミナーを開催し、地域連携体制の強化を推進した。
を行い、各部門の長、実務担当職員とのヒアリングを実施し、評価項目の充足状 【平成21事業年度】
況を確認するとともに、意識向上を促し、療養環境の改善に努めている。 地域住民への健康教育や医療人の生涯教育に貢献するため、自治体や地域医

【平成21事業年度】 療機関との連携を緊密にし、地域社会への保健・医療水準の向上にとって必要
平成２２年２月に病院機能評価（外部評価）を受審した。評価項目に沿った形 不可欠な中核病院となるべく具体的施策を掲げている。ＭＭＣ、三重県乳がん

で事前書面審査及び訪問審査を受けた。病院職員が一丸となって様々な改善活動 検診ネットワーク、三重治験医療ネットワークなど様々なネットワークを介し
に取り組んだ。懸案事項についても病院長及び関係委員会が中心となり、その問 て県内病院との連携強化を図っている。
題解決を図った。受審前には委員会メンバーが院内ラウンドを行うなどして、細 また、院内地域連携部門（前方支援連携部門）の整備、僻地を含む地域医療
部に渡りチェックを行った。 への支援（オンラインによる遠隔医療（遠隔画像診断等））も積極的に行って

いる。他にも県内外を問わず、多くのセミナーや講演会を開催し、地域の医療
○経営分析やそれに基づく戦略の策定・実施状況 従事者への教育・啓蒙活動なども行っている。
【平成16～20事業年度】

病院経営戦略会議を開催し、①現在の経営状態、②次期の運営費交付金算定ル
ール、③当面の課題、④新病院の在り方等について議論を行い、効率的・安定的 ○附属学校について
な経営・財務基盤の確立を推進した。また、企画運営会議に経営コンサルタント （１）学校教育について
を同席させ、他病院の情報提供や、経営に関する助言を受けた。 ○実験的、先導的な教育課題への取組状況

【平成21事業年度】 【平成16～20事業年度】
昨年度に引き続き、１２月に病院経営戦略会議を開催した。附属病院の現在に 小学校においては、大学・三重県・津市等と連携して、スクイークやパンゲ

おける経営状況及び抱えている課題、２２年度からの運営費交付金算定ルールや アを使った情報教育・国際理解教育の実践と学校間交流を進めるために、職員
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を対象とした講座を開設した。 学部・附属連携推進協議会内に「附属学校における学部教員による授業実施
英語活動年間カリキュラム計画を策定し実施した中学校においては、学部の知 ＷＧ」が位置づけられ、小・中学校において学部教員による授業を試みたり、

的財産を活用した取り組みの一つとして、ジュニアロボコンin三重へ参加し知的 附属小学校教員が自ら試みる授業を複数分野の学部教員が検討を加える「授業
財産教育を実施しつつ、その成果を検証した。 討論会」を開催したりして、新たな事業を展開した。

天津市実験中学と交流を深め、生徒教員が訪問するなど国際理解教育を進めた。 附属幼稚園では、未就園児の会を計画的に開催し、学部教員、学部幼児教育
【平成21事業年度】 学生、保護者ボランティアらと異年齢保育を進めたりした。

小学校においては、引き続きスクイークやパンゲアを使った情報教育・国際理 公開研究会には、継続的に学部教員が助言者として関わっており、連携協力
解教育の実践と学校間交流を進め、また英語活動年間カリキュラム計画を策定し の体制ができている。
実施した。 【平成21事業年度】

中学校の知的財産教育では、ロボコン東海北陸大会に進出するなど成果を得た。 「附属学校における学部教員における授業実施」は科目数、種類において多
天津市実験中学と交流を深め、天津市実験中学を６名の教員が訪問し、施設や 様化し、そこから美術教育における幼小連携を進める「幼小連携・造形教育研

教育を見学したほか、教員が英語による授業を実施した。さらに天津から１０名 究会」が設立された。
の教員が本校を訪れた際、生徒による様々なプレゼンテーションを行い、国際理
解教育を進めた。 ○附属学校の大学・学部のＦＤの場としての活用状況

特別支援学校が事務局となり特別支援教育推進協議会を開催し附属学校園全体 【平成16～20事業年度】
の特別支援教育を推進するための協議を行った。 「附属学校における学部教員による授業実施」の推進は、ＦＤ活動の一環と

幼稚園では学部教育と連携した未就園児の保育の会には、そこにかかわる母親 して位置づけられ、ＦＤ委員会が主催するシンポジウムに、附属学校の教員も
ボランティアの組織や参加児の母親のネットワークを整備し、オープンスクール 参加し、研究発表をした。
を実施し、より地域に開かれた教育活動の推進に努めた。 【平成21事業年度】

連携授業ＷＧと学部のＦＤ委員会共催のシンポジウム「三重大学教育学部と
○地域における指導的あるいはモデル的学校となるような、教育課題の研究開発の 附属学校園による『連携授業』を考える」に附属教員が参加した。

成果公表等への取組状況 学習指導案の見直し作業がWGに位置づけられ、小学校を中心に「学習指導案
【平成16～20事業年度】 形式共同開発プロジェクト」を立ち上げた。教育実習事前指導の学部と附属の

小学校、特別支援学校、幼稚園では、それぞれ研究テーマを設定し、公開研究 役割分担の見直しと充実の問題としても取り組まれている。
会を開催した。中学校においては、対外的な公開はしていないが、研究テーマを
設定し校内での研究会を年間１４回実施した。 ①大学・学部における研究への協力について

【平成21事業年度】 ○大学・学部の教育に関する研究に組織的に協力する体制の確立及び協力の実践
小学校、特別支援学校、幼稚園では、それぞれ研究テーマを設定し、公開研究 状況

会、保育を語る会を開催した。 【平成16～20事業年度】
中学校においては、研究テーマを設定した校内での研究会は年間１７回にのぼ 学部・附属連携推進協議会内に「附属学校における学部教員による授業実施

った。 ＷＧ」が設置されており、幼稚園における保育の実践、小学校における理科、
幼稚園、小学校、中学校と大学生のジョイントコンサートを市民に公開する形 保健、算数、生活、図工、外国語活動、総合的な学習の時間、中学校における

で実施した。 数学、総合的な学習の時間等で、教育学部教員が授業を実施した。
学部・附属連携推進協議会が予算措置をして、食育プロジェクトの研究が行

（２）大学・学部との連携 なわれ「児童の弁当づくり」の実践につながった。
○大学・学部の間における附属学校の運営等に関する協議機関等の設置状況 【平成21事業年度】
【平成16～20事業年度】 引き続き「附属学校における学部教員による授業実施ＷＧ」が設置され、幼

副学部長を委員長とする学部・附属連携推進協議会が設置されて、教育実習の 稚園、小学校、中学校において、教育学部教員が授業を実施した。
改善等、連携について協議されてきた。その中で附属学校における「学部教員に 小学校を中心に「学習指導案形式共同開発プロジェクト」を立ち上げた。
よる授業実施WG」を組織して具体的に取り組みが進んだ。

附属学校園運営委員会に副学部長が陪席者として出席した。 ○大学・学部と附属学校が連携して、附属学校を活用する具体的な研究計画の立
【平成21事業年度】 案・実践状況

引き続き学部・附属連携推進協議会が設置されており、改組された教育実習の 【平成16～20事業年度】
改善等、連携について協議されてきた。 教育実地研究基礎の授業の受け入れ、「附属学校における学部教員による授

「附属学校における学部教員における授業実施」は中学校や幼稚園にも広がり 業実施」、幼稚園、小学校、特別支援学校における学生の卒論研究を通しての
科目数、種類も増大した。 連携など、附属学校園を活用した研究的な活動が行なわれた。

小学校では、卒業論文作成のための基礎資料の収集に協力するため、理科教
○大学・学部の教員が一定期間附属学校で授業を担当したり、行事に参加したりす 育の学生に第４学年の１学級における授業実践の場を提供するとともに、附属

るようなシステムの構築状況 小学校教員を対象として研究成果の発表の場を設けた。
【平成16～20事業年度】 教育実践総合センター主催のアイサープ研究会に、附属学校園の教員も参加し
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研究実践報告を行なった。
【平成21事業年度】

教育実践総合センター主催のアイサープ研究会に、附属学校園の教員も参加し
研究実践報告を行なった。

小学校を中心に学部教員と共同で「学習指導案形式共同開発プロジェクト」を
立ち上げた。

②教育実習について
○大学・学部の教育実習計画における、附属学校の活用状況
【平成16～20事業年度】

大学と附属学校園が緊密な連絡を取り合って、教育実習では毎年多くの教育実
習生（３年生、４年生）の受け入れを行なっている。

主に２年生対象の「事前実習」として、９月下旬に授業公開日を設定して受け
入れを行なったり、さらに１年生の必修科目である「教育実地研究基礎」の受け
入れを行なったりして、スムーズに教育実習に入れるような体制を整えている。

平成１９年度には教育実習事前指導の大綱案が決定され、事前指導における学
部と附属校の役割分担の適切化が図られた。

【平成21事業年度】
引き続き多数の実習生受け入れ、前年度の大綱化にもとづき適切に分担する事

前指導、事前実習（学部２年次）の受け入れ等が行われ、学部の授業において附
属校の授業を参観する取り組みもシステム化された。

小学校を中心に「学習指導案形式共同開発プロジェクト」を立ち上げた。

○大学・学部の教育実習の実施協力を行うための適切な組織体制の整備状況
【平成16～20事業年度】

教育実習実施委員会に、学部教員と附属学校園から委員が出席し、定期的に情
報や意見交換、教育実習の事前・事後の省察なども行なっている。

【平成21事業年度】
教育実習実施委員会は「教育実習委員会」として、より基本的長期的な教育実

習の問題をも扱う委員会として改組された。それによって附属教員がより深く教
育実習の基本的な問題に関与できることとなった。

○大学・学部と遠隔地にある附属学校においても支障が生じない教育実習の実施状
況

【平成16～20事業年度】
附属学校が同じ市内にあり、移動時間も３０分以内の近距離であるため、大き

な障害は生じていない。
【平成21事業年度】

附属学校が同じ市内にあり、移動時間も３０分以内の近距離であるため、大き
な障害は生じていない。
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三重大学
Ⅲ 予算（人件費見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅳ 短期借入金の限度額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額 該当なし
３１億円 ３１億円

２ 想定される理由 ２ 想定される理由
運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等 運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等

により緊急に必要となる対策費として借り入れ により緊急に必要となる対策費として借り入れ
することも想定される。 することも想定される。

Ⅴ 重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

重要な財産を譲渡する計画 重要な財産を譲渡する計画
船舶（勢水丸（練習船）､三重県松阪市大口町 なし
字築地1819-18､51.40m､329ﾄﾝ､1隻）を譲渡する。

重要な財産を担保に供する計画 重要な財産を担保に供する計画 医学部附属病院の施設・設備の整備に必要となる経費の長期借
医学部附属病院の施設・設備の整備に必要とな 医学部附属病院の施設・設備の整備に必要とな 入に伴い、本学の敷地及び建物について、担保に供した。
る経費の長期借入に伴い、本学の敷地及び建物 る経費の長期借入に伴い、本学の敷地及び建物
について担保に供する。 について担保に供する。

Ⅵ 剰余金の使途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

決算において剰余金が発生した場合は、教育研 決算において剰余金が発生した場合は、教育研 決算において発生した余剰金１，０３８百万円については、教
究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てた。
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三重大学
Ⅶ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源

・ﾎﾟｼﾞﾄﾛﾝｶﾒﾗｼｽ 総額 ８０３ 施設整備費補助金 ・小規模改修 総額 施設整備費補助金 ・小規模改修 総額 施設整備費補助金

ﾃﾑ （ 358） ・（上浜）耐震 ７，６８８ （2,258） ・（上浜）耐震 ７，７２０ （2,555）
船舶建造費補助金 対策事業 船舶建造費補助金 対策事業 船舶建造費補助金

・小規模改修 （ ） ・（栗真中山） （ ） ・（栗真中山） （ ）
長期借入金 耐震対策事業 長期借入金 耐震対策事業 長期借入金

・災害復旧工事 （ 445） ・（観音寺（附 （5,372） ・（観音寺（附 （5,107）
国立大学財務・経営セン 小・中））耐 国立大学財務・経営セン 小・中））耐 国立大学財務・経営セン

ター施設費補助金 震対策事業 ター施設費補助金 震対策事業 ター施設費補助金

（ ） ・（医病）病棟 （ 58） ・医学部定員増 （ 58）
・診療棟 に伴う学生教

・（医病）基幹 育用設備
・環境整備 ・（医病）病棟

・放射線治療シ ・診療棟
ステム ・（医病）基幹

・疾患診断治療 ・環境整備
支援システム ・放射線治療シ

・多目的血管Ｘ ステム
線撮影システ ・疾患診断治療
ム 支援システム

・多目的血管Ｘ
線撮影システ
ム

・災害復旧工事
・耐震・エコ再

生（上浜）
・太陽光発電設

備（上浜）
・光ナノ材料解

析装置
・全ゲノム解析

システム

(注１) 金額については見込みであり、中期目標を達成するため

に必要な業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や

老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が追加されるこ

ともある。

(注２） 小規模改修について１７年度以降は１６年度同額として

試算している。

なお、各事業年度の施設整備費補助金、船舶建造費補助

金、国立大学財務・経営センター施設費交付金、長期借入

金については、事業の進展等により所要額の変動が予想さ

れるため、具体的な額については、各事業年度の予算編成

過程等において決定される。
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○ 計画の実施状況等
１．計画の実施状況 （11）多目的血管Ｘ線撮影システム
（１）小規模改修 IVR（血管内撮影）に対応させ、質の高い医療と安全・効率的な運用が可

共通教育校舎２号館便所及び共通教育理科実験棟外壁改修工事を実施した。 能なシステムの整備を行った。
（完成日：平成21年10月31日） （契約金額：249,900,000円 納入年月日：平成22年2月15日）

生物資源学部校舎便所改修工事を実施した。（完成日：平成21年10月31日） （12）光ナノ材料解析装置
生物資源学部実習船基地改修工事を実施した。（完成日：平成21年2月26日） マイクロX線光電子分光装置とレーザ顕微鏡を組み合わせ、光ナノ材料の
附属病院１階外来改修工事を実施した。（完成日：平成22年1月12日） 構造・組成などを的確に把握する装置の整備を行った。
保育所改築工事を実施した。（完成日：平成22年3月31日） （契約金額：69,000,000円 納入年月日：平成22年2月12日）
工学部分子素材棟給排水管改修工事を実施した。 （13）全ゲノム解析システム

（完成日：平成22年3月19日） SNPチップを用いた全ゲノムSNP解析とコピー数多型解析、DNAメチル化解
附属図書館空調設備改修工事を実施した。（完成日：平成22年1月12日） 析、全ゲノム遺伝子発現解析などを行うシステムの整備を行った。

（人文学部）学生ラウンジ改修工事を実施した。（完成日：平成22年3月26日） （契約金額：39,000,000円 納入年月日：平成22年2月18日）
（教育学部）音楽棟改修工事を実施した。（完成日：平成22年3月19日）

附属演習林管理棟外壁改修工事を実施した。（完成日：平成22年1月12日） ２．計画と実績に差異がある場合の主な理由
VBL・守衛所等改修工事を実施した。（完成日：平成22年3月26日） （１）（医病）基幹・環境整備（エネルギーセンター）
工学部講義棟便所改修工事を実施した。（完成日：平成22年1月12日） 平成２１年度予算額の一部を不要額としたため、施設整備費補助金及び長
テニスコート改修工事を実施した。（完成日：平成22年1月12日） 期癪入金が減額となった。
医学部臨床講義棟講義室改修工事を実施した。（完成日：平成22年1月12日） (２）（上浜他）災害復旧事業
上浜団地緊急放送システム工事を実施した。（完成日：平成22年3月19日） 災害復旧（台風による災害復旧）が認められ、上浜団地の自動火災報知設
上浜団地基幹・環境整備（防災設備）工事を実施した。 備、テニスコート囲障の復旧工事、講堂大屋根側面及び屋上防水の補修工事

（完成日：平成22年3月10日） 等を行った。
（２）（上浜）耐震対策事業 （３）（上浜）耐震・エコ再生事業

医学部探索医学研究棟改修工事を実施した。（完成日：平成22年1月29日） ２１年度補正により承認されたため、工学部管理棟等改修工事を実施した。
（３）（上浜）耐震・エコ再生事業 （４）（上浜）太陽光発電設備

工学部管理棟等改修工事を実施した。（完成日：平成22年3月26日） ２１年度補正により承認されたため、附属図書館太陽光発電設備取設工事
（４）（上浜）太陽光発電設備 を実施した。

附属図書館太陽光発電設備取設工事を実施した。 （５）光ナノ材料解析装置
（完成日：平成22年3月8日） ２１年度補正により承認されたため、本装置を整備した。

（５）（観音寺）耐震対策事業 （６）全ゲノム解析システム
教育学部附属小・中・幼・特別支援学校校舎等改修工事を実施した。 ２１年度補正により承認されたため、本装置を整備した。

（完成日：平成22年2月22日）
観音寺給水設備その他工事を実施した。（完成日：平成22年2月26日）

（６）（栗真中山）耐震対策事業
男子寄宿舎改修工事を実施した。（完成日：平成22年1月28日）

（７）（医病）病棟・診療棟新営工事を継続実施した。
（完成予定日：平成22年12月28日）

（８）（医病）基幹・環境整備
附属病院エネルギーセンター新営工事を平成21年12月に着工した。

（完成予定日：平成22年12月28日）
医学部附属病院基幹・環境整備（給水設備）工事を平成21年12月に着工し

た。（完成予定日：平成22年12月28日）
医学部附属病院基幹・環境整備（電話設備）工事を平成22年1月に着工した。

（完成予定日：平成23年3月25日）
（９）放射線治療システム

頭部／体幹部定位放射線照射、強度変調放射線治療、画像誘導放射線治療
などの高精度放射線治療が可能なシステムの整備を行った。

（契約金額：771,750,000円 納入年月日：平成22年3月31日）
（10）疾患診断治療支援システム

患者の疾患診断から治療・手術の支援を行うことが可能なトータルシステ
ムの整備を行った。

（契約金額：482,287,000円 納入年月日：平成22年3月31日）
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三重大学
Ⅶ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

○教育職員人事について ○教育職員人事について
（１）任期制の活用 （１）任期制の活用 『「(1)業務運営の改善及

・任期制や公募制等により人事の硬直化の防止 ・任期制の在り方について、引き続き検討を行う。 び効率化③人事の適正化
に努める。 （２）雇用方針 に関する目標に関する目

（２）雇用方針 ・教育・研究・社会貢献・管理運営等多面的評価を反映した大学教員選考規程に 標」Ｐ１３～Ｐ１８参照』
・国内外から広く人材を公募し、教育、研究、 関連する諸規程に基づいた採用及び昇進人事を実施する。
運営能力等を多面的に評価し採用する。 ・教員の特別採用制度を活用し卓越した人材の活動できる環境整備を構築するた

・女性教育職員・外国人教育職員の増加に努め めに引き続き努力する。
る。 ・外国人教育職員の増加方策について引き続き検討する。

・卓越した人材の活動が維持できる研究教育環 ・本学の女性教員雇用率向上のための方針に則り雇用に努め、さらに女性教育職
境の提供に努める。 員の勤労環境整備について引き続き検討する。

（３）教育職員評価制度の導入 （３）教育職員評価制度の導入
・教育、研究、社会貢献、管理運営等多面的な ・教育職員活動評価（教員個人評価）を実施し、インセンティブを付与する。

観点から、社会に開かれた教育職員活動評価 ・教育職員活動評価制度を踏まえ教育職員の表彰及び指導・勧告等を実施する。
を行う。 ・教育職員活動評価制度を踏まえて、任期制の在り方について検討する。

・自己の挑戦的目標を定め、その達成への取り ○職員人事について
組みを討論し自己評価する目標チャレンジ活 （１）雇用方針
動を行う。 ・特定分野において専門性の高い職員について専門職コースによる処遇を、引き

・優れた職員を表彰するとともに、大学が求め 続き検討する。
る最低限の活動基準を達成できない教育職員 （２）人材育成方針
へ指導・勧告・処分を行う。 ・一般職員の専門性や職能を向上させるために民間の実施する研修を含めて研修

・職員の昇任・再任の基準を明確にし、選択さ の充実を図る。
れた戦略的部署の教育職員には実績評価にも ・事務情報化の学内研修（ユーザーコース）を継続的に実施する。
とづく任期制を導入する。 （３）人事交流方針

○職員人事について ・他の国立大学法人等の教育研究機関との人事交流を継続的に進める。
（１）雇用方針 （４）一般職員評価制度の導入

・高度な専門技術に対応できるよう専門職を配 ・これまでの試行結果を踏まえ、一般職員、管理職員に対して本格実施する。
置する。 また、技術職員に対しては継続的に試行を行う。

（２）人材育成方針 ・一般職員の評価制度を踏まえて、昇進の基本方針について引き続き検討する。
・一般職員の専門性や職能を高めるための研修 ○人員・人件費管理について
の機会を増やす。 ・平成２１年度の人員配置・人件費管理計画に則り、実行上の問題点を検討し

（３）人事交流方針 ２２年度以降の人員配置・人件費管理計画を策定する。
・他の教育研究機関との人事交流の促進に努め ・総人件費改革の実行計画を踏まえて、平成２１年度の常勤職員の人件費を平成
る。 １７年度人件費予算相当額から４％削減した額以下に抑制する。

○人員・人件費について ・改正高年齢者雇用安定法に基づき、教育職員に係る本学の雇用方針を策定する
・限られた資源の中で最大効果を目指した全学 とともに、本学の「高年齢者雇用に関する規程」に教育職員にかかる規定を定
的人員配置・人件費管理計画を策定する。 め、適用する。

・併任・兼業、非常勤講師、再雇用等、多様な
雇用形態の適正な運用に努める。 （参考１）２１年度の常勤職員数 １，４１７人

また、任期付き職員数の見込みを ２７７人とする。
（参考） 中期目標期間中の人件費総額見込み

95,124百万円（退職手当は除く） （参考２）２１年度の人件費総額見込み １６，６２３百万円（退職手当は除く）
（うち、総人件費改革に係る削減の対象となる人件費総額 １２，３８０百万円）
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三重大学
○ 別表１（学部の学科、研究科の専攻等の定員未充

足の状況について）
学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 生物資源学 資源循環学専攻 46 44 96
研究科 共生環境学専攻 52 70 135

(a) (b) (b)/(a)×100 生物圏生命科学専攻 78 114 146
(人) (人) (％)

人文学部 文化学科 420 461 110 地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ学 地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ学専攻 10 13 130
法律経済学科 330 352 107 研究科
社会科学科 370 427 115

教育学部 学校教育教員養成課程 580 669 115 修士課程 計 656 903 138
情報教育課程 80 103 129
生涯教育課程 60 71 118 医学系研究科 生命医科学専攻 240 194 81
人間発達科学課程 80 104 130 内科系専攻 2

医学部 医学科 630 643 102 工学研究科 材料科学専攻 18 30 167
看護学科 340 349 103 システム工学専攻 30 28 93

工学部 機械工学科 340 370 109 生物資源学 資源循環学専攻 12 21 175
電気電子工学科 340 385 113 研究科 共生環境学専攻 12 14 117
分子素材工学科 400 445 111 生物圏生命科学専攻 12 19 158
建築学科 180 219 122 生物資源開発科学専攻 2
情報工学科 240 289 120 生物圏保全科学専攻 3
物理工学科 160 195 122 生物機能応用科学専攻 1

生物資源学部 資源循環学科 240 279 116 地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ学 地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ学専攻 5 6 120
共生環境学科 340 400 118 研究科
生物圏生命科学科 380 439 116
学科共通 20

博士課程 計 329 320 97

学士課程 計 5,530 6,200 112 特別支援教育特別専攻科
特別支援教育専攻 30 10 33

人文社会科学 地域文化論専攻 10 35 350
研究科 社会科学専攻 10 23 230 附属幼稚園 160 153 96

附属小学校 720 680 94
教育学研究科 学校教育専攻 10 15 150 附属中学校 480 469 98

特別支援教育専攻 6 3 50 附属特別支援学校 60 57 95
教科教育専攻 66 40 61

医学系研究科 医科学専攻 40 36 90
看護学専攻 32 39 122

工学研究科 機械工学専攻 60 111 185
電気電子工学専攻 60 92 153
分子素材工学専攻 66 130 197
建築学専攻 38 40 105
情報工学専攻 36 62 172
物理工学専攻 36 36 100
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○ 計画の実施状況等

１．収容定員に関する計画の実施状況
平成２１年５月１日現在の収容定員に関する計画の実施状況は、別表に記載し

た収容数及び定員充足率のとおりである。

２．収容定員と収容数に差がある場合の主な理由
（教育学研究科）

特別支援教育専攻、教科教育専攻
・県教育委員会からの派遣者数が減り、入学志願者数が少なくなっているため。

（医学系研究科）
生命医科学専攻
・医学部卒業生の進路状況の変化が最大の原因である。専門医志向の高まりや卒
後臨床研修制度の変更にともなう研修医の偏在化、近隣大都市圏の医学部大学院
定員の重点化による増加などが本学博士課程進学者の減少を招いたと考えられ
る。

（特別支援教育特別専攻科）
・入学志願者数が少なくなっているため。



○ 別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について）

（平成２０年度）

超過率算定
の対象となる
在学者数

（Ｊ）
【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,Iの合計）】

定員超過率
（Ｋ）

（Ｊ）／（Ａ）×100

（人） （人） （人） （人）

休学
者数
（Ｇ）

留年
者数
（Ｈ）

左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

学部・研究科等名
収容定員

（Ａ）
収容数
（Ｂ）

左記の収容数のうち

左記の外国人留学生のうち
外国人

留学生数
（Ｃ）

国費
留学生数

（Ｄ）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等

数（Ｆ）

人文学部 1,120 1,242 16

（人） （人）（学部等） (人)

57 46

0 0976 8

（人） （％）

1,175 104.9%0 0 0 21

（人） （人）

1,070 109.2%35 31

0 10 935 116.9%

生物資源学部 980 1,114 3

42 31教育学部 800

0 0 0 13

（人） （人）（研究科等） (人) （人） （人） （人） （人）

0 12

（人） （人）

34 170.0%19 13

（人） （％）

人文社会科学研究科 20 60 14 1 0

266 125.5%生物資源学研究科 212 298 36 12 0 0 10 15 10

949 99.9%21 15

1,751 105.5%153 1300 31

医学部 950 977 0 0 0 0 13

工学部 1,660 1,921 35 2 7

449 130.5%工学研究科 344 479 25 10 0 0 11 12 9

73 89.0%9 0

239 76.6%11 70 7

教育学研究科 82 80 18 1 0 0 6

医学系研究科 312 257 14 3 1
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○ 別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について）

（平成２１年度）

13 0

左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

国費
留学生数

（Ｄ）

0 17 20 17

0 0

超過率算定
の対象となる
在学者数

（Ｊ）
【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,Iの合計）】

定員超過率
（Ｋ）

（Ｊ）／（Ａ）×100

生物資源学研究科 212 288 33 241 113.7%

外国人
留学生数

（Ｃ）

学部・研究科等名
収容定員

（Ａ）
収容数
（Ｂ）

左記の収容数のうち

左記の外国人留学生のうち

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等

数（Ｆ）

休学
者数
（Ｇ）

留年
者数
（Ｈ）

人文学部 1,120 1,240 16

（人） （人）（学部等） (人)

54 45

947 3

（人） （％）

1,172 104.6%

（人） （人）

0 0 0 23

（人） （人） （人） （人）

977 100.7%13 8

0 11 914 114.3%

0 7医学部 970 992 0

29 22教育学部 800

0 0

1 4 0 36工学部 1,660 1,903 31

1,077 109.9%36 31

（人） （人）

0 10

1,744 105.1%

生物資源学部 980 1,118 4

145 118

0 0

（研究科等） (人)

40 200.0%10 7

（人） （人）（人） （人）

1 1

（人） （％）

人文社会科学研究科 20 58 15

（人） （人）

245 78.5%15 12

1 0 2 8

1 0 49 59.8%

医学系研究科 312 271 13

7 6教育学研究科 82

0 11

4 0 4 6

6 0工学研究科 344 529 27

58 12

0 0

17 13

19 126.7%0 0

499 145.1%

地域イノベーション学研究科 15 19 1 0 0
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○ 計画の実施状況等

１．各年度において定員超過率（K）が１３０％以上の学部、研究科等がある場合の理由。

（人文社会科学研究科）
・高度な学問をめざす学部からの進学者や国際交流の発展のための留学生を受け入れるとともに、専門的職業人の育成、社会人の生涯学習の機会提供等を通じ、地域社会
へ貢献することを目指している。これらの要望を実現するため、研究科として可能な限りのさまざまな分野の院生を受け入れることにしている。
・長期在学コース（修業年限３年）や標準在学コース（長期履修制度）に基づき、３年又は４年間の長期の計画で履修を行っている院生がいる。
・大学院人文社会科学研究科には地域文化論専攻と社会科学専攻の２専攻があり、地域文化論は、地域に固有の文化を高度な専門性とともに学際性・総合性も視野に入れ、

人文諸科学の様々な研究視点から探求することを教育研究の目的とし、地域文化の理解と発展等に指導的役割を発揮しうる人材を育成することを目指しており、このような人材
を熱望する地域からのニーズが高いことや本学の国際化に伴う国際交流の活発化によって、海外協定大学の増加に伴う優秀な留学生を確保する必要があるため。

なお、平成２２年２月の入試では、現状を考慮し、合格者数を募集定員の１１０％（海外協定 校留学生を除く）にとどめるとともに、平成２４年度入学定員の改訂に向けて、現在、
検討を行っている。

（工学研究科）
・最近の多くの学生は、「学士課程４年＋博士前期課程２年」の「学士＋修士」学位取得が将来的に優位であるとの意識を持っている。また、少子化と高学歴社会が ますます
進むにつれ、経済的に余裕のある学生が増えるにつれ、大学院に進んでさらに自己を磨きたいという要求が年々強くなっている。工学研究科としては、 レベルを落とさない限
りにおいて、これらの学生の要望を受け入れるのが義務であり、使命であると考えている。
・近年、企業の求人方針は修士学生を優先的に採用する傾向が主流となっている。これは、企業がグローバル社会で生き残っていくためには、次代を担う技術者ポテンシャル
として、修士レベルの専門知識と実践スキルに裏付けされた創成力とより幅広い専門視野に立った統合力を兼ね備えた人材を求めていることによる。 このような観点からも、
工学研究科はその要請に応えるため、できるだけ多くの優秀な人材を育てようと大学院教育に力を注いでいる。
・工学部・工学研究科では、高度化・広範化する工学の分野を学生に習得させるためには、「学士課程４年＋博士前期課程２年」の６年一貫教育が必要と考えており、将来、
その実現の方向を目指している。そのためにも大学院の充実がますます必要となる。
大学院学生は学部学生とは異なり、ある程度の研究に対する訓練を積んでいるので、教員に対する負荷は、学部生よりも小さい事もあり、現在程度の数の学生を受け入れる

ことは、工学研究科の組織としては、十分許容範囲内である。
・多くの製造業を擁する東海地域に位置する本学に対して、大学院修了生の需要が高く、過去３年間の企業求人件数は１０倍以上となっており、このような地域からのニーズ
に応える必要があるとともに本学の国際化に伴う国際交流の活発化によって、海外協定大学の増加に伴う優秀な留学生を確保する必要があるため。
なお、平成２３年度入学定員の改訂に向けて、現在、検討を行っている。
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